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メ

i
ガ
ン
法
に
つ
い
て

松

JIら

tp句

汀
し

f~＇. 

じ

め

＇~ y、一

。
ハ
〉
迎
庁
奈
良
県
で
但
き
ー
に
児
者
誘
拐
殺
At事
件
で
遣
局
さ
れ
た
容
読
者
向
I

、
山
民
主
に
刻
す
る
性
犯
罪

η
川
科
が
あ
っ
三
ニ
／
工
μ

h
t
性
犯
川
パ
者
か
ら

f
こJ
U
J
～
に
こ
一
け
よ
う
に
pf
る
べ
き
か
仕
め
〈
っ
て
議
論
が
生
じ
～
。
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、

f
千
九
に
対
一
9
る
約

犯
罪
で
有
？
と
さ
れ
、

別
に
川
相
し
て
も
、
刑
務
却
対
で
件
犯
罪
主
繰
い
り
世
一
さ
な
し
ょ
、
つ

l
分
な
更
パ
つ
教
J

行
し
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、

山
Fh円以
4
3
3
一この

に
よ
っ
て
一
分
花
窪
さ
れ
て
お
ら
ず
、

出
rfLhtA河
犯
山
升
有

p
fゃ
と
も
に
川
け
す
る
冷
犯
罪
JE
繰
り
叫

す
危
伶
へ
性
が
あ
っ
て
も
、
何
ら
の
は
M
Eも
と
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
み
る
v

可
み
の
た
め
、
こ

し
こ
、
性
派
手
者

に
歌
誌
え
む
引
（

HNγ
ゲ
義
仲
間
刊
行
、

件
犯
尽
者
の
情
報
」
ど
保
護
vnや仲
1

一
え
に
土
門
川
却
な
い
し
川
氏
表
す
る
制
度
に
怖
い
民
一
回
日
付
寄
せ
ら
れ
た
J

一
」
り
ょ
っ
な
制
皮
は
、
と
り
わ
け
γ
メ
リ
カ
て
は
「
メ

i
ガ
ン
広
と
し
て
い
知
ら
れ
て
い
る
も
、
り
で
あ
る
つ
［
や
で
も
、
一
、
り
よ
了
ロ

メ
i
ガ
ン
ー
は
を
制
定
し
、
快
犯
出
布
石
一
り
な
録
や
は
立
し
矧
・
公
λ
日
制
貯
J

ピ
導
人
「
ぺ
＃
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
む
あ
る
つ

げ
心
パ
炉
、
こ
の
「
士
ー
な
メ
、
ガ
、
刀
法
に
つ
し
て
は
、

ア
メ
リ
ガ
国
内
で
も
激
〕
い
議
論
の
け
吋
げ
が
あ
り
、
匂
げ
の
〈
H
ヤ
ハ
一
性
を
め
ぐ
っ
て
は

訴
訟
で
汲
L
く
ム
リ
わ
れ
て
き
た
っ
日
本
一
二
メ

b
J
法
を
制
定
す
る
と
z叫
札
は
、

r

然
河
乙
よ
う
な
議
論
が
宇
1

〕
る
で
あ
ろ
う
」
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そ
こ
で
、
一
一
刀
小
柏
で
は

そ
の
却
、
む
の
背
反
と
内
容
士
検
討

7
J
A
リ
と
の
メ

l
ガ
〆
法
と
は
ど
の
よ
う
な
法
律
な
の
か
、

1
4
、
次
に
そ
の
合
憲
性
を
め
く
る
下
い
乞
検
ぶ
し
て
み
た
い
…

rし
て
、

メ
！
？
ン
U
た
け
で
と
く
、
子
ど
も
を
件
犯
Mr
’m
H一J
J
る
た

ι 
日川

め
に
ど
の
よ
う
な
仕
組
九
げ
が
あ
り
う
る
の
か
、

ア
メ
リ
カ
で
の
取
り
組
み
m
γ
l仙
nubγ

紹
介
し
ヲ
ヲ
パ
い
J

本円相わ
γ
パ人出判
L

し
て
、
チ
ど
も
ピ

件
犯
FJ
？
っ
J
る
た
め
に
ど
の
よ
う
之
措

E
を
と
る
べ
き
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
広
抗
併
は
ヨ
不
囚
患
い
店
の
も
と
で
と
り
ょ
っ
に
考
え

ら
れ
る
べ
き
か
、
少
な
く
と
主
且
一
品
川
二
議
論
す
べ
き
時
期
に
ゐ
る
こ
と
を
小
せ
れ
ば
、
と
以
っ
て
い
る
「
V

メ
1
1刀
ン
・
カ
、
ノ
カ
の
悲
劇
と
メ

l
ガ
ン
」
双
山

J 

メ

ガ

J

－
カ
ン
カ
の
花
制

メ
i
ガ
ン
a

ヱ
コ
ル
・
カ
ン
カ

九
九
沼
」
寸
口
同
月
ん
日
、

メ

h
v
ン
は
一
ム
1
1
1

ジ
ー
i
シ
州
ハ
ミ
ル
f
v
J
削
け
白

’Lを
川
て
、
局
主
し
な
か
っ
た
。
斗
親
の
そ
i
リ
シ
－

t
ン
カ
は
、

uT収
ひ
ら
ー
が
五
め
て
、
メ
l
ガ
J

い
が
一
一
時
ア
し
し
て
い
ば
い
こ
？
ご

に
h
A
コ
い
、
た
〈
ヲ
亡
し
、

川
河
近
所
の
注

K
に
メ
l
力
／
全
日
な
か
て
た
か
旬
い
た
が
み
つ
か
ら
一
ず
、
安
察
に
屈
日
出
？
に
η

崎
山
祭
は
、
川
リ
氾
の
仲
↑
I
Rか
ら
閉
さ
一
一
み
を
品
化
酌
ノ
た
し
町
一
祭
げ
か
疑
い
心
ザ
汗
判
r
J
K
の
は
、

カ
〆
カ
家
の
t

刊
か
い
に
午
ー
ん
で
い
q

た
ジ
ミ

1
・

一73
p
q

メ
ン
デ
カ
ス
と
い
う
河
川
け
、
一
一
υ
帆
彼
は
、

二
人
心
労
性
し
二
絡
に
忌
ら
し
て
い
た
へ
そ
の
似

f
が
不
高
で
、
説
明
も
良
L

戸一、
p
h
j

！ノ一？－ーヘノ、

1
1
J
f
c
刀

J
j
f
J
b

警
察
は
伎
を
筈
t
w
A

者
に
い
同
行
し
、

メ
1
刀
ン
が
い
な
い
こ
と
に
母
耗
か

ミ－

7
ダ
告
知
mv
後
尋
問
を
行
コ
ス
J

台
以
内
つ
い
と
か
ら
一

テ
ィ
メ
ン
一
ア
カ
ス
J

刊区別事在山川町、

メ
ー
ガ
シ
、
り
泣
俸
の
あ
り
か
を
白
供
、
し
に
v

警
察
は
、
そ
り
日
位
い
の
と
お

円
叶
土
j
d
川サ、

ド
E
U

行
、
近
く
の
公
闘
で
メ

i
F
e
／
の
遺
体
セ
発
見
し
た
代
彼
は
、
判
も
知
ら
な
い
よ
よ
J

に
わ
ム
コ
て
、
メ

i
ガ
／
の
紋
京
に
加
わ
っ
て
い
た

の
さ
φ

めワム↑～

一
「
ィ
メ
〆
デ
カ
ス
本
一
弘
請
に
は
、
ノ
ア
犬
を
兄
ぜ
て
あ
げ
る
y
し
い
っ
て
メ
ガ
ン
キ
コ
ば
己
に
議
ピ
」
み
、

ー
ィ
プ
ー
〆
て
殺
害
v
J
だ
容
疑

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ 10：ηi 13'0：引"Y_ I i J 



が
も
た
れ
亡
い
だ
し
メ
l
y
d
J

は
、
は
の
ベ
ル
ー
ー
で
品
目
i

古
紙
め
ら
ー
れ
た
－
；
ノ
ラ
ス
一
ァ
，
ノ
ソ
ク
パ
ソ
ゲ
で
議
官
夜
わ
れ
て
室
白
山
死
し
て

い
七
〔
山
胤
わ
い
は
、
公
州
内
心
氏
本
の
茂
み
hr
ら
、
プ
ラ
ス
テ
〆
ヅ
ク
パ
ァ
グ
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
発
児
さ
わ
た
わ

テ
ノ
メ
J

デ
カ
ス
谷
段
高
は
、

む
ち
に
、
殺
人
山
Ji
や
誘
持
強
で
起
訴
さ
れ
た
日
間
帯
は
、
有
罪
む
許
決
干
上
し
だ
っ
弁
護
人
は
裁
判

に
先
立
っ
て
、
法
判
地
心
役
低
空
半
し
l

げ
で
L

4

た
n

こ
の
事
件
は
、
大
き
な
J

札
会
的
関
心
b
f

呼
ひ
、

γ
ザ
ヘ
メ

マ
ィ
ア
で
た
き
く
取
り
i
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
為
る
決
判
所
は
、
最
終
的
に
フ
ィ
メ
ン
マ
刀
二
人
容
疑
者
三
死

N
J
Z
R古
し
た
じ
弁

護
人
は

二
一
人
ン
ャ
？
ジ
、
J

川
寸
岡
山
同
双
刊
川
に
上
九
〆
丈
一

中
た
る
ん
削
片
山
は

裁
判
地
の
ル
タ
史
が
認
め
、
つ
れ
な
か
っ
た
一
、
と
で

一才

ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
二
－

4
件
が
よ
さ
く
以
り

l
げ
ら
れ
、
ム
h
a
u人
の
公
主
な
裁
判
刊
を
受
け
る
権
利
が
信
半
一
さ
れ
と
か
と
う
か
で
あ
っ

フ
f
メ
、
二
ノ
カ
ス
容
疑
P

石
川
JL君
、
ニ
記
刑
パ
ト
I

九
時

K
L
べ

た
つ
し
か
L
、
川
西
目
高
裁
判
所
は
、
ト
吉
を
斥
け
、

こ
心
事
作
い
が
、
十
六
昔
、
な
社
会
的
潟
心
を
…
ド
d

ん
よ
日
パ
師
、
幼
い
少
k
h
A叫
近
及
。
竹
人
に
よ
っ
て
レ
イ

で
は
は
か
ッ
た
n

実
は
、
デ
ィ
土
メ
J

テ
ス
容
一
説
者
は
、
子
こ
も
に
対
ず
る
性
的
虐
行
十
で
つ
の
有
罪
yi決
？
を
そ
け
て
パ
た
U

f
U
1

、

j
ノ

f
ノ

ヴノyエtこ）ノして

一δつ〈つUつ
υ
Q
 
U
 

｝、

υ
 

λ
 
U
 

L川
1「

娘
、
巾
，
外
山
す
る
、
ン
F

｝
き
に
l凶
u

J

タ）、什意
μ

丈
で
あ
ろ
h

べノ、
J

、岬グの人、レ〆一

ι凶仙
肌

v
）ん
d

い、

τ「
ノ
に
、
パ
玄
ιべ7

る
こ
、
υ

」、》

円
似

一
午
に
、
石
山
械
の
児
量
へ
の
略
的
自
れ
ぬ
の
容
は
呪
と
、
ヒ
夜
の

T
rも
に
対
す
る
什
的
虐
待
の
未
遂
の
容
疑
で
有
罪
判
決
を
受
け
ご
レ
た

の
で
あ
る
u

ど
か
、
も
も
ろ
ん
伎
に
そ
の
よ
う
江
F

川
引
引
が
あ
る
加
と
は
、

家
d
J
A山一の、

r
f
r
A
C
人
J
b
v
tむ
す
も
知
ら
一
ぱ
か
J
J

た－

市
υ
v
J
小心ぱ

で
は
な
い
v

波
が
同
凶
し
て
い
た

人
心
男
作
ー
も

B
H

戸、，
U

九仇子。、

f

f

l

i

－－
 

性
犯
罪
tdc収
写
υ
同
誌
に
収

廷
は
川
u
犯川
J
者
て
あ
っ
た

V

汗
さ
れ
て
い
た
「
き
L

知
り
合
い

一
緒
に
民
ら
い
4

よ
う
に
な
っ
に
よ
弓
て
ゐ
る
F

事
件
依
こ
の
こ
と
と
知
二
工
、

メ
ー
ゲ
〆
の
母
一
花
モ

i
り
i
J
は、

ー？一戸
f
v

一
九
州
一
に
〉
」
え
た
幼
児
科
没
者
け
か
じ
い
ん
で
い

る
、
一
と
か
知
コ
て
い
れ
ば
、
t

奴
け
じ
こ
ん
な
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た

と、

TMlμ
は
い
よ
ノ
〈
た
い
か
に
、
も
し
そ
の
こ
と
F

ピ

知
っ
て
い
れ
ば
、

メ

ま
し
て
や
そ
の
人
幻
家
に
つ
い
し
い
く
こ
と
な
ど

L
な
い
も
で
フ
に
厳
L
〈
、
引
音
字
J

る
三
と
も
で
台
乙
～

cあ
ろ
う
だ
が
、
今
と
仕
コ
て
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ぽ
、
す
J

べ
tJ4な
い
し
こ
の
叩
円
山
レ
か

メ
ー
ガ
ン
法
祇
え
の
｛
ヘ
、
さ
は
動
機
と
な
た

ι 
日川

つ

メ

l
刀
ン
伝

メ
ー
ガ
ン
法
の
制
定

車ド利
U

一り川河川川、

メ
i
ヮ
ン
の
一
同
絞
り
ゴ
；
ー

i
ド
と
そ

i
り
l
ン
は
、
再
ひ
こ
の
よ
う
な
屯
剰
が
年
ド
」
と
い
下
士
、
ノ
、

f
ど
b
に
対
ず
る
住

犯
山
庁
ア
ド
の
棋
F

間
以
へ
の

わ三呼べ
υ
、
あ
コ
よ
い
う
ま
に
多
数
の
一
宇
ず
が
集
ま
ー
た
（

てご

Y
A－
－
ン
i

州
議
会
は
、

そ
の
情
朽
の
公
闘
を
え
J

ん
の
司
令
法
改
正
の
誕
動
を
段
目
帆
的
に
行
っ
1
7
7
2
の
l
r
t
k
は
、
多
く
の
住
民
の
共
感

ク

3
1
J
i
一
三
、
ょ
う

ー
！
と

1
7
7
1
L
i

メ
ー
ガ
ン
の
究
段

ち
に
、
緊
急
提
案
、
こ
し
て
「
丸
の
犯

X
L告
の
砕
鉱
及
び
沢
民
合
司
に
閑
f
司
令
以
内
什
を
制
定
、
J

た
υ

州
議
会
は
妥
国
司
会
心
審
議
ー
さ
一
枚

ば
L
T
、
こ
り
日
山
仲
い
を
可
仇
し
た
。
そ
し
て
州
知
事
ク
リ
ス
テ
ィ
〆
唱
内
イ
ヴ

T
マ
ン
は
、

。
円
九
一
一
円
に
平
一
リ
i
ン

に
し
て
こ
の
法
停
に
署
名
し
、
法
伶
は
成
V
1
h
l

の
名
削
や
法
律
刻
む
の
辺
機
と
な
っ
た
人
物
な
ど
の
目
前
守
口
川
、
げ
る
川
市
／
什
が
丸
山
る
c

こ
の
慣
行
に
災
い
＼
日
｝
の
法
作
は
、

メ

l
ガ
ノ
主、1

一ry～T
ー
お
山
口
，
m
L

叫
h
m悼
A
f戸
、
）

と
名
づ
け
ら
、
れ
だ
し

モ
デ
ル
と
さ
れ
た
の
は

ア
ン
ン
7

、
ノ
州
の
性
犯
罪
者
R
J
T
れ
訟
で
お
う
た

ブ
J

ン
L

ン
州
で
は

メ
i
ガ
シ
の
死
佼
－
力
月
、

L

u

q
；
 

j
j
U
1
 

ア’’
A
H
7
1
J
守
、
中
小

、
一
一
】

fJ巳

「
の
針
案
者

九
八
九
h

九
月

仁
川
峡
の
少

行
が
タ
コ
マ
よ
い
の
森
の
中
主
斗
l
分
絞
り
よ
う
な
状
況
で
血
だ
ら
け
の
ま
ま
さ
主
ょ
っ
こ
い
る
の
ー
ピ
発
見
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
や
じ
た
c

数
ヨ
絞
、
容
疑
者
と
し
て
述
持
さ
れ
た
の
は
、
ア
ー
ル
－

L
』
ブ
イ
7
1
2
い
う
人
初
で
ゐ
コ
九
一
し
彼
は
、
少
年
F
4
詩
1
叫し、

レ
イ
ペ
フ

明
円
の
前
ド
カ
あ
っ
た
さ
、
片
に
同
ギ
九
月
、

ワ
ン
〆
ト
ン
刈
ハ
ン
ク
マ
＼
ハ
ー
の
郊
外
で
、

1
1
さ
ら
い
円
少
年
の
性
殺
を
切
断
し
、
そ
（
り
ま
ま
森
の
山
け
に
丙
き
去
り
に
し
た
の
で
あ
っ
た
っ
彼
円
は
、
こ
れ
ま
で
に
b
と
の
よ
、
つ
三

川
L
弟

y
ィけ
Jγ

ムー

！
万
ル
・
一
ア
が
投
A

ムロされ、

ハ
〉
帆
と

ふ
凋
一
司
後
凶
山
礼
の
；
・
ジ
J

ヤ
フ
－

f
ズ
レ
イ
子
け
じ
j

h
九
九
の
校
庭
一
か
ら
誘
拐
さ
れ
、

レ
ィ
ノ
さ
れ
殺
山
口

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ 1副 i 13' 2 c引"Y_ I i J 



さ
れ
る
宇
汗
が
け
が
「
じ
た
c
2
1
日
況
判
と
さ
れ
ん
一
の
は
、

内

J

ス
ト
レ
ー
ト
ソ
ド
。
伎
は
、
映
函
館
の
お

T
洗
い
カ
ら
六
歳
心
心
／
守
を
誘

同
町
し
て
述
補
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
殺
で
い
へ
の
J

初」
1
ふ
一
%
疑
も
も
た
れ
た
り
て
お
r
Q
コ
写
疑
起
に
は
、
山
川
U

且
誘
お
や
虐
待
心
、
引
科
が

い
く
つ
も
あ
っ
た
c

、
一
れ
れ
い
り
事
什
を
認
市
川
に
し
て
、

7
ン
〆
ト
シ
付
が
い
一
ー
、
は
、

け
犯
罪
に
対
処
す
る
さ
ら
な
る
杓
聞
の
創
設
を
求
め
る

ー
同
け
や
急
速
に
強
ま
っ
た
P

そ
一
、
ゼ
州
議
会
は

」のヤい叩叶
J
V
制｛疋
l
J

た
（
り
で
あ
っ
L
h
j

日
時
慌
の

f
ど
も
山
い
い
叫
す
る
凶
悪
な
わ
犯
主
が
次
々
と
守

Y
1／
乙
河
川

九
ん
一
』

f
J
J
7
？

1

一ア
J

1

〈
タ
ム
プ
「
ょ
、

；
I

J

：
J

q

d

d

一
…

j
i

歳
の
少
ruh
ポ
け
；
ヶ
ソ
ス
が
誘
拐
さ
れ
殺
害
さ
れ
z人
J
W疑
者
は
リ
ヲ
ュ
1

1
ド
・
ア
レ
、
J

・
デ
ー
ピ
ス
〉
性
犯
卯
の
，
冷
却
J
tで
あ
っ

丈

川
ノ
ム
な
誘
拐
｝
J

、
性
的
に
市
民
斗
叫
γ
J
h
～
う
え
で
、
殺
宗
門
し
た
容
疑
が
も
た
れ
た
い
同
午
七
月
、
叶

λ

寸
山
ザ
ス
叶
ァ
一
ワ
ノ
の
郊
外
で
、

伐
の
山
人
庭
か
ら
今
］
」
蔵
の
少
女
ア
J

（
レ
イ
・
ヱ
ス
一
ア
ル
ド
討
議
お
さ
れ
、
翌
ド
ド
遺
体
が
発
え
き
れ
ぺ
」
容
疑
者

r
し
て
述
点
刑
さ
れ
た
の
は
、

マ
イ
う
ル
・
ブ
レ
ア
U

u

h

ん
常
に
刻
ム
nJ
る
判
的
」
虐
待
の
j

創
刊
什
小
あ
る
人
物
で
あ
勺
た
o
f
J
aア
イ
ア
ナ
州
で
は
、

。
交
の
〕
ソ
ゾ
カ

的
虐
待
の
削
科
が
あ
っ

f
c

ノ一。

九
夜
の
人
一
ナ
「
，
マ
二

1
・
ツ
ユ
一
一
、
ッ
、
ー
が
前
科
の
あ
る
性
犯
持
者
に
殺
芹
さ
ー
れ
だ
し

m
J
J
 

つU5
 

Q
U
 

Ia 
J
 

L
U
1「

、
あノ入

門

M

リ
i
－
ス
サ
ィ
ダ
引
性
的
虐
枠
合
受
け
、
殺
山
台
3
れ
に
。
拝
読
者
は
、

ク
リ
ス
｝
ブ
ァ
・
又
一
r
y
f
l
ブ
ン
ス
ハ
児
童
に
対
一
G
J

る
約

カ
〆
ザ
ス
川
で
は

w

」
、
れ
ら
の
悲
川
町
恥
は

マ
人
・
て
フ
J

ア
で
大
き
く
取
り
l

け
ら
ー
れ
た
〈
被
害
者
の
家
政
は
、
性
犯
罪
者
心
衿
河
川
，
と
白
河
川
・
公
衣
を
求

ヴノyエtこ）ノして

め
る
は
い
河
川
の
制
定
jhy｝
甘
く
ぶ
め
た
〔
を
L
て
多
く
の
M
門良川川、

r
c声
に
ム
ん
は
い
い
ヲ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
心
結
果
、
似
の
州
C
J
U
同
級

G
一

心一，
1
4
K
M制
定
さ
れ
。
ょ
、
ー
に
な
2

た
の
C
ゐめるつ

一コ

i
ジ
ミ
i
ジ
l
州
が
こ
の
－
伝
作
中
」
制
定
し
た
当
時
一

♂

1
）

V
1
5一

い

J
L
f
ν
M州
内
可

性
犯
罪
者
心
岩
日
H

Z知
制
度
が

J

F

｝ゃ山川一汁
f
L

、11
7
J

、
人
一

導
入
さ
れ
て
い
ア

そ
れ
ゆ
え
、

一一

A
i
ジ
ャ
ー
ジ
ー
件
ノ
ー
は
が

」
の
よ
う
と
制
肢
を
は
い
〆
め
て
釈
け
人
れ
た
わ
け
ノ
で
け
じ
な
い
。
し
ん
J

－L
i

j

L

J

J

ジ
？
州
法
は
、
従
茨
の
も
の
を
越
え
て
、
性
犯
非
主
口
、
？
出
所
1

げ
た
は
帽
台
、

コ
ミ
L

）
日
ノ

f
r
E知
「
号
令

」／

メ

久？っト
I
C
J
て
こ
り
い
寸
－
C

4
i
：ト
L
一
l

！

i
L

ニ
マ
一
司
パ
ン
ヤ
ジ
州
法
は
、

f
れ
ま
で
の
判
別
居
け
り
も
一
品
取
し
い
附
谷
だ
コ
た
と
い
与
え
る
」
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何
時
世

ι法
律
は
、

後
述
す
る
」
う
に

ほ
か
の
川
で
も
制
定
さ
れ
、

連
邦
一
引
副
会
て
も
こ
れ
に
治
た
法
仙
ゆ
が
で
一
ざ
と
－
連
邦
議
会
は
、

了
ど
も
に
対
す
る
性
犯
罪
声
の
法
相
刊
を
州
に
求
め

そ
の
パ
知
公
衣
を
認
め
令
、
伝
伴
の
制
定
エ
古
川
川
に
ハ
犯
す
U
作
を
判
制
定
し
こ
い
た
が

l日つつi
U8

 
3
 

r
位

ι 
日川

と
心
事
河
合
受
け
て
、
こ
れ
を
改
に
じ
、
む
ね
情
報
む
公
表
を
義
務
判
じ
る
法
作
心
制
定
立
促
［
た
）

メ
ー
ザ
ン
の
悲
劇
と
、
こ
、
山
よ

A
i
j
h一

う
な
北
関
－

t
J
民
と
繰
り
返
し
℃
は
い
け
な
い
と
「
る
同
寂
及
び
住
民
、
り
訴
パ
が
、
仏
く
共
感
を
呼
び
、
こ
の
よ
う
な
以
内
伴
、
り
制
定
1
七

促
し
ー
に
も
の
と
い
パ
る
勺
門
て
い
て
、
す
べ
て
の
刊
て
、
が
対
こ
れ
に
沿
っ
て
、

F
ど
も
に
対
す
る
が
い
犯
羽
音
の
守
録
と

E
知
公
士
一
F

ピ

義
務
代
け
た
州
法
が
制
ー
ιさ
れ
る
に
山
エ
っ
た
の
で
あ
る
一

ヲ
ワ
こ
う
こ
、

二
バ
U
チ
J

d

J

i

ほ
か
の
川
で
制
定
さ
れ
L

ぺ
よ
い
の
も
立
め
一
、
同
穫
の
法
律
ば
、
川
相
在
は

般
に
「
メ
ー
ガ
／
法

t
呼
ば
れ
る
山
記
一
つ

て
い
る
。

メ
ガ
ン
法
の
具
体
的
内
容

一nE

一
九
九
』
ノ
寸
の
二
ヱ

l
ジ
寸

l
ジ

l
川
性
犯
罪
者
投
録
法
は
、
性
犯
罪
者
に
は
し
、
有
罪
川
決
も
し
く
は
刑
務
Fhべ
か
ら
出
所
し
て
か

ら一
f
J
年
杭
、
犯
罪
主
犯
さ
ず
、
快
者
の
安
全
に
脅
威
乞
ソ
え
る
お
そ
れ
β

包
レ
と
7
4
所
で
き
る
ま
で
パ
円
義
務
を
け
い
只
わ
せ
て
レ
る
－

し
七
が
っ
て
、
義
務
は
一
生
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
う
る
ハ

ゐ

｝

一

一

7
L
G
7いn
M
d
d
T

一
工

1
ン
ア
l
ジ
1
u
m一
読
会
は
、
点
作
捻
れ
わ
ぷ
に
性
花
町
小
u

ど
犯
し
た
者
ど
け
で
な
く
、

IKパJ
m行
川
に
件
犯
坊
を
犯
L
てム叩

罪
判
決
乞
受
け
た
壱
に
も

。
弓
以
内
に
円
片
山
林
す
る
こ
と
を
求
め
ん
一
し
保
有
汀
観
察
や
そ
の
他
の
コ
ミ
ご
二
ィ
の
牝
慌
の
も
と
て

釈
放
さ
れ
る
告
に
も
、

野
リ
録
義
跨
げ
か
以
北
ぶ
他
刊
マ
、
起
己
兆
結
中
」
坦
比
に
J

『
野
川
決
中
戸
工
げ
た
吉
川
が
什
に
移
一
山
、
し
て
き
た
場
な
に
も
、
品
川
リ

阿
弥
／
守
山
川
叫
が
反
主
v

司
ナ
、
は
、
性
犯
罪
者
に
、
そ
の
氏
む
、
往
九
五
保
険
一
台
り
、
ー
齢
、
人
種
、
性
別
、
生
午
月
日
、
九
月
長
、
体
子
市
、
口
百
九
及
＼
J

日
？
ロ
ぃ
、
什



所
、
出
所
、
M

桂
川
の
川
町
及
び
場
所
、
一
伺
罪
判
決
の
年
月
日
及
び
場
所
、
起
訴
詐
サ
、
指
ー
軒
、
刊
行
守
録
さ
れ
て
い
る
性
犯
罪
心
街
半
以
認

述
な
ど
の
ひ
録
乞
求
め
て
い
る
交
宇
～
が
あ
れ
い
日
、
も
ち
ろ
ん
党
更
の
屈
ぬ
が
必
裂
で
あ
る
へ
そ
し
て
、

は
託
銀
信
n
恨
の
挺

ぶ
れ
い
り
義
務
パ
か
課
さ
れ
る
わ
危
佐
川
皮
に
上
っ
て
、
」
河
合
一
…
肢
で
よ
い
み
告
と
九
つ
一
い
ご
と
に
百
討
が
義
務
判
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
め
る
F

登
録

JEdれ
ば
、

川
需
が
科
さ
れ
る
J

こ
れ
を
受
け
一
、
、
カ
ワ
ン
ナ
ィ
の
桧
戸
…
｛
日
は
、

り
～
一
丹
犯
の
危
険
柱
ん
ど
認
旬
、
し
、
同
ハ
v
録
活
況
の
M
h
M
－

の
ー
に
め
、
低
危

険
医
｛
志
帆
限
度
）
一
、
山
危
険
度
（
危
ぬ
ぐ
皮
一
六

ω危
険
茂
ヘ
危
険
広
一
）

り
一
一
ブ
シ
ク
に
区
分
F
る
ν

低
危
険
皮
の
附
犯
罪
者
に
つ

い
て
は
、
竹
犯
罪
者
の
所
持

誌
に
の
み
民
派
主
れ
る
戸
訂
版
y

ほ
の
性
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
、

J

子
校
、
一
ボ

救
印
科
や
円
l

少
ー
の
た
め
の

y
u
グ
一
フ
ム
を
実
施
「
司
令
団
外
な
ソ
の
市
民
間
体
に
性
犯
罪
名
の
情
慌
が
保
供
さ
れ
る
。
モ
L
て
点
危
険

安
の
相
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
、
作
製
｛
巳
が
性
犯
罪
者
の
ハ
埠
h
r
J
l
L
二一
y
t
y
之
、
日
約
靴
を
似
品
名
す
る
。
択
一
仕
い
さ
孔
る
桁
ぽ
は
、
氏

名
、
特
段
、
写
弐
、
作
所
、
雇
用
な
い
し
ト
ギ
ワ
ナ
の
場
一
川
、

ゴ
討
中
の
担
問
制

L
，
レ
1
7
ン
パ
で
占
め
る
。
、
｝
の
八
山
本
へ
の
倍
抑
止
汁

知
公
卜
氏
こ
そ
が

メ
ー
ガ
〆
法
の
最
大

コ
P

C

J

サ
Jι

一h
u
九
四
今

一
対
二

C
日
、
川
一
務
長
官
は
、
、
一
心
法
律
の
ガ
J

ト
ラ
P
J
J

を
公
表
L
、
怜
犯
守
者
心
危
険
皮
判
定
の
基
準
士
川
均
一
ら

九
f
ヲ
一
ー
し
」
）

1
！

l

v

J

 

ま
た
、
情
報
の
抗
供
主
党
け
る
同
体
乞
帰
定
し
、
融
一
日
以
へ

了
ど
も
に
ほ
す
る
川
休
の
み
が
ひ
叙
す
る

ヴノyエtこ）ノして

と
L
」
川
以
戸
、
し
才
f

一、

同
付
仲
L

は、

ぞ
れ
職
口
古
に
い
川
修
ど
れ
い
、

同
礼
供
さ
れ
る
活
設
が
子
ど
も
を
保
護
す
る
た
め
だ
け
の
日
的
で
利
川
用
、
さ
れ

る
よ
う
碓
が
す
6

4

J

汽
務
が
七
月
わ
さ
れ
た
d

ま
た
が
イ
可
ラ
イ
ン
は
、
高
危
険
度
心
性
犯
罪
事
の
苛
録
店
刊
の
公
表
の
力
以
に
つ
い
て
も

定
め
に
ず
れ
い
え
采
会
や
学
校
で
吉
一
昨
す
こ
と
や
口
’
別
弐
問
す
る
こ
と
が
、

具
体
的
た
ん
い
い
と
さ
れ
、

の
提
供
山
際
し
と
は
必
波
な
M
H

き
ち
ん
と
泊
切
な
ず
ド
パ
イ
ス
を
行
汽
こ
と
、
引
に
主
ょ
拾
の
守
、
防
相
官
下
す
ど
う
な
汗
為
い
け
汀
し
的
巳
μ
？
っ
、
J
H
」

b
f

メ

J

L

J

こ」

ず今、
i
R
今
日

b
t
b

ill＜｝、：iL'?Jお，31 Bl) 3日間C3.ll;
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な
科
、
同
一
一
点
、
父
、
ニ
ュ

l
ジ
相

l
ジ
l
川
川
北
高
裁
判
所
が
、
同
法
の
合
片
品
川
工
を
よ
っ
J

持
し
つ
つ
、
了
絞
り
出
な
問
題
点
一
ゲ
↓
指
羽
し
た
た
め
、

ガ
ー
手
i

ラ
イ
ン
が
改
！
正
夫
、
れ
、
検
察
官
｛
に
よ
る
危
均
皮
判
定
c
u
h来
に
不
問
中
申
し
立
て
る
h

と
が
で
か
る
、
」
と
、
弁
護
人
依
煩
推
め

ι 
日川

国
選
弁
護
人
の
栓
利
も
あ
る
こ
と
の
さ
矧
も
求
め

b
れ
て
い
る
へ
さ
ら
に
判
定
に
基
準
に
つ
い
て
令
、

登
川
山
者
危
険
許
缶
基
準

定
立
し
、
和
F
の
重
T

人
牲
と
犯
知
念
繰
り
出
ト
危
険
性
に
忠
じ
て
工
り
片
体
的
、
古
川
会
押
を
叫
同
定
し
て
い
る
つ
ま
と
、
州
最
高
裁
川
刈
ば
、

れ
に
吃
】
、
；
絞
の
明
確
化
の
に
め
の
命
令
を
出
し

件
犯
罪
者
に
は
裁
判
円
所
に
取
出
い
を
止
め
二
J

る
こ
し
仁

及
川
所
は
い
じ
机
罫
者

の
山
時
の
も
と
た
協
議
を
行
っ
て
寝
間
が
必
裂
か

2
う
か
吹
決
定
し
、

審
問
」
ア
守
っ
た
は
帽
含
に
は
、
審
問
は
非
公
開
で
、

しとも

責
任
は
険
察
官
に
あ
る
が
、
最
終
的
ん
d
J
υ

計
責
任
ば
性
犯
罪
立
の
側
に
あ
る
こ
と
を
明
常
に
、
ど
句
、
ま
た
こ
の
命
令
は
、
込
述
た
ア
続

9
一

を
確
保
ず
る
で
め
エ
品
在
手
続
に
主
れ

mmを
ぷ
け
ず
九
υ

｝
」
乃
ソ
川
刊
、
律
に
従
い

九
ん
六
午
一
月
一
円
ま
て
に
一
一
四
心
九
人
の
性
犯
罪
者
か
登
ヘ
録
L
、
そ
の
う
ち
危
険
度
の
判
定
や
受
け
た
者

は、

。
j

人
、
ほ
危
険
皮
1
比
六
人
、
中
危
険
波
打
比
一
一
八
人
、
門
司
危
険
皮
川
与
人
一
て
あ
打
、
検
察
官
は
、
平
一
の
う
ち
中
危
険
に
は
り
者

た
と
伝
え
ら
れ
て
レ
】
今

七
現
人
と
点
危
険
皮
の
者
一
七
人
に
つ
し
て
代
「
F

以
清
報

3 

ア
メ
リ
カ
村
会
と
性
犯
川
北

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
犯
罪

牧
町
刊
削
午
、
と
り
わ
け
レ
イ
f

は
、
深
刻
な
ド
会
問
題
ゼ
あ
る
。
な
か
で
も
、
被
害
名
が

f
と
も
の
拐
ム
n
は、

レ
イ
o
T
U
M
了
ど
も
の
身

体
か
」
人
さ
く
傷
つ
け
る
だ
げ
で
な
く
、
深
刻
注
常
山
神
的
ト
フ
ウ
？
を
与
え
、

z
の
後
り
ば
長
発
、
え
に
大
＃
な
妨
げ
2
G
d
G
q

山
夕
、
了
円
い
統
計
で
あ
勺
戸
、

ア
メ
け
カ
で
は
、

れ
八
九
二
司

年
闘
で

U
i九
リ
一
ハ
二
川
け
の

ν
イ
ゾ
が
お
刊
告
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
、

そ
の
け
同
士
日
考
り
そ
ぶ
り
一
お

L
そ
じ
一
心
〈
U
C人
が

歳

以

「

の

少

f
止
だ
と
い

レ
ィ
ァ
の
う
ち
れ
約
一
一

近
く
は
千
と
J
H
に gと
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対
「
る
レ
J

フ
だ
と
L
wつ
報
Z
4
Jめ
る
－
し
か
も
、
川
工
犯
罪
や
浅
む
虐
待
、
こ
h

り
わ
け
了
／
了
も
に
対
す
る
性
犯
罪
や
洋
的
虐
伶
は
筈
察

に
議
告
さ
れ
る
半
が
な
わ
め
て
促
い
こ
と
か
ら
な
て
、

勺
た
際
ハ
U

料
献
は
耕
一
か
に
多
い
も
の
と
い
わ
れ
て

v

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
刑
罰

ア
メ
り
カ
で
は
根
氏
地
時
代
、

犯
L
J
は
神
に
対
「
る
mf
で
ゐ
る

2
い
ム
考
え
Lh二
忌
い
て
刈
認
が
科
手
れ
て
い

亡
者

は
郊
の
法
い
堪
反
し
た
主
で
あ
り
、
神
に
罪
を
償
う
止
め
に
処
刑
主
受
日
た

処
刑
印
公
闘
で
行
し
れ
れ

氾
司
令
午
了
心
ソ
ェ
ー
」

；：
j
i
L
 

な
と
の
刑
が
行
わ
れ
た

川
北
い
犯
罪
の
場
合
、

社
会
復
帰
が
容
易
に
認
め
つ
れ
l
心
c

こ
れ
に
ほ
ご
百
三
人
以
犯
罪
の

罪
主
山
中
へ
は
、

場
合
、
汚
れ
を
r
冷
び
吐
、
r
人
｛
ー
を
刻
平
込
む
こ
／
一
、
追
抗
、
そ
し
て
死
刑
本
科
さ
れ
十
一
口
強
詳
の
場
合
、
初
犯
で
あ
れ
ば
学
に

T
」

一
度
斗
と
は
る
と
死
刑
に
処
さ
れ
て
に
～
。
民
ー
め
り
刑

の
1

止
乍
を
悦
さ
い
れ
ら
れ
、
川
リ
犯
こ
な
れ
ば

R
」
り
ド
か
み
？
と
い
、
孔
ら
札
、

【
｝
弓
門
戸
吋
戸
内
｝
】
ロ
ヤ
川
）

ζ
阿
川
ば
れ
る
。

マ

メ

71 
旬、

O) 

。
] 

J)i 
イつ
オt
ζ 

L、
ふー

ill＜｝、：iL'?Jお，31 WiJ 3'1' 初出11;

し
か
し
、
そ

こ
の
よ
う
は
刑
制
は
湾
止
さ
れ
、

刑
お
一
町
に

b
N
る
拘
禁
と
レ
う
、
志
川
、
お
た
刑
判
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
ほ
る
じ
財
産
一
昨
小
ど
し
て
の
罰
余
と
、
日
白
川
と
し
て
の
信
銅
か

ι安
rdu恥
誌
の

f
殺
と
は
っ
た
し
そ
し
ご
、

に
は
死
刑
が
皆
保
き
れ
て
い

一
定
の
早
大
な
犯
罪

ヴノyエtこ）ノして

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
犯
罪
の
処
罰

い
い
…
ぃ
佐
山
は
ア
メ
り
カ
で
け
じ

十
］
コ

E

’目、つ
J
A
H
J
1

し
ご

干

6
4
5
4
7
b
i
r
d
－、ょィ

他
（
り
犯
野
同
様
の
処
l
h

乱
含
J
J
1
げ
て
い
二
。

イト寸
1

り
ス
民
日
マ
、
は

強
姦
罰

は
化
刑
に
一
。
っ
て
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
さ
あ
り

情
民
地
叫
川
代
か
、
つ
で
八
日
紅
に
か
け
て

メ

ー
」
か
し

九一一

YLTに
な
っ
て
ミ
ン
ガ
シ
州
な
ど
芝
、
性
的
に
向
険
な
い

L
性
的
精
神
障
害
者

2
2
E］

3て
」
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れ
千
八
に
対
し
て
爪
誌
で
は
一
子
士
山
川
」
仰
げ
円
台
者
詑
設
で
の
治
市
市
川
古
川
忠
許
J

に
初
恥
ノ
ど
の
常
的
精
神
阿
川
円
以
台
法
が
制
ハ
記
さ
れ
に
一
ノ
リ
ノ
J

州
で
も
、

ヲ
早
川
径
の
伝
伊
げ
が
制
定
さ
れ
た
ν

こ
れ
b
の
は
律
は
、

刑
務
1'li 
11-1 
、、
irr 
fか
を
1_; 
つ
方

針、Lミ
!] 

才L
ザ

'" 
d 

つ

な

--】ζ
討
中一

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ 1'1つI 13'8 C引＂－＂

一
定
期
間
出
判
例
ng一
昔
を
わ
ず
ら
っ
て
い
て
性
犯
罪
を
犯
す
傾
r
川
が

ι 
日川

た
る
苫
を
竹
的
が
；
判
的
中
1uγ
円
と
主
義
じ
て
い
た
J
v
i
時
は
、
性
花
間
十
乞
犯
し
や
す
い
こ
の
よ
う
ヨ
人
を
渋
川
’
に
診
断
で
き
、
し
か
も
法

切
な
ム
出
疫

JFつ
え
は
ム
か
位
可
一
位
ゼ
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
も
社
会
復
帰
で
き
る
L
Y
考
え
、
り
れ
て
い
た
一
ぞ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
措
邑

い
ト
～
d

つ

、
同
時
に
性
犯
罪
の
再
発
ん
己
防
止
て
き
る
も
の
と
号
、
ズ
つ
れ
と
の
で
あ
う
た
。

一
北
六
（
U
ト
い
こ
ろ

は
約
止
数
の
川
川
や
コ
ロ
／
ピ
ア
特
別
区
に
こ
の
よ
う
な
法
律
が
ー
あ
り
清
神
障
主
者
の
世
炉
問
入
比

7
続
ド
ド
よ
っ
て
こ
れ
ら
性
犯
町
若
の

拘
禁
・
治
療
が
行
わ
れ
て
い

乙
こ
ろ
が
一
九
人
口
年
代
に
は
、
滑
川
伸
降
汁
白
石
川
施
一
ば
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
珪
白
が
あ
る
が
、
そ
心
背
景
に
は
、
稲
川
川
障
害
布
施
設
で
の
治
療
に
点
っ
て
再
犯
T
f
p
必
ず
し
も
減
少

L
な
か
っ
た
こ
y
、

に
刻

γ
る
不
満
が
あ
っ
九
ま
に
、
久
的
の
権
利
i
M
閣
議
を
い
中
小
め
る
…
471尉
ん
の
結
果
に
し
て
、
件
犯
罪
の
重
大
性
が
舟
摘
さ
れ
、
こ
れ
ぅ
約

犯
罪
者
乞
治
療
に
よ
r
J

て
治
総
さ
ゼ
る
と
い
ち
の
で
は
な
く
、
き
ち
ん
と
処
却
す
べ
き
に
と
す
る
山
が
強
土
木
つ
に
こ
と
も
、
そ
の
背
景

に
お
、
J

一
～
の
で
は
な
L
h
T主
川
心
わ
れ
る
－
主
犯
罪
者
が
、

山
川
枯
仏
円
台
な
ど
を
弔
叶
え
て
処
罰
を
内
ー
れ
、
結
県
常
に
爪
務
所
に
入
れ
ら
れ
る

h

一
、
ょ
ん
く

U
U
山
泣
か
ら
短
期
で
小
川
山
一
中
（
て
［
ま
う
こ
と
も
向
怠
と
さ
れ
に
J

そ
の
結
果
、

、
」
れ
を
廃
J

け
す
る
よ
P

つ
に
は
っ
丈

一
九
九
C
M
J代
に
は

一
九
立
つ
宇
佐
い
に
性

的
結
柏
町
円
六
者
付
い
や
制
定
し
た
u
m
C約
半
旬
、
は

〆

、

〉

、L
’1d
？
〉
V
L

一
九
人

0
年
代
小
つ
、
性
犯
手
に
は
リ
ド
山
U
A
U
」
川
崎
、
え
る
べ
き
だ
と
す
る
傾
F

川
が
強
ま
J

た

糾
い
犯
罪
内
科
寸
る
刑
川
引
は
加
重

相
た
な
市
仁
犯
U
1
u
て
か
川
刷
出
さ
れ
f
L
刑
l

」
γ山
科
Y
J
れ
打
、
」
快
犯
匹
以
外
の

澗
ぷ
加
重

に
つ
い
と
も
、
が
い
的
た
刷
機
が
為
れ
ば
、

さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
ど
し
さ
つ
に
一
転
法
二
一

4
2
Z
2
7
i広
三
日
’
制
定
さ
れ
、
性
犯
罪
市
山
秋
わ
忘
さ
れ
た
場
含
に
は
乏
い
刑
J
ヅ
T

さ
れ
7

宇
4
ス
ノ
に
予
ね
な
ヮ
て
、
ε
ι
1



こ
う
し
た
中
℃
、
性
犯
罪
者
に
対
ヲ
る
処
法
に
も
大
き
な
安
化
が
ぺ
じ
る
〈
新
し
い
溺
流
の
モ
デ
ル
と
な
コ
人
の
が
、

ぉ

戸
、
ふ
り
つ

円いノ、ンンーン

州
の
性
暴
刀
的
時
挙
者
）
一
い

（
店
内
同
F
M
b
Z
J
1

ぞっ一
2
M

－t吋
A
V
A
L

ベニコ回目

一
九
札
ハ
U
A

に
制
定
予
れ
た
川
口
い
は
、

け
},g 

有
に
対
し
て
、

市山川
L

代
え
て
特
い
い
崎
山
下
H

者
と
し
て
お
設
に
入
れ
て
治
療
を
わ
う
心
で
は
な
く
、

引
山
山
所
後
も
げ
む

荒
川
引
を
加
え
え
ヘ
モ
ヘ

設
に
拘
禁
し
C
ム
か
仇
慨
を
川
内
り
つ
つ
、
公
共
の
，
久
全
ど
守
ろ
う
と
す
る
も
（
り
で
あ
る
っ
と
れ
ゆ
、
ズ
、
治
療
が
効
果
を
生
？
二
」
危
険
糾
い
が
な

く
な
れ
ば

f
犯
罪
壱
も
出
所
が
許
さ
れ
る
が
、
危
険
性
が
な
く
な
る
ま
で
拘
禁
さ
れ
る
。
拘
泊
、
期
間
h
hえ
刊
叫
に
及
び
、
事
一
五
ト
一
年
拘

世
小
さ
れ
る
川
児
院
性
も
あ
る
に

多
く
の
川
は
残
叫
山
な
性
犯
罪
宇
一
民

l
Fる
た
め
、

次
々
こ
同
一
狩
の
法
律
ピ
制
定
す
る
よ
う
に
な
っ

当
は
や
性
犯
山
片
ア
f

に
対
、
〆
て

日
療
に
昨
っ
て
史
牛
を
似
る
の
で
は
江
く
、
恥
し
く
処
い
訂
一
コ
ノ
る
ャ
／
｝
に
よ
っ
て
抑
止
を
は
か
る
こ
こ
、
公
共
の
友
人
保
護
の
た
め
に
は

件
犯
罪
を
初
日
ず
危
険
の
あ
る
性
犯
罪
者
を
拘
4
h
L
、判、以一山
γ

ら
切
り
川
市
L
て
お
く
こ
乙
J

そ
が
必
安
ん
J

一
ご
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

一
り
て
ゐ
る
。

メ

l
ガ
ン

、
一
む
よ
う
な
背
景
で
剖
｛
心
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
丸
山
る
c

連
邦
メ
i
ガ
ン
抽
出
の
制
定

ヴノyエtこ）ノして

述
邦
議
会
は
、

一
九
九

F
h一
九
月
一
日
、
チ
ど
も
に
し
吋
ナ
る
犯
持
者
や
性
犯

こ
の
よ
ヰ
伝
効
訟
に
を
加
速
さ
せ
た
F

述
刊
誌
会
は
、

持
wfJYwhH
録
さ
什
、
出
い
紋
1
半
真
一
の
提
供
を
義
務
付
け
、
そ
の
杭
一
以
（
り
公
去
を
認
め
ャ
匂
店
州
パ
の
制
定
を
州

Hmす
迫
邦
出
J
V
制
定
し
て

い
た
っ
こ
の
氏
律
は
、
ン
エ
イ
コ
ソ
ウ
ニ
ッ
タ
i
り
ン
グ
了
と
も
に
付
す
る
犯
罫
及
び
柱
暴
々
的
略
奪
喜
K
M
録
出
（
〕

E
任
者
E

と
呼
ば
れ
る

（
〈
日
向
仇
一
回
法
問
第
川

（ソコ
2
2
と
H
2
5
1
h
7
一ハ一足コ

E
d
〔一国ぺ刈

42一一川〈
4crz川
（
）
ヱ
ペ
ロ
ハ
一
宮
古
ぺ
百
三
河
戸
川
O
コ

メ

信
一
凶
〈
U

M

ill＜｝、：iL'?Jお，31 191 J 3伶初出；1; 
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こ
の
法
律
制
定
を
積
極
的
に
働
さ
か
け
ん
一
の
は
、

パ

7

7

r

ム
リ
コ
ソ
タ
l
リ
J

ケ
一
波
女
の
ム
一
山
此
の
川
」
子
、
ン
J

／J
1

ゾ
は
、
ミ

ネ
ソ
タ
州
ρ
ン
下
ン
ョ
巳
ブ
の
店
ぺ
一
か
ら
一
泣
け
心
レ
ノ
タ
ル
ピ
一
γ
オ
附
に
ピ
一
づ
オ
t
j
h
p

常
η
に
行
く
と
い
っ
て
訟
を
山
山
す
た
め
と
、

ι 
日川

メ

ノJ

〆

「〉

i'i' 

印j
BS 

触

れ
12'. ledご－－;c-i ''' :.:i・↑ 19：ηi 1350三［＇if

一
応
ら
公
F
U
L
l
一v

ん
庄
中
で
銃
を
μ人
ふ
ち
つ
け
ら
れ
て
訪
お
さ
れ
、
行
方
不
明
と
は
っ
丈
心
で
為
る
ジ

L
f
コ
ブ
心
打

ηは
二
度
と
わ
か

ら
す
、
誘
拐
犯
も
送
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
ど
乙
彼
女
は
、
了
ど
も
に
対
す
る
犯
罪
被
害
J

ヂ
お
ぐ
こ
L
〆
宇
目
己
の

ι絞
と
gdvえ
、
大

と
と
も
に
ン
こ
イ
コ
ブ
・
2

ノ
エ
ッ
タ
！
り
ン
グ
基
金
を
剖

u
p
h
pナ
ど
も
ι

対
ナ
ゐ
犯
罪
名
や
性
犯
野
者
心
常
緑
己
表
務
付
げ
た
い
一
政
律

の
制
定
主
連
邦
議
会
に
釣
き
か
け
、

連
持
議
会
は
、

九
九
同
午
の
一
凡
ー
ト
心
的
犯
罪
法
制
恥
法
執
行
法
心
部
L
Y

し
て
同
法
u
q

制
定
、
い
た

しつ
ヤ
九
ゲ
」
、
！
）
♂
に

め

一
九
九
ハ
年
、
述
竹
町
議
会
は
、
、
｝
れ
を
修
止
し
、
九
日
録
情
恨
の
公
表
す
反
抗
恒
子
る
だ
け
乏
な
く
、
義
務
代
け
る
泌
｛
止
に
改

、
述
刊
メ
i
ガ
ン
法
ζ

呼
ば
れ
て
、
る
？
わ
の
で
あ
る
。
ク
リ
／
ト
ン
ぶ
統
領
は
、

ご
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
－

7
f
に
吉
町
一
o
J
Q
引
皮
心
、
必
民
竹
仕
乱
い
た
り
同
一
t
弘
は

性
犯
罪
者
の
守
録
相
反
の
創
設
を
州
に
い
本
氏

期
間
吋
に
そ
の
よ
う
な
川
寸
法
ヂ
制
定
！
な
的
れ
は
、
法
執
行
に
対

3
e連
邦
政
府
か
ら
の
一
川
十
一
対
日
一
定
刻
台
を
も
ら
え
な
く
す
る
も
の

で
お
、
J

一
、
一
一
刀
結
巣
、
「
べ
て
の
川
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
丘
が
、
こ
の
改
正
を
ハ
メ
げ
入
れ
た
〈

ミマ
J

こ
ι円
十
一

J
hド
糸
川
仏
入
品
川
斗
L
V

j
i
l
l
）

4
一；：（

h
ノ
九
六
ゐ
に
パ
ム
リ
、
ノ
テ
h
l
川口犯
m
f
J
t
h
追
跡
urh浮
い
ド
（

P
E
r
A月
7
2
r
E己（）止命白内一
2
、3
2
r

』
ロ
丸
山
口
｛
一
日
己
内
D
｛－
Fη
お
ご
。
H
M

ー
ピ
制
ど
し
、
連
邦
捜
査
民
に
、
各
げ
ー
か
ら
問
供
さ
れ
た
性
犯
罪
者
の
全
国
的
づ
1
h
v
d

ベ
ー
ス
を
椅
築

し
、
行
犯
貯
蓄
の
所
在
、
中
追
跡
ゼ
ぎ
る
」
ユ
ー
に
し
た
わ

し
か
も
、

H
f仏
省
は
、
防
法
の
勃
一
行
二
検
柑
的
に
悶
l

J

ヘ

ー
九
じ
年
同
月
間
け
、

メ
i
一
刀
、
J

法
治
行
の
L
T
I

め
の
ヴ
イ

7

4
シ

ガ
イ
ド
ソ
イ
ン
は
、
十
》
し
て
次
の
凶
L

一dJK
強
制
し
て
い
る
一
…
化
k
i録
さ
れ
た
性
犯
罪
者
心
情
報
を
法
同
行
惚
閃
だ
け

で
は
な
く
公
取
に
提
供
す
る
ご
乙
が
必
品
主
で
あ
る

γ二
、
必
八
ム
去
は
裁
量
℃
は
な
く
義
務
的
で
あ
る
こ
と
、
③
公
表
義
務
は
千
ど
も
に

度

' 
占

Fと



対
「
る
注
前
虐
待
者
だ
け
で
ぽ
な
く
他
の
主
犯
罪
者
に
も
及
ぶ

f
と
、
／
υ
U
川
川
は
積
位
JK
に
育
訓
慨
を
杭
不
し
て
も
よ
い
し
、
請
求
が
z
の
JJ

パV
川
山
点
て
あ
る
わ
ま
わ
れ
｛
川

K
中
古
は
、
H
L
片
片
山
口
ム
T
志
件
が
訴
訟
で
争
わ
れ
た
湯
〈
J

に
は
、
合
主
性
を

主
張
し
て
ど
J

吐
い
司
る
、
」
と
も
強
調
L

た
場
合
に
間
不
し
て
も

I
い
と
ー
ヘ

で
は
、
メ

l
ガ
／
法
は
、
具
作
的
に
じ
f
の
よ
う
な
内
評
伝
の
で
？
あ
ろ
う
か
次
害
ー
で
は
、
と
の
一
連
邦
の
メ

i
力
ン
』
仙
の
概
出
火
1
4
、
科

rr
の
メ

i
ガ
ン
訟
の
－
祝
裂
が
」
凡
て
み
る
こ
と
に
し
よ
ょ
に

ヴノyエtこ）ノして

（
～
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制
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十ドム右
ruy，
す
る
犯
川
点
的
立
川
U
／れ為

。。ロペ一一戸内と

G心

性
行
為
刊
を
行
う
よ
ヰ

L
M叫h
M

4

台
を
誘
う
こ
J

A、
(},! 

末
成
』
者
十
ゲ
ド
一
恒
的
行
為
（
的
自
己
戸
］

」
ド
い
伸
凶
つ
日
｝
シ
」

ー
叫
ん
仲
を
行
ぷ
よ
ぷ
求
ぱ
介
者
を
誘
つ
こ
と

ゼ）

そ
の
性
白
1
1大
成
介
ー
ヌ
に
対
ぃ
川
は
的
犯
罪
（
2
2
5
α
一

と
な
る
行
為

氾
市
ポ
ル
ノ
の
製
作
ま
た
は
頒
布

ClD 

卜
J
品川い
L

か
？
①
ま
で
の
却
を
犯
ナ
ノ
企
て
た
z人
1
1
こ
れ
は
州
が
そ
の
よ
う
な
人
干
し
求
刑
法
卜
の
犯
罪
、
こ
し
て
お
り
、
そ
の
犯

非
上
乞
ト
ボ
成
品
者
が
被
害
者
で
あ
る
刑
法
上
の
犯
罪
心
中
に
入
れ
て
ρ
る
場
ム
n
に
限
｝
白
。

に
た
じ
、
加
当
者
円
I

八
歳
以

rcあ
る
場
良
は
、
こ
こ
で
い
う
刑
法
上
心
犯
罪
と
は
さ
れ
日
い
U

ヨ
暴
力
旬
以
犯
罪
一
は
、
次
に
↓
の
け
る
よ
う
な
犯
罪
に
仰
い
当
「
】
ゐ
よ
う
な
刑
法
一
心
犯
罪
宇
さ
す

。
丈
コ
コ
、

h
1
4

寸
iijL
斗
A
付中ン一

A
A
I
ι
m
d
介

P

団
法
典
第
一
人
編
第
二
巧
二
条
及
び
品
川

時
三
条
な
い
し
バ
の
町
刑
法
共
に
ど
め
ら
れ
と
レ
る
加
重
汁
的
虐
待
（
戸
主

2
5
5一足〉

~ 

な
い
し
性
的
虐
ぞ
仔
、

ムT
4
爪
凶
ム
出
典
な
い
し
ω川
刑
法
引
に
む
め
ら
れ
て
い
る
川
市
単
位
的
虐
ね
な
い
し
件
的
庄
中
村
乞
幻
う
な

ヴノyエtこ）ノして

国
主
持
っ
て
他
の
人
＼
心
身
私
的
保
敏
一
定
伴
う
よ
う
な
先
先
で
込
る
ν

句
ご
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
性
暴
力
的
な
犯
川
H

引
で
有
罪
判
決
を
受
け
、
山
市
町
神
的
以
谷
川
な
い
し
人
同
情
バ
押
す
を
患
っ
て
い
て
、

z
、
り
人
が
料
い

暴
力
的
な
化
担
ど
行
い
が
ち
で
あ
る
ト
o
h
m

－
た
人
」
が
弘
行
暴
力
的
略
奪
粁
い
で
あ
る

一
｝
し
て
、
「
ぷ
神
的
呉
高
」
は
、
「
人

の
感
情
的
な
い
7

し
玄
忠
能
力
に
影
響
下
与
↓
～
、
与
の
人
が
山
花
MF的
な
性
的
行
為
主
犯

γい
mpMpf
片、

ζ
ふ
る
よ
三
ー
に
し
、
そ
の
人
乞
他

メ

の
人
々
の
健
一
読
ム
安
主
に
対
す
る
脅
威
ζ

す
る
L
う
な
、
九
、
の
へ
の
先
天
的
な
い
｝
ノ
仮
に
的
な
状
況
を
山
市
「

。
性
良
心
的

ill＜｝、：iL'?Jお，31 19/J 33, .20C3.ll; 
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山市宥いす右

売
犯
拝
者
ん
ら
行
動
や
、
川
両
市
心
当
門
家
、
被
宇
什
μ
台
の
権
れ
の
一
隊
謀
者
、
法
決
行
機
民
の
代
表
者
に
ょ
っ
と
海
成

か円と一）人
υ
ふい、

ヨ
れ
た
一
十
官
民
会
mv
的
手
を
検
？
？
F
L
て、

’
心
す
る

ι 
日川

ベ豆誌
f

文
務
に
お
し
て
は
、
登
録
義
務
の
め
る
人
が
爪
ル
作
所
か
ら
引
決
さ
れ
た
り
、
仮
山
試
し
と
り
、
品
川
視
の
h
i
で
一
周
波
さ
れ
た

η
、

ω昨
護
間
以
川
に
付
さ
れ
た
場
へ
U

に
は
、
州
の
川
川
務
所
以
一
同
、
政
判
所
な
い
し
他
、
U

関
係
職
員
は
、
そ
の
人
に
枝
川
村
義
誇
J
P斗
μ
知
日
夜
録

の
た
め
に
必
中
凡
な
怯
税
引
を
取
刊
し
、

そ
の
人
ι

作
所
を
変
更
し
に
場
合
に
は
、

件
法
二
、
L
i
r
－
が
い
作
勺
山
川
の
変
市
会
週
刊
巾
ハ
ナ
る
投
務
が
あ

る
こ
と
主
告
知
L

そ
の
人
が
他
州
に
住
所
を
変
児
ど
ん
は
明
白
は

新
し
い
住
所
の
叶
心
…
リ

州
法
L

ど
ん
が
い
川
口
所
公
吏
を
通
科
υ

珂
昨

Jf
併
に
L
L心
、
？
っ
義
絡
が
あ
る
一
」
と
、
ま
た
日
品
川
さ
れ
、
休
眠
を
す
ご
、
υ

、
あ
る
い
は
v
j
f
J
f
｝
な
る
州
に
心
配
い
て
も
pu録
弐
務
け
つ
あ

ヲ
一
こ
を
一
円
一
昨
L
、
ま
だ
入
手
1

〆
て
い
な
い
場
仏
「
は
指
紋
）
写
真
を
r
一
り
、
町
一
ワ
保
義
的
を
誠
山
町
、
〆
た
主
百
十
朗
読
し
者
ヤ
口
ず
る
よ
う
ぷ

め
ず
、
ぃ
L
V

n

さ
ら
に
、
一
件
累
ハ
パ
的
略
奪
者
t

州
の
時
務
所
議
員
、

－
4
7為
、
ノ
司

1

先
半
日
／
i
v
T
口、

川
以
上
の
い
情
報
に
泊
え
、

こコ
j
f
＋」品、

I
t
J
L
v
l
 

係
責
打
者
法
、
宇
一
心
人
心
氏
名
、
特
獄
、
予
期
汽
れ
る
将
来
の
住
所
、

精
持
的
呉
市
立
い
し
人
格
障
者
の
た
け
の
に
受
円
た
治

僚
の
記
録
率
引
額
乞
人
7
J
し
な
け
れ
ば
云
ら
ほ
レ

1 

し
ん

ωh山

の
阪
に
必
申
／
〈
た
情
報
に
は
、
指
紋
も
A

パ
ま
れ
る

そ
し
て
、

啓
〆
銀
存
報
U

乍
い
そ
の
人
が
F
1斗
ー
を
予
定
し
て
い
t

る
池
占
に
む
特
縫
hv
有
す
る
法
執
行
機
関
仁
L
U
J

み
や
か
に
次
什
し
、

マ
イ
マ
」
〉
lhh

、

J
q
L
j
j
i
l
 

州
の
記
録
に
い
し

T
1
タ
シ
ス
テ
ム
に
一
記
入
さ
れ
る
よ
～
ユ
内
保
す
る

f
絞
ピ
も
う

rr？
と
が
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
寸
川
法
長
官
パ
V

ガ

f
k
フ
イ
〆
に
治
ヮ
て
創
設
さ
れ
る
ん
工
図
的
ア
！
タ
ベ

1
ス
に
付i
が
参
加
し
、
ガ
イ
ヘ
J

一
ワ
イ
ン
に
し
に
が
っ
て
呪
拝
む
住
所
清
志
や
総

心
血
刊
誌
を
思
付
す
る
ご
と
が
求
め
つ
れ
と
い
る

3
り
に
ス
の
州
ば
、
山
ハ
リ
録
料
「
以
に
つ
い
と
少
必
く
と
も
句
の
作
叫
問
、
り
付
訟
の

手
絞
J

ど
ιぺ
t
め
な
け
れ
ば
LG
りず、

性
累
々
的
略
奪
者
に
つ
い
て
は
、

Aq
録
ー
と
九

0
1ご
と
に
政
認
fJ
る
［
絞
ど
’
U
め
芯
げ
れ
ば
な
ら
な

,_ 
へ

い

か

）

じ

パP
録
義
務
を
負
っ
て
い
る
人
は
、

州
去
に
L
た
が
っ
し
刊
所
公
更
を
恨
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

川
は
、

報
目
さ
れ
た
日
所
変
更
が
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ぶ
ラ
に
ほ
注
川
池
に
色
村
権
主
有

rJ司
令
渋
川
崎
／
什
様
、
民
に
花
古
川
手
れ
、
川
の
平
山
科
叫
包
レ
し
デ

l
タ
シ
ス
テ
ム
バ
L
V
山t
仏
、
デ
れ
る
よ
う
確
保
ヲ
る

手
続
一
千

2
わ
な
け
h
ば
な
ら
な
い

J
n
vハ
れ
義
務
を
門
？
っ
人
が
似
州
に
↑

huし
た

JZコ
に
は
、

台
所
受
ー
吏
乞
州
に
／
地
R
K
し
、
日
苛
た

h
d
住
所
地
で
の
な
店
主
牧
内
初
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

活
恨
u

ど
公
行
た
州
は
、

で
の
れ
よ
変
更
を
新
た
な
住
所
地
む
什
む
山
同
店
内

機
関
に
述
内
々
d
れ
る
よ
う
確
似
す
る

T
事
を
｛
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、l
l

J

Ln
ら
－

l

登
録
期
聞
は
、
日
務
所
、
川
：
り
釈
位
さ
れ
、
以
出
円
以
に
付
手
れ
、
町
民
mv仇
っ
き
釈
紋
に
付
さ
れ
、
以
北
側
察
に
付
さ
れ
て
、
川
：
り
一
口
仏
間

で
あ
り
、
、
ち
に
は
児
汲
義
務
を
わ
H
F
1

ノ
制
作
罪
の
前
が
が
あ
る
か
、

pu録
義
務
を
色
て
Jm飢
罪
り

、
ザ
く
は
性
X
1
1川
平
一
奪
者
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
場
介
目
、

一
／
登
録
さ
お
を
魚
、
つ
～
い
と
c

パP
認
諾
務
を
負
担
？
人
子
、
登
録
義
務
を
司
J

て
い

っ
た
り
、
町
一
ワ
h

叫
す
史
新
ふ
2

Q

二
一
を
点
っ
た
場
合
は
、
州
に
お
い
て

刑
罰
が
科
さ
れ
る

登
録
情
報
の
提
供

川川
C
ハ
一
ザ
叙
ブ
口
ゲ
ソ
ム
で
入
手
さ
れ
た
中
日
報
ぽ
、

バ
の
法
律
の
下
で
レ
か
な
る
判
的
の
た
吟
で
忘
れ
公
衣
さ
れ
う
る

し
リ

1
t

J
q
L／
 

い
し
捻
間
以
吉
右
寸
v
b
M川
心
機
関
は
、
マ
ハ
れ
を
必
些
主
す
る
被
害
者
が
設
か
の
情
報
jhp
絵
い
こ
、
登
録
説
務
jhv
負
う
人
に
協
し
公
主
ピ
以

ヴノyエtこ）ノして

乱
首
ず
る
た
め
に
必
裂
な
際
法
ず
る
清
恨
ピ
提
洪
し
な
げ
わ
ば
な
ら
7d
い

活
設
の
提
供
は
、

f
ン
タ

1
ネ

ッ

心

ザ

f
？
内
心
説
什
を
へ
守
口

み
、
そ
の
%
台
に
は
公
衆
に
入

7
可
版
、
ぷ
情
υ刊一昨
A
U
入
、
誤
っ
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
桁
誌
の
一
山
王
の

T
絞
H

つ
い
し
の
孜
一
小
を
ノ
「
む
も

ヘP
J

丹、
A

r

h

L

U

九

人

コ

R
l

、、

ノ

L
勺

γ
γ
v
ふ
イ
バ
V
J
γ

一、I
C］
T
C
1ゾ

'"' 

v
v
一
れ
に
。
れ
J
b

同
法
は
、
盗
以
義
務
JK民
三
l

き
に

ん
む
の
告
知
索
以
仙
乞
品
目
わ
か
℃
い
る

才1

メ

何
千
三
“
が
一
一
川
さ
れ
、
休
暇
を
す
J

ご
3
1
あ
る
い
は
牛
徒
こ
な
Q
州
市
一
門
豆
J

教
白
円
械
同
お
よ
び
与
の
昔
の
高
等
教
仔
機
関
に

ill＜｝、：iL'?Jお，31 19") 33, ,20C3,:l; 



方
、一 止
O
Z
れ
ず
な
し
し
一
一
市
一
心
地
位

ch公
安
～
ケ
一
山
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
池
伏
心
変
更
も
報
告
さ
れ
な
け
、
れ
ば
な
ら
な
h

＼
川
は
、

-" 
＂~－ 

ι 
日川

！、

mv
機
初
心
一
庁
余
地
に
容
l

轄
権
を
桁
「
る
リ
レ
執
行
機
問
に
恨
牛
F

し
、
州
ハ
U

一
配
誌
な
い
L
7
1
タ
ン
ス
一
ア
ム
に
「
礼
録
さ
わ
る

履
行
確
保
の
手
段

各
州
に
は
、
施
行
茂
一
司
聞
の
狛
FU

期
間
円
前
’
ワ
ぇ
、
つ
れ
て
い
る

W7
）
て
、
同
法
は
、
川
に
t
t
F
Q
J
ワ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
を
促
す
た
め
、
川
川
が
ミ
の
法
作
り
f
u
グ
ラ
ム
を
実
施
、
〕
な
か
っ
た
場
合
、

巴｝

L
て
？
ご
コ
ナ
土

予

ふ

f
J
r
フ
fy

リ
叫
一
法
に
し
ー
に
か
っ
た
州
に
丹
配
分
大
れ
｝
白

ハ
八
午
方
九
二
日
ハ
ス
犯
罪
規
制
公
共
安
全
確
保
作
の
お

I4U
六
叫
へ
の
も
／
三
、
州
に
間
分
さ
れ
句
集
合
の
の
%
を
失
う
乙
定
め
る
J

Y
／
」

テマ／二一

q
＼
ァ
ご
l
h

ミノこ

C
】

l

l

λ

J

一／《～！
l
l

制
定
J
D
1
3

有
務
付
け
る
、
｝
／
一
は
一
許
さ
れ
往
い
た
め
り
治
置
て
あ
る
。

o

w
一つ
L
中
」
れ

l

j

j

v

 

ヰ
ム
バ
議
会
に
は
州
に
法
律

ま
た
内
法
は
、
こ
の
ブ
口
ク
ラ
ム
の
完
結
費
出
を
部
負
担
す
る
た
め
、

d
法
援
助
吋
は
長
に
、
性
犯
罪
三
位
援
助
ブ
口
グ
ラ
H
h
V」

仙
川
修
受
注
、
と
の
尖
花
費
用
の
た
叱

ι川
に
昨
山
川
ー
す
る
w

一
と
ん
乞
認
め

前
設
し
、
本
法
の
プ
口
ク
ラ
ム
の
五
反
の
ん
一
め
に
必
叫
な
白
人
件
費
、

、
州
に
上
る
や
人
υ
ぬ
jhp
伺
附
ゃ
か
ら
も
援
助
し
こ
い
る

ιヌ
」

ヤ
什
州
心
メ

lhη

／
出

制
定
状
況

こ
の
！
主
J

な
速
邦
法
を
受
け
て
、
各
叶
は
究
々
p

メ
ー
ガ
、
J

法
主
制
定
、

1hv
氾
存
で
目
、
ず
つ
L

の
川
川
い
お
い
て
メ
、
刀
マ
ノ
法
が

判
制
｛
心
さ
れ
て
い
る

ノL
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に
だ
し
、
各
川
の
メ
l
y
d
J
法
は
、

かん
dhγ
ノ伴内
d

ム
れ
が
け
民
な
三
、
い
る
〈
連
邦
法
の
求
め
と
レ
る
の
は
、
子
ど
も
に
対
「
る
犯
却
と
生

暴
刀
的
時
十
j

者
L

い討する件、
p
阿
部
花
街
と
、
ど
の
公
表
蕊
均
で
あ
る
が
、
登
録
パ
ぬ
ん
討
中
旬
う
人
C
M
U
川
山
は
、
州
事
日
：
法
判
院
の
外
r
ヤ
す
る
犯

山
号
に
細
心
V

」
寸
る
犯
罪
ど
決
定
す
る
仕
組
み
に
以
二
k
r
d
rソ、

件
F
u
m
R
v
れJ
義
務
か
と
負
わ
サ
た
人
の
お
一
凶
は
微
妙
に
引
な

f
cい
る
ν

収
集

し
な
け
れ
ば
之
ら
な
い
結
裂
の
範
阿
に
つ
い
て
も
、
相
い
一
邦
法
山
内
h
J
め
く
ま
で
性
刈
怯
誌
と
指
紋
と
ち
由
（
を
史
求
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、

性
暴
力
的
略
奪
者
山
は
こ
れ
に
加
、
え
C
そ
の
人
心
氏
主
、
特
徴
、

F
刻
さ
れ
る
将
4
4
W
G
折
、
犯
罪
民
、
精
神
的
呉
川
吉
な
い
し
人
情
伴

宝
一
の
た
め
い
受
け
た
治
療
の
記
録
47
領
が
ぶ
め
、
つ
れ
て
い
る
が
、

川
川
い
は
そ
れ
以
外
の
的
判
の
は
な
い
豆
市
じ
つ
れ
て
い
る
わ
円
で
は
な

', 、

ま
た

連
邦
法
は

内
田
録
情
松
山
公
哀
を
求
め
て
い
る
け
上

の
ノ
山
明
同
子
炉
方
法
に
つ
レ
て
は
、
一
一
一
山
初
は
｛
U
め
ら
れ
C
い

な
い
ロ
州
に
は
、

か
な
り
作
品
歪
の
ム
ホ
泡
が
あ
る
そ
の
た
め
、
州
の
メ
’
ガ
ン
i
冷
山
、
か
な
り
刊
容
が
早
ハ
な
っ
た
も
の
乙
な
っ
て
い
る

の
対
象
者

九
三
叙
一
表
務
心
汁
象
者
、
こ
な
司
令
j

と
も
に
対
す
る
犯
罪
の
諮
団
は
、
川
ご
と
に
犯
罪
心
裕
氏
要
行
忠
実
な
〆

L
い
る
た
吟
一
…
問

ιい二
7

h

J
は
で
か
一
足
い
J
h
r

、

ソ

L
i
l
、
性
的
虐
f
h
z
z
E｝

（よ今一目
M
h
J
｝

性
代
的
い
じ
め

民
川
よ
幻
に
は
子
と
も
に
J

九
す
る
レ
イ
プ
、

ヴノyエtこ）ノして

E
O一2
2
5三
、
性
的
行
与

z
a
5｝
S
E
R之
、
性
的
暴
行

S
E
c
r）、

f
吐討に十
ιt春
一
一
さ
サ
る
こ
1t
、
消
日
的
持
取

（

η
店
内
戸
己

で
あ
る
U
9
1
1
r
包
の
ー
で
の
持
出
（
ロ
午
凶
作
目
口
付
日
目
＝
2
2）

コ
！
？
可

J

f
こ
っ
二
丁
れ
，

も
品
、

vluμ

ぃ
J

z

r

J

A

ん弘レ」ヘ山一

へ
閉
店
戸

h
L
E
P
E
R－
も
、
丸
木
刊
に
よ
っ
日
、
対
象
と
さ
れ
一
、
い
る
と
ご
ろ
も
あ
る
υ

こ
れ
円
以
外
に
、
長
以
内
者
、
ω
設
拐
牛
小
出
監
佐
一

に
つ
い
て
3
0
、
親
ピ
よ
る
判
明
ん
は
を
除
い
て
対
象
こ

3
れ
℃
い
る
r

メ

ま
た
性
良
心
的
な
犯
罪
と
7ν

て
は
、

レ
イ
プ
や
性
的
場
「
れ
が
あ
げ
ら
れ
る
」
れ
ら
は
成
人
に
対
す
る
も
の
で
ー
も
、

）

L
l
！： 

O
Lれベ
p
b
g
f
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は
る
一
川

ιよ
九
二
三
は
性
的
宮
、
ひ
吉
満
足
さ
ぞ
る
た
川
町
の
犯
採
で
ψ

ぬ
れ
川
、
対
一
防
犯
て
も
対
象
と
さ
れ

t
い
る
と
、
」
ろ
も
あ
る
u

さ
ら

に
、
こ
わ
ら
の
行
為
の
ふ
止
と
も
、
び
録
の
対
象
と
な
る
犯
罪
し
し
さ
れ
て
い
る

ι 
日川

三
十

J
1
カ
ン
ソ
！

r
不↑
7
p
d

カ
ッ
ー

、
j

j

i

i

’
j

l

j

一、

ノ－
P
T
M川

U
干ーでつ同ド

燃
し
利
位
十
古
℃
R
M
t
u山ふ
v
わ
れ
な
か
、

も
な
鉛
義
務

が
』
叩
訂
さ
れ
て
い
る
湯
舟
も
あ
る
）
ρ

何
注

F
る
よ
う
に
、

加
害
名
が
少
の
の
一
化
物
ム
U

の
扱
い
に
つ
い
と
は
、

州〕げト
d

っ
て
h
ず
な
れ
け
埠
い
や
伊
あ

る
登
録
の
義
務

パP
認
を
義
務
付
け
つ
れ
て
い
る
情
取
は
、

般
に
氏
名
、
住
所
、
屯
品
番
号
、
性
別
、
刊
仏
航
、
身
体
的
特
従
へ
身
長
、
外
半
皇
、
河
の

色
、
傷
跡
や
タ

f

へ
は
ど
）
、
内
界
斗
決
か
八
ス
け
り
に
性
犯
川
刈
の
布
川
J
M

任
、
釈
肢
は
な
ど
C
占
め
る
が
、
、
」
れ
以
れ
に
一
房
一
川
光
、
hG
いし冶仙台一子先、

社
会
阪
除
t
h
号、

フ
山
川
半
逆
転
免
許
叶
詐
号
、
ゴ
政
半
の
h

江
口
町
詐
号
、
プ
レ

l
l
づ
ン
パ
、
斗
上
町
市
千
円
組
制
制
作
弘
C
－U
4守
録
を
求
め
て

い
る
と
こ
う
も
少
な
く
な
い
c

治
療
を
一
支
け
た
カ
ど
う
か
の
記
録

ιヴ
録
を
求
め
て
レ
】
I
G
と
と
ろ

ア
ラ
ス
カ
バ
J

も
d

め
る
乙
さ
ら
に

ヰユ

U

勺
古
手
L

指
紋
、

品
叱
び
に
D
u
u
i
A
の
サ
ン
プ
ル
の
い
九
位
ハ
が
義
務
刊
行
匂
一
、
れ
て
い
る
〈

M

－pね
義
務
古
色
守
つ
の
は

引
九
【
リ
ヮ
て
一
口
日
，
川
ま
た
は
亨
乾
没
一

C
日
以
内

γ

ラ
パ
ア
州

杓
祭
さ
れ
て
い
る
場
今
は

ヘ
に
い
い
刷
、

ぞ
れ
例
外
は
ム
U
罪
判
決
も
し
く
は
転
問
の
翌
日
（

γ
ラ
ス
カ
州
＼
た
る
い

い
し
主
人
後
糾
八
時
間
以
内
♂
プ

-, 
1ノ

i
：
氏
、
之
ハ
ヱ
h
iハ、ふ久し

d
u
f
f
、L
I

t

－
－

一
コ
ヨ
以
内

時
間
以
内
｛
ア
ト
ノ
／
十
＼
狗
務
i
一
ヨ
以
山
川
（
ハ
マ
ノ
イ
）
、
釈
放
ヒ
い

へア
i
カ
ン
ソ
i
、
ジ
マ
ゴ

l
ンア、

f
l，
ノ
イ
て
な
利
引
務
ゴ
河
川
以
句

一

1

1
！
j

i

l

り
ァ
ァ
ル
一
二
ニ
、
七
百
以
内
－
コ
口
一
ノ
h
h

、
て
F

γよノ

ア、

f
ン
ヂ
ィ
f
Jノ
）
な
と
、
か
な
り
t

恒三ノし

記
反
蓄
に
対
「
る
制
裁
は

一
殺
に
重
一
罪
と
さ
れ
て
お
り
、
刑
引
は
ご
小
か
り
つ
午
の
い
来
日
付
も
し
く
は
4
ド
ル

f
一プペ

一
j

J

｝
／
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士
、
六
年
以
下
心
泉
州
と
－
h
ト
ル
以
の
罰
金

｛、ア
l
力
ン
ソ

l
＼
五
年
以
ト
心
拘
禁
と
rI
千
ド
ル
以
ト
の
罰
金

ノ
ダ
ホ
）

な
ど
ー
ラ
パ
ラ
て
一
あ
る
F

初
日
は
山
M
h
j
で
、
繰
り
返
す
2
毛
見
と
さ
れ
て
い
る
1
ぐ
こ
ろ
も
あ
る
刑
出
以
外
へ
仮
釈
改
や
似
護
劇
祭

処
分
公
ど
が
取
り
出
さ
れ
、
市
均
一
以
に
再
以
谷
き
れ
る
と
い
ろ
も
み
る

内
目
録
制
聞
に
つ
い
え
は

：ン

ン

州、
生

一
｛
忘
の

H

つ
い
て
は
一
？
づ
？
を
経
過
し
て
件
犯
罪
を
繰
り
出

す
お
そ
れ
が
な
い
と
正
明
主
れ
ヒ
場
合
二
議
務
を
解
除
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
が
、
同
り
J

ト
竺
に
一
バ
i

義
務
や
L

白
目
わ
リ
引
っ
つ
一

場
合
二
ロ
ギ
古
川
耐
過
「
れ
ば
免
除
の
余
地
主
認
め
て
い
る
と
こ
ろ

w 

ダ

（U
咋
吹
経
過
「
れ
ば
免
除
の
出
請
を
認
め
て
い

q
Q
Y／
｝
ヤ
」

FhJ

F

イ
ダ
六
）
も
あ
る
ν

他
の
川
で
は
、
犯
山
弁
い
比
、
〕
て
ふ
り
午
と
』
と
か
区
別
J

て
い
る
と
古
勺

「
ア
パ
ゾ
ナ

リン
1

祉、、
J
γ

、
イ
〆
デ
ィ
ア
斗
J
J）

や
が
一
年
と
一
ヨ
に
い
分
1

〆
て
い
る
三
一
久

「

γ

ー
カ
ン
ノ
祉
、
J

ノ
ラ
」
ノ
マ
一
ア
州
一
、
犯
罪
に
応
じ

巧一、

可戸

中
ζ

パ
日
分
し
て
い
る
ζ

こ
ろ
（
コ
ロ
ラ
ド
ゴ
他
万
で

パ
ー
義
務
を
負
わ
ず
」
て
い
る
こ
工
ろ
（
カ
リ
ブ
寸

）レ

ア
）
、
お
干
の
市
内
山
根
↑
ど
免
除
さ
れ
な
い
限
り
一
バ
ー
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

ヘハワ／！）？丘町
φ
め
司
令
n

の
義
務
は

h
－
汗
度
の
場
合
と

士
O
L

～～

一
i
lジ
ャ

l
、ン
l
川
で
は

犯
川
井
に
心
じ

九（
J

日
勾

ιメ
刻
さ
れ
て
い
る
ι

述
咋
半
’
fι
一
度
と
し
コ
つ
一
定
の
笠
犯
罪
者
に
つ
レ
て
は
一

J
J

月
何
と
し
て
レ
る
し
し
f
ろ
、
通
常
勾
今

段、こ

L
つ
つ
一
ρ
止
の
笠
犯

罪
声
に
つ
い
て
九
げ
一
日
毎
Y

よ
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
ゅ
の
る

郵
便
で
九
C
日
こ
と
に
待
認
し
、

h
主
こ
と
に
山
山
政
夫
、
ゼ
て
一
一
し
い
V
H
J

亙一宮

ヴノyエtこ）ノして

』小山
V
J
し
て
い
る
1r
こ
ろ
（
ハ
ヴ
ペ
J

も
み
る
ン

手
続

資
銀
義
務
は
ム
ヤ
パ
罪
判
決
に
よ
コ
て
自
助
的
立
川
、
ご
G
V
ー
げ
た
が
っ
て
、
仔
録
を
命
じ
る
引
に

ほ
と
ん
い
y

心
刈
で
は

4
U
1
t
n
一司

f
B
U
M
F
 

メ

な
ど
の
僚
会
は
ト
7
Jん
口
、
れ
て
い
な
い
υ

0 
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w

」
、
れ
に
対
し

h
F〆川村
R
U祁
C
u九
ハ
什
で
い
↓
め
ん
一
一
二
日
多
く
の
川
一
で
は
吐
犯
罪
者
の
危
険
性
に
応
じ
て

レ
く
つ
カ
の
灰
分
、
β
行
わ
れ
て

ι 
日川

効
的
に
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
裁
判
断
に
は
政
呈
は
な
い
へ
布
川
少
と
さ
れ
た
犯
罪
に
よ
っ
て

正
JJ

自
動
的
に
危
後
度
、
川
M

決
定
さ
れ
る
F

引っ〈山内C
 

3
 

以

い
る
た
め

危
検
皮
の
判
定
の
た
め
心
干
続
出
と
ら
れ
る
こ
と
が
守
G
F

そ
の
場
合
、
州
訳
℃
犯
罪

r
よ
う
て
危
攻
肢
が
jE一

こ
れ
に
い
れ
し
、

個
別
の
事
析
を
考
慮
し
て
危
ぬ
皮
が
刈
悶
六
、
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

般
に
及
判
官
が
胞
間
十
行
っ
し

壮
い
犯
主
者
に
弁

何
貯
の
終
会
予
P
9
3

え
ら
れ
る
〕

登
録
情
報
の
提
供

パP
録
情
恨
の
汗
知
・
公
表
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
州
は
一
ス
7

ジ
ヤ
，
、
ン
ヲ
州
乙

件
犯
釘
ノ
色
の
危
険
度
に
応
と
て
、
一
一
攻
防

を
J

己
別
し
ζ

い
る
U

そ
れ
に
ナ
一
向
山
ば
、
円
以
山
部
義
務
を
長
う
件
犯
持
者
は
、
低
危
険
皮
「
む
険
佐
一
）
、
中
危
険
民
一
危
険
度
二
づ
け
河
危

険
皮
（
た
険
度
々
ご
に
は
分
さ
れ
、
低
危
険
皮
心
性
犯
出
者
は
所
轄
の
讐
察
当
の
ふ
に
笠
録
的
恨
β

提
供
？
れ
、
中
危
険
庄
の
判
犯
芥

者
に
つ
い
、
ご
は
JR慌
の
塾
言
J

伝
腎
ー
に
、
げ
で
な
く
、
性
犯
罪
サ
引
が
述
持
J

寸

J
ξ
学
校
や
、

（す
ih: 

旧
州
市
民
か
h十
y

～
ー
な
ど
了
ど
も
PL
按
す

に
な
〔
涼
情
報
刊
N
H九
位
さ
れ
る
乙
民
危
険
駐
の
ヰ
犯
罪
者
に
つ
司
て
は
、

以
上
に
加
え
、
近
隣
作
氏
な
ど
に
一
戸
別
訪
問
や
、

集
会
で
の
告
知
、
日
新
制
へ
の
指
載
、
仰
向
不
ほ
と
心
ト
ケ
）
一
で
山
知
a

一
公
ム
（
が
な
ざ
れ
る
は
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

k
C
ウ
ェ
ヲ
ペ
ー
ジ
ャ
、
公

J

仇
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
為
る
つ

公
表
を
裁
牝
一
爪
が
判
断
L

期
間
仇
決
定
し
と
お

η

守主一、ド
u
x
f

、ノ帽のへ
J

工、、
J
3
3
2
ヨ
〉

s
r
L
メd
ほ

う

C
L〆
J
t
P
2
1寸
刀
訂
以
ぴ

ハ
！
？
ノ
イ

141ム
A
C

J

t

！？
i
 

フパ
d
f
、
、
為
弘
、
、
一
っ
し
｝
、
、
？
J

b
j
一

L
1
t
L
J
j
7
1
1
2
1

一
心
下
で
つ
な
M
戸
別
わ
設
け
ず

土す
事i
甚

作
H

ケ

J

校
や
行
陵
亡
氏
、
為
市
と
、
の
通
広
ー
を
ぶ
め
ν

、
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
U

こ
の
！
吉
丈
、
弘
門
川
町
A
情
出
釈
が
抗
供
さ
れ
る
川
崎
ん
〈
H

の
し
パ
ケ
法
、
色
、
川
川
の
メ
マ
ー
出
〆
法
に
よ
っ
て
、

か
な
り
円
サ
な
コ
た
わ4
ふ
い
け
か
と
、
ワ
れ
て
い

タ
ジ
ラ
刊
こ
歩
コ
と
ま
、

〈

p
i
c
－

－

ル
ィ
ジ
ア
サ
川
の
よ
う
に
、
性
犯
芳
釘
河
内
吋
に
、

へ
の
迫
μ

や
近
隣
の
作
氏
＼
の
μ

ん
止
を
義
務
J

れ
け



てしい
q

る
と
こ
ろ
も
為
る
c

カ
リ
コ
ォ
ル
二
ア
川
は
、
出
可
羽
の
主
計
七
γ
る
は
じ
、
り
で
の
電
話
忍
川
口
勺
に

E
話
す
れ
ば
性
犯
持
者
の
Jum叫ん乞苛ノ＼

h

一
、
ょ
が
立
与
“
一
一
る
よ
う
に
し
て
い

（
二
口
ペ
ノ
田
町
の
改

L
t、
、
一
れ
に
加
え
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
で
も
去
長
沢
れ
た
〕

メ
リ
1
7
ン
ド
む
よ
う
に
、
清
志
の
提
供
u

ど
交
け
る
た
め
に
は
、

イ
氏
名
・
仕
J

所
、
情
説
の
侃
吐
い
を
求
め
る
現
住
、
情
報
む
提
供
を
ぷ

め
る
地
区
JY
限
定
し
t
申
読
す
る
こ
と
な
求
め
て
い
る
と
こ
F

つ
も
忘
る
f

こ
れ
に
討
し
、
稚
で
も
倍
立
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
い
る
J
こ
う
も
J
め
る

同
叫
仇
さ
れ
る
情
報
の
範
回
に
つ
い
て
も
r
f
M
’
あ
わ
、

一
般
に
甘
所
、
氏
’
主
号
右
罪
と
J
C

れ
ス
犯
罪
の
概
張
、
写
会
な
ど
は
公
去
さ
れ

て
い
る
が
、
他
方
で
社
会
保
険
系
日
や
口
動
旦
述
松
山
2

計
一
此
号
H

す
な
ど
は
公
表
L
F
L
Lい
な
い
γ

と
こ
ろ
も
あ
る

カ
ン
ず
ス
一
ご
ま
た

被
害
者
の
ね
ん
止
に
つ
な
が
る
よ
う
日
情
取
も
公
表
し
以
ど
一
乙
と
し
て
U

る
こ
」
ろ
へ
ル

f
ジ
7
1
｝
本
あ
る

ま
た
、
設
で
も
ア
ク
セ
ス
吋
叫
す
刊
誌
が
で
ゲ
表
き
れ
ん
ヘ
場
れ
に
は
、
当
然
公
表
さ
れ
に
桁
帆
刊
の
刊
川
市
に
わ
別
な
制
以
は
科
、
1

4

k

い
な

L、
，，、
>0一

一
定
り
者
U

、
け
に
情
却
が
い
お
供
さ
れ
た
場
台
に
は
す
山
知
義
務
小
謀
3
れ
た
り
、

ィ、

止
Jじ
手lj
則

~Ji 
f 、,, ' 
；東
宝」

h 
る
7 

1，ι 
グ〉
' 《〉
c 
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イ
ン
ム
ア
i
ネ
ン
ト
で
の
公
表

－
j
l
ジ
ャ
l
ン
1
州
で

4
1
ガ
ン
民
が
制

γL3れ
た
当
時
は

ま
ど
イ
ノ
タ

1
ず
い
ッ
、
で
性
犯
罪
者
心
情
報
立
公
表
す
る
こ
と
は

ヴノyエtこ）ノして

想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
し
か
L
次
第
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ウ

z
f
ベ
！
ジ
で
性
花
見
蒋
の
活
情
を
公
表
す
る
と
三
ろ
が
増
、
九
、

一4
一

現
有
で
は
β
と
ん
ど
の
仰
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
i
公
表
さ
れ
て
い
る
υ

に
だ
し
、

7
Jタ
i
ネ
ッ
ト
上
で
登
録
情
報
が
公
表
さ
れ
る
の
は
、
通
例

ハ
じ
の
局
危
険
肢
の
が
い
犯
羽
音
に
限
定
さ
れ
て
い
る
じ
さ

ら
に
辿
例
、
こ
れ
ら
の
サ
イ
ト
ゼ
は
、
川
は
犯
山
弁
ア
ロ
の
な
1

録
情
報
の
n
h
A
F
ハ
は
も
コ
。
ほ
、
つ
了
ど
も
の
J

官
会
主
椛
保
ず
る
じ
的
に
よ
る
3
0
の
て

メ

あ
り
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
か

U
な
利
以
一
は
認
め
ら
れ
な
！
V
L
仁
、
さ
つ
に
こ
の
情
報
に
基
い
て
性
犯
芥
者
に
危
ι
古
を
山
え
る
よ
う
な
行
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お
は
川
川
ぺ
い

ιよ
打
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を

umLし
て
L
る
c

ι 
日川

遡
及
的
清
一
周
の
者
無

最
絞
に
、
各
州
の
メ
i
ゲ
／
出
口
一
中
の
む
T

く
つ
の
十
八
き
以
遠
い
は
、
遡
及
的
治
田
川
に
関
す
る
f

一ェ

l
ンャ

l
ジ
i
州
の
メ
l
ガ
シ

はハ
U

、
い
苧
制
定
リ
サ
に
有
罪
判
決
Ar－
－
け
に
性
犯
罪
苦
に
旬
、
宮
私
用
さ
れ
る
が
、

け
に
は
一
二
り
よ
＋
な
迎
吐
的
ih
田
川
と
認
め
な
か
u

～一「

一一ろ
v
ら
あ
る
の
で
あ
る
じ

べ
〆
ン
ル
パ
f

ア
州
の
メ
i
ガ
ン
法
は
、
日
出
作
施
行
ヨ
必
降
い
犯
押
す
犯
し
た
人
に
の
人
ノ
週
日
間
さ

jし
色

つ
ま
り
ベ
ン
〉
レ
バ
一
ァ
叶
は
、
迦
及
的
日
制
［
ロ
ケ
一
見
送
っ
た
わ
円
で
あ
る
い

コ
ス
テ
ィ
々
ァ
ト
、

フ
ロ
ー
ダ
、
ジ
ョ
ー
ン
ア

ア
イ
ー
す
ワ
、

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
で
河
川
、
な
ん
対
義
務
は
波
及
的
に
及
ば
仕
い
J

f、
j 

メ
ー
カ
／
作
…
、
を
め
く
っ
て

メ
ー
ガ
ン
法
を
め
ぐ
る
賛
否
両
論

メ

l
f
ン
法
刀
支
持
者
以

一
般
に
生
犯
却
で
有
罪
判
決
ん
と
受
U

二
省
が
主
犯
罪
ん
と
一
川
町
h
t
返
ず
A
I
C
高
、
づ
を
指
摘
し
、

hγ
れ
ら
の
生

犯
持
者
に
対
じ
が
～
牛
教
育
が
行
わ
れ
こ
ぎ
た
が
、
そ
の
L

初
来
が
はJ
ら
れ
と
い
こ
1
c
j令
指
抗
す
る
連
邦
議
会
て
も
、
州
議
会
C
J
U
、
投

犯
持
者
は
、

位
の
犯
U
J
v
b

比
べ
再
犯
の
危
険
性
が
と
M
い

ー可
L
J
X
1
ガ
シ
治
に
反
対
寸

」
と
を
指
摘
す
る
党
一
以
が
あ
い
つ
い

る
わ
た
u

般
に
性
犯
罪
主
の
再
引
ギ
が
他
の
犯
罪
～
比
べ
f
L
す
け
い
か
ど
う
か
疑
問
を
捉
起
す
る
し

ま
た

λ
l
jげ
d

J

た
ご
平
Jヘ
uziJ
べU

J
7
F
t
v
R
t
iペ

京
い
は
、
佐
和
刊
罫
者
（
U

刷
ん
井
孜
ノ
円
一
り
一
正
効
糾
い
を
店
。
い
て
い
ぬ
り
、
快
犯
「
品
者
が
松
い
犯
罪
で
作
的
返
さ
伝
い
よ
よ
ノ
に
す
る
た
め
の
最
苫
の
方
伝

は
、
更
仕
教
育

殺
に
附
犯
罪
者
が
け
犯
罪
を
繰
り
返
す
危
険
性
の

、
一
ノ
、
3

ノ

i

、ぺノ
j

ーーし
7
1し

l
i
1
7
1
 
メ
ガ
、
刀
法
宇
一
支
持
す
る
り
す
は
、

高
さ
を
か
じ
一
に
お
り
、
批
判
請
に
も
す
ゐ
疑
問
に
消
廿
に
し
な
い
。
ま
た
、
治
療
や
一
見
宇
れ
肯
が
性
犯
芥
蓄
の
危
険
性
を
な
く
せ
る
か
こ
う

12'. ledごJ"' J、 i）・↑つll!'、I 12い61c引"Y_ I i J 



か
疑
問
と
し
、
れ
僚
や
更
生
時
仏
ト
作
り
に
よ
一
－

C
は、

性
犯
界
有
門
h
r

性
犯
山
う
ど
犯
す
2
h

一
川
険
常
h
v

除
J
1
9
司
令
一
」
と
は

、
保
諮
問
者
や
池
域

が
了
ど
も
で
2

ド
的
に
い

7
？
に
め
の

T
段
を
持
つ
こ
と
は
、
了
戸
も
y
古
川
川
護
す
る
と
い
う
創
出
、
か
ら
役
に
！
リ
つ
と
い
う

ど
の
占
は
、

た
と
で
許
L
く
体
何
日
し
よ
ヰ
コ

伝
護
者
に
よ
る
柱
的
席
待
か
氾
市
民
か
り

一
川
に
お
い
て
字
、
〕
て
い
る
｝
と
を
持
摘
し
、
公
衆
に
桔
川
報
中
山
壮
供
す
る
必
更
が
じ
わ
ι
疑
問
と
す
る
｝

れ
以
判
に

メ
ー
が
ン
誌
に
反
い
叫
す
る
者
は
、
子
と
ら
に
釘
す
る
性
犯
罪
の
多
く
は

U
L
ず
知
、
り
ず
の
快
犯
罪
者
が

f
ど
も

に
開
制
化
叩
井
J
M
ι

犯
ず
危
険
性
は
そ
れ
ほ
ど
品
く
ば
か
d

い
と
い
弓
の
で
あ
る
f

た寸亡、
μ

、
メ
！
日
カ
ン
法
を
よ
け
い
す
る
若
問
、

i
t
、一一
i
ょ

i

tP7けい
い

f川
44pph苅

ら
「
の
世
相
法
判
長
が

f
と
も
な
繋
っ
た
事
例
が
あ
る
こ

ζ
R指
拘
J

、
保
護
者
や
泣
規
夫
以
外
の
考
が

f
と
も
ど
件
犯
採
な
犯
す
危
険

性
が
め
る
以
卜
、
子
ど
も
を
保
諾
す
る
た
の
に
は
メ
ヲ
げ
p
d

シ
日
以
の
よ
う
z
J
什
紺
み
が
必
要
だ
／
一
必
じ
る
つ

ま
た
メ
i
カ
〆
法
に
批
判
寸
的
な
者
は
、
性
犯
罪
者
心
当
数
ム
ド
の
川
〆
屯
性
を
信
じ
、
旭
川
刊
は
治
療
さ
え
す
れ
ば
村
会
に
刻
す
る
危
険
性

は
除
ト
ぷ
て
寺
る
？
y

君
、
え
て
ー
パ
司
令
の
で
、

メ
ー
ガ
ン
氏
に
よ
る
公
明
が
、
性
犯
罪
者
を
社
会
か
h
，
排
除
し
、
日
引
会
保
市
中
一
妨
げ
る
こ
ζ

を

日

間山市中但
J
9

司
令
。
む
し
ろ
メ

l
ガ
ン
法
に
よ
〈
と
時
犯
罪
朽
の
清
刊
が
公
開
さ
れ
る
と
、
住
民
も
催
川
明
J

じ
椛
保
す
る
こ
と
が
封
掛
川
仏
、
法
打
、

冷
犯
罪
J

古
繰
り
叫
す
危
険
、
均
一
叱
高
め
る
と
も
u

う
。
つ
「
ぶ
い
れ
リ
、
メ

l
ガ
ノ
法
は
、
干
の
吉
区
と
は
ま
っ
た
く
反
サ
に
、
む
し
ろ
1
犯
罪

一ハヱ

者
に
川
u
犯
m
J
止
を
一
尚
一
円
返
犬
、
せ
る
結
果
と
足
る
と
い
う
の
で
あ
る
υ

ヴノyエtこ）ノして

こ
れ
に
対
じ
メ

1
L？
ン
比
を
支
持
す
る
者
は
、

L
L
E
げ
ド
：

j
i
J
5
1
i
 

子
l
ガ
ン
ば
の
日
的
で
は
は
く

メ
ー
ガ
シ
は
の
月
れ
ず
は

あ
く
ま
で
世
療
が
性
犯
罪
主
が
性
W
F
1五
ね
り
返
し
f
均
九
日
に
ね
告
を
容
易
」
す
る
こ
と
と
、
p

ナ
と
も
を
性
犯
罪
告
が
、
り
守
る
こ
と
に

あ
る
と
吃
〕
る
u

ぶ
し
て
、

メ
i
ガ
ン
よ
止
が
紅
呆
的
に
い
い
犯
持
者
に
し
争
”
し
い
不
利
P
M
b」i
J

え
る
こ
と
と
た
ゐ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

は
メ
、
ザ
ノ

の
弘
明
芝
、
け
な
く
、
性
犯
罪
を
刷
出
臼
に
有
罪
判
仇
主
受
日
た
J
h
呆
し
人
と
い
う
「
メ
？
刀
マ
ノ
決
は
、
」
「
ー
で
に
八
ム
関
さ
れ
て

メ

い
る
治
以
川
川
決
の
情
報
を
保
諮
者
h
F
M
A
政
に
桜
供
L
J
る
だ
け
ず
あ
り
、

い
ま
ま
と
非
公
開
だ
っ
と
情
恨
を
新
た
仁
公
団
十
J

る
ー
も
の
で
は

12< i、：iL'?Jお，31 2'JIJ 36, ,20C3 
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以上い司、
ζ

レ
F

〕
ん
ら

さ
ら
に
反
ぃ
F
L守山一

一
般
に
、
メ

1
刀、
J
Uが
、
性
犯
罪

ιによ
2
え
る
影
響
民
あ
ま
η
に
も
丈
夫
一
い
こ
と
と
間
ほ
と
す
る

メ

1
刀

ι 
日川

と
同
じ
よ
う
に
、
犯
m
J
J
者
に
不
名
誉
れ
い
り
し
る
L
を
掲

げ
主
せ
、
公
衆
の
非
難
と
剣
山
主
受
け
さ
せ
る
も
の
た
L
Y

い
う
の
で
あ
る
わ
ア
干
二
γ

）
ル
ふ
l
y
ン
心
小
説

u
緋
丈
乍
P

に
あ
る
よ

ン
ツ
い
に
よ
る
性
犯
罪
者
心
情
報
C
公
開
は
か
つ
て
お
っ
す
7
ょ
う
7d

新
丈
ハ
T

う
に
、
か
つ
f
L

は
不
倫
心
持
で
有
罪
と
さ
れ
た
f

見
松
い
は
、
点
版
に
「
A

一川μ
J

ガ
ン
法
は
、
ゆ
一
れ
と
川
じ
効
果
寸
色
、
も
っ
と
し
う
の
で
あ
る
ν

h

い
か
し
、
メ
、
h

刀
、
刀
法
事
一
い
支
持
す
る
者
は
、
こ
れ
に
川
け
し
て
も
、

の
緋
L
L
fを
つ
け
ノ
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
と
い
こ
「
V

メ
ー

メ

フJ

ン
法
は
性
犯
罪
v
T
A
r

辱
め
を
J

J

え
る
こ
と
を
恒
的
γ

と
ν
た
も
の
で
は
な
い
、
υ

、
ド
科
の
公
表
は
い
か
仕
る
玄
味
で
点
、
処
罰
で
は
な
し
し
〈

応
と
る
。

さ
に
つ
に
反
対
者
は
、
公
表
日
航
京
与
し
て
生
じ
る
性
犯
雅
名
へ
の
攻
撃
を
も
指
摘
「
る
。
正
義
（
り
鉄
析
か
け
ら
、
そ
う
と
す
る
人
が

い
る
一
け
て
あ
る
n

一
心
殺
の
p

十
ど
も
に
刻
ふ
り
2

る
性
犯
罪
を
辺
白
げ
い
ご
↑
寸
近
い
別
践
を
終

ん
J

、
と
土
は
ワ
～
J

ン
ト
／
州
リ
ン
ウ
J

ド
で
は

お
し
た
ジ
ョ
ゼ
フ
・
が
ヲ
l
ト
が
山
一
社
I
た
一
一
と
を
塾
経
、
日
パ
什
目
し
た
と
こ
ろ

ガ
フ
l
ト
の
住
も
一
〕
と
し
て
レ
る
4
4
C
周
り
に
行
長
刀

集
ま
り
、
数
時
前
も
し
江
レ
う
ち
に

か
れ
て
し
京
コ

ι
て
岡
市
虐
待
て
舵
ん
と
終
え
仮
釈
μ

況
を
受
け
た
ば
か
り
の
マ
ノ
ケ
ル
・

円グ
ツ Cl

; 

と フ
院は
）是

えド；-r -
c 

別で
心事主

人わ
きJ Fし
校た
ィ－－ 宅軟

の察
--C C) 
芝〉 十与
る子司｜
壱：

/" j主：
アこ il-

一
人
の
刃
パ
か
住
之
に
侵
入
［
、

児
童
店
街
者
約

1r
叫
ひ
な
が
ら

メ
1
L
4
1
J
ノ
川
レ
デ
一
支
持
す
る
苔
は
、

一
般
に
一
」
れ
ら
の
事
例
は
メ

l
ガ
ン

』
山
鳩
行
間
伐
の
事
例
7
；わ
3

て
、
公
衆
が
制
度
の
拠
出
ド
を
い
し
く
同
一
解
し
て
い
な
か
っ
た
過
従
的
ヒ
時
期
心
問
米
事
で
あ
ペ
ソ
ン
シ

ト
ン
件
一
り
州
告
で
は

メ
i
ガ
ン
出
施
行
後
一
二
の
柱
兆
罪
名
へ
の
嫌
が
ら
せ
い
小
夜

E
さ
れ
て
い
る
が

ヲJ

れ
山
よ
れ
ば
球
が
ら
せ
を

受
け
た
り
は
公
ぷ
さ
れ
z
l
h

性
犯
山
1
1
の

了（計八

%
L
過
ぜ
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い

そ
れ
ゆ
、
ノ
山
、
性
犯
罪
去
に
土
設
の
鉄
槌
JK
下りが

λ

と
す
る
考
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
白
い
ζ

い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

メ
2

ガ
ン
引
tJ
支
持
す
る
昔
は
、
予
」
幻
よ
え
な
行
為
J
V
一仰にす
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ご
と
が
J

R

l

ガ
ン
主
力
刊
社
J

で
ば
皆
、
十
し

；

i
l
i
i
一

1

1

公
表
さ
、
れ
て
い
る
J
U
祁
心
不
当
な
引
用
に
は
刑
罰
が
利
さ
れ
て
レ
る
w

ノ
ン
タ

l

ネ
y
j
L
の
ウ
コ

y
斤
ィ
、
で
も
、
こ
の

k
う
な
同
日
犯
持
者
に
だ
す
る
襲
撃
三
ど
は
泣
訟
な
行
為
咋
で
め
っ
て
、

E
ツ
こ
凡
一
川
1
ど

：
t
l
D
3
 

受
＼
じ
る

て
い
る
の
が
通
例
で
忘
る
、
」
と
を
指
摘
す
る
ン
そ
り
〕
て
、
い
い
伴
に
泣
反
し
て
そ
心
よ
う
な
公
表
さ
れ
て
い
る

約
裂
の
が
当
之
刊
用
を
す
る
ヤ
ゃ
が
い
た
と

L
て
も
、
ァ
て
り
こ
と
に
工
つ
一
亡
怯
誌
の
公
開
が
小
当
な
も
の
1／

hu
る
わ
り
ム
ー
、
は
な
い
ご
と
土

台
高

r’p
v

4
3
」
，

ま
た
反
対
者
は

般
に
メ
ー
ガ
ン
法
の
実
効
性
に
疑
問
宇
一
川
町
起
す
る
仁
反
汁
者
は
、

メ
v
t
ゲ
ン
法
が
施
行
さ
れ
て
も
、
実
際
に
は

多
く
の
性
mrvm斗
リ
オ
が
枝
川
崎
を
一
品
り
、
あ
る
」
は
虚
偽
の
住
所
を
仔
録
、
〕
、
」
叶
泣
い
付
行
j
d
b

所
存
が
不
明
と
な
っ

vL
い
る
と
い
う
の
が
現
実

凶

で
は
な
い
か
、
ー
一
批
判
す
る
」
メ
ー
カ
ン
作
に
よ
う
て
パ
ヱ
叩
情
慨
が
公
開

3
れ
た
場
合
に
受
け
る
T
h

利
日
仰
の
」
と
を
考
え
て
、
什
犯
川
外

者
は
そ
も
そ
も
常
緑
義
務
を
怠
っ
た
り
、
止
し
け
い
情
報
を
必
供

γ
る
こ
と
や
更
新
会
白
山
｝
白
料
果
に
な
っ
ど
い
る
と
い
う
の
で
為
る
。
ふ

う
な
る
ζ

、
ぜ
っ
か
く
性
犯
罪
名
に
な
録
義
務
を
缶
一
八
わ
セ
て
も
、
山
者
pf小1
」
山
内
が
人
干
し
、
似
体
耗
昌
や
池
叫
叫
に
認
～
供
さ
れ
る
桁
限
法
不
T
I

路
な
も
の
と
迂
打
、

ーと、

＋1
1

v

 

fTどよい
Jjhvm烈
罪
者
か
ら
ρ
一
一
る
役
に
は
た
た
ほ
レ
と
い
う
の
で
あ
】
ゐ
〈
と
れ
に
材
し
、

実
際
に
は
カ
な
わ
の
校
皮
守
山
政
義
務
は
道
山
了
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
刊
す
る
ι

メ
ー
ガ
J

法一
h
V
T
F
入
け
す
る

こ
れ
以
外
に
も
、

メ
ー
ガ
ノ
リ
レ
に
反
対
す
る
苔
は
、

メ
l
v
H
二
以
が
公
来
に
ヱ
い
っ
た
安
U
惑
を
予
入
る
こ
し
〈

jhy山
1
5に
す
る
J

性
犯

ヴノyエtこ）ノして

山者
rtdで
も
ム
U
罪
判
決
ど
受
げ
て
い

公
表
義
流
刊
一
を
向
、
わ
さ
れ
ず
、
〕
ホ
て
件
犯
罪
ー
ピ
犯
し
て
も
、
右
派
答
弁
む
段
肘
で
内

日
刊
公
夫
義
務
を
負
わ
な
い
収
い
罪
で
ん
け
JF仙台
F

パ
ド
認
め
ら
れ
れ
ば
、
奇
録
・
公
表
義
務
は
れ
わ
ん
仇
い
v

公
衆
が
議
つ
に
安
心
感
に
某

い
と
時
〔
戒
感
を
解
い
て
し
ま
え
ば
、
が
〕
山
小
的
山
メ

i
方
ン
法

ω
日
的
は
速
成
で
き
な
い
こ
J
と
な
る
と
い
う
の
で
あ

一つ
I
L

一一「一〕

ー
オ
）
1
！

1
1

犬
、
ガ
ン
法
の
之
持
者
は
、

メ
ー
ガ
ン
法
山
が
刀
μ
「
山
川
パ
れ
と
な
る
な
？
〆

z
人
、
」
乙
は
な
く

一h
y
＋
じ
リ
J
、「

1
f
μ
u
uド
r
h
J
J
F
F
J
J
J

一

、7し
日
制

μ
T
r
t
、
。
才
l
X
4切れ
j
j
L

、J
Vい
W

C

J

メ

め
の
い
片
山
笠
は
一
切
取
れ
な
く
な
っ
て
に
ま
う
の
で
、
，
て
も
れ
＼
も
批
汀
1

「
／
て
妥
、
で
な
い
と
い

ill＜｝、：iL'?Jお，31 2%) 35, 初出11;
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七
γ
h
J
に、

J
A
l
ガ
ン
法
か
果
た
し
て

f
ど
L
に
汁
す
る
ヰ
犯
罪
の
防
止
の
mmw
果
4
2
持
っ
と
レ
る
か
ど
可
カ
に
も
疑
問
川
か
あ
る
U

、
〆
州
の
川
交
互
に
は

メ
ー
ガ
、
〆

U
制
定
引
と
筏
と
て

性
犯
M
Z
C
代んペー市一
i
は
変
わ
っ
て
い
な
い

2
い

一
心
h

J
は

メ

1
刀

ι 
日川

ン
ツ
い
が
制
定
さ
れ
て
J

、u
、
了
ど
も
を
性
犯
罪
か
ら
深
一
議
す
る
幼
思
を
ほ
と
ん
ど
持
丈
な
い
と
と
か
一
ボ
陵
し
て
い
る
1

ぐ
い
う
の
で
あ
ノ
ペ

一
」
れ
に
い
れ
し
メ
i
ガ
、
二
以
り
支
持
表
は
、
こ
の
上
う
伝
デ
ー
タ
は
、

A
i
ガ
〆
、
？
い
が
効
τポん乙持
J

て
い
な
い
｝
と
ど
一
ボ

rvu、
り
て
は
な

、
了
と
も
F

ピ
性
犯
罪
か
ら
～
j
る
効
尽
を
同
什
い
っ
て
い
る
は
す
だ
2
い
＋
の
で
あ
る
い

い
と
い
そ
。
メ
i
ガ
ン

こ
の
！
T
フ
に
み
る
と
、

メ
ー
ザ
ン
法
乞
ぬ
ぐ
っ
て
は
経
併
川
論
あ
る
こ
と
が
や
か
ヲ
ム
引
が
、
付
よ
わ
J
U
汁
比
大
の
論
』
一
山
は
、
性
犯
m
A
者
が

性
犯
罪
乞
繰
り
わ
唱
す
率
が
高
い
か
Y
ニJ
P
と
、
性
犯
罪
判
戸

い
h

J

児
午
針
仙
台
H
は
吋
艇
か
ど
う
か
い
小
’
田
町
i

への

7
L］
～
で
あ
る
こ
と
M

J

ノ

ミ

ス

u

o

J

－1、ど
J

いい
J
h
u
y
三
千
〕

2
：メ
t
L
F
ノ

J
J
7

こ
c

i

J

f

r
了

日

7

〈

J
1
2

性
犯
罪
者
の
再
犯
率
は
本
当
に
高
い
か

メ
ー
ガ
ゴ
口
主
制
定
す
る
に
当
た
、
ノ
亡
、

し
ば
し
ば
吟
犯
罪
者
の
再
犯
志
ー
の
お
へ
仁
三
下
叫
抗
さ
れ
た
c

連
邦
議
会
で
も
、

丁
と
も
に

対
「
る
注
知
罪
者
は

般
に
犯
罪
を
ぬ
り
込
す
（
実
阪
に
は
、
去
る
ぷ
企
に
よ
、
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
わ
め
て
紋
わ
込
し
の
司
能
川
ー
が
品

く
、
ほ
と
ん
ど
そ
う
せ
ぎ
る
p
ど
、
え
な
い
と
い
う
〈
ら
い
で
あ
り
、
了
ど
も
に
対
す
る
件
犯
罪
で
刑
務
所
に
杓
註
さ
れ
て
い
る
者
の
七

匹
対
は
、

F
ど
も
に
い
川
す
る
件
犯
岩
で

ま
す
に
、
成
人
に
日
付
す
る
し
イ
プ
の
再
犯
守

ιh七
沌

度
以
－

C
P川
引
け
が
ゆ
め
る
と
い

か
ら
一
行
以
で
あ
る
が
、
了
ど
も
に
い
川
F
る
恒
的
虐
付
心
場
合
一
円
犯
か
一
ー
は
川
）
、
町
三

に
祷
数
一
り
い
絞
中
者
が
い
る
率
は
、

と
も
一
口
わ
れ
、
子
ど
も
に
だ
「
る
佐
和
F
者

凶
人
二
対
す
る
場
入
品
川
と
比
殺
し
て
二
折
以
ト
だ
と
も
一
斉
わ
れ
た
J

ま
た
切
の
一
市
再
は
、

が
い
犯
主
主
の

一
円
犯
ぷ
は
、
他
の
犯
山
吐
い
に
へ
一
一
%
か
ら

一
t
%
高
く
、
同
犯
罪
者
は
他
の
犯
罪
評
と
い
に
べ
亡
相
汁
的
に
危
険
け
が
向
い
と
も
い

こ
れ
に
対
3
1
こ
の
日
む
つ
な
了
と
J
H
に
対
す
る
性
犯
出
刊
行
の
再
犯
ぉ
一
日
目
い
ぐ
い
う
一
一
張
の
根
拠
に
疑
問
を
提
起
す
ノ
る
々
も
多
い
υ

ワ
ン

12'. ledごJ"' J、 i）・↑引っi 12い68c引"Y_ I i J 



カ
ー
ル
ハ
ン
ソ

J
t
ヰ
一
ク
ピ
ュ
ン
エ
ル
は

性
犯
罪
判
の
汁
犯
告
に
つ
レ
て

二
の
統
一
首
品
ん
刊
に
つ
い
て
メ
タ
分
析
士
行
い

対
象
者
総
数

：l
二
一
ニ
九
一
人
に
つ
い
て
、
自
罪
判
決
後
四
町
か
ら
下
年
間
の
泊
跡
調
査
で
一

一
・
似
パ

I
C
ン
、
が
性
犯
罪
Y
Rい犯

し
と
い
る
こ
と
、

レ
イ
f

C
場
合
は
一
八
・
九
パ

1
巴
ン
ヘ
が
性
犯
貯
の
再
花
、
問
主
虐
待
は
一

ヒ
パ

1
セ
ン
？
と
結
へ
一
岬
L
て
い

J
r

一
ー
や
お

ど

」

f
i
ri虫
失
比
3
H
4
J
山叫
A
L
P

H
i
t
－

－

J

7

 

九パ

i
之
〆
ト
、
窃
慌
の
一
内
犯
卒
が
一
一
・

μ
ハ
i
て
ン
ト
、
L

荒
川
明
選
じ
は
が
一
凶
・
八
パ

i

七
ン
ト
で
あ
る
こ
と

ι

比
べ
れ
ば

快
犯
耳
打
者
が
朱

M
2
し
、
は
再
犯
の
危
険
ふ
ー
が
少
な
い
と
と
を
！
小

U
C
い
る
と
い

十t

司
法
省
の
｝
v

タ
で
伊
て
も
、
レ
イ
ァ
の
場
合
の
再
犯
忠
は
七
－
f
%
に
す
ぎ
以
昔
、
強
ι政
界
の
九
恥
ハ
%
、
保
LT
一
罪
の
判
明
〈
H
C

て
も
、
件
犯
罪
は
再
犯
率
か
ど
へ
際
に
は
日
れ
い
と
い
h

？
？
正
取
も
あ
る
ν

九
%
、
薬
物
心
｛
犯
の
ふ
四
・
八
%

た
だ
1
1
こ
の
ホ
う
な
調
査
に
疑
問
を
提
起
す
る
者
ー
と
少
な
く
仕
い
J

性
犯
罪
心
場
合
竺
策
へ
の
通
報
京
は
き
わ
め
て
れ
〈
、

冷
え
夫
防
止
性
犯
罪
が
犯
さ
れ
ー
に
数
z
ぜ
統
弓
山
査
L
q
J

る
こ
こ
は
足
掛
け
で
忘
る
。
月
報
さ
れ
て
も
、

、7
1

：
：
；
；
J

ヰ
ミ

vcu師、レ一む
v

述
持
さ
れ
、
起
訴
ゴ
ハ
れ
て
も
、
山
拭
判
刊
に
ム
1
る
と
は
限
ら
は
い
し
、
骨
川
ペ
λ
A

弁
の
は
一
肌
科
て
性
犯
罪
以
れ
の
犯
罪
で
取
引
が
成
t
v
L布
罪
？
ご

の
み
可
犯
と
し
て
数
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
守
ん
際
に
性
犯
山
礼
ν
1
1
4
び
犯
し

で
め
る
わ

メ

行

／ 

を
で←
え

持
す
る

人jふ
h小

臥y、記、了J''i r3寸 211)'369 ,20C3 

さ
れ
て
l
ま
う
、
一
と
も
少
な
く
な
レ
〈
マ
一
一
れ
ベ
一
印
、
ぇ
、
連
犯
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
h
J

布、
β

丹
び
性
犯
罪
で
白
罪
判
決
を
受
け
げ
ん
一
と
き
に

に
れ
い
ふ
以
山
十
が
出
る
の
は
当
然
に
と
レ
う
の

ヴノyエtこ）ノして

開
店
点
の
む
と
つ
は
、
再
犯
ん
干
（
2
2
1
2
r
E〕

一
旭
市
一
応
犯
半
と
い
う
↓
口
棄
が
市
い
ら
れ
る
と
き
、

と
い
H

つ
門
市
A

あ
る
犯
山
て
ム
竹
野
判
決
古
川
正
け
に
人
が
そ
の
同
じ
犯
罪
乞
繰
り
況
し
て
布
川
J
刈
決
b
f
受
け
る
J
T
、
り
こ
と
を
出
刊
し
て
川
市
い
、
り
れ
る
v

こ
れ

を
狭
義
一
り
一
円
犯
半
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
k
hつ
し
か
し
、

メ
ー
ザ
ン
伝
ー
と
め
ぐ
る
議
論
乞
見
て
い
る
と
、

あ
る
人
が
け
犯
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
て
か
ら
、
右
罪
判
決
を
受
付
な
く
て
も
閃

の
快
犯
罪
を
犯
す
み
一
十

ぺ
ご
っ
こ
ま
司

｛

b
j
t
r
y
－
 

〕

13η
ー

し

μ
1れ
到
ゴ
ブ

メ

で
は
な
く
別
の
性
犯
界
を
犯
す
J

十
台
北
／
日
め
て
山
犯
窓
乙
い

い
て
い
る
人
が
少
な
〈
な
い
と
思
わ
れ
る
え
え
に
、

ム
引
罪
判
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決
わ
ど
受
け
て
か
ら
犯
尽
を
犯
す
い
お
十
だ
け
で
な
く
、
そ
も
仇
こ
も
特
定
の
犯
罪
乞
繰
り
一
が
ず
市
、
の
こ
と
を
お
し
て
可
知
半
と
い
工
つ
一
ピ
需
を

使
ラ
て
い
る
E

へ
も
見
ら
れ
る
〔

L
わ
ば
犯
山
み
で
料
η
巡
寸
守
ー
が
い
同
様
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

E
Q
ぞ
れ
ゆ
え
、
怜
犯
m
j

。

い
わ
れ
る
n

y

Jκ郎

ι 
日川

の
場
合
ひ
と

η
の
加
に
口
者
が
複
数
む
山
減
計
者
J

ど
持
つ
傾
向
が
r
向
い
こ
と
も
、

了
ど
も
に
対

い
る
F

た
と
え
ば

－｝い」で一町一一応
1
ぐ

す
る
行
犯
王
者
の
湯
舟
、
成
人
に
4

負
す
る
性
犯
罪
者
の
均
九
日
よ
り
も
、
複
数
、
U

被
害
名
を
持
つ
と
い
る
叶
良
住
は

ヨ
ー
に
あ
る
州
丘
三
ト
れ
れ
ば

一
人
の
性
犯
「
品
者
同
つ
い
と
干
均

一
人
の

f
ど
も
に
板
主
主
が
い
る
と
い
わ
れ
、
U

児
童
性
愛
者
の
お
ム
円

一
平
均
計
一
人
心
夕
立
も
し
く
は
一
日
け
人
の
少
年
、
？
被
中
主
守
山
や
と
な
っ
て
お
わ
、
以
車
問
是
1

人
7

一J
ぺ
一
リ
の
被
半
］
主
の
平
均
は
じ
人

会」示、〆、

f
l
J
I
f
－
－
 

門
犯
十
一
に
つ
い
て
小
確
定
で
あ
る
か
、

統
計
！
の
再
犯
法
以
上
に
け
犯
口
所
有
が
実
際
に
性
犯
罪
人
乞
υ吹
り
豆
ず
危
険
什
が
高

リ
ス
ケ
・
ァ
、
、
不
ァ
ジ
メ
〆
ト
の
何
閉
山
刀
ら
、
性
犯
罪
者
か
性
犯
却
が
緑
り
世
さ
人
位
い

mh 

ょ
う
は
泊
出
を
？
y

る
、
｝
／
コ
か
lk当
化
さ
れ
る
と
い
h
下
張
も
あ
る
U

い
可
花
性
小
残
さ
れ
て
お
り

Vプミ

tげJ、

件
犯
罪
者
が
件
犯
罪
乞
犯
「
仏
険
性
を
利
学
的
に

Jhr測
で
き
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
c

寺
門
家
心
的

一初

か
な
り
の
倍
率
で
14犯
の
危
険
症
を
マ
γ
泌
し
う
る
と
い
う
江
口
、
ν強
レ
c

、
」
れ
に
坊
速
し
て
い
る
の
が

そ
の
よ
う
な
再
犯
の
危
険
汁
心
品

い
性
犯
M
何
者
の
み

r
つ
い
こ
は
何
ら
か
の
措
叩
胞
が
巨
中
i
化
汽
れ
る
と
L
て
も
そ
う
と
な
い
件
犯
尽
者
ん
あ
る
い
は
迎
に
再
犯
の
辺
、
吠
泣

日
付
小
さ
い
品
川
犯
罪
者
L

つ
い
て
は
、
川
町
別
7dq
知
置
の
必
ず
い
は
な
い
と
い
え
る
か
仇
し
如
な
い
っ

性
犯
罪
者
の
治
療
は
不
可
能
か

J
u
h
J九
u
L
f
｝つ、

メ
ャ
万
ン
法
を
ア
つ
一
山
川
仙
川
ず
る
か
の
校
高
に
は
、
お
り
ザ
ご
っ
〈
什
犯
罪
1
v
一－u療
で
出
店
悦
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

の
考
え
方
の
追
い
子
あ
る
の
で
は
白
い
か
と
回
、
ね
れ
る
つ
件
犯
芳
省
生
治
療
に
F

仇
っ
し
司
会
後
情
な
い

L
更
宇
刊
誌
だ
と
考
え
る
話
は
、



当
然
メ

l
ガ
ン
法
に
よ
る
前
利
の
公
十
九
が
札
会
従
前
包
レ

L
吏
パ
ー
を
妨
げ
る
心
人
仏
心
、
こ
れ
に
反
対
す
る
U

こ
、
れ
仁
川
汁
し
メ

l
f
ン
法
の

支
持
者
は
、
性
犯
罪
者
心
出
療
に
よ
る
－
史
牛
に
疑
問
中
抱
い
て
い
る
の
で
み
る
v

だ
ー
い
っ
守
山
閉
L
Iか
rめ
る

再
犯
半
日
ゲ
上
げ
る
h

と
は
川
能

性
犯
H
J蓄
の
い
恒
療
が
効
「
何
本
的
だ
と
の
市
川
刊
は
な
い
1
／
心
一
快
銃
的
な
声
ら
め
る
ハ
ヒ
と
え
ば
あ
る
命
者

こ
の
山
に
つ
い
て
は
専
門
法
日
吉
見
も
一
紙
で
は
な
く
、

性
花
罪
者
の
行
引
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、

ト
ワ
バ
ヘ

J

V

l

 

は
、
治
療
が
八
ヱ
く
効
来
日
か
な
い
と
一
止
則
さ
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
が
、
治
療
が
恒
己
侃
罪
許
の
再
犯
市
一
J
ピ
下
げ
る
し
仁
（
U
L
ι
拠
は
な
く
、

家
ば
何
犯
罪
者
の
山
療
が
余
り
効
呆
主
持
っ
て
い
な
い
と
結
論
〕
て
い
る
と
い
う
〉
二
れ
に
討
、
三

ょ
う
て
一
円
相
化
穏
な
「
げ
る
」
と
は
可
縦
だ
と
；
r
h
rる
者
三
い
る
）

帥
哨
，
心
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Z
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に

H
H
2
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7
E
H
F
〈
問
。
の
K
己
除
雪
口
一
E
E
ロ
Z
E
c
r、
を
ケ
h

に
ぎ
の
門
広

5
2
2
E
H
X：
凶
合
同

R3CJ4aCCF二
戸
β

4
門リ

Mwmw
ぷ
内
山
口
ぺ
｛
J
『
円
門
知
コ
コ
加

1
nじ
バ
（
）
－

22Nハ凶
2
Y
A
『

dhJ寸
の
丁
目

JMr
匂
c
q
y
島町

HL
］
〕
会
（
】
同
夜
、

NZ

メ
、
ガ
ン
法
の
ん
口
夜
牲
を
め
く
JJ
亡

メ
ー
ガ
シ
ほ
の
ム
円
窓
牲
を
め
く
る
論
点

烹
法
上
の
論
点

、』

l土

」
の
よ
よ
J

な
メ
ー
ガ
ン
法
は
、
九
口
h
m
M
川
宗
法
に
反
、

h

一
円
v
y斗
、

メ
3

力
ン
作
に
つ
い
て
は
、
さ
士
さ
ま
忠
商
で
そ
の
台
ぶ
性
が
聞
説
と
さ
れ
て
き
ぺ
」
土
史
な
憲
法
上
三
川
九
は
、
仰
い
γ

手

後
山
以
来
止
条
法
・
二
哲
の
危
険
決
J
H
’長一
7
・
私
権
山
利
奪
法
性
心
H
条
損
‘
此
w
r
A出
入
条
没
反
、
－

c一
］
ぷ
的
デ
ユ

ψ

プ
ロ
セ
ス
造
反
、
伝

百六体
ι
一日一
f

L

i

e

プ
ロ
セ
ス
注
反
、
必
ず

1
w防
護
条
項
況
反
り
凶
つ
引
は
な
い
か
と

ま
ず
、

〉
、
パ
白
の
川
の
メ

l
ガ
ノ
法
は
、
法
作
剥
’
足
以
前
に
ノ
丁
ど
も
に
け
す
る
惜
犯
邦
で
有
罪
M

泣
い
や
～
受
け
た
者
に
対
l
ご
も
、

L

の
押
す
録
と
告
知
・
公
表
要
求
心
乞
池
川
刑
す
る
c

法
作
心
流
用
は
象
と
な
る
者
心
リ
湯
て
は
、
i

一
じ
店
内
升
を
犯
し
九
時
点
て
ぽ
存
p

引
し
な

か
ラ
た
出
律
に
よ
っ
て
遡
及
的

た
江
小
利
俗
芸
百
げ
る
三
と
に
な
る
J

こ
の
よ
う
に
強
在
的
に
小
利
引
を
烹
r
h
J
は
、
今
一
衆
向

ヴノyエtこ）ノして

志
川
い
お
一
条
第
九
託
、
山
祭
ι比
す
る
出
後
十
V
M

に「
4
N
レ
ー
す
る
の
で
は
な
い
か
こ
れ
が
第
一

C
J
一一川ー点て
λ
め
司
令
F

こ

（

mvvH302rH己
o

一mJ
F

の
問
題
は
、

4

1
ガ
ン
は
心
民
求
が
1

処
川
百
一
足
E
5
E
3
2

に
あ
γ

れ
る
か
l
L
う
か
に
か
か
っ
亡
い
る
わ
市
中
村
山
げ
は
い
け
条
項
は
、

m

－

行
が
行
わ
れ
～
一
土
き
ι

処
罰
が
科
さ
れ
て
い
戸
川
っ
た
付
九
二
処
出
ー
と
加
え
た
り

犯
担
が
行
わ
れ
之
と
き
の
処
託
よ
り
げ
口
重
い
同
時
i
4引い

』ぺ一り
J
1
る
こ
と
を
砧
4
7
U
M

て
い
る
三
そ
れ
ゆ
え
、
ち
）
そ
れ
が
「
処
刊
で
あ
れ
ば
、
そ
の
逆
及
的
、
川
市
は
明
係
法
禁
止
条
唄

メ

に
定
反
す
る
こ

r
rな
る
〉
も
L
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
れ
反
ー
な
い
の
で
あ
る
。
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w

」
、
れ
と
関
連
し
て

主
の
危
険
禁
止
条
一
明
に
通
一
応
［
な
レ
か
も
問
題
と
さ
れ
る
〈
険
庁
川
射
止
条
の
ム
且
正
危
険
Ih一示

P
A
l
f
〆
寸
法
は

リ
条
市
ハ
は
、

何
人
も
、
一
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
生
命
、
も
し
く
は
身
件
に

m
L二
度
む
ρ
叫
ん
吠
に
さ
ら
さ
れ
な
い
一
「

lUめ
て
二
弔
心
ぽ

ι 
日川

設
を
祭
止

L
て
い
る
こ
れ
い
り
条
収
は
同
一
の
花
山
Ji
に
つ
い
こ
無
罪
と
さ
れ
た
あ
と
で
再
皮
起
訴
さ
れ
る
一
」
J
、
川

れ
い
り
犯
罪
に
つ
い

て
有
FJ村
川
決
心
あ
と
て
山
内
皮
起
訴
さ
れ
る
こ
と
、
日

に
つ
い
と
絞
数
の
処
l

討
を
受
け
る
こ
と
を
す
べ
て
吹
け
し
て
い
る
J

そ

れ
ゆ
え
も
し
メ

i
ガ
／
沃
の
要
求
が
「
処
J
h」
で
為
れ
ば
、

そ
れ
が
送
及
的
に
机
田
川
さ
れ
た
場
合
、

い
じ
犯
罪
者
は
い
川
の
花
野
に
つ
い

て
有
罪
判
決
を
受
け
た
あ
と
、

再
茂
杭
U
u
副
主
受
け
る
こ
と
に
な
ゐ
の
で
あ
る

こ
れ
二
関
連
、
〕
て
い
る
の
が
、

え
マ
ー
カ
ン
法
は
、
私
比
惟
剥
奪
法
性
市
仁
灸
刑
（
な
い
ヲ
J

怜
正
第
八
条
に
追
反
、
J

な
い
か
で
あ
る
つ
ム
円
夜
同

憲
法
は
、
特
定
他
人
に
裁
判
を
符
る
こ
／
一
な
く
川
訪
を
科
γ

1
広
権
剥
存
法

ニザ」一一
M
L
C『

の
制
定
を
禁

L
て
い
る
」

メ
ガ
ン
主
立
、
：
l
i
 

こ
の
禁
止
芦
れ
に
私
権
剥
伝
法
に
ψ
」
4
7
、
ら
ば
い
か
も
問
題
、
こ
さ
れ
た
U

さ
ら
に
修
医
第
八
条
は
、

一山代…尼で…
14rAV
山な

刑
罰
」
を
川
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
残
巳
で
力
行
ぷ
山
注
竹
附
聞
け
市
川
却
を
禁
止
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
と
の
均
僚
を
若
L
く
泡

す
る
配
川
罰
十
一
科
い
す
こ
と
を
も
京
止
し
て
し
る
と
併
さ
れ
て
一
ぎ
た
c

そ
こ
で
、

4

！
万
ゴ
法
が
、
性
犯
罪
者
に
町
村
込
義
務
を
お
わ
仕
、
ユ
」

心
情
村
正
告
知
・
公
表
を
義
務
付
け
て
い
る
、
一
と
が
、
者
し
い
ギ
ね
訴
を
性
犯
罪
者
に
負
わ
せ
る
、
｝
と
と
な
打
、
修
正
第
九
条

ι尽
す

る
の
で
は
た
い
か
が
山
下
J

起
と
ぎ
れ
て
き
た
の
て
あ
る
わ

第
一
一
心
布
引
は

メ
ー
が
〆
法
に

k
っ
こ
同
似
義
務
を
負
わ
ざ
わ
、
前
叫
け
が
公
表
さ
れ
る
と
、
公
衆
は
性
犯
罪
高
宮
再
犯
の
川
能
性

が
あ
る
危
険
h
h
人
司
ピ
と
み
な
し
、
性
犯
手
者
は
地
球
目
”
、
つ
排
斥
さ
れ
、
雇
用
心
機
会
を
奪
わ
れ
る
之
と
心
不
利
低
を
交
け
る
こ
と
に

九ハ

Y
G
の戸仏、

登
録
・
公
表
に
先
立
つ
仁
、
y
け
犯
の
F

九
段
い
い
が
な
い
こ
と
ー
ピ
下
山
川
明
ナ
ゐ
機
会
、

コ
ま
り
胞
関
心
機
会
と
h
J
J
～
る
べ
き
で
は

な
い
の
か
、
と
い
三
l
t

で
あ
る
c

修
正
泊
二
川
条
は
、
何
人
1
4
法
の
一

r
f
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら
ず
、
J

て
牛
命
、
白
川
J
U
、
）
〈
は
川
町
必

を
剥
奪
さ
れ
な
い
と
鋭
之
1
1
生
命
、
ロ
ヨ
も
1）
く
は
肘
パ
ザ
が
剥
必
守
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
訂
ノ
ム
仕
プ
口
七
ス
、
つ
ま
り
F
山
知
・
聴
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開
の
判
明
会
が
い
す
え
ら
れ
る
こ
と
寸
乞
求
め
て
い
t

る
じ
、
一
れ
、
か
手
続
的
デ

1
1
・ノ
U

セ
ス
の
権
引
と
w

わ
れ
る
も
の
で
た
る
一
そ
こ
で
、

件
犯
罪
者
と
（
て
の
在
「
ね
お
よ
ひ
パ
矧
・
一
公
表
が
叫
脇
町
の
機
会
が
F
P
2

え
ら
れ
ず
に
義
A
Y刊
行
ら
れ
た
ぬ
今
、
前
明
ド
第
一
四
条
の

T
続
的

デ
ー

I

フ
ロ
ピ
ス
L

違
反
す
る
む
で
は
7d
い
か
が
民
間
中
い
と
な
っ
に
の
一
I
Zめ
る
v

第
一
心
論
点
は
、
恒
犯
ωriT
ャ
ゃ
に
ひ
録
義
務
を
負
わ
せ
、
前
科
を
公
去
す
る
こ
L
Y

が
、
性
犯
罪
甚
か
ら
一
プ
フ

f
パ
ン
ー
の
権
利
JY
苧
い
、

主
体
的
一
ア

J
1
0
プ
ロ
セ
ス
に
流
反
す
る
の
て
は
な
い
か

と
い
っ
点
て
為
る
。
ふ
n
米
国
中
忠
広
に
は
、
プ
フ

f
ハ
シ
i
の
権
利
JY
川町一一山

し
た
条
J

へ
は
な
い

L
か
v

二
ア
メ
け
カ
さ
は
、
間
十
人
規
｛
疋
明
、
保
」
摂
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
プ
ラ

f
ハ
ン
i

の
権
利
は
、
修
正
治
一
川

M

九
九
の
中
一
・
プ
ロ
セ
ス
条
明
、
に
t

ふ
コ
て
保
議
さ
れ
た
「
自
汁
」

の
J

に
今
］
ま
れ
る
に
ヰ
ム
勺
え
ら
れ
て
き
た
c

、
γ人
が
っ
て
、
そ
の
ブ
↑
ゾ

イ
パ
、
？
の
怪
利
を
T

川
υ

に
侵
宗
一
コ
r

れ
ば
、
そ
れ
は
デ
子
・

7
口
U
ス
に
反

T
q
乙
い
う
の
と
あ
る
υ

こ
れ
は
権
利
引
を
剥
必
九
千
二
ゐ
際

の
手
い
れ
を
間
話
に
す
る
の
で
は
な
く
、
協
市
川
一
同
判
奪
日
一
実
体
的
戸
正
当
性
を
間
接
と
ず
る
も
の
で
あ
る
乙
め
、

役

主
体
的
ア
ー
一

1

プ
ロ
セ
ス
」

ζ

川
け
ば
れ
て
ー
パ
司
令
。

こ
ご
で
デ

L
l
e
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
山
仮
設
さ
れ
人
プ
一
フ
イ
パ
、
ン

l

し
て
、
最
高
裁
川
γ

町
は
、
妊
娠
巾
m
胞
の
格
引
引
な
ど
の

’
氾
の
弘
前
宇
取
に
つ
レ
と
の
白
待
む
決
’
止
椛
を
認
吟
亡
き
た
一
ー
か
［
、
設
前
裁
判
所
も
、

一
定
正
戸
弘
前
芯
七
月
耕
一
ゲ
↓
公
ド
択
さ
れ
は
い

と
い
う
権
利
も
ブ
フ
イ
パ
シ
ー
に
九
日
ま
れ
る
l
L

不
唆
し
こ
さ
た
コ
と
L

中
と
も

一
定
の
り
払
的
ん
よ
情
報
を
み
と
わ
に
公
表
さ

ヴノyエtこ）ノして

れ
な
い
権
利
と
し
て
の
f
ラ
ィ
パ
シ
！
の
権
利
も
、

ブ
ィ
戸
、
ン
！
の
校
利
に
含
ま
れ
Q
と
い
う
見
解
が
ム
叩

力
己
主
張
さ
れ
7

与
一
た
P

メ
i
nワ
ン
伝
は
、
担
犯
罪
者
に
登
録
義
務
な
負
わ
せ
た
の
ィ
ラ
イ
パ
ン

i
怯
誌
の
提
供
を
美
技
付
け
る
U

と
b
に
、
そ
心
告
知
や
公
表
J
V
℃
求
め
f
L

い
る
内
…
で
、
こ
の
r

－
フ
イ
パ
～
J
i
の
権
利
。
中
俣
山
喜
一
レ
、
実
体
的
一
ワ
ム

i
・
ブ
円
七
ス
に
反
す
る

の
で
は
？
泣
い
か
、
が
問
題
！
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

メ

ぞ
7

〕
て
能
川
刊
の
論
｝
円
一
は

盗
録
・
F
M
Jム
義
務
が

ナ
ザ
て
の
犯
罪
討
で
は
な
く
川
市
刀
犯
芳
醤
ト
九
十
一
汁
司
附
さ
れ
て
い
る
ご
／
コ
小
、
惨
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止
第
一
四
条
の
山
王
寺
山
7
一
点
久
本
原
に
違
反
し
ん
は
u

か
乙
う
か
で
忘
る
乙
修
正
持

Z
I
－
の
管
轄
F

叫ml川
パ
に
し
る
白
人

河川
bhh
は、

h
q
y
J
弓
司
令
川
川
J
h

、

r月
し
て
法
パ
V
U
王
寺
な
保
護
吉
行
｛
疋
（
て
は
な
ら
な
い
と
｛
疋
め
て
い
る

れ
民
γ
M
f
j
保
護
条
墳
で
め
）
念
ゎ

目
玉
市
、

4
1
芳
ン
出
は

ι 
日川

了
ど
も
に
対

1
る
犯
U
J

や
件
犯
持
者
ど
け
を
対
象
と
し
て
い
る
へ
だ
が
、

こ
れ
ら
れ
い
り
犯
罪
合
他
の

再
犯
率
心
f
L

向き
1

ぐ
い
弓
ト
川
、
子
ら
は
、

つ一

μ別
て
き
る
で
あ
ろ
う
か
J

、
一
れ
ら
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
三
録
・
公
表
を
表
誇
付
け
る
こ
1
／
何
台
川
一
ド
は
あ
る
で
あ
ろ
う

刀、、
こ
の
問
料
に
け
す
る
払
y

だ
川
、
ア
の
で
つ
な
基
準
で
損
な
っ
た
以
M
叫
し
の
介
円
性
が
い
存
在
判
断
さ
れ
る
の
か
ピ
よ
っ
て
よ
さ
く
目
、
な

{o 

大
l立

っ
た
攻
扱
い
の
ん
け
尚
一
性
信
」
め
ぐ
パ
て
目

間
弘
元
の
斗
十
等
保
護
今
、
頃
制
立
の
契
機
ど
な
〉
た
人
一
捕
lyバ
別
の
場

、
そ
れ
以
外
の
場
ι「
ノ
」
で
異
な
っ
た
対
比
昨
日
V
3れ
て
き
ん
に
ロ
人
種
主
別
な
シ
心
「
で
7

に
1

疑
y
r
J
〆
い
い
分
が
用
い
ら
れ
て
い
る

場
合
は
、
救
リ
リ
オ
は
府
め
て
取
し
い
長
滑
三
台
注
性
を
審
査
1

、
やわ
J

に
や
ま
れ
は
い
は
ζ
卓
安
な
刊
誌
や
｝
達
成
「
る
ー
～
め
に
必
中
久
木

内
欠
で
あ
る
よ
号
ぽ
兵
ほ
っ
た
取
扱
い
で
仕
け
れ
ば
ι汗
さ
れ
な
い
と
し
亡
き
止
か
、
そ
れ
以
外
の
い
日
分
に
対
し
て
は
九
U
4
ハ
的
以
俣
市
一
ゐ

あ
れ
ば
」
唱
と
し
て
き
f
の
で
あ
る
じ
ま
た
、

北
川
本
的
な

ヨ
ウ
九

PJ
平氏

1
4
t
iト
t

H

V
コ
g
J
一t
J
P
L

、

、

j

R
4
お
初
出
ポ
－
ろ
L

吋

u
k

と
k
／
J

し
る
P

小
川
ぃ
荷
台

権
利
に
湾
I
C
作
じ

てしい
q

る
か
と
う
か
も
問
訟
と
し
、
来
木
前
な
椛
羽
川
い
の

に
つ
い
て
は
厳
仲
間
以
宥
査
を
迫
出
す
る
が
凶
亡
、
れ
以
外
の
場
合
に

な
審
在
己
居

η
）
匂
と
し
て
き
す
に
ハ

メ
1
W
F
J
U
に
よ
る
性
犯
罪
者
に
好
す
r
Q
A
2
誌
お
上
び
佐
知
・
公
表
表
務
に
つ
い
て
、
、
一

にで戸」
J

～l」、

む
よ
う
ほ
ー
疑
わ
し
い

区
分
や
1

甘
川
本
的
な

格
利
が
mk自作いと
z
d
v一
て
い
る
の
か
ど
う
か
川
d

問
題
と
さ
れ
：
さ
た
の
で
あ
る
ν

q 

" 

メ
ー
ガ
シ
ほ
の
ム
円
中
U

い性

ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
性
犯
罪
者
議
録
法
の
合
憲
性

一
下
ノ
ヤ
祉
、
ン
ー
州
の
メ
下
ガ
シ
去
の
モ
デ
ル
Y

こ
な
っ
た
？
J

ン
ト
〆
州
の
性
犯
罪
者
町
一
は
ず
い
山
法
は
、
す
で
に
州
対
12

オ
ー
ド
事
件
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ワ
ン
J

ド
ン
川
川
最
高
波
判
所
に
よ
っ
て
支
持
、
？
れ
て
い
た
〈

7
7
J
f
〆
川
川
最
高
裁
刊
戸
川
は
、
日
川
法
の
笠
銀
義
務
は
処
川
前

で
は
ん
い
と
刊
針
し
、
事
後
は
品
川
！
日
条
項
に
述
反
し
ん
も
い
と
結
論
［
た

ワ
ン
ン
ド
ン
州
最
高
裁
判
所
は
、

！
と
い
訴
の
口
的
が
川
崎
制
月

的
で
あ
っ
て
処
引
は
的
で
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
？
と
む
幼
思
に
お
い
て
も
、

し
J

も内忠明日ム花時効が机～川
J

下

た
る
y

U

ヘ
り
て
は
な
い

の
で
あ
る
。
さ
ら
～

7
、
ノ
ン
ト
ン
州
最
同
裁
判
所
一
付
、
半
生
？
日
体
川
市
司
条
山
川
選
以
心
主
張
に
も
ョ
し
レ
ト
も
、

疑
わ
し
い
M
円
分
け
予
同
地
と

5
れ
て
は
い
な
い
し
、

出
平
に
臼
小
作
、
ω
刻
む
J
山
、
土
張
さ
れ
て
い
る
だ
け
ξ
あ
る
の
で
以
格
什
査
の
、
旭
川
さ
れ
る

明
例
で
は
な
い
》
し
、
〈
H
則
的
判
松
山
刊
ア
ス
ト
の
も
三
、
、
げ
円
分
を
札
口
閣
（
的
、
F
J
h
論
1

げた
r

フ
占
ぃ
ル
対
グ
／
ゴ
リ
事
件
で
、
ワ
ン
～
J

ト
ン
川
の
メ
ー
カ
ン
法
か
ブ
フ
イ
パ
シ
”
の
捻
利
な
佼
半

第
九
巡
同
区
校
希
裁
判
所
ー
も
、

ず
る
こ
い
ミ
土
張
を
J

J

坤
け
た
ロ
こ
の
事
件
で
な
弘
義
務
を
ハ
ユ
う
性
犯
訂
話
が
て
川
J

弘
中
山
性
を
ノ
ハ
ペ
九
以
芸
止
め
を
求
め
、
述
邦
地
裁
は

当
初
書
道
終
f
J
ま
で
書
記
を
差
し
J
H
吟
る
一
昨
，
ア
止
め
を
認
民
に
が
、
結
同
仮
J

一
州
止
口
町
キ
一
本
め
る
訴
え
を
棄
却
し
に
。
そ
し
て
第
九
巡

司
区
間
一
訴
裁
ャ

1
～川は、

d

の
判
断
合
1

壬
j

し一～
υ

争
円
は
、
こ
れ
ら
の
夜
何
時
お
よ
び
古
事
上
高
裁
が
平
佼
法
禁
止
条
1
J
い反

γ
る
辺
川
引
に

フ当

ネる

か
事と
it う
i'IJ i；、
；丈日で干、L
h」グ〉

及／こ
ず、

、第
九
/(¥ 
lnl 
λ 

j空
互作
裁
判

筏
述
3
d
J

る
ふ
川
衆
U

五
一
高
円
以
判
所
の
ん
ノ
、
才
プ
ノ
け
メ
J

ト

l
r
マ
ル

意
刈
と
効
果
一
官
官
十

l
た
r

川
法
の
日
前
と
さ
、
れ
と
い
る
4J
の
E
処
罰
か
と
う
か
宮
間
町
田
l
L

し
、
も
し
処
討
て
一
あ
れ
ば
争
後
リ
レ
佐
川
止
条
項
に
達
比
す
る
〔
も
仁
一
意
凶
が
処
討
て
な
か
ハ
た
場
合
も
、
そ
心
効
果
に
お
い
て
iZしくれ辺、

ヴノyエtこ）ノして

計
的
で
？
の
れ
ば
、

で
L
て
第
九
巡

E
Uれ
凶
い
が
以
判
断
ん
は
司
、
叫
す
品
目
義

処
罰
に
該
当
し
事
後
法
禁
止
条
品
取
引
に
玖
反
す
る
と
い
弓
り
て
あ
る

路
町
二
コ
い
て
は
お
、
川
に
い
ぬ
い
て
も
効
呆
に
お
い
て
も
い
処
討
的
と
は
い
え
ず
、
け
ユ
い
知
義
務
に
つ
い
と
も
、

向
的
は
子
1

一
も
を
件
犯
r
J
か
ら

伝
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
忍
図
は
処
説
的
で
は
ず
れ
仏
く
円
て
の
効
尽
に
正
い
て
も
処
詩
的
と
は
い
え
な
い
と
し
た
η

件
犯
罪
心
抑
止
と
い

う
じ
的
生
い
が
ふ
一
つ
て
は
い
る
が
、
ゆ
一
れ
だ
け
で
効
果
が
処
罰
的
と
な
る
も
の
ご
は
な
く
、

刑
訪
の
さ
ど
「
ノ
フ
L
Y

つ
の

E
的
で
あ
る
戸
川
い
保

メ

の
芯
味
を
山
河
コ
て
い
な
い
し
広
＼
め
一
γ
立
を
け
さ
と
一
る

γこ
を
や
E
図
し
た
も
の
J

に
は
な
く
、

一清一刊行人的
z叫
民
、
の
の
川
討
と
川
視
λ
J
る
こ
こ
は
で

ill＜｝、：iL'?Jお，31 2"1J 3<'9 .20C3.ll; 
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き
な
h
w
と
し
う

そ
れ
一
ゆ
え
、

E
知
義
務
も
処
罰
的
と
は
い
え
は
い
と
結
出
し
た
り
て
た
る
c

ま
た
、
治
九
ド
U
M間
同
一
狩
訴
及
川
川
は
、

信
識
の
集
結
及
び
一
公
表
が
窓
は
｝
一
の
プ
ラ
イ
パ
ン
！
の
権
利
主
浸
引
い
L
、
一
ア
ュ
！
ブ
口
f
一
ス
（
山
♂
椛
利
日
ど
伎
山
口
す
る
と
の
主
張
も
斥
け

ι 
日川

スコ
4

ノ
ラ
イ
パ
ン
！
の
梧
利
と
い
わ
れ
る
も
の
の
松
犯
が
は
コ
き
h
U
J

と
し
な
い
古
人
、

も
L
T仏
め
ら
れ
る
と
し
て
も
c

ノ
ラ
イ
パ

γ
！
の

権
利
は
ハ

l
ソ
T
ル
な
結
裂
の
み
念
日
附
設
す
る
も
の
で
、

公
表
さ
れ
る
桔
誌
は
す
で
に
公
聞
き
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
ハ
i
ソ
ナ
ル
な

杭
郭
と
h

い
え
な
い
し
、
最
高
段
判
所
の
河
川
判
で
は
、
伝
一
巻
設
拍
的
な
事
十
人

ω
み
で
は
修
正
第
一
問
条
（
U

似
噌
誕
百
ナ
る
「
ム
円
片
」

今一川吋、：
J

こ斗」ふ
υ
コこ
J
以

J

、

ση
ー
す
千
L
1
1
、一
F
t
f

ヂ
ユ

t

－
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
は
、
旭
用
さ
れ
な
L
l／
い
ろ
J

一
一
し
亡
、
合
衆
回
以
高
川
批
判
所
は
、
依
述
す
る
仇

に
、
卜
ι円をベハ又担、
d

な
か
っ
た
戸

ニ
ュ
！
ジ
w

ジ
州
メ
！
万
ン
法
の
人
口
憲
性

－一
i
ジ
ャ

i
ジ

州

x
i
ガ
ン
法
に
つ
い
て
も
、

一

せ

ド
i
u川
ポ
り

JFy事
件
に
お
い
て

一
ユ
／

1
1
ジ
i
州
z恥
品
裁
判
オ

u

そ
の
九
日
意
吋
z
r
T
4持
す
る
判
M
U乞
F
し
た
〈

一
一
止
｜
、
ン
ゃ

l
ジ
l
叶
1H
可
立
川
苛
王
、

一

－

：

I
7
1
1
7
T
4

「；

メ
ー
ガ
〆
法
の
日
常
J
付
組
み
を
検
討
し
、
政
J

阿
弥
公
よ
れ
義
務
官
一
処
罰

と
は
い
え
な
い

t
私
議
し
た
c

そ
の
結
民
、

メ
ー
ガ
J

訟
は
、
お
休
刊
権
～
i
＃
法
禁
止
条
項
に
も
、
手
伝
法
の

佐
川
リ
条
一
岐
に
も
、
枕

W
T
V
掠
ヘ
長
の
日
常
庄
で
異
常
な
川
討
の
祭
！
日
条
項
に
も
、

前ハ」ノほ札漬か川
J

川
条
叫
引
に
y
d
u

反
し
な
い
と
い
う
の

t
め》一

テ、っ

3
0
に

ニ
コ
！
γ
ャ
1
ご

J
1州
辺
高
裁
判
所
ん
は
、
一
時
l
第

町
一
条
の
一
ア
ム

l

ブ
つ
や
一
ス
条
叫
慌
の
も
と
で
の
ブ
ソ
イ
パ
、
γ
！
の
作

利
門
院
中
り
！
L
張
じ
か
し
て
も
、
前
日
什
心
仙
一
公
戸
公
表
さ
れ
て
お
志
ム
抗
日
体
議
さ
れ
介
「
白
山
」
の
刊
伐
の
剥
奪
と
は
な
、
り
な
い
の
で
は

な
い
か
と
判
断
し
f
u
ま
ー
に
、

七、
ζ

、
九
一
片
庄

の
利
，
h

M

心
剥
奪
と

207／
～
し
ー
も
、
利
益
衡
旦
一
の
計
来
、
公
宗
一
三
よ
っ
て
氾
け
ら
れ
る

公
民
の
利
片
F

の
hdが
上
凶
る
の
ゼ
、
女
体
的
↑
一
2

1

・
プ
ロ
セ
ス
追
反
と
は
い
え
な
い

1hh

～）入じ、つい、

川
正
マ
保
護
条
項
堪
反

の
土
長
に
対
3

〆
て
も
、
疑
わ
し
い
灰
一
分
が
台
ま
れ
て
い
な
い
y
し
し
て
合
連
性

メ
？
ガ
ン
リ
刊
の
区
分
は
fm
台
湾
乙
は
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レ
え
一
ぽ
レ
と
結
議
し
た
c

そ
の
結
恥

－ュ

I
J／
ヤ

l
ジ
I
バ
最
高
裁
川
門
川
…
ー
は
、

ィ
ー
ガ
〆
法
に
対
す
る
喜
怒
の
主
扶
を
一
片
付
た
の
で

J
め
ず
匂
〔にだ一一

3
1
ジ
ャ
l
ン
1
州
最
古
裁
判
断
は

性
犯
持
者
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
パ
ン
l
に
小
引
ベ
ザ
ど
t
J
え
る
が
一
ゆ
え
に

ロ
白

奪
と
な
り
、

T
取的「一
F

ム

i

ブ
円
七
ス
が
路
市
3
れ
る
と
認
め
コ
。
そ
こ
で
州
最
晶
状
判
所
は
、
昭
関
心
機
会
い
か
J

え
ら
れ
る
こ
L
Y

が
必
市
凡
だ
と
判
断
し
、
十
川
律
心
下
で
事
前
二
勝
間
の
機
会
中
〈
f
i
J

え
る
べ
き
だ
と
判
断
し
た
U

メ

ノ

の〈
H
T
明
性
け
、
述
邦
裁
判
所
て
も
か
f
わ
れ
丈
一

ー
ン
？
ジ
ヲ
地
区
述
邦
地
設
は
、
？
ト
ワ
工
一
イ
一
対
一
？
ジ
ャ

ir
－
…
件
に
た
い
て
、

4
7

ガ
ン
法
の
白
知
，
弐
務
を
机
～

刊
訂
乙
判
断
L
、
」
れ
を
事
後
法
相
川
！
条
政
虐
反
乙
一
結
論
1

J

h

八
ラ
ヤ
れ
に
対
L
Mお
今
ニ
主
回
区
戸
訴
裁
判
州
は
、
」
の
事
件
い
で
、
メ
ー
古
J

法
の
な
録
義
務
の
台
室
性
を
支
持
し
、
告
か
変
壮
い
に
つ
い
て
は
判
断
守
山
出
正
附
し
た
。
組
出
心
的
犯
芥
者
向
I

、
州
法
の
公
表
義
務
｛
山
根
L

て
パ
は
か
ッ
た
た
め
、
達
中
干
の
訴
え
は
成
熟
性
を
欠
く
こ
判
断
し
た
た
吟
で
あ
る
U

～
だ
し
、
守
録
説
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
処
埼

で
は
1

川
い
唱
と
判
断
し
、
辛
役
法
栄
H
条
町
官
、
一
主
刀
危
険
禁
止
条
項
、
な
持
剥
奪
法
怖
が
止
条
頃
に
迫
？
反
す
る
し
〈
い
う
一
丁
張
hv
い
、
ず
ー
れ
も

号
げ
た
c

さ
ら
に
第
一
巡
回
区
控
訴
裁
問
所
は
、
半
等
県
議
条
一
摂
通
一
応
及
び
デ
ヱ

l

J
ノ口
h
y
ス
条
項
法
－
尽
力
ム
下
張
も
斥
け
た
じ

E
R
対
ベ
ル
一
一
了
口
事
件
に
お
い
マ
、
メ
1
h
M

ン
い
の
告
知
安
作
心
ム
「
憲
性
に
つ
い
て
も
、
同
い
体
mu

第
一
巡
阿
包
控
訴
裁
判
所
は
、

ヴノyエtこ）ノして

引
制
を
下
LLJ一v
こ
の
事
件
で
は

一一

3
1
ジ
ャ
！

γ
1州
の
え

l
ガ
ン
訟
が
、
が
吊
さ
れ
る
件
犯
罪
者
が
、
こ
の
告
知
要
件
の
ふ
門
主
性

を
下
ツ
ロ
～
v

広
告
五
日
は
一
件
り
壮
い
犯
r
J
に
つ
い
て
有
時
計
認
め
て
服
役
し
、
出
所
後
他
州
に
お
い
と
殺
人
罪
で
有
罪
ー
さ
れ
て
問
刈

ヘ

メ

i
ガ
ン
民
（
U

紅
果
登
録
と
公
緑
川
相
一
討
の

F
知
か
決
定
さ
れ
た
υ

日
世
は
」
れ
を
小
山
叫
と
し
て
連
邦
地
紋

t
A訟
を
必
た
し
、
出

邦
地
誌
は
、
そ
の
＋

て
、
登
録
情
説
の
青
知
に
対
）
仮
処
分
と
、
二
lf什
止
め
h
d
命
ー
工
、
、
J

’f
v、
迷
邦
地
設
は
、
そ
の
山
氏

メ

開
古
川
一
J

？？一娠を
J

山代川、

出
品
己
は
衿
－
14r
〆
た
が
、

円
計
一
昨
品
目
灰
か
「
訴
裁
川
川
所
は
、
牛
門
知
要
件
い
は
れ
J

引
で
は
な
く
、
主
佼
法
然
j
条
項
に
え
の

、，
J

U

事

ill＜｝、：iL'?Jお，31 223) 381 .20C3.ll; 
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一
一
一
山
の
危
険
主
止
条
町
一
に
も
泣
込
し
は
い

の
で
d

め
る
乙
た
に
し

弘
一
巡
回
同
一
狩
訴
裁
内
川
は

ワ
ム

1
・
y
u
七
ス
久
市

fm引
の
も
と
で
、
対
象
者
心
危
検
作
に
つ
い
て
の
ポ
明
文
丘
町
件
犯
罪
者
に
負
わ
ぜ
る
三
と
は
許
さ
れ
ず

州
m
v
測
が
危
検
件
の
い
分
vど

ι 
日川

つ〈小品

乙J
b

）
生
、
こ
の
刊
の
親
密
日
関
係
に
お
け
る
／
ラ
イ
川
ン
？
の
権
利
を
伝
半
口
ず
み
泊
三
ぃ
張
L
た
υ

円
計
一
基
凶
区
か
一
L
W裁
川
所
は
、
訂以

明
確
で
納
得
心
行
く
証
明
に
よ
っ
て
す
叫
す
べ
一
さ
だ
と
牝
附
し
た
J

後
述
す
る
よ
う
に
、
合
衆
国
以
高
裁
判
所
は
、

一E
を
そ
球
じ
な

P

3

F
｝一

〉

I

75
ら
片
山
第
一
以
凶
ド
位
訴
教
判
所
は
、

一
付
一

リ
ι

；

申
十
日
d
U
L

（ポ
i
ル
第
一
判
決
）

ポ
ー
ル
μポ

ホ
ー
ル
対
ベ
ル
一
三
口

ギ

i
ル
ハ
付
フ
ァ

i
7
i

に
お
い
て
、

一心事ず

ニ
7
L
J
ャ
ー
ン
i
州
の
メ
、
ガ
ン
法
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
桜
引
を
侵
宇
す
る
と
の
十

件
で
、
性
mrvm斗り千二川、

メ
ー
ガ
シ
法
け
つ
＼
自
宅
作
所
や
失
お
い
さ
れ
L

ぺ
悩
日
乞
公
表
す
る
ム
ィ
で
f
ラ
イ
ハ
ン
？
の
格
引
古
門
店
主
口
J

、
さ
ら

E
B主
ず
れ
可
決
で
メ
与
ン
法
の
む

bm悩
限
の
生
門
知
が
処
罰
に
該
当
じ
な
い
乙
斗
川
町
「
｝
白
に
際
L
、
告
お
か
ブ
ワ
イ
パ
シ

i
の
権
列
の

問
題
ζ

ば
る
か
ど
う
か
を
疑
問
ζ

L

つ
つ
、
た
／
一
え
ゾ
ラ
イ
パ
ン
ー
の
佐
清
が
北
本
的
な
r池
利
ぺ
こ
し
と
も
、
州
の
ザ
倒
的
以
初
＼
八
刊
に

よ
三
、
そ
の
釘
伝
は
疋
山
l

化
さ
れ
う
る
と
不
唆
し
と
い
た
c

こ

て
、
ボ
l
ル
乍
川
け
で
連
邦
地
裁
は
、

口
宅
住
所
に
は
フ
ラ
イ

パ
シ
lfο
～
議
乳
は
な
い
u

と
判
以
附
し
た
乙
品
川
一
川
品
川
間
出
円
弱
H

川
内
判
所
は
、
j

一
ん
じ
斗
I

宇
治
に
つ
い
て
は
公
慌
さ
れ
な
い

J
r
Lノラ
r
パ
ン
！
の

桧
利
が
め
い
ご
っ
）
匂

P

一守、A
r
、
円
ハ
ω

州
の
利
日
仰
は
や
む
に

い
も
の
て
お
り
、
ブ
一
ソ
イ
パ
シ
l
心
枠
利
の
制
約
J
F
U
L
4
化
さ

れ
る
と
紡
議
じ
た
F

ま
え
第
巡
肝
挫
一
戸
川
裁
判
所
ん
は
、

m
v
d
ノ
ユ
ノ
イ
パ
ン
！
の
権
利
を
浸
半
口
計
る
と
の
王
伝
を
も
ほ
行

ず九

r

草
何
じ
民
”
し
を
没
リ
り
、
一
記
邦
地
放
は
、

秘
溜
円
心
情
誌
が
ヂ
」
ム
に
公
去
さ
れ
f
市
中
例

mr
多
数
お
ヮ
に
こ
1
／
十
認
め
、

ぇ

i
ム
カ
ン

行
（
り
停
止
と
遮
JJ
な
ヮ
イ
k

フ
f
ン

ふ
し
て
付
ノ
が
方

fhh
ラ
イ
ン

に日」
2
0
P
ハ叉けりて

山
氾
邦
地
裁
は

プ
ラ
イ
パ
ン
ー
の
権
利
は
適
切
に
保
設
さ
れ
て
い
る
と
Th一
前
九

メ
y

！
ゲ
ン
法
の
施
行
停
ド
処
分
を
解
除
に
～
ご
法
乙
ば
一
、
れ

Jrh手
っ

た
が
、
第
一
巡
回
い
吟
出
比
判
所
は

連
邦
氾
裁
の
汀
断
、
石
支
持
1

〆た

じJ
J出



そ
の
街
、

ニ
コ

l
ジ
ぺ

l
ジ
l
川
べ
で
は

c
c
c
q
C逃
芋
の
際
に
へ
い
店
内
面
市
て
忘
法
一
ゲ
↓
改
正
し
、
川
議
会
に
、
売
犯
罪
者
ん
ら
問

同
日
山
市
ポ
乞
公
衆
L

一
公
表
す
る
と
と
古
託
す
伝
作
心
制
以
乞
志
め
た
い
ぞ
れ
さ
ー
と
げ
て
州
一
読
ん
試
は
、
点
以
「
段
付
度
mv
性
犯
罪
声
と
中
危
設
皮

ジ （T)

T 性
I j七
ジ野
l右
半ふ Cコ
i!''' 

jつ

れ
「ん

j車

工I¥
地
裁

イ
〆
タ

1
不
ァ
ト
で
公
開
す
る
三
と
す
詑
渋
る
は
律
を
制
定
し
た
へ
丸
て

主
主
よ
い
A

二
工

1

i

J

I

 

鼎
刊
誌
を
集
積

F
る
こ
と
が
事
絞
［
淀
川
J
H
条
取
返
反
、

重
の
危
倹
来
日
長
唄
違
反
、

f
－
フ
イ
ハ
ン
！
日
伐
さ
に
仕
る
と
い
う
主
張
ピ
同
げ
つ
つ
、
内
五
日
山
川
の
八
ム
支
に
つ
い
こ
は
ブ
ソ
イ
パ
ン
i
伝
i［
p

と
な
る
可
能
性
が
ー
向
い

と
判
断
J

て
い

で
は
、
そ
れ
以
外
の
川
の
メ
ガ
ン
法
に
つ
い
て
は
と
う
か
c

ど
れ
ど
れ
の
主
判
決
上
の
論
点
ご
と
に
、

ワ
ン
ン
ト
ン
川
及
び
－
～

リ
ン
？
ジ
ー
州
以
外
ム
ム
止
め
、

メ
ガ
〆
法
を
め
戸
、
る
判
例
の
状
況
〆
一
許
討

山地、
l
J

て
凡
で
7
0

f、
j 

宇
絞
法
治
止
条
項
a

二
盃
の
危
険
禁
止
条
項
・
有
料
説
明
総
収
年
比
一
禁
止
条
項
・
修
正
第
八
条
、
荘
一
以

事
後
法
禁
止
条
項
・
二
重
の
危
険
禁
止
条
項
違
反

ン

ム〆

ナ1
A 

ブf

1j 
i司
紙

メ
l
y
J
寸
法
が
ま
ず
何
よ
り
も
向
山
混
と
さ
れ
と
の
が
、
前
十
仕
え
法
禁
止
条
fmナ

危
ぶ
岐
川
品
不
止
条
一
泊
述
反
か
ど
う
か
亡
一
お
っ
た
こ
心
問
題
は

メ
1
7
ノ
ム
出
に
よ
G
央
銀
義
的
行
と
告
知
・
公
表
義
務
が
処
罰
か
ど
う
か
に

ヴノyエtこ）ノして

、A
3

J

f

、、、
ι

－
｝
ろ
一
ノ
flL

1
h
l
N
よ引
H

2

1

u

w

j

f

x

ま
さ
L
く
メ

lL4J
ン
丘
に
よ
る
袋
録
表
務
と
ふ
L
C
予
知
a

川
氏
支
川
d

処川副

か
ど
う

m
r巡
っ
て

及
び
祥
事
の
意
児
は
ハ
ydiyuvど
り
で
あ
っ
コ
。

ま
ず
佐
和
刊
罫
者
（
U
H
R
J林
義
務
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
ト
円
ノ
エ

f
ポ
れ
と
E
H事
件
で
第
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
、

ソ
ッ
ふ
ル
事
刊
で

メ
i

ガ
〆
法
の
円
一
円
以
義
務
は
処
w

剖
で
ば
ん
d

レ
と
判
断
）
て
い
る
f

メ

は第
1J }L 

ト lill
ン｜ペ
ャ控
）レ 苦手
主裁
件12判
lこ jjlr
おシ：

l 

州
O) 

/ 

沖

〆コ

メ
ン
ド
司
ザ
e

マ
パ
一
つ
ィ
、
糸
ス
事
件
判
決
の
蒸
間
合
適
凶

」
川

Jι

？
1

l
i
l
t
 
h
h

ハ
一
国
同
区
衿
訴
裁
判
所

重
の
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し
、
法
停
の
判
前
は
性
犯
罪
者
の
一
小
川
立
子
見
m
机
で
お
J

て
、
立
法
者
は
こ
れ
」
乞
処
詩
的
と
は
考
え
て
レ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
刈
県

人
お
い
て
J
b

川
沿
計
約
と
は
一
え
ず

重
の
hr暗
夜
祭
止
条
一
岐
に
は
湾
反
L
な
い
と
刊
釘
し
た
わ

出
｜ズ
Jj" 
岳下
J北
町
w~ 

も

タ治
ヰノ＼
事巡
J斗ス目
立区
件
1, ;;1平
総訟
"-' 'j'lj 
理 iリー

ι 
日川

は
、
同
掠
む
連
日
に
よ
灯
、
事
後
法
公
J

H

条
玖
迫
反
心
、
張
を
も
晴
行
ー
に
J

第

11: 

一ユ

l
l
l
ク
川
刊
の
・

7
1ガ
ン
出
に
つ
い
亡
、
山
九
円
叶
れ
を
川
地
l

」
い
て
は
と
い
L
Y

判
矧
L
C
い
る
し
渡
邦
地
裁
レ
ベ
ル
で
y
u
、
竹
犯
3

京い（…

vq録
義
務
は
処
需
で
は
な
い
と
す
る
の
け
小
1
メ
～
削
的
r、
め
つ

い
と
判
断
さ
れ
た
r

作
裁
判
所
て
弘
、

メ
i
一
一
刀
ン
出
は
岐
に
処
罰
的
な
ラ
も
の
で
は
三

た
だ
J

、
判
例
の
む
に
は
、
な
ね
弥
実
務
主
り
て
の
あ
と
の
わ
知
・

ふ
体
代
し
て
祝
え
、
同
Y
V
録
弐
務
り
ぞ
れ
自
体
も
机
～
w

訪
に
あ
た
る

の こ二
訟判
及国！
とイJ
i車て
HJ L、
店主 る
事例
絞 J、
｛去あ
＇~る

：長／こ
l立一

反ば
~ , 
斗ス
断カ
L 州
工－16 G') 

うり
／ 

〉ず
の

っ
J

亡
は
、

山
河
邦
地
裁
が
r会
引
に
弘
め
た
り
そ

次
に
t
u
u
：
公
表
義
務
に
つ
い
て
も
、
μ
昨
九
川
品
川
山
川
品
川
f

一
品
法
判
所
は
ラ
ッ
セ
ル
ボ
十
科
に
お
い
て
、
第
一
言
川
一
川
一
M134
一
込
山
れ
判
，
引
は
E
H

中下川什日いーお唱
f
L

、
さ
ら
に
第
六
m
世
間
J

八
一
件
一
訴
裁
判
所
は
、

カ
ヅ
内
：
ン
ゎ
ル
宇
件
に
お
レ
て
、

河
川
叫
に
第
川
門
メ
往
心
朴
政
判
所
も
パ
タ
ヰ

占
ア
汗
に
お
い
と
、
告
知
公
表
長
務
は
処
罰
と
は
レ
え
な
い
と
判
断
し
と
レ
る
に
川
裁
川
市i
で
も
、

り
シ
ン

1fJ一
川
回
収
「
問
円
以
内
所
J
N

一一一
i
l
ジ

ω
l
y
l
M川
回
収
向
は
判
所
も
込
山
山
に
は
中
i
f
ら
ヘ
ホ
い
と
判
断
し
て
い
。
わ

7
ン
〆
、
シ
州
段
高
及
判
所
は
、

p

」J
」、

T
J
吋

Jf

日
付
品
故

判
併
の
ケ
ネ
デ
J

し
吋
メ
ン
k

l
ザ
・
マ

y
一
ア
ノ
ネ
勺
へ
事
什
む

ιryー
を
透
川
市
し
、

ニ
ム
！
日
ン

h
l
ジ
l
什
円
以
高
裁
判
所
は
、
h

の
甘
木
不
ピ

、
也
市
し
ほ
か
っ
た
の
メ
／
k

l
ザ
マ
ル
ア
ィ
ホ
ス
車
川
刊
で
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
庁
、
徹
氏
義
務
を
持
れ
る
た
め
国
外
に
で
た
合
京

国
山
足
で
あ
り
メ
キ
シ
つ
の
山
口
氏
桧
を
も
も
っ
メ
二
円

i
サ
マ
ル
一
ソ
ィ
不
ス
ド
、
戦
下
校
国
内
に
炭
り
処
需
や
L

受
げ
に
お
と
、
凹
ぬ

法
の
t
f
d

正
に
仇
つ
亡
、
市
い
民
社
惟
乞
剥
奪
さ
れ
凶
外
退
十
、
処
分
JT受
け
よ
人
こ
と
が
問
問
唱
と
さ
れ
た
ν

こ
れ
が
処
罰
的
で
あ
っ
て
、

「↑ノ
1

・
プ
ロ
セ
ス
に
反
λ
J
る
の
で
は
ヨ
い
か
ど
う
か
が
勺
占
一
で
あ
っ
と
」
門
町
山
叫
裁
判
所
は
、
こ
の
汀
断
に
際
1
1

い
く
つ
の
渋
玄
を

ilU:dごJ"' J、：）・↑幻引 1381 c引c:y-I : J 



検
討
し
う
に
U

ぞ
れ
は
、
切
税
及
川
V

私
神
前
九
d

埠
与
な
レ
し
制
約
を
加
え
て
司
る
か
、
市
川
）
Z

し
れ
が
世
史
前
川
L

処
罰
と
み
は
さ
れ
て
寺
七
か
、

③
ぞ
れ
が
庶
意
ん
あ
る
場
ム
に
の
み
、
心
川
さ
れ
る
か
、

の
作
用
が
伝
統
的
立
判
討
の
日
的
で
あ
る
恨
復
と
抑
止
を
促
進
す
る
も
の
》

《
引

γ
亡
、
れ
が
淀
川
市
さ
れ
Q
わ
為
が
す
で
に
犯
罪
2
き
れ
て
い
る
か
、
♂
）
そ
れ
が
ム
川
市
内
的
に
院
返
し
弓
る
他
C
日
的
刊
J

見
山
せ
る
か
、

て
、
必
見
附
さ
れ
た
他
（
山
口
的
？
と
の
悶
直
で
そ
れ
が
尚
一
皮
に
応
わ
れ
る
か
と
n

V
、
の
七
呆
却
で
あ
る
v

エ
の
ー
で
、
最
高
裁
川
刈
ば
、

不
利
の
ム
巾
J
4
徒
食
u

h

ゲ札口
λ
的
と
判
断
心
、

44M〈
ソ
｝
絞
な
く
白
動
的
に
市
川
山
権
ん
ど
剥
奪
寸
る
と
と
ー
ピ
一
ア
J
l
o
f
f

口
中
一
ス
注
反
と
衿
品

し
た
c

こ
の
判
例
は
、
手
段
法
然
7U
条
項
・

喜
一
の
危
険
栄
U
失
血
γ

、
修
主
約
一
八
条
宍
反
の
明
何
で
は
な
い

v
f
の
1
7

～
め
、
こ
の
刊
刈

が
、
メ
ャ
ガ
ン
法
が
処
罰
的
か
J
う
か
の
判
断
に
、
旭
日
一
さ
れ
る
か
と
え
J

か
を
め
ぐ
コ
て
意
見
が
わ
か
れ
J

に
わ
け
で
あ
る
、
た
だ

し
、
ど
の
よ
う
に
ノ
て
の
述
山
科
け
に
は
1
I
h

－
－
思
い
は
あ
る
が
、

州
裁
判
所
さ
も
、

’X
去
義
務
は
い
込
罰
に
当
た
ら
勾
い
い
、

制
来
的
に
は
、

L
1
～
も
の
小
主
配
的
で
あ
っ

也
ブj

ノ
い
て
は
、
連
邦
地
裁
が
州
国
判
に
当
ー
に
，

K
い
ζ

吋
断
し
、

u
J
 

f
ー
は
公
ム
ハ
安
全
定
手
作
に
お
い
と
イ
阜
の
危
険
禁
止
条

i買

品三

江戸

法叫ー一＿，
1L 千
々
7司、 7
Jfl イ
1主力
jえブ
J) r 
」i 州
肢の
をメ

片 i
ーん 〆
台、lコ

倍
以
回
ゴ
控
訴
裁
川
γ
町
は

バ
カ
ラ
／

ι
川川

リ
仏

PA
）
桁
襲
し
つ
つ

一
1
1
ヨ
l
ク
川
法
が
性
犯
罪
者
の
危
険
性
に
U
じ
て
レ
く
つ
か
の
累
は
っ
た
ほ
設
い
を
し
ご
レ
る
の
に
対
し

ヴノyエtこ）ノして

f
fフ
ィ
刀
ツ
市
川
川
む
は
y
ど
の
よ
う
立
個
別
の
危
均
性
の
到
缶
を
前
提
と
し
て
い
な
い
点
で
、

山、

ド

l
対
オ
ァ
一
ー
事
件
に
お
い
て

込
い
主
に
心
当
て
る
と
判
断
し
た

処
出
的
だ
と
r
T岐

Lτ
た

ア
ラ
ス
カ
州

は
れ
い
り
川
口
知
義
務
に
つ
い
て
も

第
九
巡
阿
村
一
時
折
政
引
所
が

」
の
」
う
に
、
々
知

ついマ、山山い問、

連
邦
裁
判
所
の
立
場
や
州
最
i

品
裁
判
所
心
立
場
は
八
戸
J

か
れ
ι
j
d

私
権
利
奪
法
禁
止
条
項

メ

〈
」
ヰ
ホ
白
山
去
、
uv

肘

条
第
九
川
却
は
、
引
払
権
剥
奪
法
案
は
制
り
に
さ
れ
に
は
な
ら
江
い

ぐ
に
の
て
伝
格
剥
存
法
J
V
一
禁
止
1

）
て
い
る
。

y
c
L
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私
F

絡
が
ん
い
を
り
法
と
は
、
特
記
の
わ
A
h
へ
な
い
し
容
易
に
山
付
記
さ
れ
戸
つ
る
恒
人

に
対
し
、
円
以
判
所
の
審
舛
抜
討
で
M
川
山
討
を
加
え
る
法
律

ι 
日川

ゐ

〆

、

L
9
J
［
 

一i
t

カ
ッ

k

ン
中
ル
事
件
判
決
一
1
1

ど
の
規
定
に
も
述
反
し
ん
も
い
か
ど
う
か
間
垣
と
ち
れ
た
J

性
犯
罪
許
の
情
根
か
一
収
集
し
公
表
す
る
と
と
は
伝
統
的
な

で
め
る

メ
！
な
ン
む
は

第
！
ハ
川
地

ν
－un祥
一
叶
ふ
判
所
は
、

処
罰
に
は
ノ
「
ま
れ
ず
、
次
内
山
「
は

L
当
h
h
A
制
的
け
門
的
山
仕
弐
る
包
の
て
、
処
U
A
1／
し
て
き
凶
き
れ
て
は
い
h
b
い
と
し
、
日
私
権
剥
有
十
仏
け
位
川

H
グ
ふ
反
渓
夜
、
り
、
i
張
ど
千
九
一
げ
ー
に
「

こ
の
！
主
J

に
、
も

L
メ
、
ガ
、
刀
法
に

o
る
仔
は
ふ
お
よ
び
バ

H
Wノ恥

処
罰

引払
M
刊
剥
奪
禁
ド
条
明
日
h
J
U
迫
反
7
し

な
い
こ
と
に
a
h
り
、
判
測
の
支
配
的
公
傾
向
が
こ
れ
を
処
n

剤、
J

一－

tよふ
j

けしリム

一
’
；
叶
4
l

法
相
川
j
条
取
に
進
反
」
i
q
ノ
了
）
た
判
的
は
＝
一
L

つ
れ
な
か
う
ド
八
ラ

修
正
第
八
条
違
反

修

E
F知
人
条
は
、

残
知
で
思
ハ
常
な
別
問
討
を
黙
止
し

C
レ
7
G
c

本
条
布
、
は
、

J

ぱ
／
、

一
定
心
重
す
ぎ
る
爪
却
も
れ
京
止
し
ご

w

る
と
開
け
さ
、
れ

小
、
必
市
丸
に
古
布
mV
円以
p
ど」
J
え
る
よ
う
立
均
一
一
日
中
、
犯
罪
の
毛
ト
人
性
と
1
4
官
し
く
比
例
し
な
い
よ
う
と
刑
討
を
科
し
て
い
る
場
ん
に
は
、
山
昭

そ
れ
ゆ
え
、
処
罰
の
受
け
入
れ
ら
、
れ
う
る
口
町
に
存

vrず
J

、

野
訟
な
川
川
却
の
ト
刀
法
だ
け
を
禁
止
し
て
い
ヨ
る
の
で
は

る
と
さ
れ
ν

、ぃ

ソ」£｝、

r
J
J
 

ぷ
け
同
裁
判
所
は
、

ι第
八
条
に
違
反
す
る
わ
と
れ
ゆ
え
、
だ
と
、
え
は
成
人
C
女
性
に
い
対
す
る
レ
イ
ブ
に
ー
ペ
し
死
刑
か
一
科
す
こ
と
は
、
有
し
く
均
衛
合
逸
寸

た
ゼ
均
先
制
’
J
Lヌ
」
し
く
泡

犯山下？と
m川
知
と
の
問
の
山
町
州
市
h
b
均
衡
を
要
求
v
し
と
は
お
ら
ず
、

し
と
い
る
叫
ん
仙
台
に
の
み
修
工
第
八
条
返
反
ピ
認
め
て
い
る
〈
」
し
に
が
っ
て
、

て
は
さ
、
わ
め
て
緩
や
か
会
審
査
が
匂
わ
れ
亡
き
L

人
と
い

立
一
学
的
に
は
修
石
山
八
九
れ
に
選
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い

《
ガ
〆
庁
、
は
、
」
の
芯
味
で
あ
ま
れ
に
も
犯
罪
、
二
刊
訂
y
しのめ一吋管J
を
n
者
し
く
逸
ー
、
停
止
策
八
条
に
違
反
す
る
と
予
わ
れ
て
き
た

12'. ledごJ"' J、 i）・↑つ：；，31 1386 c引"Y_ I i J 



し
か
し

カ
ァ
ト
ン
ヤ
ル
宇
件
で
第
六
淀
川
川
崎
担
訴
裁
判
所
ば

修
正
第
九
条
迫
一
況
の
1

J
A

！
万
ン
法
が
処
川
副
で
は
は
じ
唱
と
川
断
し

張
を
一
片
付
て
い
る
F

童
心
危
攻
祭
J

川
条
浪
速
ビ
同
入
と
は
い
え
な
い
の

メ
ー
ガ
ノ
リ
レ
が
処
討
で
は
な
〈
市
芳
成
は
糸
止
条
取
・

ι第
八
条
違
反
と
も
な
ら
ん
払
い
も
の
と
い
え
よ
う
F

什
ド
仏
新
寸
断
の
判
例
て
も
、

R
H仰
の
坤
山
内
亡
メ

1
刀
ン
訟
は
柊

ι第
八
条
に
違
反

し
な
い
と
さ
れ
I
い

Jν
ヤ

｝

ャ

l
J

〆

ふ
イ
守
ハ
マ
f

メ
i
f
ン
は
が
処
川
引
で
あ
れ
ば

位
作
山
土
串
八
条
に
違
反
「
る
可
能
や
が
生
り
z
h
V
J

二
と
、
ぇ
d
m

f
i
ト
町
工
イ
事
件

ー
た
、
カ
リ
】
ノ
ォ
ル
ご
ア
川
川
田
同
高
ぶ
判
所
主
、
同
州

の
メ
、
ー
ガ
〆
／
決
の
義
務
を
処
罰
と
捉
弘
之
、
ど
れ
主
修
正
第
八
条
送
以
と
判
断
、
J

て
し
る
仁
、
方
）
一
ノ
え
レ
ニ
ア
叶
良
川
同
法
判
所
は
、
み
だ

ず戸、』

J
1
1
l
Lン
ャ
地
区
神
一
邦
地
法
一
か
パ
口
知
義
務
を
処
河
と
判
断
し
て
い

ら
な
行
為
女
誘
っ
た
ぐ
し
て
お
却
判
決
を
受
け
に
者
に
J

パ
ヱ
ザ
一
花
訟
が
科
さ
れ
ず
八
事
例
f

＼

記
ル
ア
イ
ス
ス
・
メ
ン
ド
v

ザ
判
決
の
ぷ
塗

に
従
っ
亡
、
作
一
作
の
効
果
を
検
討
し
、
円
以
山
部
義
務
J
V
－
箔
続
的
な
義
務
の
会
担
乙
川
耐
え
、
仏
統
的
な
処
引
で
は
な
い
に

L
て
も
、
終
手
um

奈
の
配
別
相
川
｛
～
服
ず
る
不
利
一
蕊
心
盃
さ
ζ

懇
意
の
場
ム
円
に
小
判
況
が
投
ぶ
二
一
、
川
ハ
Z
M
h
r
ヨμ
川
に
沈
較
｝
戸
、
リ
刊
一
反
で
あ
る
こ
ζ

か
ら
、
州
地

言＇J

'-

戸
ア
れ
を
連
憲
と
し
た
の
で
あ
っ
た
に

引

2
4官
の
意
見
は
わ
か
れ
た

ヴノyエtこ）ノして

メ
l
h刀
J

け
一
山
が
、
事
後
日
い
祭
リ
条
一
段
・

メ
1
刀
J

け一川仙の

世
心
危
険
和
ボ
リ
条
尽
に
述
可
ん
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

ト
M
J
f
L
山い
h

登
録
義
務
と
さ
知
・
公
表
義
務
中
」
停
と
し
て
捉
え
、
、
｝
れ
を
処
罰
的
三
と
、
半
張
す
る
説
者
J
B
多
ト
っ

他
ん
で

メ
ー
ガ
シ
伝
の

日
的
は
処
治
的
で
は
な
い
と
い
亡
、
事
絞
－
江
川
市
止
条
項
・
二
正
の
危
険
禁
止
条
γ
町
、
選
以
と
は
白
ら
な
い
2
い
う
意
見
も
少
な
く
な
か
っ
一

性
民
が
件
犯
罪
ノ
↑
に
対
、
〕
亡
均
台
か
っ
た
と
V

J

て
点
、
ゆ
一
れ
さ
品
（
門
川
品
情
認
の
公
表
が

「
処
剖
」
に
な
る
わ
け
ご
は
な
く
、
長
罪
判

メ

決
は
公
的
仕
記
%
で
あ
り
、

州
が
そ
の
悩
取
を
さ
り
に
公
↓
pr
て
も
忍
法
上
半
川
県
は
な
く
、

日
民
が
性
犯
罪
者
を
訓
欧
ー
ν
た
け
れ
ば
、

ill＜｝、：iL'?J:;3 ,3 1 2:°':J 3s・, _20C3.ll; 
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L

れ
ぽ
彼
ら
ん
ら
！
一
店
だ
と
い
工
つ
の
で
あ
る
乙
ま
f
l
＼

性
犯
罪
判
に
は
、
生
以
に
r
川
引
を
知
ら
れ
弓

1
？
っ
求
め
る
権
引
は
一
ぱ
レ
と
い
一
つ

む

ι 
日川

また勺以削除
h
u
R
t
u
Jい
L

該
当
す
る
か
ど
う
引
に
つ
い
て
も

メ
1
力
、
訟
は
判
定
人
心
梁
川
L

対
L

と
む
集
同

砕
石
の
中
に
は

い
て
ヂ
叩
刊
誌
を
加
え
た
も
心
で
あ
る
三
め
、
常
（
型
的
h
b

「
処
罰
」
で
あ
り
、
エ
れ
肉
、
え
え

i
hガ
ン
？
店
は
引
私

権
叩
判
官
守
山
町
村
ア
止
粂
項
に
選
反
す
る
と
い
う
も
の
も
為
る
つ

h

川
崎
す
る
人
心
女
y
r
N
U

同
校
に
メ
ン
ド
i
ザ
・
7
、
ル
テ
イ
ネ
ス
斗
一
件
判
決
心
幕
内
を
考
慮
し
亡
、
メ
ヲ
ー
ガ
、
J

法
の
H
U
知
義
務
は
、
処
一
司
に
当
り
ん
り
、
伶
王
治

八
条
違
反
ず
る
と
い
う
一
d
者
ー
も
い
る
い
こ
の
三
日
市
山
け
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
百
一
法
の
ぷ
則
に
よ
れ
ば
、
刑
判
刈
を
終
え
れ
ば
と
会
に
対
ず
る
依

務
は
返
h
m
L
、
比
九
ム
ー
に
復
帰
で
き
て
、
吋
一
の
犯
罪
に
け
刊
し
て
も
う
安
長
粁
を
問
わ
れ
る
戸
一
／
）
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
メ
ヲ
ガ
／
法

は
、
目
犯
罪
者

t
V
J山
首
争
終
バ
1

会
わ
せ
、
作
氏
に
よ
る
町
田
叩
日
午
械
が
ら
せ
を
J
J
し
、
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
や
妨
げ
る
の

で
、
こ
れ
は
山
ら
か
に
然
丈
b
j
ζ

同
じ
だ
〆
｝
い
う
の

メ
与
ン
け
は
り
な
録
お
よ
び
止
川
知
φ

公
表
上
司
務
そ
れ
斗
ル
併
は
州
地

市ふん一、

修昔ij
」正と
第 l主
ノにし、
／包トア
ノh 山

』こ写4

i島修
j又 rl_
~ ＇以

ヲ 外う
る／c
々

し ノド

し、；こ
剰

で反
~Ii す
J コ士
三ぷ そぷ
↓ J 
’Jー…シノ ね

る：14Ii) 

l主
-J、kム

万九

r

J

タ
l
ネ
J

L

む
の
公
設
は
い
き
す
さ
で
あ
っ
て
処
罰
に
あ
た
打

メ
1
汀
ン
は
の
円
的
は
処
川
市
川
で
ば
ん
岱
ノ
＼
↓
l
ど
も
を
世
犯
ア
ー
か
ら
守
r
宮
、
と
で
あ
旬
、

し
か
も
淡
に
公
表
ざ
わ
て
い
る

前
科
清
涼
合
公
院
す
Q

こ
と
が
い
か
ほ
る
意
以
に
Z
い
C
も
処
罰
と
は
何
百
り
え
な
い
心
で
、

処
川
副
で
は
は
い
「
す
る
一
五
tdcf止
ぬ
で
は
、

修
Jl
第
八
条
通
反
の
山
問
題
は
ゴ
日

γ
え
ん
弘
い
｝
ま
ん
、

メ
i
ガ
ン
広
の
目
的
は
コ
ミ
ご
一
一
γ

ィ
と
p

ナ
と
も
た
ち
の
日
律
義
で
あ
れ
、
そ
の
義

訟
は
刑
罰
と
は
い
パ
な
い
し
、

七、
ζ

、え刑川出
1

／
仮
定
し
七
、
子
与
に
も
、

の同州旦一川
hd

日
誌
の
狩
類
及
び
程
度
（
り
畏
釈
に
つ
い
て

草
草
さ
れ
る
h

ぃ
、
修
平
山
知
八
条
は
制
作
罪
と
川
川
H
4

バ
と
の
厳
密
な
比
例
性
は
山
心
不
め
ム
J

れ
ず
、
犯
山
万
と
刑
却
と
の
刷
の
昌
し
い
ん
中
古
衡
の
み
を

佐
川
じ
て
い
る
の
一
L

あ
る
か
ら

一
定
の
重
十
、
な
性
犯
罪
に
つ
U

て
で
あ
れ
ば
な
ロ
録
情
報
刀
公
設
は
こ
れ
に
違
反
じ
な
い
と
の
十
一
一
世
も
あ

rk ledごJ"' J、 I）・↑犯つI 1388 C引"Y_ I i J 



’nー《） ＇入、
心

了
絞
れ
ず
デ
ュ

l

プ
門
ゼ
ス
違
反

判
例
は
分
か
れ
た

店
刊
の
メ
ー
カ
ン
訟
の
牛
で
、
な
日
制
・
公
ナ
ハ
ヂ
我
は
判
を
臼
（
わ
手
れ
る
訪
山
、
性
犯
罪
者
二
聴
聞
の
終
ム
ム
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
［

続
的
デ
L

i

’
プ
ロ
セ
ス
定
反

E
Jい
れ
る
川
。
能
性
は
低
い
で
あ
ろ
う
じ
こ
れ
に
一
戸
ν
陀
犯
非
の
右
罪
判
決

H
体
に
よ
っ
て
笠
録
義
務
が

れ
わ
さ
れ
、
校
内
州
・
公
表
義
務
J

十
一
れ
わ
さ
れ
る
店
い
何
白
川
一
間
前
の
謄
聞
の
機
会
計
’
守
、
之
、
h
れ
て
い
な
L
州
作
一
い
の
場
企
、
こ
の
服
聞
の
機

九
百
の
欠
仰
が

T
続
的
？
？
・
フ
円
い
セ
ス
、
定
反
／
互
い
ト
γれ
λ

る
ロ
性
犯
罪
討
に
は
、

・
公
十
五
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
前
に
、
口
分
が

危
険
で
は
な
い
、
」
と
を
副
叫
す
る
機
会
刀
h
J

え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
事
1

の
で
あ
る
。

こ
り
は
、
長
崎
裁
判
所
は
、
手
続
出
デ
ュ

i
e
プ
ロ
セ
ス
条
37が
適
附
3
れ
る
ト
め
に
は
、

同
条
で
似
体
認
さ
れ
た
1

中
町
、

一。つ〈wt
 
つU3

 
2
 

1a 
J
 

L
U
1「

、
あノ入

門

M

修
正
第

自
由
も
l
〈
は
対
屋

の
制
立
十
一
か
な
、
り
れ
ば
な
ら
な
い

t
Vっ
立
場
よ
？
と
J

不
品
、
九
円
は
事
実
が
公
表
さ
れ
る
前
に

ず
し
て
、
一%）

聴可－
C
川
崎
ム
日
が
必
山
女

h
T
5
1
3
が
下
わ
れ
ん
一
ウ
J

ス
コ
ン
シ
ン
対
コ
〆
人
タ
〆
一
フ
J

ノ
l
雫
件
に
お
レ

L
、
段
高
円
以
判
所
以
、
平
前
の

判｝

1
ピ
J

、占下吋リ
L

お
い
て
、

即
時
間
の
崎
市
川
ム
ム
パ
V

必
安
川
口
を
認
め
た
〔
し
し
h

ろ
が
門
官
M
故
判
市
は
、
去
の
数
午
後
、

＂ノ

F

一

一プ

1

！
l

ブ

ヴノyエtこ）ノして

円
「
一
ス
条
項
の
、
沼
市
部
山
凶
か
れ
太
子
さ
く
制
限
し
丈

と
援
す
る
顔
写
白
（

こ
の
市
4
T
刈
J
1

勺し一げに山、

心
引
き
で
述
叫
さ
わ
た
人
が
、

一－
h
引
き
犯

付
の
ピ
ラ
JY
近
陵
の
向
店
二
配
布
し
た
融
い
お
！
名
古
ど
相

7
取
っ
て
、
事
訴
の
惚
問
、
か
h
J
え
つ
れ
な
か
っ
た
こ
じ
〆
を
す
ノ
ム
ー
プ
ロ
セ
ス

注
口
は
と
土
長
し
一
、
争
っ
L
L
〕
と
こ
ろ
が
最
向
裁
判
所
は
、

F

小
利
口
で
は
、
収
書
さ
れ
ふ
り
が
「
名
品
こ
だ
け
で
あ
る
場
合
に
は
、
修
正
第

四
条
で
保
設
さ
れ
た

1
止
前
、
同
市
、
も
し
く
は
貯
単
L

の
制
学
に
は
コ
た
、
り
な
い
と
判
断
し
、

1

1

・
ブ

μ
勺

メ

ス
の
桜
利
の
適
出
自
体
を
一
ね
h
n
v
v
た
υ
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最
高
裁
判
所
の
判
断
心
根
真
に
t
め
る
の
は
、

午
、
れ
仁
川
汁
し
と
げ
h
M
川
法
ん
ら
も

名、九百役
J
F
A

に
け
で
ψ

ぬ
れ
川
、

り
で
れ
ば
不
法
行
為
で
あ
り
、

と
で
松
市
f
H
熱
－
和
三
ス
行
ら
れ
る
の
で
、

b
d
三
以
一
位
十
y
h苧
FHrN
が
、
必
安
ー
は
一
戸
店

と

J
3
こ
〉
二
立
、

と
L
－
チ

d
d
l
i
k

九
一
公
立
伝
だ
け
で
な
く
そ
れ
小
以

ι 
日川

～
プ
ラ
ス
裂
す
九
一
が
必
剛
丈
だ
と
い
う
の
で
み
っ
た
）
ヂ
ユ

1

7
口
て
ス
条
市
引
が
り
必
川
市
さ
れ
れ
ば
、
ー
何
ら
か
の
己
知
と
服

闘
が
窓
い
店
ト
安
求
さ
れ
る
わ
ど
の
一
位
肢
の
J
U抗
日
戸
必
一
辺
か
は
、
利
益
品
開
H
敢
に
よ
っ
て
決
定
き
れ
る
し
か
し
、
〉
」
の
請
に
こ
の
ハ
i

一
の
も
む

い円ル
J

ピ
泣
え
る
乙
と
り
必
要
で
為
つ
～
一

メ
ー
ザ
ノ
法
が
手
続
的
デ
3

1

－
プ
ロ
セ
ス
違
U

は
と
土
山
抗
さ
れ
た
場
合
も
、
市
然
こ
の
枠
組
み
の
」
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、

こ
の
枠
組
み
の
も
し
r
で
、
務
一
h
H
内
聞
い
は
」
控
訴
裁
判
所
は
、

カ
ゾ
ト
ン
ミ
ル
事
件
で
は
、

一
－
プ
ロ
セ
ス
泊
予
反

示
け
に
。

ワ
ネ
ン
ー
川
の
件
犯
持
者
な
へ
一
1
k「
制
作
の
も
乙
、

hrー
の
カ
ト
ヘ
ン
ャ
パ
は
、

情
械
の
公
京
へ
の
掠
川
hvH
に
聴
聞
が
与
え
ら

孔
な
い
こ
こ
が
子
統
的
中

1
i
－
ブ
口
令
ス
に
喜
ば
す
る
こ
も
王
様
じ
た
U

公
衆
に
い
情
報
が
花
供
さ
れ
る
と
、

日
枕
用
な
ど
の
綴
会
小
伝
わ

れ
る
ζ

い
う
の
で
あ
っ
九
述
刊
日
制
裁
は
、
段
以
義
務
は
正
法
i
w附
設
さ
れ
小
人
科
必
の
侵
害
r一
日
ら
ず
丁
統
的
デ
ュ

i
e
y
い
七
ス
は

治
則
さ
れ
な
レ
が

公
表
に
先
立
つ

C
は
、
海
切
な
千
続
が
必
要
だ
と
川
配
し
た
c

L
か
1
第
六
巡
何
ベ
位
ポ
裁
判
－
吠
は

豆
i+I 

会
が
少
な
く
は
コ
て
も
ま

J
t
く
忠
市
D
M
μ
J利
さ
れ
て
い
q

る
わ
け
で
は
ほ
レ
パ
に
で
、

H
U
山

の
ぶ
れ
与
は
汁
？
に
、
手
続
中J
デ
ュ

l
令ブ

汁
ゼ
ヌ
の
淀
川
は
な
い
と
し
す
に
の
で
あ
っ
た
ν

京
九
浴
田
げ
れ
祥
一
副
裁
判
所
も
、

一
プ
ッ
ゼ
ル
事
件
で
ワ
シ
シ
L

ン
州
ふ
い
に
つ
い
て
同
必
♂

立
場
を
と
っ
て
い
る
υ

一
一
邦
地
裁
で
も
、
多
〈
の
双
判
所
が
、

T
絞
的
デ
ュ

i

ブ

7
2人
（
山
一
路
市
乞
否
定
L
h」
υ

作
法
河
川
、
も
、
同
様
で
ち
る
何
一
釘
ウ
ィ
ル

4
シ
ソ
ン
事
刊
に
お
い
て
、
カ
ン
サ
ス
付
最
同
裁
河
川
は
、
カ
ン
ザ
ス
作
性
犯
店
主
役

阿
弥
法
の
な
銭
前
の
聡
川
川
の
欠
如
に
つ
い
て
、
手
続
的
デ
1

i

，
プ
ロ
セ
ス
追
反
の
十

応
ρ
一円は、山県りは冗哀悼川
u
q

白川
1

わ
さ
れ

る
前
に
、

危
険
性
仁
つ
い
て
聴
聞
の
険
公
；
ヤ
ヲ
え
り
れ
る
べ
き
だ
と
：
張
L
た
が
、

登
録
は
三
務
的
九
仙
の
で
聴
聞
に
告
は
咋
は
白
い
ζ

い

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ 23::1 1390：引"Y_ I i J 



う
の
で
あ
J

こ
1

ミ
リ
小
ソ
タ
バ
最
高
政
判
所
も
、
プ
l
テ
J

〆
対
ラ
フ
レ

に
お
い
て
、
ミ
す
ソ
タ
バ
泣
に
よ
る
笠
録
公
十
九
乃

前
に
同
府
間
の
機
会
が
い
7
え
ら
れ
こ
い
立
い
点
が
勺
寸

1
・
y
口
ヤ
ス
条
一
岐
に
じ
門
引
い
ヲ
る
し
し
王
張
洩
れ
た
が
、
こ
m
V
4

下
張
を
ほ
け
ど

Jι
ムレ
μ

の
結
果
不
利
益
ど
呈
行
に
と
し
て
も
、
ぞ
れ
は
有
罪
判
決
心
払
呆
守
じ
ス
不
利
訴
で
為
三
日

J
ド
店

の
お
奪
は
存
r
h↓

L
な
い
じ

件
犯
FJ幸
の
を
川
村
・
公
表
ば
表
続
的
で
u弘
旦
一
の
余
地
は
な
い
の
で
、
収
闘
の
機
会
b
f
r
J
え
る
一
」
と
に
窓
口
咋
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
ハ

イ
η
ノ
イ
件
最
高
裁
判
所
も
、
人
完
封
？
i

ガ
ン
事
件
に
お
い
て
、
干
絞
的
デ
コ

l

f

口
令
ス
違
反
の
ム
丁
張
古
ぼ
け
に
代

六
γ

一
ん
の
公
開
J
C

れ
て
い
る
長
持
判
決
心
情
u
h
？
J
り
広
〈
に
ア
ク
ゼ
ス
で
き
る
よ
、
刊
に
し
ス
だ
け
で
あ
り
、
自
国

の
利
益
の
剥
奪

に
は
な
ら
た
し
よ
い
う
の
で
あ
つ

f日j
も他
少 li
＼ 

立 性
v、，，， ~r. 

罪
者

人一

万

性
犯
罪
名
に
私
K
アピト

7
九
る
こ
yu

を
州
内
川
に
、

白
山
心
利
日
／
の
剥
奪
を
認
め
て
事

に
と
え
ば
コ
手
7

ィ
力
ソ
ト
州
法
に
均
一
し
γ
は
、
み
巡
斗
一
汎
衿
訴
法
吋
泌
が
、
］
統
的
デ
ュ

i
－／
υ
k
ス
混

反
の
判
断
な
不
し

第

巡

円
1
J
円
売
4
4
昨
裁
判
所
は
、
な
叫
附
さ
れ
る
と
定
問
的
は
更
判
義
務
小
課
さ
れ
る
こ
エ
か
ら
法
的
地
快
刀
変
史

さ
れ
る
こ
と
を
危
杭
し
、
ブ
一
ワ
ス
要
素
が
存
在
寸
J

る
と
結
論
し
た
5
で
£
～
に
。
第
九
山
一
同
弓
パ
ι
控
訴
裁
問
所
も
、

一日冷
す
？
一
ハ
ρ
f
f
L

、

i
f
－
－
t

‘
｛
 

一
I
ル
村
、
ン
モ
ダ
主

川
河
犯
持
者
の
一
一
ノ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
恥
辱
t
～
川
両
市

f
u
グ
ラ
ム
へ
の
参
加

ι強
制
を
舛
山
に
、
自
由
P
U
A
訓
話

の
お
奪
乞
認
め
、
手
続
わ
ス
ア
ゴ

1

プ
ロ
ゼ
ス

て
い
7
－

ヴノyエtこ）ノして

迫
町
地
裁
一
し
も
、

む
利
ぺ
川
む
存
立
i

が
認
め
ら
れ
て
い
る
J

い
く
つ
か
心
事
例
で
は
、

プ
ラ
ス
申
主
ぞ
か
rげ
ん
ハ
ナ
る
と
し
r

「！日内

一
「
l

ン
ャ
l
ン
l
州
の
メ
i
一
ヴ
ン
伝
ド
つ
い
て
も

一
J
J
i
J
L
1
1
シ
i
地
ド
同
一
邦
地
設
が

同
憾
の
J
場
ナ
ピ
チ
｛
三
」
内
は
す
で
ト

一一色

i
ジ
ャ
ー
ジ
ー
件
最
ー
同
決
河
川
、
も
、

一

』

l
ジ
ー

i
、
J
i
什
心
メ
l
ヴ

つ
い
て
［
絞
的
デ
ム

i
－
／
は
点
才
、
の

7～一

、
旭
町
d
E
却
や
め
た
」
と
止
に
す
ノ
で

メ

ill＜｝、：iL'?Jお，31 233) 391 .20C3.ll; 
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詐
苦
の
怠
見
も
分
か
れ
た
代

こ
こ
む
も
評
者
心
伝
川
品
川
い
分
か
れ
た

ι 
日川

卦
苔
の
小
に
は
、

性
犯
持
者
に
再
犯
の
危
険
性
が
寸
ぷ
い
と
と
を
す
叫
す
る
聴
昨
心
機
会
が
ト
ハ
J
λ

ら
れ
て
い
な
い
、
」
と
を
中
問
題
と
じ
、

手
絞
的
一
ア
ユ

l

ブ
ヨ
て
ス
の
侵
害
だ
と
す
る
芦
も
少
な
く
な
し

こ
れ
ら
の
詳
者
は
、
性
犯
民
て
有
評
判
決
を
受
げ
に
と
い
う
事
実

セ
ヂ
ア
以
一
〕
な
事
実
あ
る
い
い
以
／
ラ
イ
パ
ン
i

そ
の
公
式
が
一
層
別
の
機
会
品
店
日
心
機
会
ー
ピ
4
7
つ
ど
け
で
な
く
、
性
犯
主
主
へ

の
攻
撃
や
L

味
方
、
っ
せ
を
ま
ね
く
こ
と
か
ら
、
ぷ
？
ル
汁
デ
う
i

ピ
ス
判
決
の
一
レ

ソ
え
の
安
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
、

そ
れ
ゆ
え
デ
ナ
・
プ
ロ
セ
ス
名
、
頃
が
噛
い
い
さ
れ
る
と
号
、
ズ
亡
い
る
ν

h

J

た
か
っ
て
、

何
ら
か
の
嶋
聞
の
機
会
が
う
え
ら
れ
る
ぷ
支
出
J

め
る
こ
土
張
づ
る
、

こ
九
に
対
し
、
長
川
斗
裁
判
寸
巧
の
先
例
の
一
、
で
は
、
名
F

九
［
投
視
だ
け
で
は
ー
日
出
l

円
減
膏
り
と
ば
口
え
ず
、

公
表
さ
、
孔
司
令
桁
ぽ
は
真
実

でぶぬれ
J

、
L
か
も
コ
ト

7
f
カ
y
｝
州
法
の
J
う
に
危
険
性
が
義
務
の
有
畑
中
山
n没
を
決
定
す
る
際
の
佼
＋
子
、
広
ノ
て
パ
な
い
山
場
合
に

は
恋
苛
に
は
意
味
は
な
く
、
ま
た
件
犯
罪
者
が
交
付
る
小
引
益
は
公
衣
に
ょ
っ
と
中
じ
た
も
の
で
は
ヘ
ゴ
＼

止
じ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
エ
ュ

1

7

口
七
ス
条
項
の
逃
羽
の
前
提
と
な
る
べ
汁
山

主ξ

存

z_c 有
い罪
と半lj
L、？人

日 才し
見日
も件
めか
る自ら

δ 

ゾ
フ
イ
パ
ン
！
の
権
利
寝
宝
い
と
実
私
的
フ
マ

l

f

口
ド
ス
述
反

判
例
は
否
定
的

メ

i
h刀
シ

ヲ
イ
パ
ン
ー
の
権
問
刊
を
侵
与
し
、

L
t
体
的
ヂ
1
j
i
l
l
i

プ
口
亡
ス
己
反
レ
ロ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
河
川
刊
は
一

般
的
に
否
定
的
で
あ
コ
z
l
h
に

最
高
裁
日
所
は
、

12

エ下

1

ノ
対
円

ノ
｝
ワ
イ
パ
シ
ー
の
れ
恒
利
に
は
、
1

例
人
的
な
事
項
J
V
一
公
表
さ
れ
な
い
こ
い

ぺ
お
い
て
、

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ ワ引11392 L引＂－＂
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ι

…
’
八
の
羽
U
h
m

と
一
定
心
棒
績
の
重
中
凡
な
決
む
を
自
律
し
て
／
り
え
る
苅
い
ノ
ハ
川

fプ、
り

っ
か
忘
る
、
｝
と
を
認
め
て
い
る
r

そ
し
と
「
わ

し
コ
J

し
伊
l
h

ふ
ぺ
ふ
4
1
b
y
内
じ

コ
ン
ピ

7
1タ
！
の
ず

1
タ
パ
ノ
ク
ゃ
ね
の
膨
大
な
政
！
惜
の
♂
プ
ヲ
イ
ル
に
部
大
た
畳
の
個
人
的
な
情
認
が
集
偵
さ
れ
る
こ

と
に
九
日

t
れ
る
ブ
ラ
イ
パ
、
ン

1
へC
什
山
叫
に
つ
い
て
気
づ
い
こ
い
zd
い
わ
γ

に
て
は
な
い
へ

kv一
ょ
に
り
月
約
CLrJ
め
そ
の
よ
ヰ
ん
手
！
？
を

収
集
し
利
川
市
す
令
権
利
は
、
同
巧
に
不
一
ム
な
公
表
ど
泣
け
る
出
律
ト
な
い
し
規
則
！
の
表
持
Jpc
通
常
伴
ぺ
て
い
る
も
の
で
あ
る
v

ぞ
れ
ゆ
え
、
集
倍
さ
れ
L
L
W
払
的
日
ワ
！
タ
が
、
意
同
的
、
ふ
り
レ
く
は
そ
う
立
は
と
，
、
不
正
に
公
表
さ
れ
こ
ぶ
パ
n
は
、
そ
の
よ
う
と
が
全
日
開

誌
の
規
定
Jr欠
く
ン
ス
フ
ム
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
か
J
M
J
ν

れ
な
し
問
題
L

つ
い
て
決
定
「
る
必
支
は
な
い
し
、
ま
子
一
本
件
で
そ
れ
に

ソ
い
て
刊
断
、
ぷ
怖
い
こ
と
と
す
る
」

ぺ
、
プ
ラ
イ
バ
ン
v

の
公
民
が
忍
法
に
選

M
Fる
可
能
叫
ん
ι
O
Y
A炎
、
二
ー
一
い
る
一

t

か
な
一
、
合
泉
川
門
司
作
者
対
フ
レ
ス
の
日
自
の
た
め
川
J

記
者
－
安
員
会
事
件
判
決
は
、
情
相
公
開
法
心
ブ
ヴ
イ
円
、
ン
v

保
護
の
仰
向
事

山
刊
の
解
釈
は
お
U

J

I

＼
警
察
が
明
い
に
い
る
↑
ノ
ソ
ブ
シ
ト
と
川
町
ば
れ
る
法
治
記
録
に
つ
い
ザ
｛
、
、
そ
の
羽
覧
が
制
州
附
さ
れ
て
は
い
人
位
い

h
r

、
情
川
川
公
明
法
ピ
主
コ
く
公
川
河
訂
求
T

〕
の
間
一
係
で
は
、

r

の
記
録
に
プ
ラ

f
川
、
ン
情
報
叫
ん
同
ま
れ
と
い
る
こ
；

山
片
山
刊

mJI…
ム
ヘ
ア
レ

の
例
外
条
布
、
に
お
い
へ
フ
ラ
J

パ
シ

l
山
山
内
誌
を
主
制
い
し
た
こ
と
を
主
ぐ
見
て
、
な
お
を
の
公
何
を
氾
む
こ
と
引
で
き
る
と
判
断
し
た
U

ご
の
判
決
は
、
公
罰
さ
れ
と
レ
ァ
伝
言
叩
で
丸
一
J
J
L
J
U
、
そ
の
有
税
庁
J
d
公
院
が
ブ
フ
J

バ
シ
！
の
後
引
引
を
ハ
正
当
す
る
司
能
仕
上
を
不
唆
し

て
い
る
よ
う
に
も
川
見
え
る

ヴノyエtこ）ノして

こ
の
上
う
ほ
段
高
裁
判
断
む
先
例
を
則
提
2
［
て
、
ふ
ザ
い
一
附
で
は
、

C
H己
知
”
八
三
支
が
c

ノ
ラ
イ
パ

γ
！
の

メ
！
万
ン
日
一
い

権
利
J
Y
綬
字
、
じ
、
実
体
的
一
ア
ュ

i

プ
ヨ
て
ス
に
達
反
す
る
か
レ
ー
っ
か
が
争
わ
れ
て
き
た
し
か
し
、
川
例
は
、

う
な
ず
ノ
ラ
イ
パ
ン
i
c
権
利
侵
芹
突
い
体
的
一
ノ
ュ

i
－
プ
ロ
セ
ス
r
謀
反
の

i
張
を
斥
け
て
き
に
｝
「
で
に
比
た
工
う
に
、
円
ン
シ
ト
シ

川
川
の
ラ
メ
ー
刀
ン
法
ピ
よ
る
登
録
情
し
恨
の
公
支
出
’
フ
ラ
イ
ペ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
の
工
技
は
7
ッ
セ
ル
事
件
判
決
で
斥
円
ら
れ
て

メ

い
る
。
第
九
巡
回
い
吟
出
比
判
所
も
、

刀
ヴ
ト
シ
ャ
凡
事
件
刊
以
で
、
フ
ラ
イ
パ
シ
刀
権
利
民
生
川
の
、
？
張
を
一
江
市
け
て
い
る
J

第
一
返
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田
区
控
訴
裁
問
所
も
、

、
p

ナ
と
も
を
深
謀
す
る
と
い
工
つ
、
や
む
に

げ
り
じ
り
住
所
に
つ
い
て
と
日
は
ブ
一
フ
J

バ
シ

l

や
ま
れ
白
い
州
mv
利
川
心
方
が
三
阿
る
と
［
マ
、

ブ
ラ
ー
パ
シ
l
位
台
の

i
張
乞
バ
打
て
い
る

ι 
日川

刊
の
裁
判
一
件
℃
も
、

f
ラ
ィ
パ
シ
！
の
権
利
心
U
豆
半
口
は
肖
む
さ
わ
て
き
た

」
れ
ら
の
判
例
は
、
利
江
川
幸
，
h
棋
で
は
c

ノ
ラ
イ
パ

γ
！
の

権
利
？
？
綬
宇
さ
れ
る
h
m
z
れ
は
な
い
し
｝
し
つ
つ
、
政
ワ
門
件
桁
絞
り
公
去
に
つ
い
て
J
Q
、
公
l
b

仇
さ
れ
一
Q

の
は
す
で
に
公
判
平
伏
判
記
録
立
公

関
5
れ
て
い
C
誰
で
も
ア
ク
J

ス
す
る
こ
と
日
で
き
る
府
羽
～

メ

i
ガ
／

よ
る
公
表
h

た
ど
そ
れ
と
公
殺
に
よ
り
ア
ク

み
ス
可
ポ
な
も
の
と
す
る
三
け
だ
と
オ
る
か
、
L
f
h

と
え
何
山
花
持
者
に
ノ
司
別
科
L

係
る
情
報
官
公
開
さ
れ
な
い
乙
い
〉
つ
つ
一
ソ
イ
パ
ン
i

心
持

引
が
あ
っ
た
と
、
二
ー
一
毛
、
ふ
れ
一
権
利
よ
わ
に
了
y
乞

J4
性
犯
罪
か
ら
保
設
す
る
と
い
ニ
J

町
倒
的
な
川
の
利
訴
の
与
が
上
回
勺
て
レ
る
と
、
〕

て
プ
ラ
イ
バ
シ
3

の
格
利
侵
筈
を

rRほ
し
て
い
る
つ

ーμ
1
H
f
h
J

つ↑に、

一
J
1
J

ト

功
一
例
の
上
で
は
、

プ
ラ
イ
バ
シ
の
町
浩
司
刊
を
俣
市
η
L
、
実
体
的
デ
ュ

i
・0
／
ロ
セ
ス
に
反
す
る
と
い
h

つ
斗
例
は
史
当

？
？
」
つ
は
か
ッ
た
n

こ
れ
に
対
し
評
者
の
中
で
は
、
プ
ラ
ノ
パ
ン
！
の
格
引
の
侵
害
と
し
て
、
実
体
的
－
T

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
違
反
を
主
校
「
る
古
「
は
少
な

ン

の
佐
平Ii
仇P

Jコ
ι丈
岩
い十

る

サ－－－ Jメ
同 11
株ン

＇~ I主、れ
あ公
る表
l 半

弓「 I＇と

高 r~
iまは

く
な
か
っ
た
乙
あ
る
評
者
以
、

京
む
な
事
前
町
九
」
乞
み
だ
り
に
公
表
さ
れ
J

げ
も
し
と
い
う
以
味
で
の
ソ
↑
ノ
ノ
へ
パ

ぷ
的
な
情
報
中
み
だ
り
に
公
開
さ
れ
な
い
と
い
う
ブ
一
ソ
ー
バ
シ

I
C
体

引
を
制
約
す
る
の
で
、
作
ゆ

ι第
一
匹
条
の
中
人
件
的
ヂ
ム

1
・
ブ
つ
セ
ヌ
の
も
と
て
渋
格
率
在
日
付
透
川
刑
さ
れ
る
が
、

m判
々
心
事
例
で
公
主

を
や
む
H

や
ま
れ
広
い
も
の
と
「
る
問
問
主
丸
山
止
が
果
た
さ
れ
公
い
限
り
、

プ
フ

f
t
ン
ー
の
権
利
の
侵
害
と
な
る
と
い

ジ
J

イ
コ
プ
・
ウ
工
，
タ

i
り
ン

九
円
〆
い
て
も
、
制
人
的
な
プ
一
ノ
イ
パ
ン
ー
や
み
だ
り
に
公
開
さ
れ
な
い
権
利
と
し
て
の
プ
｝
フ
f

パ
シ
、
の
持
利
乞
〆
中
川
に
侵
害
寸
る
と
い

が
あ
る
c

性
犯
罪
記

E
Lえ
と
之
、
刑
h
d
終
え
た
ら
、
そ
の
り
川
宇
を
公
表
さ
れ
ず
、
新

た
な
バ
ー
活
J
V
一
始
め
る
ヴ
づ
｛
バ
、
く
の
権
利
が
認
め
ら
れ
ム
な
い
ず
と
あ
り
、

利、ハ川品川
J

M
立
す
れ
ば
、
、
和
科
が
公
表
さ
れ
た
場
合
に
刊
犯
m
A

rk ledごJ"' J、 I）・↑犯行＇ 1391 c引"Y_ I i J 



者
か
こ
う
作
る
不
利
v
M
い
は
き
わ
ぬ
て
大
一
ざ
い
の
に
、
公
表
に
よ
っ
ご
吐
犯
罪
心
斗
犯
を
下
〕
の
程
度
防
ぐ
こ
と
か
で
き
る
の

な
い
以
｝
、
公
k
れ
は
件
2
1
ド
第
四
bhk
に
反
す
る
と
い
う
の

ま
す
よ
、
前
列
の
公
！
ム
に
よ
っ
て
個
人
心
一
久
八
ア
が
奪
わ
れ

一震一川哨
mu

制
叫
ん
ー
も
辛
わ
れ
、
移
λ

崎
一
心
白
川
け
も
脊
わ
れ
る
伐
で
、
日
以
は
、
案
件
川
町
一
ア

7
1
・
ブ
口
ド
え
に
反
す
る
と
も
い
わ
れ
る
）
h

の
ぬ
ム
口
、

将
二
重
閉
山
さ
れ
I
い
る
の
ふ
い
、
再
引
の
危
険
料
U
が
個
々
り
犯
罪
主
ご
と
に
汗
怖
さ
れ
ャ
守
L

と
は
〈
作
に
枝
川
村
・
公
表
美
技
を
負
わ
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
ふ
れ
ゆ
J

～
一
円
孜
台
を
受
け
コ
、
ス
一
ユ
ノ
ィ
二
対
J
J

る
危
険
柱
い
わ
d

な
く
た
っ
た
へ
か
ら
も
内
佐
や
L

刻
奪
ナ
る
こ
と
、
同

ム
の
右
押
判
決
の
み
に
基
づ
い
℃
危
険
ぽ
主
判
断
3
れ
、
氏
一
速
に
危
険
人
物
だ

r
続
わ
れ
る
一
一
と
、
そ
の
d

町
長
渋
々
述
姉
手
れ
p

射
罪
判

決
を
受
け
る
危
険
性
も
高
士
る
F

」と

い
の
計
立
は
、
か
め
て
公
表
長

nR削
除
ナ
る
こ
と
と
、
川
に
汁
J

笠
諒
・

務
を
ハ
寸
パ
ト
ぃ
、
円
司
令
前
ピ
山
汁
犯
の
危
険
性
を
日
断
さ
せ
て
、
事
f

引
の
臨
聞
の
機
会
を
う
え
ブ
ヲ
乙
を
草
山
り
る
伶
正
を
行
う
戸
一
〆
」
を
提
案
じ
て

lv 
也
方
亡
、
公
表
六
れ
て
ー
パ
司
令
桁
杭
は
、
公
的
、
仙
情
報
で
あ
ゐ
し
、
し
か
も
公
表
は
件
犯
浮
世
h
み
ず
か
ら
の
行
為
の
結
果
で
あ
り
、
ル
一

う
や
え
八
戸
一
衣
は
子
ど
も
泊
刊
誌
と
い
工
つ
や
む
に
や
ま
、
れ
な
い
剥
益
に
よ
／
J

て
正
叶
IH化
、
メ
れ
る
と
い
う
な
見
J
U
丸山つ

τ、

ー
リ
ヤ
寸
ん
以
品
交
れ
的
、
連
f

－

ヴノyエtこ）ノして

半1
4到
メ
ー
ガ
シ
十
仏
が
w
T
等
保
護
長
以
に
造
反
す
る
か
ど
久
子
ケ
判
断
す
る
ん
一
め
」
は
、
ま
ず
と
の
工
う
ん
』
合
憲
柱
判
阿
茶
却
が
渡
則
さ
れ

る
の
か
が
問
題
J
な
る
勺
九
U
4
京
国
最
i

門
内
放
河
川
は
、

般
に
人
経
伝
ど

「
は
河
わ
し
い
区
分
」
に
ゑ
…
く
円
叫
ん
た
う
た
扱
い
と
み
γ
宇
的
結
叩
刊
に

関
「
る
異
な
っ
た
一
攻
抜
に
つ
い
て
は
版
凶
笠
谷
ヘ
二
千
九
川
市
〆
、

ゃ
b
に
や
ま
れ
な
い
利
E
t達
成
す
る
た
め
の
必
長
不
可
欠
な
ア
段
、
か
い
y

メ

λ

か
を
問
料
乙
し
て
い
る
〉
ご
れ
に
対
L
、
こ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
合
理
的
以
拠
－
r
ス
ト
を
い
い
川
い
て
、
日
殺
や
か
な
ム
品
交
を
適
い
？
ょ
に

c 
は

の
L才一
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レ
る
一
メ

l
ガ
／
法
に
基
コ
く
吟
犯
罪
者
の
阜
、
小
ゆ
っ
一
人
取
扱
い
に
は
、

ytfり
ら
の
基
hTが
ト
北
弔
さ
れ
る
の
で
丸
ろ
う
か
r

判
例
は

一
般

r
ギ
等
引
川
護
来
店
法
反
を
認
め
る
こ
と
に
泊
料
約
で
の
つ
え
v

第
六
以
一
回
夜
一
挫
司
裁
判
市
は
カ
y

町
、
ン
ぉ
ル
事
刊
で

ι 
日川

平
等
川
7
n
幸
町
条
涙
注
反
ど
否
定
し
、
第
一
辺
何
恒
控
訴
裁
判
所

b
ア
！
？
ウ
ゴ
イ
平
川
で
同
紙
心
判
断

J
r
Fじ
て
い

叫
一

同
様
で
あ
汁

刊
の
裁
判
所
も

評
者
一
り
窓
見
は
こ
、
二
、
も
激
f
J

〈
対
げ
い
て
い
る
代

ま
ず
、
川
川
町
さ
れ
る
台
怠
け
の
判
断
基
常
に
つ
い
て
は
、

疑
わ
し
い
区
分
し
）
は
し
え
な
い
〉
し
て
も
、

4γh
乏
の

p
rは、

何

l~ 
'.)]' 

文
げ
mr

切
り
除
さ
れ
連
合
で
き
な
い
少
欽
さ
」

プ
ν
亡
、
性
犯

に
あ
た
る
z
j

め
厳
格
帯
点
ロ
が
溺
じ
ー
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い

芳
有
こ
い
ミ
ク
ラ
ス
に
対
ず
る
に
同
封
に
過
皮
に
依
拠
1

）
て
灰
八
万
人
YJUわ
れ
て
い
る
以
上
、

る
規
範
に
造
反
し
て

v
o
v／｝い

J
7
7
J
法
は
市
川
可
保
護
条
叫
ん
乞
J
4
f
か
れ

也
方
亡
、
性
犯
罪
者

ω
一ははわ

L
い
区
分
」
に
は
中
に
ら
な
い
と
い
う
日
兄
も
あ
る
。
件
犯
罪
者
の
宍
な
っ
ト
取
扱
い
は
、
ム
ー
分
ム
ヨ

与
の
行
為
の
結
県
で
あ
る
し
、
時
犯
罪
者
正
犯
1
1て
犯
罪
心
特
注
に
基
く
も
の
た
と
レ
う
の

」寸o
h
J

何
枚
に
、
メ
ー
ガ
ン
渋
が

侵
害
す
る
と
さ
れ
て

L
る
某
半
的
続
J

札
に
つ

u

て

q

ノ
ラ
J

パ
シ
！
の
揺
れ
や
半
尽
に
拝
ら
す
揺
れ
と
レ
〆
た
も
の
が
挙
け
ら
れ
る
が

h

れ
だ
円
で
は
悲
キ
的
権
利
と
は
い
え
白
い
と
い

1
最
古
川
f

拭
判
断
店
内
甘
が
基
本
的
権
利
と
認
め
て
い
る
心
は
、

選
挙
権
、
裁
判
所
へ

の
ア
ク
ゼ
ス
の
権
利
、
移
効
む
白
山
、
結
婚
や
宇
叫
加
の
白
山
で
込
る
が
、
，
亡
の
い
ず
れ
に
も
た
た
ら
ば
い
し
、
ん
円
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、

基
本
的
権
利

ω範
阿
ん
ど
抵
ト
ん
す
る
一
」
と
1

む
組
出
し
て
い
る
一
」
と
か
つ
も
、
玄
人
l

的
権
問
刊
と
は
い
え
ん
仇
い
〉
い
う
の

b
し
疑
わ
し
い
ド
八
片
付
も
み
γ
宇
的
桧
利
も
ん
H
ま
れ
て
い
は
い
と
仕
れ
ば
、
ム
円
山
的
制
限
拠
テ
ス
ト
が
遊
山
さ
れ
る
。
と
な
る
と
、

t
出
向
「
の

対
象
者
が
広
J
1
ぎ
る
と
か
狭
す
ぎ
る
と
し
亡
、
〈
村
民
的
区
分
、
ら
し
は
し
え
ん
d

レ
と
を
区
抗
さ
れ
る
が
、
合
理
附
桜
畑
山
フ
ス
ト
げ
か
池
山
さ
れ
た

場
ノ、
~ 

立
法
省
は
問
起
に
対
抗
九
十
J

ゐ
だ
の
に

反
に
す
べ
て
の
問
題
を
別
決
す
る
こ
y
し
は
表
花
引
け
ら
れ
ず

淀
川
い
ひ
と
つ
ず
つ
吋

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ワ，3, 1396 c引"Y_ I i J 
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p
d引
い
白
】
｛
λ
民
主
品
川
口
伐
と
し
C
ス」）

ヘmhJ

ら
昔
の
中
に
は
、
メ
ヲ
ヴ
ャ
／
訟
は
、
山
？
で
の
fて
一
井
川
山
知
人
q
る
も
の
で
え
る
く
、
以

f
咋
Y之
会
主
一
及
び
主
柱
列
r年
詰
い
九
条
虫
、
ー
に
行
水

す
る
「
ヲ
民
会
土
保
刑
一
｛
℃
川
刊
一
斗
二
三
三
一
L
q

に
添
げ
は
h
F
ブ
包
と
い
う
二
仇
ち
up
る
一
一
の
掠
湾
出
、
ダ
一
一
工
ル
ノ
一
J

t

パ
i
教
科
九
ゾ
ス
ロ

〆
サ
シ
r

リ

M
M

日投
m
、
同
峠
川
護
者
hpl

保
詑
マ
プ
幻
一

U
悼
の
制
定
J

勺
禁
汁
（
＋
～
コ
ロ
ラ

rいれんの什山中山
y
（
止
規
定
を
逗
什
い
品
、
、

L
允

以

六

対

工

パ
ニ
ヘ
劃
一
次
元
2dη

：
？
2
m’
v
c
t
印

σ日）（】（受山））

Lf」
一
押
田
辺
す
る
た
去
に
門
門
irI己
防
Y
H
で
た
勺
出
、
こ
の
司

u
は
、
一
」
小
ノ
川
市
ヤ

7
ょ

1

ゾ
ロ
行
人
長
攻
、
市
l
等
一
山
同
高
金
h
r、
記
法
剥
人
作
日
村
小

l
朱一しいいか、
hJY73＼
メ

1
刀
～
白
山
h
主
主
に
F
C
江
迎
に
毛
皮
ち
7
9
L
I
広
よ
る

の
戸
あ
る
J
H
O
E
d
υ
に
τ
5
5目。

J
F
E
M吋
町
立
d
日
）
さ
二
回
戸

wm
む
hFMWEHよ
H
Z円
持

団

E
2
5
2
2
M
R
4
d
H
十日巾勺
mRnL
勺ロ
J己で－
p

b

（ACU山崎門
CMdad
門リ河川内

U
一V
べ（］〔）えと）

メ
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四

会
中
川

7E京
！
同
裁
判
所
の
判
仇

ι 
日川

メ
l
刀
ン
「
い
と
角
栄
国
最
古
裁
判
断

合
衆
国
最
高
滋
判
所
の
対
応

こ
う
し
た
ヰ
で
、
与
円
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
す
て
に
触
れ
ー
だ
よ
う
円
、

R
日
付
ベ
ル
一
三
円
引
巾
宇
件
で
第
一
位
以
以
件
訴
状
河
川
が
、

犬
、
ガ
ン
法
の
牛
門
知
義
務
に
つ
い
て
、
処
叶
出
て
は
な
く
宅
ノ
何
法
村

γι
条
唄
L
J
U
↓
主
の
危
険
咲
止
条
墳
に
J
E
E
Y反
し
な
い
と
刊
断
、
い
つ

つ
、
｝

L

－
プ
ロ
セ
ス
条
唄
の
も
と
で
対
象
者
の
危
険
性
に
つ
b
て
の
↓
此
明
責
任
少
一
性
犯
罪
主
に
負
わ
せ
る
こ
ヲ
と
は
で
、
ヲ
ず
、
川
の

側
で
？
で
の
危
険
悦
を
明
帝
2
M
m符
の
ゆ
く
叫
仕
切
に
よ
っ
て
司
問
ず
べ
き
だ
一
川
断
じ
た
が
、
v

れ
に
つ
い
て
ト
山
中
交
攻
1

）
な
か
っ

中ヱー～、

ワ
シ
〆

f
ン
州
川
口
メ

i
ガ
J
J

池山、二つ

υ
て
も
、

；

（

〉

l
l
巳

i

、

第

ιリ
百
円
メ
一
役
訴
訟
4J吋
が
（
ワ
フ
イ
パ
シ
i
佼
常
心
張
を
斥
日
た
が
、

で
も
｝
告
な
受
攻
し
な
か
っ
た
U

メ
l
ガ
ン
渋
の
ん
円
窓
叫
が
杓
混
と
迂
J
J

た
子
れ
ら
の
卓
上
例
で
一
パ
口
を
交
喧
し
な
か
っ
た
｝
」
と
は
、
合
衆
副
長
寸
同
法
判
所
が
、

メ

l
ガ

つ
も
い
、
β

な
い
と
い
う
長
勢
を
不
L
rも
の
と
交
付
止
吟
ら
、
れ
く
い
た
η

カ
ン
ザ
ス
対
へ
ン
ド
リ
y
h
ノ
ス

そ
う
し
た
中
て
、

AZ京
国
最
高
説
刈
叫
が
恒
犯
叩
F
苦
心
処
過
に
悶
ず
る
よ
μ
伊
の
ム
円
中
川
い
性
に
つ
い
て
き
わ
め
て
不
峻
的
な
判
断
七
不
し

に
、
そ
れ
が
、
カ
ン
子
ス
対
ヘ
ン
k

り
ク
ス
事
件
て
あ
u
－h
u

問
m
E
L
r
さ
れ
た
の
は
、

カ
J
4
リ
ス
叶
の
什
恭
力
的
略
奪
者
決
ヘ

r
g乙一川
J
S一均二千

2
5
5
r
zじ
こ
れ
は
オ
で
に
触
れ
た
ワ
ン

／
ト
ノ
J

州
の
渋
衿
い
や
受
け
て
判
別
｛
一
ι
さ
れ
た
ー
も
の
で
、
性
犯
球
内
、
右
手
と
さ
れ
た
刊
犯
罪
有
に
つ
い
て
、
刑
務
所
か
つ
の
け
μ
所
の
あ
乙
本

、一

」
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捻
設
に
強
以
前
に
舟
訴
す
る

性
暴
力
的
陥
育
者

二
4
9ナA
に
ち
つ
H

C

f
l
q
J
J
』；

7

は
、
一
怜
暴
力
抗
な
犯
罪
を
犯
し
’
子
乙
し
と
右
界

判
決
主
一
交
け
た
か

け
介
入
で
あ
っ
て
、
結
神
的
呉
川
千
戸

2
5一
与

S
E
E
r三
も
し
く
は
人
格
道
官

そ
心
ょ
う

告

2
E
2）
一
十
一
わ
ず
ら
ぺ
こ
い
る
z
に
め
に
、
性
暴
力
の
略
奪
的
行
為
を
行
い
刊
J

ら
で
あ
る
よ
う
な
話

と
心
ぬ
さ
れ
て

L吋
“とひ
れ

」の
144我山
l

該
ψ
I
r
る
芝
れ
に
つ
い
て
は
、
い
て
の
出
所
前
六
ひ
ヨ
以
内
」
蚊
KHN
り
般
的
’
｛
れ
は
達
一
時
を
ず
は
け

四
ハ
リ
ヨ
以
内
に
？
刊
日
常
川

手
絞
を
と
る
か
J
ぶ
？
を
決
定
し
、
裁
判
的
ι

半
誌
を
付
い
、
決
河
川
は
そ
の
者
が
や
暴
力
的
賂
〈
叶
者
2
認
定
す
る
相
当
な
阿
一
比
が
あ

る
か
1
ぐ
う
か
お
判
断
「
勺
に
も
〆
相
当
な
則
一
臼
が
あ
れ
ば
、
そ
の
さ
は
鑑
定
に
ま
わ
さ
れ
、
結
｛
止
の
あ
L
r

叫
判
官
裁
判
で
そ
の
苦
が
性
暴

力
的
略
苧
者
で
あ
る
し
f
〈

Y
H
列
的
な
疑
し
な
人
れ
な
い
一
一
言
明

干
の
者
は
そ
の
t

主
，
ム
ぱ
清
川
伸

的
障
常
け
や
人
格
降
バ
一
口
が
な
く
な
る
ま
で
治
療
の
に
の
に
胤
一
誌
に
強
制
約
に
杓
と
さ
れ
る
w

乙
に
1
J
る
υ

ヘ
／
ト
リ
F

ク
ス
は
、
こ
心
法
律
に
よ
3

て

性
H
求
h
品
い
略
奪
者
」
と
訟
ん
止
さ
れ
、
施
設
に
強
引
約
二
以
び
き
れ
ア
n

八
シ
k
l
川
F
Y

ク
ス
は
、
こ
り
処
分
を
、
一
ア
ュ

i
e
プ
ロ
セ
ス
北
京
－
4
、

卓
の
危
険
禁
止
条
項
、
宇
九
校
法
栄
J
H
粂－
H
に
反
す
る
〉
「
v
J
L
N
F
っ
た
。
カ
／

ザ
マ
、
川
最
高
裁
川
一
止
は
、

一
プ
阜
の
危
険
禁
止
条
一
一
却
、
や
苧
後
法
制
削
止
条
明
述
」
尽
の
、
張
に
は
答
え
ず
、

悼
川
神
障
中
什

引い川一ボ乃一定件、
β

一ヨペコ吉一
J

＝
ロ
ぺ
三
乙

で
は
は
く
一
清
柿
前
宍
υ神
な
レ
し
人
的
明
日
出
斤
で
忠
っ
f
ハ
ア
一
仇
む
に
究
体
計
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
氏
「
る
と
日

V

制
し
た

ヴノyエtこ）ノして

、
い
ず
れ
の
刊
に
も
花
柄
障
台
北
の
t
人
事
拘
禁
を
沼
め
る
訳
せ
け
が
あ
る
v

之
、
わ
ゆ
え
、
他
人
に
欣
ル
古
を
加
え
て
も
M
M
！
伺
陣
中
刊
の

ゆ
え
に
刊
事
責
任
を
問
え
な
い
よ
う
ん
弘
人
は
、
川
市
中
裁
判
に
か
け
る
の
で
は
必
く
、
民
事
い
閃
祉
に
山
ょ
っ
ν

、
時
間
神
病
院
た
ど
の
出
設
に
収

芥
し
、
治
療
を
行

hZ
｝
と
に
な
る
〈
こ
の
工
う
ず
れ
弘
氏
事
的
竺
手
続
に
つ
い
て
は
、

基
刊
が
送
ー
さ
れ
な
け
れ
ば
1
6

つ
な
い
が
、

Jι王
h
H
手
伝
が
必
安
と
手
れ
、
ま
ー
に
紋
捻
と
止
切
の

い
民
事
拘
景
色
臼
体
は
忘
法
い
は
退
反
、
ど
ゆ
い
と
さ
れ
て
き
に
v

げ
か
し
、
一
一
の
性
一
株
心
的
時

メ

奪
石
川
一
J

民
事
杓
訟
は
、

精
神
障
告
す
円
台
法
日
と
L
て
は
い
な
い
。
し
か
も
、

こ
れ
ら
の
お
は
川
事
裁
判
に
か
け
ら
れ
、

布
市
判
決
J
M
3
J
A
日

ill＜｝、：iL'?Jお，31 21/J ''0, ,20C5,ll; 
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てしい
q

る
C

同
一
こ
れ
な
の
に
、
山
一
小
川
ん
況
は
、
治
！
停
前
長
山
市
や
へ
格
障
害
を
理
由
に
い
民
事
羽
い
俗
、
1
1れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、

で
J
い
う
こ
と

t
あ
る
か
ら

一
q
杓
鋲
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
い

の
で
な
り
る
J

ι 
日川

ト
ー
ィ
ス
裁
判
官
の
法
廷
窓
口
比

と
こ
ろ
が
ん
口
市
凶
段
高
及
判
所
は
、
こ
の
波
叩
2

乞
達
中
川
だ
と
す
る
作
心
高
裁
判
所
り
判
阿
を
覆
し
之
「
v

法
廷
意
見
を
述
べ
て
い
る
の

は

1
7
ス
双
刊
日
で
あ
る

法
廷
京
日
刊
は
、

と
い
べ
概
念
は
石
川
体
的
デ
J

－

E

ノ
U
セ
ス
に
以
、
ぶ
怖
い
と
い
、
っ
し
制
人
は
身
体
の
向
刀
を

ま
が
フ

治
神
的
具
常
」

保
護
さ
れ
て
い
る
が
、
泊
切
な

PTぬ
こ
訓
拠
惹
準
に
基
け
ば
、
訂
い
ら
の
じ
動
を
コ
ン
ト
ロ
ル
で
き
ず
、
公
栄
ー
の
危
険
を
牛
じ
さ
山

る
人
心
民
事
拘
主
は
ん
け
？
れ
る
；
さ
れ
γ
さ
一
L
u

カ
／
ザ
ス
州
法
は
、

の
り
川
に
は
己
も

L
ノ
＼
は
他
者
へ
の
危
険
性
の
認
定
ん
で
安
小
平

し
て
い
る

L
、
手
一
れ
引
一
結
対
件
的
異
常
」
仕
い
し
一
人
掃
除
宝
口
」
に
茶
き
そ
の
行
政
を
ゴ
ン

f
ロ
i
ル

、ア／）
p
f
T
一
可
能
山
ぐ
な
い
？

し
と
も
必
雑
で
あ
る
、
一
と
と
湾
述
L
C
し
る
こ
と
を
叫
ぶ
し
と
い
る
U

門
収
品
裁
判
所
以
、
こ
の
認
定
は
一
精
神
hp守
口
」
と
い
う
h
烹
で

方
同
’
氾
さ
れ
る
必
設
は
な
く
、
そ
れ
と
同
日
苛
の
認
え
が
／
什
わ
れ

chね
れ
ば
よ
く
、

カ
J

げ
ス
川
法
の
史
竹
川
は
、
こ

る
と
い
う
の
こ
あ
っ
た

さ
ら
に
法
廷
意
見
は
、

二
、
ノ
パ
川
了
K
J
1
1
5
L
V
Z
A
V＼
打

hF17末
戸
じ
い
g
E
A
C
」ハ
J

つ
亡
、

ご
／

ν
jき
7ん
f
i
－－

L
2
7帝
寸
JV
一

刑
事
処
出
で
は
な
く
、

重
C
危
険
料
ポ
リ
奈
川
引
に
も
事
後
任

処
罰
来
止
条
一
指
二
も
違
反
し
な
い
と
い
う
J

法
廷
、
忠
弘
は
、
ま
ず
伝
律
、
り
条
文
子
凡
で
、

カ
ノ
ザ
ス
州
議
会
が
尺
事
拘
品
川
以
外
の
も
の

を
判
設
し
た
と
え
え
る
べ
き
肉
体
は
な
い
と
い
A

J

こ
一
り
よ
う
な
付
ノ
議
会
の
表
明
し
て
い
る
日
的
は
、
ー
は
仰
の
川
村
祖
み
が
そ
の
月
的
ん
か

い
し
効
弔
い
お
い
て
あ
ま
り
に
止
処
説
的
さ
あ
っ
て
、

J

川
議
会
の
十
久
山
別
し
て
い
る
ド
的
が
丙
｛
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
な
い
よ
う
々
さ
わ

め
て
明

f
仕
計
拠
J
f
提
出
ど
さ
な
い
閉
山
h
川
、
川
信
之
さ
れ
な
！
っ
I

U

か
1

〆
本
件
℃
は
、
こ
の
よ
う
な
重
い
討
町
立
れ
い
は
来
た
さ
れ
に
い
な
い
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と
司
戸
つ
の
で
ム
め
る
－
そ
ん
ら
隊
法
注
意
什
ん
は
、
町
川
市
ア
処
罰
の
む
中
J

と
し
て
報
復
と
れ
ず
J

引
の
つ
士
あ
げ
、
法
律
、
β

レ
ず
れ
の
副
首
V
J
N

持
ラ
て
い
た
い
、
一
と
を
指
抗
す
る
〔
応
律
は
、
過
去
の
犯
罪
行
為
の
只
ド
忙
を
い
問
う
も
の
で
は
な
く
、
布
川
J
判
決
は
約
祭
の
前
提
と
は
さ

れ
て
い
た
ヨ
い
じ
、
古
円
任
性
も
要
什
と
さ
れ
て
い
は
い

し
か
も
紡
；
伺
的
異
常
は
い
し
人
格
喧
宝
い
か
一
患
っ
マ
い
る
以
」
一
、
比
律
に
よ
っ
日

ふは
J

目
さ
れ
る
こ
じ
ぐ
も
な
い
r

拘
品
川
口
一
条
件
、
也
、

通
常
心
民
事
拘
竺
と
同
じ
で
あ
っ
て
、

処
罰
的
と
は
い
え
広
い
ハ
い
何
昔
日
り
別
聞
が
限
定

さ
れ
て
い
な
い
J
し
で
も
、
そ
れ
は
公
共
ヘ
の
危
険
か
尽
く
な
る
ま
て
の
問
拘
林
市
ぺ
く
れ
る
2
い
λ

も
の
に
す
ぎ
ず
、
F

ぐ
れ
に
工
ハ
一
仁
拘

世
小
げ
か
処
罰
的
と
な
る
も
の
で
は
な
い
－
刑
山
ず
丘
町
に

uumdい
れ
る
よ
う
ん
d

？
品
川
、
日
夜
つ
れ
て
い
た
と
〕
て
も
、
P

て
れ
に
よ
っ

刑ぃ弔

f
u刊
に
d

る
も
の
で
は
な
い
戸

ま
と
、
ム
じ
し
停
J
p
q
詑
三
仕
示
U

詩
人
↑
口
二
立
、

：

3

1

7

l

i
－

－

i
；
！

l
j
i
j
l
 

ー
ザ
「
仏
ん
」
ム
打

い
限
内
国
小
乏
に
治
療
を
与
、
F
九

J
L
い
な
く
て
も
、

療
を
id
え
る
こ
〉
が
に
る
日
的
で
江
く
に
J
h

、
そ
れ
に
よ
っ
て
比
禁
は
処
出
川
町
な
も
の
；
、
化
る
も
の
て
も
な
い
の

ド
リ
ノ
ク
ワ
パ
け
拘
禁
は

被
が
犯
し
た
犯
罪
に
対
L
q
J

る
校
日
の
訴
γ

一
日
に
も
処
剖
v
ー
も
あ
に
い
h
J
F
J

市
心
危
険
常
1H
条
尽
に
涯
一
反
L

な
ー
つ
ま
た
、
州
池
山
到
て

ωな
い
の
で
、
こ
の
山
内
？
を
ヘ
ン
ド
リ
y
ク
ス
に
泊
用
L
て
も
事
後
法
禁
dhh来
日
山
に
清
川
崎
反
「
る
も
の
と
は
日
い

一
一
、
一
）
コ
ご
う
つ
二
G

E
L
j
3
寸

3
v
7

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ア
ス
事
件
制
決
の
も
つ
草
昧

ヴノyエtこ）ノして

プ
フ
イ
ヤ

1
裁
判
守
む
反
対
古
川
地
は
、
ー
特
神
的
冒
ハ
常
一

の
（
必
義
が
実
れ
れ
的
づ
コ

1
・
／
日
ゼ
ス
の
裟
咋
に
反
し
て
い
何
百
い
と
い
う

出
で
は
、
多
牧
点
、
日
比
に
同
烹
す
る
と
い
う
J

し
か
し
彼
は
、
刀
／
叫
二
人
州
は
、

ヘ
ン
k
u
v
ノ
ツ
ケ
は
叫
ん
仙
療
叶
医
だ
と
A
N

叫
め
て
い
る
の
に

は
ffじ
ヘ
シ
マ
い

7

ク
ァ
、
に
釈
放
ま
で
治
療
を
与
え
C
は
い
な
い
し
、

釈
校
一
校
も
ト
ヘ
バ
な
人
什
擦
を

i
yス
て
い
む
い
し
仁
い
A

J

ゾ
フ

f

ぺ

J

州
的
判
官
は
、
二
れ
、
り
の
ご
と
か
、
コ
、
川
法
の
ド
的
は
宗
派
に
は
ヘ
ン
ド
汀
吋
ク
ス
町
民
明
的
い
拘
訴
す
る
こ
こ
で
け
な
く
、
さ
ら

メ

な
る
処
罰
J
V
一
山
中
九
司
令
色
の
ど
と
判
断
を
ざ
る
を
え
な
い
J
い
う
。

れ
以
内
析
の
制
氾
ポ
に
川
引
を
犯
し
た
ヘ
シ
ド
J
ッ
ク
ス
に
去

ノ＼

/ 
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律
U
A
）
治
川
し
七
、
ア
こ
は
、
宇
品
守
、
法
祭
止
条
項
に
違
砕
す
る
と
い
う
の
で
免
る
〈
、
」
の
判
断
に
ぽ
、
ス
ア
ノ
ブ
ン
ス
、

ス
l
タ
l
裁
判
立

と
、
よ
ン
ス
パ
l
ゲ
裁
判
守
が
一
一
尚
一
同
州
し
て
い
る
わ

ι 
日川

ー
古
川
匹
む
き
わ
ど
い
判
決
で
J

子
J

ルー一
J

山
倣
妙
な
い
川

E
窓
口
地
を
兆
ご

し
か
も
突
は
、
多
数
吉
見
に
加
わ
っ
た
ウ
ネ
デ
ノ
ハ
此
刊
訂
口
は
、

い
る
わ
一
多
数
意
児
内
ぎ
以
し
な
が
、
つ
よ
も
、

t
れ
は
へ
〆
k

ト
ノ
ツ
ケ
ス
に
悶
「
る
政
け
の
号
、
b
の
で
あ
れ
r

、
州
、
広
が
報
仁
仮
小
平
付
tH
（
り
メ
ガ
一
一

ヌ
ム
で
？
の
u

～一り

い
て
判
的
呉
川
為
が
え
事
的
拘
禁
2

乞
い
当
化
す
る
に
は
あ
ま
け
に
も
暖
昧
な
基
準
て
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
光

測
に
照
子
）
て
、
拘
禁
を
～
よ
比
一
4

ル，
A
Z
G
二
と
は
岡
部
ー
で
あ
る
と
い
つ
の
で
あ
る
v

こ
の
判
決
は
、

メ

ν刀、
J

法
の
介
ヨ
性
主
主
JA
か
ら
問
胞
子
了
ぺ
も
の
で
は
な
い
が
、

メ
グ
〆
法
の
〈
何
事
性
乞
め
ぐ
る
議
ヘ
嗣
に
も

人
き
な
影
響
を
じ
っ
ご
え
た
ハ
合
衆
国
一
段
両
裁
判
川
が
、

ムワ

L
Aリ
ス
州
の
性
暴

μJ的
略
奪
お
法
を
民
事
的
な
法
仰
い
r

で
i
一
罰
的
な
け
広
傾
い
て
は
な

い
と
吋
断
し
た
、
」
と
は
、

メ
i
ガ
ン
作
一
の
ん
口
定
性
に
つ
、
て
も
、

民
事
的
な
法
作
乙
位
梢
づ
け
る

4
訪
れ
や
｝
治
、
く
が
陵
L
た。

カ
ン
り
ス
対
ヴ
レ
ー
ン

と
こ
ろ
が
合
本
以
段
高
裁
判
所
は
、

カ
ン
ザ
ス
対
々
レ
l
ン
事
件
に
お
L
て
、
微
妙
な
判
断
古
川
中
し
だ
し
こ
の
事
件
で
ぽ
、

カ
ン
ザ

ス
州
は
、
怜
犯
罪
者
ク
レ
ー
ン
に
性
累
川
心
的
時
等
者
店
主
治
則
L
、
州
地
方
故
判
市
は
ん
ソ
レ

1
ン
の
杓
ぃ
業
中
命
じ
た
へ

J
ご
ろ
が
州
以

－一七V
M
内
叶

J
v
f勺
J

U

F
I
d
－
戸
l
h

ヘ
ン
ロ
リ
ヅ
々
λ
パ
ザ
ぃ
渋
は
ケ

L
l
ン
が
そ
む
危
崎
1
1
J

弘
行
為
を
コ
ン
入
口

l
ル
す
る
能
rけ
を
「
欠
い
て
い
る
一

こ
と
の
詑

｛
疋
ー
を
求
め
ν

、
ぃ
。
と
仰
町
戸
J
h
し
、
地
上
μJ
裁
川
叫
が
ヴ
げ
の
認
定
J
V
し
て
い
な
い
こ
と
乞
…
庄
山
に
そ
の
川
円
断
を
間
借
押
し
た
の
を
と
で
怖
が
合
衆
同

H

取
高
以
河
川
二
上
片
し
L
L〕

台
一
世
仏
国
戊
山
同
双
判
所
は

＼
、
〆
ド
け
ソ
ク
ス
判
決
は
、
拘
？
の
条
件
と
、
二
l

－
自
己
の
行
為
lpγ

コ
ン
ト
ロ
i

ル
す
る
一
一
三
か
「
ま
っ
た

く
ど
さ
ん
也
い
こ
t
を
裟
ぶ
し
し
は
い
ヨ
い
と
判
断
し
、
州
最
高
裁
判
所
の

与
の
ー
意
味
で
は
、
州
側
の
主
張
が
訟
の

12'. ledごJ"' J、 i）・↑乞つi 1108 c引"Y_ I i J 



ら
れ
た
c

法
廷
意
見
守
」
述
べ
て
レ
る
の
は
ブ
一
ノ
r
ヤ
l
H品
判
寸
い
で
去
る
〈
た
だ
し
、
ブ
ラ
／

7
1裁
内
官
門
は
、
川
関
心
、
王
様
に
も
h
ブ
ザ

ず、

IF一じ
の
訂
為
を
コ
ノ
、
づ

1
ル
す
る
こ
と
が
同
期
で
あ
る
h

と
の
計
円
は
必
裂
に
と
判
附
し
た
こ
心
、
」
と
は
、
店
じ
り
行
為
を

r

ン
ド
リ

l
ル
f
る
、
一
と
が
民
雑
で
あ
る
こ
2
心
別
J

切
れ
説
明
は
安
ら
dz
い
と
し
て
い
た
升
測
の
じ
」
張
が
斥
け
b
h
v
t
こ
と
を
な
政
寸

る

」
の
河
川
同
は

川
比
す
る
と
、
最
i
門
内
放
河
川
が
ヘ
／
K

｝
ノ
ッ
ク
ス
判
決
の
芯
一
準
i
o
p

明
は
に
し
に
だ
け
で
、
汁
「
弘
準
山
口
い
怖
を
変
更
し

h
f
u

の
で
は
？
泣
い
と
之
一
回
U

わ
れ
る
c

「炉、い、

ス
カ
リ
7
裁
判
rH問、

ト
y

！
？
ス
裁
判
4

巴
と
、
以
一
対
意
見
を
れ
ほ
べ
て
お
り
、
い
似
、
つ
は
、
刀
〆

ザ
ス
川
川
の

t
J一
c
r法
い
て
同
じ
法
律
に
一
小
、
了
人
段
高
A
M
判
所
の
ん
口
忠
刊
断
を
斗
年
も
た
に
ー
ィ
い
う
ふ
つ
い
田
川
h

り
い
明
、
〆
た
も
の
だ
と
強
く

非
鮮
し
て
い
る
～
ス
カ
J
ア
作
品
判
円
ら
の
解
釈
で
は
、
州
法
は
1

清
神
的
早
ハ
常

の
認
乏
を
止
め
て
い
る
か
、
ノ
て
れ
は
自
己
の
行
動
向
r

－

ー
ン
ト

μ
i
ル
で
き
は
い
｝
了
こ
の
認
山
止
を
求
め
て
は
い
な
い
し
、

ヘ
ン
ド
リ
ノ
ク
ス
判
決
も
ふ
い
れ
を
独
立
に
認
定
「
る
こ
と
を
求
吟
て

い
な
い
。
ス
カ
リ
ア
裁
川
（
い
は
、
て
れ
に
も
か
か
わ
り
一

r’
多
数
忠
史
小
、
そ
の
。
一
寸
つ
な
別
俳
一
り
安
作
を
州
法
に
で
司
、
さ
加
え
た
こ
ら
九
九
一

札
に
よ
っ
ご
力
／
ザ
ス
川
げ
か
7

し
の
法
律
乞
主
刊
か
れ
と
い
る
よ
h

つ
な
形
で
遭
川
す
る
日
で
し

E
J幼
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
？
た
こ
と
を
張
〈
批

判
し
て
レ
る
の

f
為
る
c

こ
の
こ
と
は
、
九
氷
川
U
主
向
上
品
判
断
の
中
て
、
同
日
犯
持
者
心
見
事
杓
祭
に
つ
い
て
、
考
え
だ
が
微
妙
に
k
fリ
し
亡
い
る
ご
と
古
今
》

ヴノyエtこ）ノして

は

フ
L

一こ
ν

y
N
j
t
ア

性
犯
持
者
rL
扱
い
に
つ
い
て
、

主
む
制
限
ど
加
入
ょ
う
2
い
う
白
凶
も
弓
か
が
わ
せ
た
c

｝ぶ

ι
－、

こ
う
し
た
中
て
、
ら
円
衆
国
最
高
説
刈
川
川
川
は
、

二
つ
コ
一
」
の
コ
ネ
一
フ
ィ
カ
ッ
ト
州
公
共
安
れ
！
省
町
、

l
事
件
及
ひ
ス
ミ
ヌ

件
（
り
一
一
つ
の
事
件
で
、

メ

i
ガ
ン
出
、
り
合
憲
性
同
つ
い
て
判
断
J
E
下
す
こ
T

／
～
に
た
う
七
。

メ

事
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つ

て
不
ア
ィ
カ
ソ
1
h

川
川
人
ム
ー
ハ
安
全
山
資
材
l
l事
件
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事
実

ι 
日川

八
分
一
帯
凶
円
以
高
波
判
所
は
、

8
 

ま
ず
f

不一
7

r

刀
ツ
下
什
公
！
？
ぺ
一
’
叉
l

世わが－
k
l手
作
に
お
い
と
、

メ
l
刀
ン
ム
広
が
手
続
的
一
ア
ゴ

1
・
プ
ロ

J

ス
の
権
利
を
授
hL
子
る
か
と
つ
か
の
間
題
に
最
終
的
判
断
を
い
ー
し
た

問
題
と
さ
れ
た
コ
ス
i

H

ィ
カ
ッ
ト
刊
ノ
の
メ

i
方
シ
渋
川
山
、
土
成
h

打
者
に
が
J

す
る
犯
罪
、
暴
力
的
非
暴
力
的
な
件
犯
罪
、
性
的
円
的

で
行
ー
や
れ
た
孟
郊
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
ず
べ
て
に
、
山
所
依
」
」
永
ア
イ
ワ
ソ
ト
川
公
共
安
全
省
に
m
ハ
リ
ぷ
ず
る
こ
と
を
義
務
引
い
け
て

い
た
戸
な
い
対
に
必
？
J

て
は
、

氏
名
、
十
よ
よ
川
、

1
｝
 

h
J
山（、

D
X
A
サ
ン
プ
ル
ー
包
含
む
に
の
例
人
的
w仰
の
提
供
！
？
九
め
つ
れ
、

甘
所
の
市
久
間
～

の
迫
司
ζ
｛U
d
則
的
ピ
新
し
い
V
寸
古
六
！
な
提
供
す
る
こ
ノ
↓
子
ぷ
め
ら
れ
に
い
～
一
」

ζ

の
義
的
は
、
ほ
／
了
U

こ
の
事
例
で
は
ひ
午
閉
じ
巾
め
ら

札
、
暴
力
的
立
性
犯
却
で
有
罪
斗
決
を
受
け
た
苔
は
生
針
く
。
そ
L
て
、
司
法
は
、

J

の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、

イ
ン
デ

i
ネ
ァ
ト
上

及
び
定
除
、
コ
れ
～
州
の
版
設
に
お
い
て
公
表
一
α
る
こ
こ
z
ぜ
い
本
民
一
て
い
る
口

♂｝た
L
こ
れ
に
は
、
ー
こ
の
合
録
名
簿
の
情
慨
を
利
用
し
、

」
乃
一
名
簿
に
出
向
故
、
子
れ
と
い
る
人
も
し
く
は
他
の
人
に
け
し
三
ぬ
が
ら
せ
を
し
た
れ
犯
川
刊
行
為
ケ
行
た
有
は

別
心
訴
迫
z
v三
千
円

ゐ

こ
の
器
出
文
一
γ
J川川
FJ
こ
と
が
義
務
付
日
げ
ら
れ
て
ふ
一
u
h
t
、
さ
ら
に
J

ン
タ
l
ネ
ソ
？
の
内
コ
ブ
ザ
／
ト
の
汲
初
の
べ

l
y
に
も
、

こ
の

qu料
名
湾
は

性
犯
罪
で
め
罪
判
決
を
受
け
丈
人
に
関
す
る
公
衆
に
利
市
町
能
な
占
的
被
ハ
の
ア
ク
セ
ス
七
日
τ促
由
一
ず
べ
き
だ
と
い

う
立
治
相
苔
む
渋
｛
伝
子
h
R
壮
い
と
い
る
へ
公
共
安
全
笹
川
以
、

こ
む
色
簿
に
指
紋
す
る
に
際
し
何
人
川
d

犯
罪
を
再
び
犯
す
具
私
的
公
危
険
性
を

考
指
な
い
し
評
泊
し
た
も
り
で
は
日
く
、
こ
の
名
簿
山
掲
載
さ
れ
て
い
る
個
人
が
収
烹
危
体
、
で
あ
る
と
い
ぷ
決
定
士
行
っ
た
も
の
で
は

λ
l

ぉ、今一
、Jl
v

こ
の
名
簿
山
拘
栽
5
れ
と
い
る
個
人
は
、
単
に
有
罪
判
決
口
一
記
録
T
／一作
z山
に
必
ず
つ
い
て
掲
載
さ
れ
て
い
ゐ
と
の

γ
i
タ
を
f

ン
タ
ー
ネ
ソ
ト
ご
提
供
す
る
士
た
る
pr的
は
、
こ
れ
、
つ
の
情
報
を
よ
り
利
川
叶
艇
で
ア
ク
セ
ス
寸
前
に
す
る
」
乙
で
あ
り
、
れ
定
の
個

人
に
つ
い
て
筈
一
円
を
↑
7
え
る
た
め
で
は
ヨ
い
」
と
い
う
だ
だ
ー
寺
き
が
主
い
か
れ
て
い
る
。
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原
告

ιト
ー
は
、
、
一
心
法
律
炉
、
4
4
川
刑
さ
れ
て
啓
〆
川
州
諸
p
d
b
l

む子
7
主
犯
罪
で
む
罪
判
決
hv
受
け
と
者
で
あ
る
か
、
嫌
が
ら
せ
を
お
そ
れ

て、
i

！
と
い
沿
っ
仮
名
て
訴
訟
の
渋
行
が
認
め
ら
れ
た
わ

断
行
は
、
殺
は
お
と
危
喰
伝
性
犯
山
立
21ょ
い
と
ノ
＼

掲
載
に
先
立
つ
こ
撚
関
心

て
い
九
A

じいい円一亡、

町れ条
rL
一ウス

1
・
プ
け
ヒ
ス
条
療
に
注
入
し

、ノド
Uξ
巾
ど

J
J
」
告
示

J
f
、、
ι

〉

U
ぷ小
1

J
川

y
」
勾
心
不
存
て

何
？
出
は
怜
y
L
第

｛いい由一

主
張
し
、
依
及
び
彼
と
同
じ
状
九
日
に
の
る
へ
の
L

め
山
こ
の
い
悼
の
対
一
行
の
芹
止
め
刊
を
い
本
め
っ
し
渡
邦
地
裁
は
、
一
」
り
、
一
下
張
公
認
め
、

同
店
（
り
公
去
滋
｛
止
の
執
行
さ
H
め
hr命、ごー一
υ

第
一
巡
回
尺
持
訴
裁
判
刈
も
ミ
の
判
断
念
支
持
し
た
っ

そ
こ
で
判
公
共
安
ム
i

省
の
湖
げ
hd

合
併
国
民
高
裁
判
所
に
l
口
受
刑
川
町
山

L
L
て
L
l
h

の
で
あ
る
一

レ
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
椛
宮
の
法
廷
蓮
見

T
V

か
し
ム
円
九
軍
司
最
z

川叶裁判寸一昨は

コザ
1
γ

ィ
万
ッ

T
州
比
一
一
円
台
定
的
を
人
持
し
丈
。

日
日
山
川
区
立
以
下
少
を
よ
一
べ
て
い
る
の
は
、

レ
i

J

A

ス
ト
泊
市
絞
判
山
h
u
州
一
子
共
九
日
九
十
省
は
、
光
院
に
茶
い
と
名
＼
T
と
侵
害
↓

長
の
公
卜
氏
は
修
正
お

川
川
久
本
の
デ

3
1
・
つ
口
七
ス
条
一
川
引
に
よ
、
ノ
て
似
市
仇
さ
れ
た
一
世
山

の
刈
ぃ
訴
の
川
和
奪
に
は
な
ら
な
い
と
、
張
し

F

一、」、

ァ
、
や
ω

彼
は
、
、
｝
の
点
に
つ

hvc判
断
す
る
ま
で
も
千
〆
＼

た
と
え
7

一
由
の
羽
川
い
い
が
お
企
十
一
さ
れ
て
w

る
と
恨
む
し
た
と
し
て
も
、

tm時

の
出
品
川
公
乞
与
え
）
句
、
む
裂
は
な
い

2
判
新
L
、
こ
む
凶
h
r析
に
拭
判
断
の
判
決
を
夜
し
た
わ

ヴノyエtこ）ノして

レ
I
／
キ
ス
ト
首
出
裁
判
守
け
は

心
事
川
A
b
r
説
明
ば
い
し
い
よ
日
間
十
づ
る
1

に
ん
め
聴
慌
が
U
U

で
フ
マ

l

f

口
ド
ス
に
よ
っ

要
バ
一
と
村
川
断
さ
れ
て
き
L

事
例
ゼ
は
、

い
ず
れ
も
そ
（
U
事
実
が
関
連
行
を
持
う
て
い
に
が
、
ギ
糾
u
f
は
尿
5
f
が
一
出
山
川
し
よ
う
と
し
C
い

る
事
実
、

つ
ま
り
彼
い
P
反
キ
危
険
で
は
な
い
1

／
い
う
事
長
は
コ
不
一
ア
f
刀
ヴ
ト
付
メ
i
ガ
ン
広
の
も
と
で
は
悶
沖
一
社
い
が
な
い
事
者
だ
し
、

い
う
c

法
律
心
叫
り
つ
市
災
件
け
右
川
河
判
決
の
み
い
基
く
も
の
で
あ
り
、
J
f
r
J
ノ
サ
イ
ト
の
た
だ
し
主
い
き
さ
〆
、
拐
哉
さ
れ
て
い
る
人
が
危
ぬ

メ

か
ど
う
か
は
間
法
と
さ
、
れ
て
い
な
い
こ
ζ

を
不
じ
て
い
る
。

コ
大
ア
ィ
均
y

ト
州
は
、
危
険
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
刊
犯
却
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朽
の
書
机
む
を
お
と
公
表
主
義
務
引
け
た
の
で
長
打
、
こ
の
こ
と
白
体
の
実
体
的
台
到
怜
の
問
川
径
は
あ
る
カ
も
し
れ
は
し
い
q
C、
原
告
が

長
引
い
的
色
合
理
性
を
問
題
、
ょ
せ
ず
も
つ
n

ば
ら
J

卜
十
日
祝
乞
同
窓
と
し
て
い
る
以
て
段
高
ふ
判
所
と
し
て
は
実
杯
的
ヤ
ュ

1

／
リ

ρ
ス
mu

ι 
日川

問中
dgに
つ
い
て
は
判
断
せ
ず
、
手
紙
的
デ
ム

1
・
プ
ロ
ゼ
ス
を
月
J
f
H
L
d
z
い
と
だ
け
結
市
せ
言
る
J

ど
え
な
い
J
い
う
っ
そ
の
紡
供
、

一
北
山
政
判
所
の
刈
決
は
摂
さ
れ
ー
に
り
で
の
｝
た
。

同
意
意
見

ス
カ
J

f
裁
判
，
口
は
、
た
と
え
っ
永
一
y
ィ
カ
ソ
ト
州
法
が
r
H
A

の
間
町
出
す
促

μ子
る
と
、
三
し
も
、

カ
フ
ゴ
汁
ノ
ヴ
ル
に
そ
の
利

益
を

ltρ
」
司
法
作
ピ
よ
っ
て
肖
乏
し
て
以
L
L
、
も
は
や
そ
れ
f

よ
ノ
ナ
主
プ
ロ
セ
ス
だ
ー
に
い
ス
る
一
い
う
ぞ
れ
は
、
ふ
り
ナ
つ
f

一ハ

設
士
山
川
の
ト
ボ
成
品
者
は
一
汁
段
平
逆
転
免
司
令
｝
受
け
ら
れ
な
い
乙
定
め
た
法
伊
／
一

、liv
h一】

ア九時
4
Q
j
ど
も
が
自
助
京
中
一
一
宮
八
十

もア／）を勺日間叶
L
に
い
か
ら
そ
の
た
い
の
の
穏
聞
の
機
会
合
パ
ア
え
て
一
は
し
川
、
」
h

っ
亡
も
認
パ
め
ら
れ
ぽ
1
J
U
’
乙
日
也
、
川
中
止
汁

に
も
危
険
吋
は
な
い
と
江
町
ん
す
る
機
会
主
ポ
め
る
権
利
は
な
レ
と
い
う
の
で
丸
山
る
c

二
、
れ
に
対
し
マ
、

l
タ

l
円
以
判
守
は
、
ピ
ン
ス
パ
ー
ク
ふ
判
寸
い
と
と
も
に
、
法
廷
蛍
見
に
加
わ
わ
っ
つ
、
実
体
的
一
f
j
l

ゾ
ロ
セ
ス

の
一
目
置
が
残
さ
れ
て
い
る
山
、
を
弓
に
、
と
一
正
し
て
い
る
わ

、A

，、2

、

L
カ
も
μνμH

そ
れ
ピ
け
で
は
な
く
平
百
似
護
の
問
題
も
吹
雪
れ
て
い
る
山
吉

J
リ
J
f

し
J
f
、、、〉

j
て一

R

1

L
〈

打
罪
と
さ
れ
七
花
野
が
〕
門
出
い
の
な
い
性
的
長
触
一
I
Zめ
っ
た

η
、

「
不
T

ノ
カ
ソ
ヘ
丹
波
は
、

歳
炉
、
り
一
六
山
威
主

一ー、り本
A
M
U
J
P

者
1

／

っ
て
加
世
蓄
が
未
成
年
芝
れ
よ
り

点
以
ト
J
I
i
c犯
行
時
一
生
成
以
下
て
あ
っ
た
場
公
に
は

裁
判
川
刈

が
登
録
義
務
を
免
除
で
き
る
と
い
ず
い
る
さ
り
ι
裁
判
所
は
、
絞
宇
醤
が
加
小
山
吉
り
r止
誌
で
あ
｝
て
い
ね
い
L
1
一
品
引
い
ぞ
似
並
立
ナ
る
二
め
必
安

な
判
明
ん
口
や
、
団
主
主
－
の
配
偶
7r
ゃ
同
凶
者
へ
の
性
的
暴
行
で
あ
ゐ
場
合
に
は
、
以
ワ
ペ
品
情
説
寸
分
一
法
執
行
官
へ
の
捉
円
い
に
限
定
す
る
こ
と
4
一

で
き
る
っ
こ
れ
ら
の
場
仏
、
ー
は
判
所
は

町
一
安
全
の
た
め
に
必
斐
で
は
な
い
と
い

1、, 
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ら
な
し
c

こ
の
よ
う
な
凶
別
ぽ
、
ホ
勾
J

川
川
設
条
項
の
ト
で
も
予
う
余
地
は
あ
る
。
が
判
決
は
、
そ
の
よ
F
7
な
可
能
兆
一
ゲ
↓
閉
ざ
1J
も
の
で

は
な
い
と
い
今
、
一
と
を
明
記
し
こ
お
き
た
い
2
い
う
の
C
あ
っ
た

ス
ナ
J

J

ノ
ン
マ
ヘ
鼓
判
己
は
、

ぃ
山
川
悦

v
h

、

1
i
i
 

こ
の
間
緩
や
一
後
述
す
る
ア
ソ
ス
刀
什
法
に
お
す
Q
事
例
と
一
緒
に
絞

結
果
一
同
意
意
見
で
あ
る

討
し
、
以
LJ
心
事
件
て
問
題
と
な
る
の
は
州
よ
い
の
－
札
果
生
じ
る
刀
響
だ
と
い

1
彼
は
、
州
は
が
行
犯
r
J
若
九
重
ん
な
ー
大
統
を
市
山
し
、

人
き
な
予
め
を
つ
え
る
こ
と
を
間
服
と
し
、
し
か
も
設
録
公
去
表
務
は
監
杭
付
さ
釈
伎
や
仮
山
円
以
の
際
に
部
附
さ
れ
る
義
務
と
類
似
し

て
い
る
こ
と
、
」
の
よ
う
な
情
斜
に
い
い
日
制
凶
の
人
、
？
ア
ク
』
一
ス
ぱ
能
で
あ
る
こ

r
に
よ
っ
て
芸
大
な
辱
め
の
効
宗
を
古
川
コ
一
、
と
古
川
町
検

ぉ

2
0戸
ノ
た
が
っ
て
ス
フ
ペ
／
シ
ス
裁
判
官
は
、
川
法
は
明
ら
hJ
に
忘
法
上
保
持
点
手
れ
た
「
自
訂
」
の
削
判
事
十
を
も
と
ら
「
と

1
1
u
、〕

通

、

｛

z
f
A、

占
μ
J
q
y川
uι
卜
刊

こ
の
ホ
う
な
結
果
は
込
い
引
的
だ
ぐ
い
う
日
七
れ
は
、

課
さ
れ
て
い
る
T

ハ
引
益
が
犯
罪
者
の
口
市
を
剥
奪
す
る
ほ
こ
れ
早
大
な

も
の
で
み
り
、
ォ
ー
の
犯
川
市
で
有
罪
リ
リ
決
を
受
け
た
者
「
へ
て
に
義
務
が
m州
大
切
れ
て
お
り
、

L
か
も
そ
れ
以
外
心
人
に
は
義
務
小
諜
さ

れ
て
い
ほ
い
こ
い
い
つ
一
一
円
e

に
よ
っ
て
山
ら
か
だ
乙
い
う
。
こ
れ
b
は、

民
平
氏
な
説
法
に
は
あ
り
え
ば
い
も
の
U

J
い
う
の
と
あ
る
n

ギ
川
け
の
場
合
、
引
罪
判
決
が
義
務
｝
で
議
す
必
辺
誠
件
で
忘
る
し
し
河
内
に
十
分
条
件
、
こ
な
、
ノ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
王
て
の
宅
件
と
は
追
う

としい工つ

ιで
z
める

ぞ
れ
ゆ
え
ス
一
ア
r

ブ
ノ
ス
は
判
告
は
、
こ
の
上
う
ん
も
制
f

点
在
、
ム
以
律
制
定
川
に
罪
主
犯
し
す
に
起
に
連
川
哨
す
る
こ
と
は
ヲ
引
き
れ
に
い
1
f

ヴノyエtこ）ノして

ぃ
、
え
だ
が
、
却
に
、

l
r
罰
む
一
役
と
L
こ
、
こ
の

i
う
な
制
ぷ
ど
践
す
、
一
と
そ
れ
い
口
い
は
許
さ
れ
る
ν

之
、
れ
一
ゆ
え
、

ス
ナ
ノ
」
ノ
ン
ス

政
判
官
は
、
刈
定
の
犯
罪
を
犯
し
た
と
し
て
起
諒
さ
れ
長
店
、
制
念
的
な
裁
判
子
絞
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
以
上
、
こ
の
美
技
そ
れ
山
体

に
対
し
別
個
、
り
J
H机
は
民
求
さ
れ
な
い
と
刈
断
し
た
の
だ
お
る
。

メ
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事
実

ι 
日川

ιr川
、
に
合
本
国
円
以
古
川
裁
判
所
は
、

スミヌいけれペド
1
事
件
に
お
い
て
、

メ
l
y
e
ン
は
が
宅
後
出
佐
一
川
止
比
ー
ペ
止
に
違
反
し
な
い
か
ど
》
つ
か
の
間

開店二
v
u
決
若
を
付
け
た
P

問
題
と
さ
れ
た
の
は
ア
ラ
ス
刀
判
心
メ
i
f
f
ン
法
で
為
る

一ん
7

ぺ
凶
ギ
ド
削
，
公
λ
L

れ
た
ア
フ
ス
カ
川
川
性
犯
罪
者
資
録
法
は
、

刈
川
内
ド
ぷ
川
十
什
す
る
快
犯
罪
主
ょ
こ
く
は
け
ん
υ

里
誘
拐
立
に
汁
、
）
、
拘

栄
さ
れ
て
い
る
場
合
は
川
の
矯
～
止
H
J
L
、
拘
諒
さ
れ
て
い
た
い
場
合
は
他
方
の
法
執
行
さ
は
、

つ
ま
り
腎
円
以
に
N
F
H
U

践
す
る
と

れ
H
て
い
る
J

仇
林
市
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
釈
放
の
一

C
f目
立
で

比
比
ぶ
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
F
七

C
X刊
段

J
U
d
L

〈
は
州
に
寸
へ
っ
た
川
に
笠
録
的
γ
必
要
午
さ
れ
る
。
竹
犯
持
者
は
、
そ
の
氏
名
、
ハ
什
貌
、
将
縦
、
住
所
、

日
枕
用
場
所
、

1
年
刀
円
、

j
i
、

H
E
i
 
逆
転
免
計
一
出
番
い
す
、
利
用
一
9
る
つ
酌
一
ド
に
は
す
γ
Q
情
報
、
骨
川
ペ
ー
一
決
後
の
治
保
一
一
を
辺
侯
し
、
心
同
ト
f
T
7

「七八ちに同地町村し品川
J

町刊を

ぷ
取
ず
る
い
、
と
乞
庁
さ
な
リ
い
れ
ば
ぼ
ら
な
い
U

有
罪
刊
決
が
ひ
と
つ
の
芥
加
重
散
は
性
犯
却
に
夜
、
ず
る
場
合
は
、

主
犯
罪
者
は
、

一
i
午
杭
勾
均
一
」
れ
ら
わ
清
耕
一
ゲ
↓
支
新
し
な
日
れ

ば
な
ら
1d
い
川
主
的
な
性
犯
兇
や

一
つ
以
一
心
日
犯
山
み
に
i
A
L
ム
恒
川
ム
判
決
－
M
J
三
げ
た
！
拘
合
、

登
録
は
牛
、

吏
試
は
午
盟
問
義
務
判

げ
ら
れ
と
い
る
咋
所
を
変
更
す
れ
何
台
一
気
に
也
知
し
な
け
れ
ば
怠
ら
ヨ
い

義
務
を
怠
れ
ば
、
刑
事
一
山
迫
bι
ぬ
い
り
う
る
コ

内
目
録
さ
れ
た
情
報
は
、

公
共
安
〈
I
4
官
戸
店
付
さ
れ
、

山
内
で
は
性
犯
川
人
V
告
の
名
簿
、
デ
作
成
す
る
f

提
供
さ
れ
た
桔
吋
刊
の
う
ち
い
く
つ
か

は
非
公
闘
で
あ
る
が
、
氏
名
、
存
初
、
む
州
、
ザ
点
、
身
体
的
特
版
、
～
地
祇
免

d
F
K
3勺
、
日
動
車
の
守
録
番
！
寸
、

zzm哨
光
、
バ
i

仏バ

ヨ
、
右
押
判
決
古
一
P
J
ノ
け
z
l
h

犯
罪
、
長
罪
判
決
の
年
月
i
、

生
町
判
決
JT一
門
、
い
校
し
た
ぷ
判
所
、
刑
期
、

一
史
刻
表
殺
を
道

1
いて

場
所
、

い
る
か
与
れ

ι
と
所
在
γ

八
別
と
な
っ
こ
い
る
か
心
情
報
は
公
湖
さ
れ
る
J

公
表
の
l

刀
法
に
つ
い
て
の
川
崎
え
は
な
い
が
、

州
は
み
の
ほ
t
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ん
ど
を
ノ
ン
タ

l
ネ
y
h
t
公
航
し
て
い
る
c

7

一
ワ
ス
刀
州
五
は
、
伝
枠
制
定
引
に
悦
犯
川
ど
を
犯
し
こ
右
民
判
決
を
そ
け
P
J
者
に
も
遡
っ
て
適
川
刑
さ
れ
る
遡
及
的
迎
用
が
認
め
ら

れ
て
い
る
む
で
み
る
υ

Y二
一
で
、
こ
れ
が
出
後
十
い
ポ
止
条
市
引
に
述
何
人
L
d
z
い
か
ど
う
か

一
の
で
t
める
c

原
告
は
、
J

ョ
J

・
k
l
一
帯
と
ジ
ョ
シ
舗
に

i
↓

暑

と

h
に
似
υむ
で
あ
る
v

ジ
1

／
舗
に

i

併
は
、
去
の
州
M
J
V
C
礼
設
か
ら
一

歳
ま
で
ぶ
間
取
仁
一
町
一
ι

虐
待
レ
デ
ζ

、
り
容
疑
1

ど
認
め
有
ぶ
判
決
JE受
け
、
ジ
ヨ
ゴ
J

・ド
i
一
五
市
は
一

凶
ぷ
の
コ
門
ん
E
Y」
性
的
に
七
乍
勺
し
た

と
の
容
疑

Jr認
め
ず
午
山
弁
判
決
u
q

受
け
、
と
も
い

九
λ
ハ
）
午
に
刑
期
な
終
え
て
釈
放
さ
れ
、
性
犯
罪
苦
の
門
教
育
ブ
ロ
グ
フ
J
J
K
修

f

、
ザ
た
戸
古
h
m
汁
判
決
は
、

メ
ー
ガ
シ
法
制
定
詰
で
あ
る
が
、
同
法
は
ノ
伝
ら
に
も
適
応
手
れ
、
内
切
珂
昨
日
叫
ん
中
間
四
一
見
新
を
羨
紛
れ
N
H

げ
ら
れ
る
こ

／）ノ」一なコた
J

そ
こ
で
利
ヤ
口
及
び
ジ
ョ
〆
・
ド
ー
舎
の
安
仁
す
め
る
、
ノ
亡
、
ン
・
ド
7

は
、
司
法
は
事
後
法
祭
土
規
定
に
泣
反
一
コ
r

，G
Y

L
て
違
憲
の
｛
臼
弓
J

／
一
求
め
て
訴
訟
中
一
提
起
し
た
U

、
こ
の
五
張
JY認
め
、
結
糸
約
に
こ
の
可
川
町
は
お
九
H
M
E
一誕地一
J

芥
裁
川

一
川
に
よ
て
く
も
支
持
さ
れ
に
。
品
川
f

一
品
裁
味
付
は
、
議
会

ζ
L
て
は
こ
の
法
伶
J

ゼ
非
同
昭
一
副
的
な
民
事
前
な
叫
抑
制
皮
、
／
一
川
一
回
）
た
が
、
結
果

に
お
い
と
処
品
川
な
効
果
を
持
つ
が
ゆ
え
に
法
作
は
処
山
剖
ι
初
で
あ
れ
、

／ 

ド

ク
ス
下1
1央

円

は
す
る

単
可守
ちて

l土
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そ
乃
一
法
及
的
治
一
射
ば
干
筏
法
判
示
H
条
一
引
に
述
一
以
λ
q
J

る
と
月
前
し

た
の
で
あ
る
乙
モ
こ
で
川
的
問
、
β
合
衆
出
は
高
裁
判
所
に
yr
十
川
け
の
手
一
巡
乞
中
L
V
L
r

ヴノyエtこ）ノして

法
廷
意
見
①
立
法
者
の
意
図

こ
ち
り
て
は
、
渋
注
意
見
J
V
L
叫べ

C
い
る
の
は
、
ん
ノ
ト
マ
ィ
及
川
円
官
で
あ
る
v

L
J

人
ー
一
ア
ィ
裁
判
’
口
は
、

メ
i
刀
ン
ム
江
川
戸
事
後
十
川
林
山
止
条
尽
に
注
反
し
た
百
い
か
と
h

っ
か
が
問
時
間
と
さ
れ
る
の
は
は
J

め
て
で
あ
る
が
、

制
組
人
自
体
は
よ
け
j
M
刊か：
h
J

明
、
三
か
だ
と
い
う
じ
ウ
主
ワ
ィ
法
判
冶
は
、

メ

lv
法
若
い
か
法
律
を
民
事
的
な
手
続
二
工
吉
凶
I

J

た
か
ど
う
か
で
あ
る
υ

げ
法
者
が
処
r
J
を
科
そ
λ

と
し
ん
｝
の
で
為
れ
ば
、
そ
れ
で
検
討
は



-" 
＂~－ 

終
わ
り
で
あ
る

！し

3
J
fし
、

ヲ
f

も
し

υ
法
者
か
叫
ん
苧
的
で
非
処
罰
的
な

T
続
を
意
同
し
た
の
で
丸
ー
れ
ば
、
そ
の
江
作
の
仕
組

z
r一この口村

的
な
い
し
効
呆
L

お
い
て
処
罰
的
で
あ
っ
て
、

当
た
る
か
ど

J
U
L者
の
丘
凶
を
否
定
す
べ

ι 
日川

い
っ
通
信
は

リ
」
広
者
心
約
一
μ
し
て
い
る
意
凶
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
の
司
会
合
ら

ぞ
れ
を
内
定
す
る
た
め
に
は
一
き
わ
め
て
引
汁
な

証
拠
」
が
必
安
1

／
さ
れ
る
r

一
、
れ
が
枠
組
み
だ
と
い
久
り
で
あ
る
J

L
J

人
ー
一
ア
ィ
裁
判
’
口
は
、
こ
の
作
刺
み
な
遊
山
市
し
、
ま
ず
は
律
の
条
文
お
よ
び
清
造
か
ら
、
立
十
り
い
者
の
台

M
ど
リ
一
体
る
つ
ア
ブ
ス
カ
刊
ノ
法

は
、
そ
の
法
律
の
な
か
で
、
法
律
の
戸
的
に
つ
い
て

何
山
花
持
者
が
一
…
犯
の
危
伶
、
性
が
高
い
一
一
と
い
英
夫

公
衆
会
一
性
犯
罪

4FV、J
P
l

る
こ
と
が
同
決
の
ム
仰
天
な
政
的
刊
誌
だ
と
明
記
1

〆
て
い
る
戸
ま
た
止
法
省
ば
、
什
犯
罪
文
に
関
す
る
一
定
の
情
報
を
当
日
間
三
提
供
、
二

き
ら
に
公
然
に
根
川
い
」
i
q
h
一
こ
に
よ
っ
て
公
共
心
安
全
の
保
設
に
守
～
与
す
る
こ
4
規
心
し
し
い
る
」
そ
こ
で
ケ
永
ヂ
ィ
作
品
判
官
は
、

μ
川

険
ど
と

4
断
ー
さ
れ
ゆ
人
性
犯
格
者
に
山
止
の
引
限
J
T
加
え
る
こ
と
は

正
中
」
以
北
汁
処
汁
的
な
口
約
と
い
え
る
し

ま
に
夜
巾
だ
門
川
に
j

も
そ
の

よ
う
に
法
解
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
法
律
の
規
定
の
仁
三
は
、
w

の
法
律
は
公
衆
を
協
議
L
J

る
コ
必
の
民
事
的
伝
子
紘
と
考
え
ら
れ
る

一
一
、
一
）
コ
ご
う
3

2
L
j
3
り

L
3
t

原
告
ら
は
、

y
↓
フ
ス
土
窓
法
か
公
衆
の
川
人
訟
を
爪
法
の
円
川
氏
の
ひ
と
つ
と
規
む
し
く
い
る
ご
と
か
ら
、
が
件
法
作
も
処
罰
前
た
と
、
「

張
ず
る
し
か
し
ケ
ネ
ヂ
ィ
は
判
告
は
、
伝
作
心
認
す
不
利
益
が
、
市
民
の
健
康
や
宏
九
を
保
護
し
よ
う
と
い
う
州
の
権
限
れ
伎
の
結

果
で
あ
る
ぬ
ム
口
に
は
、

白
川
い
諸
に
は
処
討
の
な
似
し
は
は
く
規
制
の
意
凶
げ
ん
と
与
え
る
べ
き
に
と
い
う
）
そ
れ
ゆ
え
、

ヌ
カ
hγ

ヘJ
l
j
i
山
ソ
メ
ド
ァ

；f
r
b
l
J
tブ
一

ソ
ス
カ
州
の
刊
仏
（
り
は
的
2
重
な
っ

C
い
て
も
、
規
制
が
処
罰
円
的
だ
と
考
／
、
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
A

d

規
定
の
の
E
J
O
i
v
r
μ
苫
の
主
図
セ
抹
測
d
る

判
断
は
れ
で
あ
る
υ

こ
の
内
凶
、
プ
ラ
ス
L
7
r
r
＋
り
い
て
は
、
科
知
山
宮
件
は
性
康
や
が
八
ヱ
住

保
誌
の
法
律
の
か
γ
ピ
合
ま
れ
て
お
り
、
二
の
一
」
こ
は
午
、
れ
が
非
処
H
d
附
ん
d

胤
制
ご
あ
づ
き

笠
銭
要
件
の
中
島
定

、1
1

守、J

て
L
／
一
刀

は
刑
事

T
紛
の
ん
H
1
r
A，
け
ま
れ
て
い
ゐ

υ
L
か
L
、
ケ
示
デ
ィ
デ
ィ
裁
判
官
は
、
」
の
F

一
と
は
決
定
的
伝
詰
味
を
持
つ
も
の
で
は
仕
く
、
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規
定
が
編
入
さ
れ
た
場
所
に
よ
っ
て
民
事
む
な
規
祇
が
白
均
JK
に
町
出
胤
定
に
な
る
わ
け
で
ぽ
弓
w

と
し
う
。
丸
山
内
で
も
、
没
収
限
定

は
刑
法
成
定
の
中

rAけ
ま
れ
て
い
た
が
民
事
的
な
子
校
2
忍
め
ら
れ
て
お
り
、
ゥ
ノ
フ
ス
カ
州
で
も
刑
事
I
技
規
lUの
巾
に
刑
事
訓
と
は

い
え
な
い
多
く
の
規
定
が
品
川
ま
れ
て
い
る
J

刑
事
手
続
比
定
心
中
て
以
め
ら
れ
て
い
る
子
ら
と
い
ヮ
て
、

kzの
土
品
川
川
が
処
罰
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
T

く
は
ご
さ
な
い
と
い
弓
の
で
あ
る
v

L
J

人
ー
一
ア
ィ
裁
判
’
口
は
、

防
法
の
手
絞
J

約
九
弘
引
制
み
を
見
て
も
、
結
論
は
同
〆
だ
と
い
う

ア
ラ
ス
刀
件
法
は
、
十
件
罪
究
ゾ
汗
を
AJ人汁一一人

れ
る
涼
に
、
法
伊
の
災
件
！
と
笠
録
が
求
め
ら
れ
勺
期
刷
を
47
刊
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
、
り
な
い
こ
と
、
け
犯
罪
や
川
恒
三
具
、
議
拐
手
作
の
判

叫
に
お
レ
て
、
法
律
の
川
女
川
け
と
な
録
げ
っ
ぷ
め
ら
れ
る
苅
間
町
明
記
す
る
こ
ー
二
を
ぷ
め
て
い
る

r
r
m
J
、
こ
の
こ

t
は
、
有
罪
判
決
を

受
付
る
性
犯
罪
者
ピ
そ
の
行
為
の
続
出
本
山
r
一
位
同
汗
す
る
v
も
の
で
あ
っ
亡
、

一
。
つ
℃
法
『
い
が
レ
見
出
的
な
も
の
γ
こ
な
る
わ
け
三
は
江
い

と
、
加
フ
の
で
ふ
あ
G
U

さ
山
J

に
、
法
令
司
一
体
が
刑
罰
に
必
安
と
さ
れ
る
よ
う
は
手
続
を
何
ら
胤
｛
止
し
て
い
な
い
こ

r
J
u、
立
法
者
が
こ
れ
を
民
事
的
な
も
の

と
考
え
と
唱
た
、
一
と
を
推
測
さ
せ
る
と
し
う
U

か
く
し
亡
ウ
ネ
ワ
ノ
裁
判
官
ハ
は
、
一
T
J
J
9
J
一
法
者
は
こ
の
法
律
を
い
民
平
日
前
な
非
処
詩
的
な
も
の
と
考
え
亡
い

ヴノyエtこ）ノして

法
廷
意
見
、
必
効
果

ー
な
る
と
、
次
は
よ
い
作
り
効
果
で
め
る
J

こ
こ
で
ん
ノ
ネ
ヂ
ィ
及
川
円
官
は
、

メ

〆

v
i
サ
マ
ル
一
7

ィ
ネ
ス
判
決
に
昭
、
り
し
、
じ
つ
の

E
T
A

－索
J

ど
検
－
山
す
る
ハ
、
｝
れ
つ

、
先
例
山
沿
い
c
u
Vず
J
一
も
網
羅
的
と
も
の
で
も
決
定
的
な
も
の
で
も
な
い
と

5
れ
こ
も
心
で

あ
る
が
、
こ
の
牧
村
に
伝
い
て
右
H
F
な
お
針
i
h
d
る
も
の
だ
と
い
っ
c

そ
の
ー
？
か
で
も
と
り
わ
日
本
件
で
問
山
し
工
U
る
の
は
、
仕
〉
中
島
制

メ

手
続
が
、
そ
の
起
用
に
お
い
て
、
一
校
史
的
お
よ
び
伝
統
的
に
処
罰
的
な
ー
も
の
と

μ
ら
れ
て
き
た
ー
も
の
か
、
必
そ
れ
は
松
医
的
伝
剥
本
や

c 
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制
限
一
ピ
加
え
る
も
の
か
、
公
そ
れ
は
一
伝
統
む
な
処
罰
心
日
的
ん
と
促
、
去
す
る
も
の
か
、

gy－
－
れ
ぽ
片
山
処
川
出
り
市
な
判
的
と
／
υ
到
的
J

川
市
関
連
を

右
し
て
い
る
か

の
円
的
に
照
ら
し
て
過
皮
に
す
ぎ
ば
い
か
ど
う
か
、
た
と
い
う

ι 
日川

ま
ず
第
一
に
、
付
が
処
罰
を
科
そ
う
と
す
る
場
合
に
は
い
抗
的
に
飛
出
と
与
え
ら
如
て
き
す
L
T段
を
沿
い
り
が
ら
で
あ
る
し
、

も
そ
の
」
う
に

m解
「
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
れ
は
吏
ご
検
討
す
る
ご
と
も
布
設
で
め
る
J

ご
一
り
出
限
告
り
は
、
ギ
件
法
律
、
と
り
わ
け
そ

心
公
ト
主
要
件
は
、

根
氏
地
時
14

代
に
行
わ
れ
に
叫
古
川
の
川
ー
一
言
h

細
川
判
い
て
い
る
と

i
張
す
る
U

位
性
か
円
憧
J

山
地
時
代
、

ん巳ヘイ
Jrじ
1
1
二
一
J

2
6
1
3
7
1ザ

い一ー、、

有
m
A
判
決
を
戸
ヌ
げ
に
ヌ
は
、
そ
の
犯
し
L

人
犯
罪
「
乞
一
ボ
ぷ
一
ぬ
小
を
掲
げ
て
公
喰
の
判
前
に
y

ゾ
ち
、
公
衆
の
司
慌
を
受
円
る
と
い

え
制
川
出
口
マ
」
受
け

cい
た
そ
れ
に
t

o

J

て
犯
山
弁
者
ば
字
以
【
ケ
傷
つ
け
ら
れ
、
追
政
手
れ
た
り
、
仲
間
は
ず
れ
を
r
Xげ
た
わ
J

ご旬、
fHWF
一円

は
、
ア
ラ
ス
古
川
作
は
、
そ
れ
乙
類
は
し
こ
い
る
乙
い
う
の
仁
す
め
る
」

ど
が
ケ
託
子
ア
ィ
裁
判
店
は
、
こ
れ
ら
の
引
裁
は
、
犯
邦
者
へ
の
出
と
t

パ
か
っ
た
非
時
や
、
U
欣
を
司
的
ご
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

ス
カ
州
法
法
、
右
罪
判
役
乙
い
う
一
GJC
に
一
子
支
汽
れ
て
い
る
事
告
を
公
表

γ
る
だ
け
だ
と
h

う
。
ア
メ
リ
カ
に
h

h

て
は
、
正
当
日
政

日
J

心
J
q

一
挺
進
す
る
；
め
に
亙
六
一
F

失
心
情
慨
を
公
表
す
る
こ
と
は
、

処
川
副
で
は
な
レ
じ

ア
メ
リ
力
で
は
、
裁
判
は
公
何
さ
れ
、
手
一

町
八
売
こ
そ
が
前
事
裁
判
制
犯
の
級
品
F
f

を
な
l
て
レ
る
と
レ
う
の
で
号
令
〈

う
ま
ア
ノ
裁
判
汁
］
は
、
こ
の
紡
請
は
ァ
ラ
ス
力
州
以
J

こ
れ
ら
の
清
川
本
を
イ
ノ
タ
1
ず
い
ッ
、
ム
で
公
十
が
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
変

わ
ら
公
い
と
い
う
ハ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
で
一
九
日
表
き
れ
れ
ば
、

七
L
F
に
性
犯
罪
者
心
受
け
る
不
利
誌
は
大
き
い
ハ

L
九州
L
公
去
む
円
的

と
王
に
る
効
い
岸
本
は
、
公
衆
に
門
戸
心
安
全
糾
い
に
悶
す
る
給
料
J
V
提
供
す
る
こ
2
で
あ
っ
と
、
快
犯
F
J
者
を
辱
め
る
こ
と
で
は
な
い

J
仏
く

公
殺
に
信
託
ん
L
M
壮
供
す
る
こ
と
が
円
的
、
洋
一
成
ι

必
民
で
為
り
、

経
京
と
し
て
牛

ν
る
＃
め
は
そ
の
月
的
υ

荒
川
仙
の
付
他
的
が
わ
ポ
に
ず
芦
ん
か

い
に
イ
ン
タ
ー
ス
ソ
ト
で
情
伐
を
料
る
た
め
い
は
ツ
ニ
ブ
斗
「
卜
に
い
ノ
て
検
3
1ナ
げ
な
け
れ
ば
ん
ず
り
な
い
J

ぞ
れ
M
M
刑
弔
記
録
館
主
訪

れ
て
記
録
JT
拾
一
読
す
る
の
と
類
似
ー
）
一
に
お
り
、

イ
〆
夕
、
永
づ
卜
は
た
ど
単
に
検
↓
昨
今
｝
祥
易
で
、

J

ス
ト
の
か
か
っ
介
山
い
も
の
こ
に
て

T 
←F 

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ つじつ11118 L引"Y_ I i J 



レ
る
に
い
打
で
z
める

で
は
、

y
－
フ
ス
カ
州
4
い
は
、
積
柿
的
危
剥
台
店
、
制
限
乞
加
え
る
も
の
か
J

ケ
ネ
千
ノ
ー
は
判
古
？
は
、
総
本
や
制
限
が
恒
阪
で
間
ぼ
的
て

、，
i

、ょ、、

ヵ
υ
十
円
同

机
～
川
計
約
と
は
い
え
ん
め
い
と
い
う
J

。一乙［て、

ア
フ
ス
カ
刊
誌
は
以
ん
ら
九
河
口
れ
の
約
束
か
一
作
》
つ
も
心
で
は
な
く
、
ι
世
川
淵
飛
と
は

凶
土
ハ
な
る
こ
と
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
ゼ
刑
討
と
は
い
え
な
い
？
と

に
比
べ
と
も
過
酷
で
は
な
い
一
〕
ふ
〈
陪
摘
す
る
ハ

職
業
ー
も
れ
に
川
刷
、
り
臼
住
？
”
。
制
限
い
て
は
い
な
い
1

／
い
う
の
だ
お
る
。
控
訴
裁
判
品
川
は
、

や
犯
係
者
は
公
士
山
の
付
帯
奈
川
判
万
言
い
付
け
ず
J
U
八ヱニ

失
業
状
絞
と
な
る
と
い
て
ノ
げ
子
、
こ
れ
は
抑
制
い
週
、
守
な
い
r

こ
れ
ま
で
も
…
笠
ゃ
出
店
主
目
、
借
家
人
や
従
り
た
一
民
の
骨
む
調
告
古
行
つ

て
有
罪
判
決
を
チ
ニ
F

ク
「
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
川
法
に
一
三
て
公
表
手
れ
る
こ
と
で
さ
ら
い
不
利
v
M
が
拡
ト
八
、
ど

γ一のご日

拠
は
な
い
υ

ム
口
邦
同
？
時
の
公
t
択
で
性
犯

X
L告
は
長
切
に
わ
行
っ
て
古
λ

刊
を
受
け
る
か
正
一
し
れ

t
uが、
そ
れ
は
州
法
の
笠
録
・
公
表
出

｛
疋
の
結
呆
で
は
な
く
、
有
持
可
決
心
結
果
と
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
公
的
な
お
録
に
汁
ま
れ
γ

J
る
こ
J
な
の
で
あ
る
。

川
河
は
、
定
取
的
伝
ポ
ん
新
j

者
務
を
詰
砲
前
九
仏
制
判
盆
u

の

話
収

ζ

捉
え
る
口
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
解
C
4め
る
。

γ

一
三
八
品
川
州
法
心
場
合
、
約

犯
罪
者
之
H
Mの
山
川
市
…
義
務
は
識
さ
れ
C
は
い
な
い
（
、
ー
ら
に
控
訴
裁
判
所
は
、

啓
円
以
制
何
ん
は
、
決
行
猶
予
な
し
し
紙
恨
刊
さ
釈
校
と
同

生
刈
ぺ
と
レ

3ι

し
カ
し
、
執
行
犯
予
は
い
l
監
視
刊
さ
択
汝
の
場
合
、

道
山
一
条
件
に
述
↓
止
す
れ
ば
処
分

道山
J

条
件
が
付
さ
れ
て
お
り
、

が
取
わ
初
出
さ
れ
る
点
て
民
な
っ
て
い
る
υ

ア
ヲ
ス
カ
州
民
は
持
主
義
務
を
認
し
と
い
r
Q
の
み
で
の
っ
て
、
性
犯
罪
t
d
C
H
h伴
、
就
職
な

ヴノyエtこ）ノして

ど
に
許
可
合
求
め
て
い
る
わ
げ
で
は
泣
い
ま
え
、
ム
以
内
し
f

に
よ
っ
て
科
さ
れ
た
義
務
を
怠
れ
ば
刑
事
処
出
ゎ
3
1
i
V
Qが、

別
の
子
絞
て
う
あ
G
n

J

：
フ
ス
カ
州
、
ヴ
い
が
犯
出
の
抑
止
の
一
効
呆
を
持
つ
こ
と
を
誌
め
て
お
け

原市
μ
ら
は

」の山、わ
ιh甘
い
え
て

いい〕」ドヲ市十しし主凡｝

J
l
J
L
一ー
l
J
K
9

刊日
討
の
巨
的
の
ひ
上
y

つ
で
あ
る
か
っ
、
州
法
は
処
罰
的
い
に
2
、一ぃl
京
ず
る
じ
、
J

’F

〕
、
多
く
の
川
川
の
ふ
J

紋
は
犯
罪
主
判
ド
ず
る
ち
の
で
あ
る

メ

か
、
だ
か
ぺ
J
ζ

い
コ
て
そ
れ
ド
処
罰
に
ヨ
る
一
心
け
で
は
な
い
。

主
に
、
控
訴
裁
判
所
は

州
法
卜
の
義
務
半
、
負
う
山
間
羽
が
危
険
刊
の
科

ill＜｝、：iL'?Jお，31 251) :':9 .20C5.ll; 
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断
い
ん
に
よ
っ
亡
で
は
な
く
犯
罪
の
甫
ぷ
笠
に
」
っ
て
決
記
さ
れ
る
た
め
快
復
的
だ
と
す
J

る
が
、

欧州
ι
は
犯
尽
を
紋
わ
返
す
危
険
注

ι合
泣

的
に
問
問
返
し
て
お
円
、

ぞ
れ
ゆ
え
規
制
約
片
的
と
ム
可
決
L
て
い
る
拙
許
試
判
所
は
、

h
C
公
共
の
安
全
中
川
伊
一
一
「
る
Y

よ
い
う
止
処
出

ι 
日川

的
な
月
的
む
了
L
中
i
川
は
ど
認
め
る
が
、

丹
波
は
そ
の
は
的
日
泣
い
肌
の
ιー
一
め
の
必
袋
不
可
欠
な
手
段
亡
は
ほ
い
よ
J

め
必
裂
性
が
認
め
ら
れ
な

い
と
す
る
が
仏
仰
は
非
処
罰
的
た
ム
当
な
向
的
、
と
段
密
に
フ
ィ
ッ
ー
し
て
い
な
い
伊
、
り
と
い
ヮ
て
処
判
的
な
も
の
と
な
る
わ
け
で
は

λ
l

ぉ、今一
、Jl
vさ
ら
に
持
訴
裁
判
所
は

州
法
が
危
険
性
を
間
わ
ず
寸
べ
て
の
性
犯
罪
者
に
、
川
［
目
さ
れ
る
一
一
と

情
刊
に
F

ク
セ
ス
で
き
る
人
に
限

（
－

hhr
な
レ
一
」
と
の
二
点
を
奴
点
、
川
決
は
町
札
制
じ
し
的
に
間
山
、
い
ア
〆
て
レ
き
す
ぎ
♂
て
と
い
、
ノ
c
f
m
N

九
州
は
、
性
別
化
却
で
有
罪
判
決
を
4
7

け
た
こ
い
ミ
事
実
を
J
h

つ
亡
、
犯
罪
を
繰
り
返
す
実
質
的
危
険
の
計
拠
／
与
J

九
る
こ
乙
も
前
き
れ
る
υ

こ
の
「
で
？
な
州
の
判
断
は
、
悦

犯
格
者
と
の
罪
判
対
を
バ
え
い
、
ー
γ
荷
主
引
か
一
掃
時
打
辺
L
q
J

危
険
件
が
有
い
い
」
と
に
対
ず
る
重
γ

八な
m
A
心
と
も
ム
n
食
し
て
い
ザ
G
n

ご
の
寸
つ
に

d

況
の
範
1Fり
犯
罪
者
に
コ
い
て
カ
γ

コ
リ
カ
ル
に
危
険
性
を
判
断
し
亡
も
、
そ
れ
が
ひ
刈
的
と
占
め
れ
ば
、
バ
六
れ
る
n
T刊
務
な
片
山
ハ
ラ

期
間
J
U
、
不
合
泣
と
は
い
え
な
い
η

ナ
ν
く
も
に
汁
「
る
作
物
レ
じ
め
の
ぷ
査
で
は
、
犯
罪
は
釈
放
冷
奴
年
間
た
け
て
は
な
く
、

一一

C
午
に
J
J

て
か
ら
起
さ
る
こ
と
も
あ
る
と
の
訓
拠
が
あ
る
c

ま
戸
～
控
訴
裁
判
所
は
、
仏
釘
円
高
の
人
に
け
門
町
怖
い
が
夜
F

仰
さ
れ
る
一
」
と
を
昨

思
視
す
る
が
、

イ
ン
タ
ー
不
u

N

で
情
慌
を
入
手
「
る
た
め
に
は
、

ウ
L

ア
セ
イ
マ
刊
に
ア
ク
主
人

L
K行
れ
ば
な
ら
ず
、

モ
イ
h

に
は

件
犯
罪
者
に
対
f
る
犯
罪
行
為
は
刑
事
処
山
吉
川
百
け
る
こ
と
の
敬
広
が
あ
る

同「土い
n
M
W
叩
訪
す
る
傾
向
が
怖
い

が
者
向
服
店
内
を
州
す
べ
て
で
ア
ク
占
ヴ
ハ
て
き
る
上
う
山
し
た
と
し
て
も
、
場
制
的
け
門
的
に
間
一
、
り
し
て
い

は
一
は
え
ず
、
守
山
れ

ゆソ
J

命
作
は
な
同
時
詩
的
J

す
る
も
の
で
は
ヘ
ホ
い
υ

法
律
が
え
R
仔
の
あ
る
場
企
に
の
み
通
い
閉
さ
れ
勺
か
と
う
か
、
之
戸
、
し
て
こ
れ
が
九
川
［
目
さ
れ
る
行
為
が
す
で
に
洞
化
罪
こ
さ
れ
て
い
る
行
為

か
ど
う
か
こ
い
う
、

蒸
準
は
、
簡
凶
で
あ
る
J

州
法
は
過
ι

ム
幻
計
九
、
し
か
も
犯
m
A

メ
ン
ド
、
ザ
・
マ
ル
ア
f
A
h

ス

。J
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と
さ
、
れ
C
レ
る
行
為
に
よ
っ
て
作
動
ヲ
る
が
、
犯
罪
を
繰
り
志
す
危
険
ヤ
主
β

挫
出
で
あ
る
か
ら
、
、
｝
れ
は
心
l

然
で
為
る
r

そ
し
亡
、
川

院
の
義
務
は
、

的
ら
か
む
読
点
な
い
し
？
来
の
わ
片
付
に
よ
引
こ
治
川
刑
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
め
る
わ

L
L

れ
ゆ
え
ウ
ネ
デ
ノ
裁
判
守
け
は
、
山
川
恥
の
検
出
L

よ
っ
て
も
、

ア
一
ノ
ス
カ
什
zい
は
甲
山
事
的
日
比
制
と
し
て
し
円
山
川
さ
れ
に
と
い
う
一
己
宅

を
夜
す
か
御
は
な
く

ヲ
げ
れ
ゆ
え
州
伝
ば
怖
い
一
請
に
は
勺
ー
に
、
り
ず

t
の
遡
及
的
治
田
川
N
h
ポ
校
怯
禁
止
条
取
H

達
反
し
た
い
と
計
八
一
市
う
し
た

の
で
や
め
っ
た
じ

同
意
意
見

ト
｝
マ
ス
裁
判
庄
の
同
E
と
え
は
、
事
後
法
禁
止
条
州
、
注
反
か
ど
う
か
の
刊
断
ば
、
法
『
刊
の
条
文
に
草
剤
い
て
j
わ
れ
る
べ
き
て
、
そ

の
五
際
の
“
主
則
bn
↑
吟
味

L
て
斗
慨
す
べ
さ
と
は
な
い
と

L
、
州
法
と
は
情
報
の
公
表
日
刀
法
に
つ
い
て
胤
え
は
き
れ
て
、
な
J

り↑
J

＼

イ
ン
タ
ー
下
ッ
ー
で
の
公
表
に
よ
っ
て
州
件
、
川
I

処
罰
乙
は
る
か
v

う
か
z
V
｝
検
討
す
る
必
要
は
刊
か
っ
た
乙
遣
、
て
h

る
n

ス
l
タ
l
北
京
判
さ
の
結
果
何
十
円
以
辺
見
は
、

ア
ラ
ス
カ
川
法
h

川市
r筏
法
主
U
’t一
刻
に
泣
一
以
ー
な
い
ヨ
と
い
工
勺
札
論
に
は
試
問
す
る
か
、
ユ
」

の
到
出
川
口
打
が
け
思
う
2
レ
有
一
法
待
が
処
山
北
町
か
と
う
か
の
判
断
は
、

ま
ず
川
議
会
心
内
門
品
川
出
デ
↓
川
断
し
、

午
、
れ
が
μ
ハ
宇
品
引
に
と
判
断
さ

μ
作
の
結
果
を
検
一
止
し

の
丘
団
を
援
す
ほ
ど
処
U
J
的
で
あ
る
弘
合
に
、
示
作
は
川
池
山
訂
ど
と
刊
針
さ
れ

ヴノyエtこ）ノして

る
と
い
う
枠
組
み
自
作
は
一
又
当
で
お
る
J

し
か
lL
、
多
数
百
円
ぬ
は
、
、
、
の
効
果
、
L
Iる
反
北
は
一
き
わ
め
て
明
侍
一
立
場
合
に
む

め
ら
れ
る
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
た
重
い
社
別
責
任
は
、
州
談
会
の
立
凶
ぷ
明
ら
か
に
見
事
的
で
あ
る
場
台
に
以
ら
れ
る
と
い
う
べ
き

だ
と
い
λ
J「
v

不
件
（
U

場
合
は
、
微
か
な
事
例
て
あ
り
、
そ
こ
ま
で
重
い
一
正
別
立
に
い
や
す
日
寸
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
に
L

、

い
う
の
は
、
本
件
の
場
介
、
州
法
向
川
河
が
当
山
下
的
な
法
律
と
明
記
し
て
は
レ
な
い
1

山、

て
い
る
規
，
に
は
刑
事
ア
執
を
定

メ

め
る
且
に
あ
る
、
ま
た
抗
措
答
弁
に
際
L
て
こ
の
義
務
に
つ
い
て
f

口
却
す
る
こ

j
r法
律
が
要
求
L
に
お
り
、
性
犯
芳
請
に
対
す
る
ふ
い

ill＜｝、：iL'?Jお，31 253) ＇つI.20C5.ll; 
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罪
判
決
に
は
を
お
義
務
を
叶
1
4
A
r
る
一
一
と
を
ふ
本
吟
て
レ
ッ
G
C

公
明
日
先
は
地
方
心
説
明
パ
説
明
者
で
お
る
〈
こ
れ
ら
の
こ
、
こ
か
ら
川
法
は
処
出
だ

と
ま
で
は
い
え
ム
な
い
が
、

明
ら
か
に
民
事
的
だ
と
は
い
い
が
た
い

L
か
も

JIFh山
か
ら
公
共
の
安
全
保
廷
が
口
約
で
ふ
り
る
こ
と
は

ι 
日川

明
ら
か
己
あ
る
が
、

性
犯
持
者
に
対
す
る
位
九
五
心
態
皮
を
考
慮
す
わ
ば
、

つ
ま

n
過
ょ
の
品
川
犯
尽

公
民
心
｛
久
人
l

佐
保
吉
辺
、
え
た
月
的
、

に
主
ら
ば
る
不
利
心
を
訳
そ
う
？
と
い
n

一
片
的
♂
お
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
1
／
心
疑
念
日
か
ゴ
じ
る
こ
の
疑
念
は
、
」
叩
訂
さ
れ
る
不
問

益
（
り
重
さ
か
ら
も
さ
ら
同
涼
ま
る
〈
再
ハ
2

／
↓
、
作
川
、

写
真
、

犯
罪
医
の
八
ム
λ丸
山
h

、
が
に
犯
担
名
J

ケ
ザ
め
仲
間
は
ず
れ
午

1
2吉
本
に
な
り
、

Z

れ
は
か
つ
で
あ
っ
た
辱
め
の
刑
罰
と
類
似
L
て
い
る
c

メ
れ
ゆ
乙
ス
マ
ー
タ
裁
判
け
は
、

ぶ
刊
の
場
合
は
〉
ち
っ
と
も
い
え
な
い
事
ず

測
で
あ
り
、
多
弘
意
見
の
い
た
F

ょ
う
ん
d

主
レ
ピ
雨
明
玄
任
宮
、
川
川
法
主
々
y
vノ
測
に
ぷ
め
る
一
、

t
は
遇
主
で
は
ー
ゴ
い
と
い
え
の
で
あ
る
c

た

だ
ス
タ
裁
判
巨
は
、

州
法
の
人
志
川
u
は
推
定
3
れ
る
ド
八
め
、
疑
h
f
ノ
】
〆
い
は
吻
戸
に
は
州
J
A
I
Z
4
F
t
什
ず
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

本
行
と
は

タdyι
訪
れ
志
見
の
結
ヘ
品
開
J

／一＋，人持
L
た、
y

」
い
～
寸
の
で
あ
る
。

反
対
意
見

反
対
意
H
ん
を
述
べ
ご
レ
る
の
は
、

ス
一
ブ
ノ
ブ
ン
ス
裁
判
官
川
と
ど
ン
ズ
パ

l
グ
裁
判
川
一

ぇ
テ
ィ
プ
ン
ス
許
可
判
い
さ
は
す
で
に
涜
ペ
た

I
う
に

r

ずいナ
r
カ
ヅ
州
い
い
ハ
」
市
予
測
で
、
登
録
・
公
表
義
務
を
処
罰
だ
と
刊
新
L
、

を
に
れ
ゆ
え
こ
れ
を
伝
汁
制
定
前
に
轄
庁
を
犯
し
た
者

b
u
m寸
7
2
と
は
宇
品
川
法
令
止
条
尽
に
泣
可
ん
す
る
2
判
刊
誌
し
だ
っ

ギ
ン
ズ
ハ

l
グ
裁
判
’
口
ば
、

プ
ワ
イ
ヤ
ー
裁
判
Jぃh
と
E
も
に
、
ス

l
タ
i
裁
判
JEと
同
様
、
州
民
（
り
向
的
は
明
維
で
は
な
く
、
さ
わ

め
と
明
確
な
反
一
μ
’
V
求
め
る
ご
と
な
〈
、

メ
シ
h
h
i
斗
マ
ル
テ
ィ
ス
ス
判
決
の
J
A
一
市
合
起
用
し
て
、
件
渋
い
md
処
話
的
、
引
と
二
J

か
桧
－
市

ず
べ
き
だ
と
い
う
ご
そ
し
て
、
結
論
的
に
ア
↑
ノ
ス
カ
州
法
は
処
円
割
前
だ
と
レ
つ
v

ネ
れ
は
、

ア
ラ
ス
刀
心
叶
決
が
性
犯
罪
で
右
罪
判
決
を

受
け
た
蓄
に
重
大
な
義
務
を
諜
L
、
そ
れ
を
九
ふ
利
川
内
の
人
に
公
ょ
が
す
る
い
ア
、
に
F

仇
つ

1
1
甫
ト
人
江
い
？
の
と
J

中
川
却
は

rれ
を
拘
く
た
め
、

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ワ℃I' 1122 c引＂－＂



一
fm訴
判
的
な
お
髭
な
L
し
制
限
古
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
c

し
か
も
川
法
心
認
す
J
L
戎
凶
刊
は
、
訟
判
祝
日
台
釈
汝
や
仮
出
川
仙
の
丸
木
汗
と
出

て
お
わ

内
「
ね
さ
れ
こ
い
る
悦
犯
以
苔
と

L
て
公
！
れ
す
る
こ
2
は
、
か
ぺ
て
の
一
勺
め
の
山
川
川
市
と
如
、
似

L
て
い
る
し
か
も

玩
一
一
の
危
除
、
性
℃
は
な
く
、

洲一
I
山
む
犯
川
め
の
み
に
よ
っ
て
州
い
い
の
義
務
が
法
泊
さ
れ
る
へ
と
の
こ
と
は
、

川竹！付いが迅
J
↑
れ
い
り
有
罪
む
れ
為

JPふ
れ
復
的
に
ね
ら
っ
た
も
り
だ
？
と
の
疑
い
を
ね
か
村
る
）

ー
し
か
に
こ
れ
ま
で
J
Q

最
ト
へ
は
剥
世
寸
や
制
限
十
部
川
す
に
も
か
か
わ
ら
ず

は
律
J

ピ
J

山
事
的
で
非
札
、
叫
目
的
と
し
て
き
た
お
例
が
為
る

｛ぷ
J
｛
一
、
ギ
ン
ズ
ハ

i
グ
政
判
官
h

は
、
ト
ベ
了
刊
の
場
台
、

ー
処
罰
的
と
同
門
的
二

問、ら、

1
7段
、
か
あ
ま
り
に
い
き

TVき
で
あ
る
L

人
め
、
こ
れ
り
と
は
具
合
る
と
い
λ

そ
れ
は
、
公
ん
の
安
全
を
J
る
と
い
つ
み
処
訓

的
な
E
U
的
山
山
山
よ
J

J

、
危
険
性
宮
内
わ
ず
す
べ
て
の
性
犯
罪
で
右
罪
判
決
言
V
け
z
y
J

互
に
一
吋
E
N
さ
れ
、
義
務
を
白
γ
ノ
期
間
も
危
険
性
L

応
と
て
お
、
J

f

J

、
し
か
も
党
更
は
日
〈
て
も
情
禄
の
惇
寸
川
町

リ
ハ
ビ
リ
す
L
て
j
h

仰
い
ら
義
務
合
免
除

戸
午
凶
同
j
G
L）

さ
れ
る
ム
止
は
人
G
U
ひ
ら
で
d

める

そ
れ
ゆ
え
午
／
ズ
パ
グ
政
判
ハ
h
は

ア
一
ノ
ス
カ
州
法
心
烹
図
は
川
明
確
で
は
な
い
が
料
来
に
お
い
と
明
ら
か
に
処
罰
的
と
あ
り

同
訴
を
巡
法
的
に
也
川
す
る
ご
と
は
主
役
法
川
市
止
条
項
に
泣
反
す
る
と
結
論
し
た
の
む
あ
る
c

'l 

品川シぐふわた～市川た川
4

ヴノyエtこ）ノして

最
高
裁
判
所
の
判
決
を
ど
う
一
日
開
価
す
べ
き
か

最
高
裁
川
刈
判
決
に
か
に
「
る
詳
怖
は
Z
L
く
な
い
わ
も
ち
一
F

つ
ん
メ
！
万
ン
一
江
乞
支
持
L

線
宝
一
一
在
日
体
、
守
山
れ

を
支
持
し
て
き
た
F

引
長
士
や
山
口
氏
伺
体
、
学
背
広
ど
は
、
一
札
れ
ら
の
判
決
て
メ
i
ガ
ン
ド
デ
い
り
ん
U

幸
村
い
に
決
右
M
d
つ
い
た
こ

丈
に
こ
れ
に
汁
に
も
と
も
と
升
諾
士
、
市
対
同
什
や
パ
J

す
い
の
阿
で
は
メ
ガ
J

法
に
批
判
的
合
戸
が
争
か
コ
ド
一

戸
、
と
っ
て

メ

段
高
I
吋汀山川；
hlv

メ
ヲ
ガ
ン
法
の
人
U
小
宮
性
を
え
持
ー
ノ
た
い
ア
ノ
、
が
～
〆
ヨ
F

ク
μ

J

；
た
の
で
あ
ろ
う
。

ill＜｝、：iL'?Jお，31 25SJ ，お初出11;
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ハ
l
パ
l
i
・
口

l
e
レ
ビ
ュ
ー
の
評
釈
は
、
長
古
川
政
判
所
が
主
犯
罪
者
む
な
江
沢
ι
が
も
た
ら
ず
不
名
蛍
や
恥
辱
の
市
川

y一
古
畑
似
し
て

レ一、
イて〉

り

最
古
裁
判
所
が
、
日rι

 

ι 
日川

し
か
も
守
録
義
務
を
負
わ
ざ
わ
た
犯
以
苔
の
組
問
も
情
報
に
ア
ケ
ビ
ス
下
さ
r
Q
人
の
ぷ
凶
も
i
h
h
す
き
匂
こ
と
を
栴
慢
し
て
い
る

と
批
判
ー
す
る
F

こ
の
許
苫
は
、

メ
I
ガ
ン
「
い
は
明
ら
か
に
処
計
約
7d
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
い
弓
の
で
あ
る
v

民
訴
に

7
d
U
ノハ
V
司
訂
川
以
台
一
は

H

常
高
及
川
円
川
川
ゃ
中

〉
｝
止
す

て
い
る
向
的
に
1

本
当
に
仕
、
ズ
と
い
る
の
か
ど
よ
ー
か
を
問
題
と
し

c
日

必
波
な
範
阿
ζ

超
え
て
広
汎
に
不
利
詩
ー
ピ
科
、
し
え
い
る
山
甲
山
沖
を
支
持
し
た
日
」
J
’
予
知
判
「
る
什

F

一72
ス
む
怖
心
メ
l
ガ
ン
訟
が
州
議
会

三
U
L汗
＃
引
は

法
律
の
ド
的
の
判
断
に
伝
い
て
州
議
会
の
判
断
を
苧
主
〆
、

同
犯
罪
者
を
法
律
の
弘
リ
録
恥
公
キ
交
務
に
叫
叫
汽
ザ
る
引
に
叫
が
危
険
性
を

ムっこ
J

Z
乞
袋
入
札
ル
リ
ず
、
予
一
れ
山
よ
っ
て
法
仰
の
規
定
が
州
法
の
山
べ
て
い
る
巨
的
に
ど
ん
際
に
仕
え
て
い
る
こ
と
を
鋭
、
丸
J

ごゆ

か
う
た
こ
L

一
を
批
同
」
i
o
J
こ
の
評
者
に
ホ
れ
ば
、

い
る
再
的
こ
は
異
な
れ
、

州
議
ム
討
の
川
内
ぺ
て

法
律
は
処
罰
的
一
ん
と
結
論
し
た
ギ
ン
ズ
パ

i
グ
裁
4
官
け
判
断
の
？
ん
が
妥
当
で
あ
つ
に
と

γっ
。
こ
の
計
者

ア
ラ
ス
古
州
悼
の
効
果
は
あ
ま
り
に
ヰ
処
副
的
で
あ
る
の
で
、

の
見
解
立
法
、
一
F
＋
人
刊
の
犯
罪
行
為
古
道
出
と

L
て
木
利
伶
h
v
謀
さ
れ
て
い
よ
巳
場
台
、

、i
h

し
ょ
〆

さ
も
辺
、
げ
れ
は
、

そ
れ
は
処
剖
約
三
、
河
憲
だ
と
比
h
，
れ
る
べ
寺
に
？

川
は
長
事
的
胤
引
の

R
N
Hで
さ
ら
な
】
I
G
処
却
を
加
え
ら
れ
る
f
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
〈

ま
に
～
M
C
許
者
は
、
千
続
的
「
「
ユ

l

ヴ
ロ
セ
ス
に
即
時
L
C
、
ド

l
川
決
は
、
性
犯
罪
者
以
ず
べ
て
欣
険
で
為
る
と
い
工
つ
止
法
者
の

判
V

引
に
来
い
て
、
制
々
心
性
犯
川
心
者
パ
V

J
品
設
住
を
立
川
怖
す
る
直
要
性
は
と
い
と
し
て
剛
山
慣
の
必
安
性
セ
百
ど
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う

h
d
考
え
方
は
、
ム
川
叫
明
性
は
H

拭
判
所
こ
と
小
判
断
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
川
視
し
て
い
る
と
い
う
ν

長
足
批
判
町
ノ
は
、

利
話
術
情

h

ょ
っ
一
と
個
々
の
聴
闘
の
必
要
性
JY
刈
断
す
べ
き
だ
う
ー
ん
と
い
う
の

残
さ
れ
た
論
点

こ
の
よ
う
に
汗
者
に
L
る
批
判
は
あ
る
が
、
民
同
裁
判
所
に
よ
コ
て
、

メ
2

ガ
ン
訟
が
処
計
的
で
は
な
い
t
さ
れ
た
h
7
4
E
、
メ



ガ
〆
寸
法
、
か
王
ア
品
川
J
U
禁
止
条
？
川
引
や
主
阜
の
危
険
川
市
止
条
項
に
注
r
k
す
る
と
い
工
？
一
張
は
離
し
く
は
っ
た
し
ス
ミ
ス
判
決
以
峰
、
連
邦
の
ト

級
者
お
よ
び
川
川
f

拭
判
一
リ
は

い

γわ
も
事
後
ム
出
U
世
小

τ
日
条
項

ま
よ
、

T
M机
的

重
の
危
決
色
川
f

止
条
瓜
述
「
此
の
ム
下
張
主
斥
け
て
い

主主
請
の
笠コ
じ

剖｜

肘
R'.J 
6コ
·~~ 
ノ、

ii 
ィ、

安

台

、～

る，3i 
ヰゴー

Uノ
号上
ホπ
来

デ
ー

I

フ
ロ
ピ
ス
達
反
れ
い
り
主
張
に
」
汀
L
てよ。

n
v
ハ
れ
よ
内
務
が
有
罪
判
小
い
か
ら
自
動
的
に
杢
じ
る
場
合
に
は
、
内

た
だ
し
、
勺
初
加
重
性
的
暴
行
容
疑
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
有
持
答
弁
の
段
情

で
加
£
訴
行
二
心
パ
罪
の
答
弁
を
い
ず
服
役
し
た
安
川
苦
v

炉
、
川
一
内
絞
判
円
一
世
い
制
服
岡
山
～
殺
人
品
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
内
人
伏
性
犯
罫
者

〉

7
J
て
バ
恥
、
）
い
山
机
枚
張
刊
を
が
さ
れ
、

H
J
一
の
負
担
さ
カ
ヴ
ン
セ
リ
／
グ
を
受
け
る
一
一
と
乞
余
儀
な
く

3
れ
た
こ
〉
町
子
札
呪
的

と？？

¥, ' -

る1そι

プ

fl 
h 
」

プ、

長
反
〉

" 
つ

は
、
一
日
国
の
引
授
の
剥
ノ
守
が
認
め
ら
れ
、
エ
ア
続
的
中
ノ
）
；
プ
ロ
セ
ス
澄
反
が
認
め
ら
れ

最
古
可
裁
刈
γ

川
叫
が
メ
庁
、
／
法
の
ほ
置
か
一
処
川
判
的
て
は
な
い
と
L
戸
～
こ
と
か
ら
点
て

メ
i
ガ
J

法
が
わ
い
料
権
剥
盆
u
J
以
来
fH条
誌
は
違
反

一3
7
Eり
じ
K
L

士
千
戸
、
ょ
っ

』

C
J
一j

丘
が
l
I
Y
L
V
φ
i
j
j

u
L
た
が
J

て
、
お
そ
ら
く
メ

i
rン
法
が
私
権
制
訟
法
に
心
ト
る
と
1
J
y主
張
は
認
め
ら

札
な
い
で
あ
ろ
う
し

ま
；
、

メ
ー
ガ
ノ
法
正
行
訓
み
が
処
罰
で
は
ほ
レ
と
さ
れ
た
こ
よ
か
ら
凡
て
、
修
正
信
一
八
条
が
治
則
さ
れ
る
べ
リ
能

冷
は
ぼ
く
な
っ
た
と
宅
え
ら
れ
る
c

十
修
正
第
一
ヘ
条
は
、
あ
く
ま
で
処
出
に
つ
レ
ど
の
み
迫
出
さ
ー
れ
、
そ
の
処
罰
が
犯
罪
と
の
均
衡
を
沈

し
と
い
た
い
ノ
す
）
匂
湯
今
に
処
罰
乞
述
主
と
す
る
も
の
ピ
か
ら
で
あ
る
ν

ヴノyエtこ）ノして

こ
れ
に
対
じ
段
高
裁
判
断
ん
は
、

〆

宇

一

子

J

J

1
L
ず

4
M
J

五
体
的
デ
」

1
・
／
リ
セ
ス
述
何
人
の
、
半
張
に
つ
い
て
は
、

明
不
的
に
引
い
析
を
利
保
し
た
コ

て
、
占

i
ガ
ン
い
が
ブ
フ

f
パ
シ
ー
の
桜
叩
刊
を
伝
山
ム
［
p

す
る
と
し
て
実
体
的
デ
ュ

1
・ブ
7
J
一
ス
逗
反
に
川
向
わ
れ
る
可
能
壮
い
は
授
さ
れ
て

い
る
っ
こ
だ
、
段
高
裁
判
所
は
、

い
ま
ま
で
花
的
な
桔
仏
教
校
公
去
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
凶
作
ぷ
主
体
的
デ
一
i
l
i
－－

f
f

口
中
一
ス
に
違
反
す
る

と
判
断
J

た
こ
》
は
な
い
に
た
に
か
に
I
M
n同
裁
判
所
は
、
妊
娠
門
組
の
権
利
JTブ
ブ

f
パ
シ
v

の
一
円
四
利
の
中
い
一
一
円
み
込
ん
で
、
そ
の
持

メ

引
の
制
約
に
厳
終
↓
密
資
を
i
利
用
L
、
好
品
市
J
I
絶
を
ほ
｝
は
九
一
判
的
に
性
一
市
ー
リ
4
1

〕
た
州

υぷ
〉
忠
忠
仁

L
ど
こ
／
｝
が
あ
る
ー
か
1

1

そ
の
後
以

ill＜｝、：iL'?Jお，31 25/J ・'2c .20C5.ll; 
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高
円
以
判
所
は
、
妊
娠
中
維
の
p
碓
杭
が
フ

7
r
パ
ン

l

し
て
保
設
を
交
げ
る
と
い
う
部
分
は
、
先
例
拘
束
性
一
ゲ
↓
到
山
間
に
可
確
認

し
と
い
る
が
、
妊
娠
中
経
の
権
利
の
制
約
に
伐
格
審
査
が
、
一
出
府
さ
れ
る
と
い
う
部
分
は
分
、
更
し
て
い
る
J

い
ま
や
妊
娠
中
総
の
純
利
て

ι 
日川

め
っ
一
L
d
A司
、

主
川
口
心
柊
利
に
不
当
た
角
一

ιと
以
ら
な
い
限
り
は
、
制
限
は
造
告
古
と
手
台
な
い
っ
に
と
え
な
的
な
浩
諸
吉
仏
山
長
さ
れ
泣
い

と
い
う
権
利
が
プ
フ

f
パ
シ

i
心
桜
利
と
L
て
認
め
ら
れ

γtし
し
て
も
、
ぷ
i

品
裁
判
所
が
そ
の
制
約
に
川
町
一
格
審
査
士
、
也
市
す
る
か
ど
う

か
ハ
U
疑
問
で
あ
る
。
し
か

b
、
公
去
さ
れ
る
料
夜
は
、
了
と
も
に
対
す
る
性
犯
罪
で
有
罪
判
仇
ー
ピ
受
け
た
と
い
ふ
付
沫
で
お
り
、
こ
の

的
出
れ
は
裁
判
が
公
開
さ
れ
、

裁
判
記
録
が
n

公
開
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、

フ
ブ

f
ハ
シ
：
と
い
え
る
か
〉
〉
っ
か
さ
え
｛
疋
か
で
は
な

', 、

た
と
え
ブ
ラ
イ
ハ
ン
ー
と
い
え
た
と
、
J

て
も
、
同
収
高
次
判
所
は
、
λ

仏
口
出
口
的
な
叔
拠
が
あ
れ
ば
、
ー
の
公
表
J
U
行
さ
れ
る
と
判
断
す

匂一口
d

詑
性
は
門
問
い
ホ
う
に
刊
か
y

や
れ
る
J

そ
う
だ
／
一

f
o
乙
、
了
、
，

a
d
y性
犯
罪
か
J

保
護
ふ
2

Q

4

い
う
広
倒
的
な
、
や
む
に
や
ま
れ
な

い
州

σ叩
川
井
け
ι
川
ピ
、

メ
ガ
ン
法
が
T
h

九
口
四
な
れ
置
だ
こ
さ
れ
る
刊
誌
性
は
ほ
い

ま
に
、
ワ
ハ

i
タ
裁
判
円
い
は
、
さ
う
に

1
等
似
体
議
条
一
孔
注
打
は
の
同
川
岨
胞
が
残
さ
れ
て
川
ザ
ゼ
一

r一zぜ
注
記
し
て
い
る
ハ
ご
の
h
Jも
、
残
さ

札
た
州
説
明
但
で
あ
る
し
た
だ
、
す
で
に
見
た
よ
ち
に

4
1
ガ
ゴ
法
が
、
疑
わ
し
し
メ
ヲ
討
に
茶
つ
い
ヨ
て
い
司
る
と
か

県
本
的
な
権
利
に
問

ず
る
茅
別
で
あ
る
と
主
張
「
る
こ
と

は
な
レ
か
と

E
わ
ー
れ
司
令
〈
そ
う
だ
と
ん
9
れ
ば
、
叶
l
斗
J

川23眠久木知一の
h
！
で
、
出
り
て
ら
く
は

つ
店
内
的
恨
側
主
準
が
、
他
国
刈
さ
れ
、
ん
I

理
的
注
目
的
と
ム
店
内
的
関
山
ャ
性
を
片
付
っ
て
い
れ
ば
、

異
な
っ
た
取
版
い
は
平
等
保
護
条
岐
に
は
反

し
な
い
と
さ
れ
y
ご
う
で
：
r

ぬ
る
コ

ー
と
両
政
引
所
は
こ

で
も
ム
円
理
的
松
拠
基
刊
の
も
と
で
叫
Fリ

む
の
異
な
っ
た
取
ぬ
い

F

」
J
n叫ア」、

γ
1
プ
b

を
P

小
ん
口
埋
だ
と
判
断
し
て
き
ー
に
）
女
性
に
い
y
d
f
る
ム
庁
別
、
向
性
「
u
h
蓄
に
対
「
る
め
か
、
っ
さ
ま
は
υ
L
h
別
、
持
半
暑
い
内
い
九
寸
る
偏
見
い
山
口
九
く

差
別
な
ど
は
、

一
」
れ
ら
は
い
わ
ば
虐
げ
、
り
れ
た
少
数
醤
だ
と
い
、
え
な
い
わ
け
で
は
と
い
〈
に
だ
が
、

メ
i
ガ
ン
ー
は
心
対

そ
の
－
例
で
お
る
「

象
ば
了
と
3
0
に
け
す
る
性
犯
罪
文
で
あ
り
、
こ
の
M
m
f江
は
性
犯
罪
者
向
、
h
J

「
以
品
裁
判
所
市
＼

了
と
J

U

L

対
ず

る
件
犯
M
叶
考
を
円
札
？
ね
ー
v

い
区
分
に
刊
に
る
よ
う
な
虐
一
J
ら
れ
た
少
数
討
に
対
す
る
云
叫
p

と
捉
え
る
川
詑
刊
は
低
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ つじ3• 1126 L引"Y_ I i J 



ヰ
l

等
以
一
段
条
原
通
一
況
の

4
能
性
は
代
手
れ
て
は
w

る
刀
、

メ
ー
カ
J

法
が
不
合
挫
で
あ
る
こ
と
が
前
日
だ
と
さ
れ

る
可
能
性
は
怪
い
よ
う
に
正
わ
れ
る

こ
の
こ
と
を
与
え
令
と
、

h
r
L
一
一
つ
の
判
決
心
あ
と
、
人
川
米
国
門
空
間
裁
判
所
が
メ

l
方
ン
法
ー
ピ
迭
さ
2
判
断
す
Q
可
能
性
は
か
ほ
の

市
、
い
の
で
は
之
い
か
2
考
え
ら
れ
る
J

実
際
、

第
一
ρ
品
目
庁
内
祥
一
品
裁
川
門
戸
川
は
、

メ
ー
ガ
／

一

ι
i
／
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す
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限
定
さ
れ
、
少
年
審
判
記
鈴
pf
閲
覧
さ
き
る
者

も
限
定
さ
れ
た
そ
L
て
、
法
限
を
右
す
る
人
以
外
心
人
が
少
午
事
件
の
記
み
を
公
表
し
た
り
示
正
に
利
弓

γ
る
」
と
が
い
京
止
さ
れ
た



と
こ
ろ
が
、
し
だ
L
に
こ
の
少
年
裁
問
所
の
在
殺
と
現
実
と
の
主
ヤ
ソ
プ
か
、
各
く
の
記
長
に
失
明
感
を
d

じ
さ
せ
る
よ
う

ι
押す合し

保
護
と
い
う
ち
日
で
少
立
i

山k
kど
の
uu
山
設
に
収
容
3
れ
れ
ば
、
少
佐
は
J

ト
白
玄
均
等
d
A

一
れ
る
が
、

審
判

I
技
研
イ
ン
づ
ト

1
7
ル
こ
ん
あ

る
た
め
、
事
中
人
が
途
切
に
芯
｛
止
さ
れ
ず
、
窓
意
的
に
捻
設
に
収
一
介
さ
れ
と
ー
一
出
を
奪
わ
れ
る
r

？
で
れ
が
持
抗
さ
れ
た
J

v

h

C

川結束、

も
っ
と
審
川

Tu杭
～
十
一
円
事
言
、
一
下
表
的
h
h
き
ち
ん
と
し

f
T較
に
す
べ
き
で
は
ん
ぱ
い
か
と
の
声
が
両
ま
三
よ
一
た
ハ
ま
え
、
伝
識
の
必
安

壮
い
に
某
…
い
て
川
州
議
処
分
が
決
定
さ
れ
る
け
戸

裁
判
所
の
判
断
二
一
許
制
的
公
定
準
い
わ
d

な
く

よ
L

何
一
的
円
以
設
の
胡
問
が
決
定
さ
れ
て
い
る

一
一
と
へ
の
批
判
も
あ

flhに
ん
は
黙
阿
長
門
同
裁
判
所
も
、
こ
の
よ
ト
コ
な
釧
刊
を
公
け
て
、

川
〆
司
存
刊

7
続
々
に
も
デ

7
・f
μ
山
一
ス
の

権
利
の
嵐
じ
ー
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
し
ハ
ア
ヰ
審
判
手
続
に
、
最
低
限
度
の
手
続
的
適
正
さ
し
γ
五火、
λ
J
J

た
の
で
あ
る
r

他
方
芝
、
少

1
rは
一
史
生
の
一
刊
誌
性
が
あ
h
、
心
年
院
な
と
の
泊
誌
に
以
容
し
、
史
バ
ー
殺
討
を
M
凶
れ
ば
、
少
年
は
一
一
生

L
、
犯
罪
を

～～り、

村
会
心
安
九
を
奔
す
る
こ
と
は
な
，
、
な
る
は
ず
だ
と
の
υ
方
、
九
万
に
刻
L
、
少
庁
犯
罪
は
引
い
ピ
減
ら
な
い
し
、

つ
少
午
犯
？
の
数
は
似
つ
加
）
、

）
〆
ひ
も
刈
悪
化
し
マ
、
い
る
の
で
は
仕
い
か
に
の
戸
氏
の
不
満
が
強
ま
て
く
い
っ
た
ハ

j
l
z
t｛

J
i
 

パ
ゆ
J
i
－
－
も
メ
ヤ
G
J
ザ
段
四

J
河ヌ

パ
コ
役
立
は
本
当
に
機
能
し
て
い
る
の
か
乞
疑
問
に
患
う
人
が
婚
記
、
少
汗
だ
か
ら
と
レ
、
ノ
て
半
巾
」
に
宇
イ
が
可
能
な
の
か

hv
疑
司
、
少

年
の
吏
作
よ
り
も
八
f

こ
ハ
心
安
ル
の
深
夜
を
も
一
J

と
主
祝
「
べ
、
さ
で
は
な
い
唱
の
i

お
と
り
古
が
訟
ま
っ
て
レ
j

h

（
な
か
に
は
、
心
／
守
裁
川
川

一
沙
を
即
日
止
す
へ
き
だ
と
む
よ
国
ノ
も
で
て
き
た
い
こ
む
山
は
、
少
町
に
も
す
で
に
常
盤
戸
的
な
犯
山
弁
蒋
に
泣
い
よ
う
な
者
も
お
り
、

ι
y
r勾いだ
hr

ヴノyエtこ）ノして

ら
吏
パ
ー
が
川
能
だ
と
考
え
る
h

と
は
で
き
zd
い
［
、

実
際
少
K

の
宇
イ
は
効
果
的
に
行
わ
れ
て
い
州
市
い
と
批
判
し
、

h
y／
余
も
通
常
心
用

事
故
判
門
制
反
心
中
で
治
川
叫
に
扱
え
ば
と
い
と
い
う
の
で
為
る

」
の
よ
う
な
不
満
の
戸
を
比
円
品
川
に

一
刀
八
（
リ

t代
、
伊
、
り
多
〈
口
一
体
川
は
、
少
戸
よ
非
付
の
存
吋
刊
T
I
V
を
た
さ
く
改
正
す
る
よ
二
J

に
な
っ
一

1
7

～に
J

川
に
一
。
つ
て
は
、
少
介
i

裁
判
所
制
ほ
の
巨
的
に
、
山
川
／
午
の
一
見
片
や
保
護
に
貯
え
て
、
公
共
、
の
一
安
全
の
滑
保
や
÷
H
任
を
山
え
る
「
士
、
ノ

メ

台
な
っ
ん

τ

ま
ず
起
訴
す
る
か
ど
つ
か
の
刊
断

一
だ
の
者
大
事
件
に
つ
い
て
は
、
少
rjvQ成
九
y
し
し
て
刑
事
故
刊
に
い
竹
ず
戸
、
と
と
1
1

む
？ 
」

ill＜｝、：iL'?Jお，31 2i3J ''31 ,20C5,ll; 
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一ゲ↓後山科書口

ιを
ね
る
よ
う
に
一
ば
っ
た
乙

ι 
日川

少
年
事
件
と
裁
判
の
公
開

山
之
裁
川
刈
の
wu判
子
絞
の
日
刊
J市
牲
に
つ
い
て
も
、
州
心
、
安
努
は
大
き
く
交
わ
っ
ゃ
ん
ハ
州
は
、
少
叫
山
詐
判
千
日
恥
の
日
込
山
社
い
を
削
除
fJ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
つ

い
ま
や
少
ギ
審
判
子
殺
を
非
公
開
と
し
E
い
る
の
は
、

ー
ネ

7

ィ
カ
ノ
ト
ス
ア
ラ
ス
カ

－J
1

ハ
ン
フ
ン
ヤ
v
t

方
ン
ゴ
ン
の

四
川
に
と
J
ま
る
c

か
な
り
の
川
は
、
心
年
審
判
子
続
ト
ケ
一
一
嘉
一
則
公
開
と
h

J

た（マ

阿
川
川
は

少
年
審
判
了
叫
ん
川
を
高
則
公
開
と

本
一
く
は
r
M
識
者
か
り
の

m
げ
に
茶
い
て
J
公
開
乙
ず
る
裁
量
を
荒
川
｛
口
に
ト
コ
凡
打
勺

一
へ
の
州
は
、

少
年
の
年
齢
が
れ
い
均
台
や
犯

叫
拝
が
駁
微
な
罪
で
あ
る
場
ん
じ
に
は
存
リ
リ
下
続
ん
と
非
公
明
乙
し
つ
つ
、
ー
兵
力
少
年
ι

、重
γ

八
犯
罪
の
場
合
に
は
審
判
子
献
を
欠
鳴
し
℃
い

る
n

て
｝
戸
、
て
叫
の
州

ω、
少
人
司
寵
1
f
u杭
を
原
則
子
JJ

て
非
公
明
こ
し
つ
つ
、
山
中
す
一
が
お
れ
ば
吾
川
丁
続
を
八
ム
滞
ζ
r
J
司
令
裁
量
を
裁

ま
た
、
少
庁
事
件
。
一
報
道
に
つ
い
て
も
、
状
況
は
大
き
く
従
わ
っ
た
〈
少
年
寺
山
町
宅
政
判
で
公
杭

に
お
い
て
法
判
刊
を
受
け
て

い
る
限
い
J

マ
ス
メ
ヂ
ィ
ア
は
少
阜
の
氏
九
J

を
成
人
の
被
岳
人
と
阿
川
加
議
道
下
き
た
コ
ヱ
れ
に
対
し
少
午
者
川
い
に

て
い
る

レ
こ
コ
、
f
」
ふ

Jm

ノ

2
l
u
v
L
一
（

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
か
つ
て
は
少
イ
む
尖
名
ど
市
首
一
し
寸
刊
か
か
っ
て
へ

L
か
し
、

マ
ス
メ
ヂ
ノ
ア
い
い
次
第
に
事

件
に
よ
三
、
は
少
年
の
実
名
J
V
C

誠
治
す
る
工
う
に
な
う
ー
ん
つ
し
か
も
ぷ
i

同
裁
川
町
は
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
は
己
の
取
は
に
1

ご
て
ム
n

は
的
に
Y
ム
ハ
り
い
主
主
ζ

知
り
え
ヒ
場
合
、
－
f
い
作
や
裁
判
川
一
昨
の
ふ
弐
μ
に
よ
っ
て
ノ
J

の
公
表
念
品
川
H
jる
こ
2
山

L、

又
U
J

、
卜
爪
え
ノ

に
な
っ
』
ぺ
ν

合
法
的
に
入
手
さ
れ
た
吉
一
エ
ア
ー
の
悩
殺
の
公
表
吹
叩
じ
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
例
外
的
h
a
旧
制
〈
日
吉
除
い
て
は
一
詐
さ
れ
な
い

と、ー、、ノ
O
Eみ
め
つ
七
。

j
l

〈
｝

ι

j

'-" 
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か
く
し
亡
ア
メ
リ
カ
で
は

少
年
が
川
山
中
什
者
の
場
ム
H
4配
宅
及
川
と
ヘ
う
れ
ば
裁
判
は
公
版
さ
れ
、
心
／
令
官
判
千
続
に
つ
レ
て
も
原
－
叫
ん

か
例
外
か
に
J

語
い
は
お
う
と
も
か
な

η
の
事
件
で
審
判
子
絞
が
公
開
さ
れ
、

公
衆
心
傍
聴
が
認
め
ら
わ
る
よ
う

rな
り
、

き
ら
に
刑
事

ぷ
刊
に
時
間
行
ら
れ
え
少
午
れ
い
り
実
名
は
も
ら
ろ
ん
少
令
市
事
什
で
も
卓
犬
伝
事
件
以
ど
怖
い
川
氏
ユ
ハ
の
向
山
が
ふ
る
よ
う
な
事
例
で
は
少

ι
の

川尭夕日
J

ぞ
J
A
L

用
す
る
よ
う
に
な
っ
℃
い
る

メ

i
h刀
シ

、
、
｝
の
よ
う
な
状
侃
F

ピ
さ
ら
同
加
速
さ
せ
る
よ
っ
2
結
果
に
た
う
七
。

つ
“ 

メ
ザ
ニ
法
Lr
シ
ノ
匂
1
7山
岳
再
考

少
年
加
害
者
へ
の
メ
ガ
ン
法
の
適
用

ン
J

イ
J

ブ
・
ウ
工
ゾ
ゲ

i
リ
ン
グ
t
試
は

州
に
吋
L
少

tM叫ん
η者
の
山
支
刊
に
は
登
ヘ
試
走
路
や
止
口
紅
・
公
表
J

／
一
求
め
て
は
J

な
い
。

ヴノyエtこ）ノして

m
 

qω 

州
に
よ
っ
て
川n／一

は
少
内
川
市
行
者
＼
心
泣
市
ユ
ル
」
抗
除
L
て
い
る
2
こ
ろ
や
、
池
沼
1
一
こ
も
一
だ
の
山
肌
む
を
伴
コ
て
透
川
市
し
て
い
る
と
、
」
ろ
が
少
ば
く
泣
い
へ

J

川
n
d
 
一川山

ぃ

f
、
あ
f
J

J
V
へ店

げ
れ
冷
え
、
少
ー
が
加
山
台
告
の
場
～
ー
に
も
メ

i
ゲ
ン
ふ
ト
い
を
治
則
市
ず
る
か
ど
入
か
は
、
州
の
判
断
ー
に
委
ね
ら
れ
と
い
る
。

こ
の
点
、
心
ノ
ヰ
加
し
活
者
に
つ
い
て
の
川
正
対
止
は
、
か
な
い
具
店
／
J

て
い
る
よ
う
む
あ
7
G
C

二

J
l
y
f
l
J
J
l川
の
メ
l
ガ
ノ
法

ぽ
、
市
明
ら
か
に
少
年
叩
主
再
に
も
池
川
刑
さ
れ
る
（
口
川
法
は

非
行
が
お
っ
心
と
審
問
、
づ
、
れ
た

人
を
も
対
象
と
し

川
河
犯
罪
r
q
一
犯
し
心
人

て
い
る
か
ら
で
あ
る
v

こ
の
よ
～
つ
に
メ

l
刀
ノ
ム
い
乞
少
午
加
害
者
に
も
適
川
し
と
い
r
Q
州
は

位
に
も
あ
る

し
か
し

誌
は
い
刊
す
る

一
つ
り
平
り
一
ュ

i
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
辰
巳
尚
政
判
所
の
川
決
に
よ
れ
ば
、
か
日
午
り
、
り
州
は
、

メ
i
ゲ
／
訟
の
連
川
畑

か
っ
除
外
し
C
い
ゐ
M
J
U
引
を
定
め
f
L

い
必
い
と
い
よ
ノ

け
μ
”
は
、
成
人
T
／
～
し
t
訴
追
さ
れ
有
野
判
決
を
r
kゆり
f
ハ
ア
』
の
み
に
役
目
時
表

f

ソ
パ
マ
川
川
は
、
少
年
を
m
半
日
以
・
公
表
義
務
か
ら
除
外
、
三
L

い
る
r

一一川川は、

い
枕
を
料
〕
て
い
る
ご

被
主
主
が
hy守
i

で
店
主
一
蓄
が
一
八

メ

歳
以
？
ー
の
少
年
の
場
台
、

公
表
義
務
を
除
外
し
て
い
る
。

凶
j刊
（土

少
年
日
仏
辛
口
有
に
ー
も
迎
い
い
川
J
W
－
認
め
て
い
る
が
、
多
く
の
州
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＂~－ 

ぽ
、
会

F
追
い
を
設
け
て
い
q

る
c

一
川
は
れ
公
判
叫
義
務
を
一
j
段
で
い
引
ち
け
ば
い
灯
、

一
ヘ
ム
成
で
打
も
店
つ
亡
い
る
し

ノ

l
ス
カ
口
ソ
イ
ナ
川
は

カ
リ
ソ
ォ
ル
一
一
ア
州
は
、

レ
イ
f
の
よ
ろ
な
き
わ
め
て
重
大
と
件
犯
民
全
犯
し
た
者
に
ヰ
録
義
務
を
限
定
し
こ
い
る

γ
イ
オ
円
、

ι 
日川

ア
1
カ
ン
ソ

1

「
ロ
ツ

hι州
で
は
校
総
は
義
内
初
的
で
は
な
く
心
rI
故
判
所
心
裁
呈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
F

イ
ン
T
r
ア
ナ
什
で
は
、

登
録
義
務
JY
門
び
犯
芥
h
q
L

犯
す
危
険
性
が
J

め
る
こ
と
古
川
蒔
伊
つ
説
得
的
に
出
明
宍
、
れ
た
場
公
二
限
定
し
て
い
る

ご
ン
シ
ッ
ピ
州
て

1~ 

民
少
年
非
行
を
認
め
ら
わ
い
た
場
A

討
に
以
、
り
れ
る
υ
7
ン
シ
ト
ン
刊
で
は
、

有
山
成
以
上
の
少
年
（
り
場
丘
、
な
U
林
義
務

一、
A
U
F

－
わ
せ
る
こ
仁
三
三
出
作
の

E
的
に
仕
え
な
い
こ
間
帯
か
っ
説
得
的
な
計
拠
で
証
明
で
き
た
場
人
d

い
は
m
ハ
リ
ぷ
義
務
を
免
除
、
て
十
円
ぴ
町

古
犯
さ
ば
し
m
’
コ
た

乏
一
末
泌
の
少
年
の
場
台
に
は
一
一
言
拠

さ
の
J

広
明
で
免
除
を
認
め
て
い
る

さ
ら
に
肯
司
に
つ
い
て
点
、
二
州
で
は
メ
Y

ゲ
ン
法
の
バ
ー
か
要
料
日
予
少
／
可
に
ふ
泊
尽
き
れ
て
パ
ド
る
が
、

ニ
コ
ー
バ
ン
ャ
、
ジ
ヲ
州
の
。

う
に
告
知
は
義
務
的
で
は
な
b

＼
ぷ
量
的
と
あ
る
n

市
川
州
で
は
、
少

1
加
害
者
D
W
U
登
録
が
も
も
う
け
告
知
を
定
め
る
別
阪
刀
法
倖
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
も
害
紅
は
絞
量
的
C
あ
る
口

刊

に

I dド

メ
l
刀、
J

法
を
少
年
に
も
み
一
川
明

3
cこ
2
に
烹
法
〕
一
ハ
バ
門
洩
は
な
い
で
ー
あ
ろ
う
か
c

ま
ー
二
、
た
と
え
憲
法
ヤ
ム
明
14

窓
は
な
レ
し
C

し
て
も
、

メ
l
ガ

J法
を
少
午
に
も
選
出
す
る
こ
と
し
以
立
当
て
丸
ろ
う
か
）
も
し
J
R
l
ガ
〆
法
主
少
仔

ιも
品
店
市
計
ノ
る
と
し
た
υ
之
口
は
、

何
ら
か
の
パ
町
一
例
乞
者
一
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ν

ア
メ
リ
力
む
状
況
を
け
ん
て
み
よ
う
わ

J
G
事
件

」の
I
U山

一一

J
i
ジ
ャ
ー
ジ
ー
件
最
高
裁
判
刈
は
、

－
心
事
件
～
お
い
て
、

山
川
／
付
け
や
加
中
者
（
り
山
h，ふ
U

の
扱
い
に
つ
い
と
同
八
日
以
深
い
川
内

阿
を
一
小
〕
て
い
る
ご

こ
の
事
作
の
主
者
は
、

｝一
b
o
八
υ
成
の
い
と

τ一
白
人
刀
の
h
日
成

対

成
白
へ
と
あ
れ
ば
第
紋
釘
甫
一
性
的
暴
行
に
斗
た
る
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行
為
吉
行

J
t
J
し
と
心
／
庁
寓
判
心
付
さ
れ
た
（
犯
／
什
当
時
は
、

一
ヘ
に
は
で
丸
山
っ
ド
に

の
4
法
取
引
の
結
果
、
検
察
官
門
は
妹

へ
の
目
的
暴
fumv
鱗
山
政
を
取
れ
下
げ

い
と
こ
に

fy，
す
る
成
人
で
あ
れ
日
第

一
級
性
的
暴
行
に
当
た
る
行
為
mv
有
却
を
認
め
る
こ
と
で
、

カ
山
ノ
／
ゼ
リ
ン
グ
ブ
円
グ
フ
ム
で
の
治
帝
p
u

ど
交
け
る
こ
と
及
び
ベ
ビ

1
ン
ッ
タ
ー
な
ど
犯
の
へ
の
散
骨
な
ノ
＼
子
ど
も
と
一
絡
に
い
る

一L
l
Jぞ
禁
止
さ
れ
る
こ
と
を
長
引
に
、
刑
の
同
刊
行
綱
手
中
」
受
り
る
こ
と
で
台
意
し
、
比
批
判
所
で
そ
の
条
件
で
一
年
以

F
り
拘
禁
（
が
刊
議

開
怒
川
一
戸
の
条
件
で
執
行
猶
予
）

の
決
定
が

F
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
、
あ
T
／
～
に
た
う
こ
検
祭
’
れ
か
ら
、
｝

A
1
1
行
d

／
ぷ
凡
さ

J

一ゃ戸つ一

f11

J

；
L
1
t
f
i
7
7人一

？υ
h
J

険
心
ほ
け
犯
罪
者
と
し
て
笠
録

h
z
G
t
j通
知
主
交
け
、
地
元

に
己
知
さ
れ
る
こ
乙
い
な
っ
丈
に
そ
こ
で
j

G

は
メ
ー
ガ
ン

く
聴
聞
で
こ
れ
包
争
っ
た
す
w
p

、
ρ
一口知
3
れ
る
の
は
伎
が
通
ヮ
て
レ
る
学
呪
及
び
将
来
通
学
一
ず
る
、
γ

川
、
に
限
た
さ
れ
る
い

ぐ
／
一
な
っ
た
が
、
そ
れ
て
も
な
お
J

パ
ヱ
ザ
弐
お
と
告
知
が
残
勺

f
n
z一よ一で
J
心
は
、
こ
れ
を
予
っ
た
ロ

－
一
ジ
ャ

i
ジ
州
最
高
政
斗
訴
は

ニ
ー
ジ
ー
ー
ジ
i
州
メ
i
ガ
／
法
か
件
犯
却
と
定
義
さ
れ
J
J

行
為
を
一
ね
っ
た
と
認
定
さ

れ
に
少
’
寸
川
小
川
者
げ
い
J

h

起
用
さ
れ
る
こ
と
を
は
ぺ
停
に
定
げ
の
て
川
る
こ
こ
か
｝
認
め
る
U

そ
れ
ゆ
え
、

古
今
向
性
犯
持
ち
に
繰
り
ヘ
ポ
一
さ
ず

山
有
ヘ
の
危
険
引
な
さ
そ
う
に
と
一
d
r列
さ
れ
て
阿
川
応
州
、
九
れ
な
レ
取
れ
一
年
島
以
義
務
か
生
じ
る
〈
し
か
し
、

一ュ
l
ジ
布

l
シ
l
川
良

高
円
以
判
所
は
、
モ
ー
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
J

、
メ
l
F
ン
法
の
要
求
、
ζ

少
可
法
の
基
本
在
念
、
こ
の
肢
の
品
払
川
守
仕
掛
川
立
を
捻
訴
し
た
U

そ
の

陀
、
七
つ
に
一
一

7
1
ン
＃
！
日
ン
l
州
最
高
故
判
け
は

州
誌
ム
ー
が
心
／
今
J

訟
の

M
的
規
ど
を
芋
i

干
改
正
し
、

メ
1
ガ
シ

K
制定（山♂

ヴノyエtこ）ノして

小
jr
怯
む
月
的
の
中
L

一心主八一

ι利
訴
の
似
識
と
ム
円
J
J
す
る
限
れ
に
お
い
て
、

非
行
を
行
コ
ス
心
ノ
ノ
「
を
犯
罪
打
ム
句
L

判
ず
る
法
律
H

の

μ
F
mポ
ラ
戸
ワ
免
除
し
、
円
山
U
W
な
獄
旬
、
E
R
H
夜
と
ド
会
保
江
川
、
及
び
主
日
行
な
れ
准
し
公
衆
を
伝
設
す
る
よ
瓜
措
伝
で
代
H
R
J
r
る
こ
と
L

に
こ
と
を
受
け
、
こ
こ
同
け
じ
な
お
少
仏
似
識
の
坦
〈
ふ
か
j

小
手
れ
て
い
る
と
い
ニ
ノ
v

エ
こ
で
、

メ
i
ガ
ン
ー
は
の
円
念
と
と
の
心
ノ
ノ
戸
z比一り国

ムιの
阿
の
以
宮
、
張
関
係
を
調
蛇
必
ず
る
必
安
川
は
が
あ
勺
p

判
断
、
ν
た
の
ご
あ
る
仁
、
〕
か
J
E

少
午
法
は
、

目
以
以
上
の
少
午

itfれ
と
前
の

メ

少J
h

川
、
二
の
胡
芝
、
求
人
と
1
v
て
の
刑
事
裁
汀
の
日
44i性
に
泣
い
3
1
4
一
三
け
て
い
る
こ
y
し
か
ら
、
州
議
会
は
明
ら
か
に
四
歳
未
満
の
少

ill＜｝、：iL'?Jお，31 2i/J ,,3, ,20C5,ll; 
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年
以
配
宇
机
～
山
叫
に
ふ
さ
わ
1
く
な
い
と
川
断
し
に
も
の
と
考
え
た
ι

を
こ
亡
二

7
1
ン
＃
！
日
ン
l
州
最
高
故
判
け
は

四
歳
末
尚
一
ー
、
川
u
犯
尽
に
！
点
中
l
ず
る
行
為
を
行
っ
た
と
し
て
主
行

E
Zめ
ら
れ
た

ι 
日川

れ

ν

一」「ノ、
ι
f
」ふ
Jm

、

ノ

2
l
u
v
L
一
（

少
午
か
ら
れ
中

υ一
に
甘
招
い
て
、

他
者
心
友
人
工
へ
の
危
害
ー
ピ
及
ぼ
寸
芯
ぞ
れ
が
少
な
い
と
引
確
か

少
k

川ん礼一肌が、

コ
納
付
り
ゆ
く
一
市
刷
叫
に
基
い
て
t

証
明
さ
れ
た
場
企
に
は
、

八
歳
で
A
i
f
f
〆、
d
の
登
録
制
住
知
義
務
は
終
了
す
る
と
解
す
べ
き
だ
L
Y

結
論
し
之
「
V

こ
の
一
説
明
が
で
き
な
か
J

た
少
午
〈
U

場入品川は、

メ

i
ガ
シ
十
り
い

の
ま
ヨ
遠
出
さ
れ
ゐ
U

ぶ
れ
の
は
吻
合

一
ブ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
叶
品
目
裁
判
所
は
、
！
じ
一
の
危
険
広
は
山
危
険
皮
ご
は
ん
ア
、
低
内
ー
除
夜
μ
↓

ζ

判
問
、
て

l
G
の

区
分
吉
小
久
出
入
し
た
が
、
通
う
て
い
る
」
一
一
死
＼
の
通
知
に
つ
い
て
は
L

れ
ふ
勾
九
行
訟
L
z
y
J

そ
〆
て
、
少
年

" 

白
知
弐
務
を
品
川

わ
せ
る
こ
こ
は
伶
リ
第
八
条
心
残
慌
で
異
常
な
川
罰
に
当
行
る
と
の
、
い
張
に
汁
し
、

t
の
限
定
問
釈
を
、
む
慌
に
い

平
守
伝
護
条
何
明
治
反
、
移
訪
日
日
山
け
俣
市
η
の
で
張
J
U
U

九
「
け
に
。

他
の
州
の
状
況

二
、
れ
に
対
し
一
ア
ラ
ウ
L

ア
川
最
高
裁
問
一
円
は
、
、
一
む
よ
う
な
調
恥
し
の
必
m戸
川
ー
を
認
め
は
か
つ

デ
ラ
ウ
エ
ア
刊
の
メ
！
ガ
〆
訟
は

定
の
性
犯
罪
で
右
民
判
決
を
そ
日
付
え
件
犯
罪
右
に
は
、

口
動
的

｜汗l

7云
t主

ιF知
義
仲
間
を
一
ュ

I
ジぉ

l
ジ
！
川
氏
除
、
長
危
険
度
、
中
危
険
皮
、

M
H
危
雄
一
度
む
二
段
静
に
い
八
ん
し
て
い
る
ν

じ
か

し
、
こ
の
危
険
度
は
、
有
山
下
す
判
決
JY
受
け
三
犯
罪
ご
tbn
ぷ
ト
は
動
的
に
決
ま
る
v

し
に
が
っ
て
、
台
宗
川
決
の
あ
と
、
仙
北
川
円
州
は
ム
廿
円
J

と

5
れ
ャ
｝
伊
仙
罫
に

rbo
〕て

性
犯
罪
名
門
戸
ど
の
危
険
肢
に
当
七
る
か
ー
と
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ユ
こ
に
は
裁
量
心
余
地
h

な
か
っ

L

一に乙ー、
J

f

l

、

1

7

d

l

｝
 

付
け
十
十
九
中
J
h

jly
－

－

 

成
人
で
あ
れ
ば
性
犯
罪
は
？
た
る
行
為
を
行
ノ
だ
と
の
井
行
の
決
定
を
受
け
た
少
斗

」
の
何
制
作
罪
者
に
は

か
ム
円
ま
れ
る
こ

rを
附
記
1

v

て
い
た
υ

そ
I

J

て
、
↓
日
ヴ
ウ
エ
ア
州
で
は
、
！
日
危
険
を
仁
川
心
さ
れ
れ
は
、

宇
町
甘
い
日
義
務
を
臼
ハ
い

ま
"-
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、
中
危
険
皮
に
従
更
す
る
こ
と
を
求
止
る
こ
と
が
で
き
る
）
、
そ
の
清
執
は
川
コ
犯
ザ
省
、
ζ

透
選
し
そ
う
な
人
に
、

叶川
d

十ハハ
γ
n
1
J

、

5
j
B
 

料
開
、
学
校
サ
へ
の
，
川
山
知
等
の
ん
U
で
川
口
知
さ
れ
る

一
と
し
し
き
向
て
お
旬
、
州
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
こ
も

郵
便
、
電
話
、

と
れ
を
山
山
中
ム
（
じ
4

い
た
わ

こ
の
事
件
心
中
I
中
者
ヘ
ル
マ
ン
は
、
母
裁
が
一
一
官
む
比
重
摂
か
り
叫
て
幼
ハ
況
と
判
的
行
為
を
行
ヮ
に
と
し
て
宮
摘
さ
れ
、
ト
ム
ド
ヘ
は
容
疑

J

ケ
小
什
｛
疋
し
た
が
、
家
庭
裁
判
所
は
M

判
中
者
の
日
百
を
い
れ
て
、
第
一
級
不

u
u
t的
姦
通
担
で
非
行
の
決
定
中
卜
し
た
っ
門
て
い
て
裁
判
所

は
、
高
志
帆
限
度
の
性
洞
化
罪
立
と
〆
て
登
録
主
命
じ
た
一
そ
い
で
～
ル
マ
ン
、
？
、

メ
i

ガ
ン
法
の
合
応
性
を
争
っ
た

デ
フ
ワ
乙
ア
叶
田
原

ω裁
判
所
目

ヘ
ル
マ
〆
の
還
（
曹
の
で
張
を
す
べ
て
斥
け
た
が
、
最
以
内
に
少
什
Y
L
U

育
者
へ
の
メ
グ
ン
法
の
週
以

に
つ
い
て
検
討
を
引
え

ナ

ジ

ャ
7

ジ
y

州
自
段
高
及
川
判
所
の
j
心
事
件
判
決
に
↓
コ
及
L
、
刊
判
決
は
、

メ
ー
ガ
ン
法
制
定
後
に
少

午
べ
泌
が
改
r
L
さ
れ

ー
の
刑
宇
処
分
に
代
三
1
L

、
監
視
、
件
以
川
荘
内
、
J

史
干
の
ゾ
ロ
グ
ラ
ム
を
と
る
こ

こ
1
」什山町止つ？
L

て
、
こ

メ
ー
カ
ン
法
の
登
録
・

ιコ
佐
川
義
務
／
石
川
1

位十
L
J

る
と
判
断
し
乙
も
の
だ
と
解
釈
し
た
。
、
ア
れ
に
対
し
、
？
？
ウ
J

ア
州
C
は

そ
の
よ
う
な
字
情
は
な
く
、
少
午
法
の
秘
密
保
議
却
に
は
九
八
七
カ
ー
に
定
め
ら
れ
こ
い
る
が
、
州
一
犯
不
者
の

b
h訓
を
定
ー
か
こ
ん

メ
！
日
力
〆
法
は

九
九
九
’
J
T
に
制
定
さ
れ
戸

γ
一
三
川
川
＝
副
会
は
、
主
犯
罪
者
に
、
氏
自
人
で
占
の
れ
ば
犯
罪
と
な
る
よ
う
は
行
為
を
行
っ
た

と
νJ 

罪
行
が
あ
っ
た
と
決
定
さ
れ
た
少
恒
一
が
合
ま
れ
る
こ
と
を
引
記
L
P
J
、
一
と
に
照
ら
し

こ
の
よ
う
な
調
整
の
必
要
性
役
一
計
め

ヴノyエtこ）ノして

な
か
、
ー
た
ハ
デ
ラ
ウ
プ
ア
州
思
「
同
九
品
川
判
所
は
、
次
む
よ
う
L

い
う
一
少
f
け
一
出
制
皮
が
少
r
m
C
技
芦
の
町
刊
誌
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る

一
工
、
は
十
分
承
知
し
マ
、
い
る
が

壮い叩
L
r
J
蓄
は
平
郁
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
ユ
ニ
i
ヶ
止
問
題
を
提
起
す
る
n

州
一
一
品
会
は
い
れ
会
1

七

ば
人
及
び
（
三
の
性
犯
罪
名
か
、
り
保
護
す
る
た
め

ι

柱
兆
罪
名
公
録
示
を
制
定

I
F
L
わ
れ
わ
れ
も
が
じ
犯
罪
に
は
き
わ
め
て
多
係
な
行

お
け
か
合
ま
れ
、

そ
の
三
下
大
開
に
完
が
あ
り
、

さ
ら
に
犯
開

rの
混
か
れ
て
レ
る
状
沈
に
応
じ
て
犯
罪
主
絞
り
志
す
盗
も
迂
ム
か
3
0

いれ

メ

な
い
、
T
／
｝
は
わ
か
る
0

1

J

か
し
デ
フ
ウ
ヱ
マ
州
議
会
は

河
訟
の
適
い
い
［
川
を
犯
L
た
犯
罪
刀
甫
ト
人
性
だ
け
に
依
拠
さ
手
Q
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h
l

下
同
法
心
選
出
を
少
年
の
午
前
に
比
じ
ご
決
え
L
f
べ
き
か
ど
う
か
、
危
険
度
の
判
定
に
お
レ
て
青
山
恥
を
考
岸
子
べ
き
か
ζ

う
か
は
、

半
＃
員
約
に
げ
反
者
r
r
tわ
ら
れ
る
べ
き
政
策
事
項
で
ト
め
る

ι 
日川

と
」
で
、
ヂ
フ
ウ
ェ
ア
什
世
十
両
政
判
所
は

メ
1
ガ
ン
は
む
少
午
へ
の
遺
品
を
そ
の
ま
ま
詰
め
た
む
で
あ
っ
た
へ

1
3
z
ら
く
、

一
「
l

ンャ
l
ン
l
州
最
高
決
判
所

ω河
川
町
に
は
、

メ
i
ガ
ン
広
ー
を
そ
の
ま
ま
少
平
に
包
旭
用
し
た
羽
合
、
少
年
よ
い
の
少
』
似
刊
誌
の
国

念
が
完
全
に
崩
れ
土
っ
て

、
車
リ
録
表
持
、
斗
口
剣
・
公
表
規
定
を
ふ
口
一
寸
J

ま
ペ
ワ
ノ
ノ
戸
川
州
当
者
山
込
用
ナ
る
こ
と
は
あ

ま
り
に
も
髭
さ
は
な
い
か
と
の
甚
指
力
協
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
じ
他
方
で
、
ず
一
ワ
ウ
ア
叶
改
山
同
裁
判
所
は
、
ご
の
判
断

JrJ窪

チ
ど
も
ど
性
犯
罪
か
、
り

f
る
と
い
ベ
い
い
い
的
に
と
っ
て
、
ぽ
犯
山
弁
者
、
巾
’

A
人
か
少
午
は
関
係
ぃ
m’t
い
と
、
J

た
立
法
者
の
判
断

を
尊
重
1

J

た
結
果
だ
〆
、
い
え
る
υ

文
に
－
姿
ね
、

〉

対

202
匂一
d
者
り
す
川
内
え

λ
q
J

で
に
触
れ
た
よ
「
に
、
少
午
及
川
Y
M
什
剖
附
円
へ
の
丸
ゎ
方
ケ
仏
り
く
っ
て
は
、

ア
メ
リ
カ
で
も
殺
し
く
意
け
ん
や
か
対
？
υ
し
て
い
る
の
が
現
状

で占
A
Uり
エ
や

C

一
方
℃
は
少
年
の
頁
笠
宮
間
じ
、
公
た
の
安
ん
宵
確
保
す
る
と
少
J

心
改
庁
！
？
己
私
混
午
，
に
ー
ペ
付
す
る
学
一
訟
も
た
る
一
し
か
し
、

h

れ
と
は
出
に
、
少
士
裁
判
所
制
度
止
を
あ
ら
た
め
、
少
い
〆

jr刑
事
裁
判
い
に
利
し
た
n
、
少
h

C
台
以
ド
レ
セ
判
い
、
き
ら
に
は
少
K
J事
刊
訂

手
続
を
公
開
し
た
わ

少
十
事
什
む
事
実
を
学
校
等
む
民
問
問
機
院
に
川
市
一
恨
提
川
叫
す
る
こ
と
に
対
［
て

批
判
的
な
山
ノ
も
泣
い

ノ台
ι 
事

件
け
伊
川
制
百
加
し
C
ハ
る
2
ム川v

凶
悪
化
し
て
い
る
と
の
認
誌
は
、
事
実
に
反
し
て
白
日
け

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
造
、
り
れ
に
引
い
っ
た

f
メ
i
ジ
で
あ
り
、

ly江
主
が
円
ど
の
よ
う
必
誤
勺
た
訟
山
川
崎

し
て
い
ゐ
こ
と
は
悶
没
コ
て
お
れ

L、
r 
c 

h
y介
i
保
誌
と
い
う
h
Y
4
i
裁
判
所
の
県
念
、
ミ
し
て
少
一
年
の
ぶ
い
ん
だ
伊
保
な
し
、
〕
巾
L
d

付
乙
い
え
ー
当
初
の
理
念
を
堅
持
す
べ
き
三
と
い
う
の
て

あ
る
。
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こ
の
よ
う
は
汁
？
υ
を
一
反
映
し
亡
、

メ
ー
ガ
ン
法
の
心
ノ
’
q加
害
者
へ

2
3川
に
つ
い
く
も
、
計
μ
台
の
慌
で
、
山
思

μベ九
N

対
立
し
て
レ
る
－

少
h
l
歳
判
断

F
読
に
批
判
的
な
い
（
摂
疑
的
な
【
リ
場
に
わ
れ
つ
出
川
醤
は
、

般
に
小
ノ
バ
の
社
会
復
帰
と
い
し
史
牛
の
可
能
件
に
疑
刊
を

投
げ
か

γ
、
公
共
心
安
全
主
任
保
す
る
必
安
性
を
認
め
る
へ
こ
の
ー
υ一
ぬ
一
ー
、
は
、
加
岩
許
日
d
h
y
h

一I
Zぬ
る
湯
舟
で
も
、
ぇ

1
ガ
ン
3

試
の
法

用
ー
を
ぶ
口
定
す
べ
き
川
一
位
は
な
い
？
と
考
え
る
悩
向
け
が
i
唱
し

こ
れ
に
対
し
少
年
裁
判
所
手
伝
セ
ム
持
d
る
υ
場
に
七
つ
古
川
喜
ば
、

一
肢
に
メ
l
ヴ
ン
出
白
体
に
対
し
て
批
判
的
芯
立
場
を
と
り
、

Z

の
ー
で
そ
の
少
年
折
半
一
至
へ
の
池
山
町
な
強
く
批
判
す
る
人
が
タ
ダ
L
c
あ
る
読
者
は
、
そ
も
Z
J
3
メ
ー
ヂ
／
法
を
支
持
「
る
た
め
性
犯

罪
文
の
一
一
相
袋
、
引
J

高
い
こ
と
が
い
校
拠
と
さ
れ
た
が
、
り
て
の
t

そ
ノ
な
山
左
手
人
は
存
在
壮
ず
、
む
J

ろ
他
の
犯
却
に
比
較
、
J

て
陀
犯
罪
の
一
円
一
犯

い
こ
こ
を
umH析
し
、
子
古
／
法
日
付
刊
の
校
拠
を
疑
問
と
す
る
J

人
と
し
て
、
十
一
、
ニ
え
件
犯
釘
ノ
色
の
場
台
ピ
山
什
犯
半
が
け
向
く
て
生
、

そ
れ
は
治
療
に
よ
コ

）
こ
は
川
勺
設
で
忘
る
と
抗
日
リ

γ｝白

少
」
寸
が
凶
雫
ハ
者
の
山
w
b
H
J
U
、
巾
吋
引
仙
半
が
高
い
と
の
封
切

ふ」？）ず、、

は
な
い
が
、
七
？
y

q

九
斗
犯
止
十
h
M
均
百
っ
～
7
4
7
L
て
も
、
泊
僚
の
品
川
県
は
成
人
心
場
台
よ
り
も
す
リ
い
一
考
え
ら
れ
て
h

る
の
で
、
そ
れ
に

よ
三
、
j
m
l
f
ン
法
の
也
川
安
止
当
化
す
る
こ
と
は
で
台
な
レ
と
批
判
λ
Z
G
C
J
H
F
r
、
少
司
（
日
三
口
、
そ
の
用
品
存
期
の
段
南
亡
吋
街
一
一
切
一

、
成
人
で
あ
れ
ば
注
犯
罪
と
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
行
為
を
行
コ
て
［
ま
う
こ
と
が
為
J
ー
も
し
成
人
と
付

じ
耳
イ
t

亡
判
析
す
る
と
、
店
十
仲
間
間
の
発
注
迅
科
に
お
い
て
は
げ
追
悼
見
ら
れ
る
よ
う
位
行
為
を
用
出
に
性
犯
罪
者
と
し
て
扱
わ
れ
、

ヴノyエtこ）ノして

ガ
シ
｝
山
一
L
K
J
地川市ピ
d
l
ぇ
け
て
し
ま
う
白
、
も
問
題
と
さ
れ
て
い

そ
し
て
、
も
し
メ

1
刀
シ
リ
い
が
透
川
刑
さ
れ
て
、
登
録
情
報
が
公
去
さ
れ

ず
入
場
合
、
心
Jι

放
判
所
（
山
町
今
山
ゼ
あ
る
少
ι
保
護
の
四
人
お
と
り
〈
し
く
し
吟
二
心
／
」
T

加
害
わ
た
同
コ
ミ
ム
一
一
一
ア
f
か
ら
排
斥
き
れ
、
教
育
心
絞

会
主
百
一
組
問
川
の
総
会
も
奪
わ
れ
、
吏
バ
l

心
川
舵
い
い
が
否
定
さ
れ

fdま
う
と
い
二
J

門
店
、
り
に
め
、
メ
i
カ
ン
法
の
ハ
y
f

加
害
者
へ
の
連
川
市

pf
批
判
す
る
の
た
あ
る
じ

メ

叶】｝
12v時｝戸川町間」巧ヨハ円、叶ア勺
C
G
臼コ
L
P
一一刈
C
同

y
p知
ω
q
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円
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4
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一回の凶乙
J
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η
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’z
p
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H
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十
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v
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戸
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ソ
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J
（句山一［
2
5
4
門

百
5
μ
%
。
［
〉
ぬ
ぺ
］
ロ
ゴ
当
ゆ
2

2

〕
y
o
h
Z
百
七
一
L
戸店－

3
】
C
〔
J
ゐ
メ
〈
）
ロ
2
J
L
E
同
勺
程
己
主
主
て
と
五
円
。

E
d
z
p
d
v
y
c
z

｛X
P
F
2
uコ
「
7
4矛
r

E
］

r
z
ヨ
エ
一
ハ
i

一
℃
】
（
〆
｝
｝
烈
〔
ソ
〆
】
（
V
U
（
J
C
C
ど

」一
／＼ 

L
J
ど
も
去
作
釦
浮
か
ら
一
守
る
に
め
に

J 

治
療
ζ

肩
リ
救
出
円

上
、
ご
も
か
一
性
犯
罪
か
ら
や
ず
る
ー
た
め
に
、
池
に
も
て
さ
る
こ
と
は
日
い
J

に
ろ
う
か
。
J

め
｝
白
い
は
、

y
j
位
い
を
性
犯
罪
か
ら
や
ず
る
た
め
に
、

メ
ー
ガ
シ
法
以
外
の
γ

刀
法
は
は
い
で
為
ろ
う
か
υ

こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
で
よ
い
J

丁
と
も
に
対
ヲ
る
性
犯
罪
の
深
刻
さ
は

、Y1
J

、

J
 

メ
ー
ガ
〆
法
で
は
根
本
的
な
同
町
山
1
4
は
飾
決
さ
れ
立
し

としい
q

う
よ
戸
か
枚
強
く
ム
の
わ
、
W

一
の
よ
う
な
、
ド
工
張
を
行
、
？
へ
は
、
間
川
憎
）
の
校
十
午
前
所
決
は
、
滝
川
犯
罪
者
正
ム
引
役
だ
と

L
てしい
q

る〈

七
と
え
ば
あ
る
F

F

リ
カ
の
訓
話
は

「
ど
J
0
に
ん
す
る
性
犯
貯
を
抑
止
し
、
そ
の
数
を
ば
ら
し
た
い
心
で
あ
れ
ば

メ
！
万
／

ヴノyエtこ）ノして

法
れ
い
り
よ
う
に
性
犯
罪
者
を
可
尿
し
、
仕
会
復
帰
を
さ
ら
に
何
年
に
す
る
よ
F

つ
は
附
置
で
は
な
く
、
性
犯
川
ペ
者
の
治
相
一
と
蒋
救
育
に
こ
そ

ム万
hr」
L
J
ぐ
べ
き
だ
と
い

こ
、
り
罪
者
は
、
州
法
り
中
に
は
、
料
い
ま
パ
リ
的
略
奪
F
に
／
母
月
カ
カ
ン
ゼ
リ
〆
グ
を
表
終
日
付
け
ノ
て
い
る
も
の

b
J
の
る
が
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
は
実
効
牲
に
欠
げ
る
と
批
判
す
る
む
刀
ワ
／
亡
り
ン
グ
は
紙
持
一
飢
J

げ
九
日
の
山
女
件
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
に
こ
れ
J
k
h
U
っ
た
場
介
に
も
か
ョ
可
ン
ト
勺
リ
シ
グ
を
交
げ
る
こ
と
主
強
制
ト
う
る
仕
祁
み
が
な
い
う
え
に
、
性
洞
化
罪
立
が
川
町
民
的
い
困
窮

メ

L
て
い
る
ぬ
合
を
除
い
て
カ
ウ
ン
ヒ
1
〆
グ
の
賛
同
川
を
竹
犯
持
者
に
え
払
わ
せ
る
什
程
み
と
は
、
州
ば
川
町
泣
的
ハ
資
料
を
考
え
亡
、
伝
子
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詳
の
文
刈
川
イ
ん
ら
な
い
フ
ロ
グ
ヲ
ム
U

主
流
出
ー
が
も
た
と
レ
う
の
で
号
令
〈
士
二
て
こ
心
副
者
以
、
川
川
が
ム
引
役
J

J技
ム
ド
の
費
川
む
大
半

を
臼
ハ
阻
止
し
、
収
わ
り
約
九
砧
性
街
効
を
コ
ン
、
ゴ
ー
ル
す
る
よ
う
と
ピ
↓
ツ
ピ
ー
を
実
施
す
べ
き
だ
と
い
、
大
性
街
効
抑
制
（
主
主
完

ι 
日川

七
問
内
ぐ
mv
ロ
C
C
H
ヒ

と
い
う
治
療
で
あ
る
ー
と
れ
い
り
ム
旧
対
は
、
性
犯
罪
者
に
被
計
者
の
立
場
h
f
b
心
ピ
デ
寸
か
一
見
せ
ヲ
7
り
、
被
J

告
者
心
証
百
hv

住
吉
を
読
ま
せ
た
り
闘
か
け
で
た
り

さ
ら
に
は
絞
ゴ
［
p

苦
心
R
V
均
一
に
な
っ
一
九
一
つ

i
ル
プ

ν
イ
ン
ァ
を
体
総
さ
せ
る
こ
と
に
ょ
っ
と
、
被
世

京
い
の
作
品
目
ち
を
阿
解
さ
せ
る
包
一
り
の
k
hつ
で
み
る
J

こ
一
り
討
w
h
は
、
こ
れ
を
川
務
所
り
斤
も
し
く
は
が
刊
高
観
察
牛
九
実
地
レ
、
き
ち
ん

と
治
療
生
受
け
る
、
会
ノ
ド
旦
続
、
ン
？
へ
一
フ
ム
な
樹
v
す
る
必
乏
が
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
費
用
が
か
か
る
が
、
f

ヌ
ド
子
と
も
に
対
す
る
性
犯

罪宇一一伴内ら
L
た
い
と
出
？
、
な
、
り
、
一
」
の
方
法
の
ト
々
が
は
る
か
に
効
｛
己
点
的
な
は
ず
だ
こ
い
ュ

ま
た
一
昨
お
の
中
に
は

子
方
、
〆
法
の
考
え
お
は
、
ま
さ
に
「
岐
視
川
県
連

で
ゐ
汁
リ
、
性
犯
罪
者
は
む
可
録
・
公
ぷ

に
よ
っ
て
常
に
肢
視
さ
れ
、

雇
用
や
居
住
に
お
け
て
犬
、
ぎ
な
ヂ
刈
J
八
刊
を
交
け
る
こ
こ
を
指
併
L
、
コ
ミ

f
一
一
ア
ィ
を
伝
認
す
る
た
吟
に

イ
山
什
ド
小
点
を
探
る
べ
き
ど
こ
い
う
。
こ
り
詐
昌
九
U
4
m
「
る
の
は
、
ー
コ
ミ
」
ニ
ワ
ィ

14受
け
入
れ
ァ
口
、
ン
ー
ク
ト
』

（
（
べ
司

W
E
E－＝
2

戸一一円一件えね「
n降雪
C
ロ℃向］。」弓〔ゐ一
ν

で
あ
る
乙
こ
の
プ
ロ
ジ
工
ク
、
ー
は
、
性
犯
罪
者
ケ
↓
ー
で
ミ
7

一
二
ア
ノ
正
巾
に
も
う
反
一
之
け
入
れ
る

た
山
り
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ノ
の
メ
J

パ
ー
が
枯
柏
市
d

に
町
一
守

rJ司
令
ブ
口
シ
コ
夕
、
h

で
あ
れ
リ
、
少
人
数
の
庁
ポ
l
タ
ー
が
、
怜
犯
罪
者
心
生
以
、

軍
用
確
υ
ト
山
吉
的
行
v
b
l
L
と
も
に
市
行
政
ピ
初
f
よ
う
に
己
分
の
行
却
を
1

ン
ロ
ー
ル
ず
る
方
は
を
教
育
す
る
も
の
だ
と
い

「
治
緒
的
法
、
平

こ
の
E
う
な
同
仰
肝
心
庁
後
に
じ
、
涜
神
自
主
苫
に
い
川
十
る
い
い
政
策
七
与
え
る
際
に
正
要
な
和
計
J

ど
i
J
え
ゐ
よ
ぷ
九
な
っ
て
き
て
い
る

、
れ
は
、
法
制
夜
、
炉
、
そ
の
対
象
者
に
ど
の
よ
う
1
6
己
記
僚
的

効
果
を
持
つ
の
か
を
問
題
と
し
、
け
枠
内
政
折
、
的
に
治
療
的
効
用
ポ
の
高
い
法
政
策
の
ほ
一
引
を
中
川
す
J

る
考
、
え
ト
h

け
で
ふ
め
る
υ

－
rvロ
ト
お
も
J

山
町
十

γAvfず

J
i
－

－

f

A

l
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こ
の
よ
う
は
リ
場
か
ら
み
る
と
、

メ
ー
ガ
ン
法
な
ど
は
ヰ
犯
罪
者
の
札
会
筏
慌
を
太
一
き
く
問
中
什
し
、
結
果
的
仁
冷
犯
罪
者
が
引
た
に

復
帰
で
さ
ず
に
持
バ
さ
れ
、
再
い
ひ
性
犯
m
j
を
犯
す
位
攻
作
ι
ヶ
ー
品
め
る
も
の
じ
に
も
り
、

L
た
が
う
て
ほ
療
的
効
果
を
も
す
た
な
い
ど
こ
ろ
炉
、

む
し
ろ
治
療
医
ヤ
黒
川
巣
を
持
つ
も
む
と
さ
れ
よ
う
リ
そ
の
す
7
め
、
こ
の
よ
号
江
川
け
ん
常
的
urmfcfJvt引
子
ら
は
、

メ
ー
ガ
／
ず
は
ほ
ど
が
将

車
れ
り
行
犯
r
J
ω
予
測
に
基
い
て
そ
の
阻
止
を
凶
ろ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
治
療
1
／
危
険
営
問
の
fv古
帽
に

υ
っ
て

制
肢
を
修
ム
す
べ
き

だ
と
い
λ

J
「
v

こ
の
iv
携
で
は
、

メ

i
ガ
シ

の山崎

H
は
政
官
的
に
税
十
人
的

r、
は
な
い

2
し
て
も
、

山
刊
め
、
危
険
度
に
応
午
、
性
犯

山
淳
之
を
相
周
J
リ
γ
九
%
ず
べ
き
で
あ
る
℃
ま
た
性
犯
罪
者
の
区
分
や
守
録
義
殺
の
れ
い
父
、
解
除
の
決
定
な
ど
に
性
犯
罪
主
の
閑
九
J

を
認
め
、

そ
れ
に
よ
っ

F
r僚
促
進
的
な
効
只
を
計
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
し

つ

子
と
も
に
汁
ず
る
件
犯
邦
心
税
制
化

性
犯
罪
に
対
し
も
っ
と
厳
罰
を

刊

に

I dド、

は
か
に
は
fTどよい
Jjhvm洲
町
升
か
ら
守
る
た
め
に
と
い
う
る
恨
の
方
法
は
な
レ
で
あ
ろ
う
か
ι

そ
も
そ
も
笠
犯
罪
に
け
し
も
っ
と
厳
訟
を
利
い
す
べ
き
で
は
な
い
か
c

こ
う
レ
J

J

h

t

門
訂
日
は
も
っ
と
も
で
あ
る

ア
メ
リ
カ
で
は
、
M
Y
N

市
l
数
の
州
に
お
い
て

す
で
に
レ
イ
プ
に
だ
し
終
身
川
乞
刈
ず
h

と
が
川
能
と
な
っ
て
い
る
へ
そ
し
イ

vf！
万
ン
院
に
ば
か
り
口
け
が

ヴノyエtこ）ノして

ゆ
き
が
ち
で
、
め
る
が
、

性
花
町
長
m
v
B
F
似
と

E
知
公
衣
と
い
同
時
に
、

ど
の
件
犯
罪
者
に
対

実
い
い
一
ュ

I
ジ
ぉ

l
ジ
！
州
議
会
は
、

し
一
定
の
刑
ピ
ド
限
2
し
て
設
定
し
、
さ
ら
に
一
主

k
k
一
定
の
性
犯
引
の
一
忠
犯
者
H

い
お
し
と
は
終
比
刊
を
義
務
付
り
ノ
λ
r
コ
会
ふ
り
、

定
の
が
い
化
店
主
に
つ
い
て
付
、

政
判
所
に
は
そ
れ
よ
け
軽
い
澗
を
科
す
裁
量
は
た
く
、

必
ず
そ
の
ド
限
よ
り
氏
し
い
刑
を
科
さ
な
け
れ

ば
白
い
1

げ
さ
、
り
い
芸
大
な

の
け
犯
罪
文
の
場
〈
日
は
、
も
は
や
仮
釈
放
の
一
司
抱
院
の
な
い
終
身
刑
げ
小
必
ず
ー
自
白
さ
れ
る
姑
尽
に

メ

0: 
., 
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長
以
、

レ
ノ
ブ
は
、
歴
史
的
に
は
死
恥
が
科
さ
れ
う
る
犯
採
で
去
っ
と
－
諸
民
地
時
代
に
も
、
ノ
ギ
リ
ス
法
を
受
け
つ
レ
で
レ
ノ
ブ

ι 
日川

も
と
で

正
JJ

犯
罪
「
心
均
側
主
主
し
〈
逸
Lrl一
処
討
は
汗
さ
れ
た
一
い
と
判
断
し
、
川
出
心
見
直
し
が
行
わ
れ
丈
が
、
ー

で
は
ま
だ
ア
ー
の
州
と
連
邦
沃
ゼ
は
ν
イ
プ
に
死
刑
を
利
引
す
｝
と
が
で
き
ー
に
わ
し
か
し
、
最
高
裁
川
円
一
的
は
、
フ
一

l
マ
ン

41ンョ
l
ず

J

ー

ア
車
ド
判
河
川
決
で
死
刑
の
首
位
口
ー
ピ
昨
春
、
り
へ
千
〈
の
双
比
一
に
委
ね
f
L

い
る
作
沃
2

乞
達
中
川
と
判
断
レ
、
刊
は
死
川
制
民
心
見
直
し
J

七
社
～
ら
れ
た
ハ
付
加

一
一
斗
の
叫
が
祭
引
を
存
続
さ
せ
、
与
の
市
で
ジ
ヨ
y

！
ン
ァ
、
ノ
ス
ガ
口
ラ
イ
ナ
、
ル
イ
ン
F

J

I

G

心
川
は
ン
イ
フ
に
刊

そ、〕
γ
一
、
長
高
裁
判
所
山
川
、
グ

ν
ッ
グ
川
河
ジ
ョ
ン
ョ
f

山
市
川
け
判
決
と
J

場
今
、
攻
め
、
必
刑
の
合
白
人
J

コ7
カ
v

対
ジ
コ
、
ン
マ
事
引
い
に
お
い
て
、
一
枝
ー
両
裁
判
所
は
、
浪
人
以
性
に
対
す
る
レ
イ
プ
に
γ
犯

行

エ

リ

y

己
・
ア
ン
ソ
ニ

ψ

コ
i
ヵ
i
は
、
殺
人
、
山

一
九
ム
f
仁子

C
U吋
占

九
州
い
い
死
刑
が
川
能
で
あ
う
七
〔
多
く
の
州
は

九
社
だ
主

c
fれ
を
引
き
…
い
で
い
た

八
公
衆
国
門
世
阿
且
批
判
一
一
昨
が
、
仲
怜
げ
む
第
八
条
mu

同
判
決
の
あ
と

も
死
刑
乞
料
、
γ
つ
る
こ
と
γ

と

件
を
ヌ
ρ
つ
す
る
に
主
つ
に
の
」

亡、
L

？～

刑
を
吋
竹
Jq
こ
与
は
修
t
t
第
八
条
に
反
す
る
」
判
断

7
L、
戸
、
什
ー
～
宇
作
い
の
被
告
人

議
院

レ
イ
ブ
、
殺
人
、
波
法
傷
主
川
町
！
引
で
服
役
中
に
川
川
l
h
N
一
川
を
～
限
定
し
、

カ
ー
バ
ぷ
安
心
忍
に
押
し
入
り
、

工
ル
一
タ
・
カ
l
パ
i

夫
人
デ
一
ナ
ノ
J

ブ
て
符
し
て
レ
イ
プ
し
た
じ
そ
し
て
夫
人
全
八
百
ロ
に
［
て
逃
走
し
た
が
逮
捕
さ
礼
二
f

ヵ
ー
パ

l
夫
人
は
、
当
時
六
川
成

で
お
、
J

に
が
、
川
一
法
に
よ
れ
J

結
婚
に
よ
J
J

て
成
人
と
み
な
、
子
、
れ
ι
て
た
ど
裁
判
，
日
の
門
山
一
見
は
へ
き
く
わ
か
、
れ
だ
し

ホ
ワ
イ
λ

裁
判
官
の

ァ
リ
7

一
ラ
リ
ァ
ノ
意
比
は
、
犯
川
北
の
重
た
さ
l
L
芦
し
く
均
衡
を
欠
く
処
引
は
修
一
r第
一
八
条
に
反
す
る
と
の
り
川
殺
の
も
と
、

当
時
ほ
と
ん

ど
刊
で
レ
イ
プ
に
は
死
1
川
、
山
科
さ
れ
て
い
7d
い日」
1r

い「れ
A
Y」
ト
ザ
匂
と
山
い
い
え

へ
の
命
を
奪
う
ん
ね
人
と
比
べ
れ
は
重
大

き
が
劣
り
、
ん
弘
日
終
仁
似
の
余
地
が
あ
り
布
一
ノ
る
こ
と
と
迎
山
に
、
九
州
を
山
町
立
つ
死
”
は
著
し
く
均
衡
を
欠
く
1
／
判
断
し
七
の
で
あ
っ
た
J

こ

心計、
U
L
に
、
死
刑
は
討
よ
ユ
」
修
工
第
八
粂
に
仔
ん
す
る
と
す
る
ブ
〆
ア
ン
・

Y
i
ン
ャ
ル
南
波
判
官
と

ν
fブ
に
付
レ
死
別
J
V
℃
科
ず
こ
J

は
通
μ
J

弔
は
り
背
h

い
く
均
一
角
を
欠
く
が
、
ホ
η
イ
ト
裁
判
官
の
よ
う
に
殺
人
と
〆
イ
ブ
JE峻
別
「
る
こ
と
は
で
き
ず
、
レ
イ
プ
の
」
い
は
修

後
の
ム
ホ
泡
J

も
伐
さ
れ
な
い
一
。
つ
な
事
例
も
あ
る
か
も
し
れ
な
U

と
す
る
パ
ウ
ニ
ル
裁
判
円
が
山
わ
っ
て
、
品
旬
、
ン
司
一
ン
ア
州
法
は
法



忘
と
さ
れ
た
乙
パ

l
ガ

l
F山
内
政
判
官
と
レ
l
ン
L
L

ス
え
は
判
引
は
、
こ
れ
に
況
対
し
て
い
る
〈
を
正
結
果
、

レ／
J

ノ
に
対
し
と
死
刑
一

を
利
す
こ
と
は
錐
し
〈
な
ラ
た

心
最
古
川
f

拭
判
断
判
決
が
i

戸
し
く
均
衡
を
欠
く
か
ど
う
か
心
判
析
に
つ
い
こ
州
議
会

し
か
L
、
そ

の
H

公
取
を
ー
仏
く
認
め
、
裁
判
所
C
議
配
ピ
き
わ
め
て
一
夜
や
か
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
現
F

止
の
辺
高
裁
判
所
は
、
事
実
r

刑
引
の

均
衝
の
限
界
を
州
内
委
ね
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
必
い
か
1
／
心
声
も
為
る
わ

た
の
加
走
ト
市
山
の
あ
る

ν
イ
プ

対
し
て
で
あ
れ
ば
死
川
を
科
す
こ
と
も
ぶ
さ
れ
る
か
も
い
れ
な
い
い
、

ν
f
d
／
に
い
汗
す
る
点
、
身
日
て
も
計
予
れ
ゐ
可
陪
い
紅
い
も
あ
る
じ

ま

の
性
派
問
弁
に
つ
い
て
不
定
期
刑
な
れ
、
）
て
い
る
川
も
あ
る

た
こ
え
ば
べ
、
J

ン
ル
パ
ニ
ア
叶
の

ア
メ
1
ノ
カ
で
は

ハ
ー
・
ワ
オ
マ
ー
カ
法
は
、
ソ
ド
ミ
7
1汗
為
ロ
h

的
の
暴
行
、

ソ
ド
ミ
行
為
、
レ
イ
ブ
日
的
の
暴
行
k
l

ど
の
件
犯
採
に
つ
い
F
L

ぷ
判
所
が
、
被
汗
人
が
出
所
し
た
場
合
飽
の
者
に
身
体
的
危
害
を
川
え
る
お
～
れ
が
あ
る
と
判
附
】
J

た
ぬ
令
、
法
作
に
乏
め
ら
れ
た
別
に

代
え
て
、
最
小
一
川
、
最
大
終
一
一
芳
川
心
不
定
町
民

Nzぜ
円
相
告

C
き
る
と
規
定
）
て
、
る
。
こ
の
で
つ
な
子
統
ピ
つ
J

て
は
、
千
統
的

士J 子
ノ＼ ~， 

7 I 

ソプ
ノロ
工E ~t 

件子ス

J；閉
し、 レコ

」J

公
正
な
一
］
統
が
及
川
一
J

さ
れ
て
い
る
か
ど
入
か
に
疑
問
が
お
り
、
ム
ロ
京
一
件
最
高
裁
判
所
も
、

ス
パ
ク
ト

一
口
一
ァ
ド
川
一
心
怜
犯
持
者
決
に
つ
き
、

弁
一
夜
人
依
頼
議
、
鴇
田
干
を
受
け
る
出
布
、
ム
耳
、

小
利
益
証
人
と
対

決
す
る
権
利
、

反
対
弓
践
の
格
引
や
副
拠
提
出
抑
慨
が
認
め
ら
れ
る
必
要
が
糸
る
が
、
こ
れ
ら
の
ん
催
す
に
は
仰
に
円
さ
、
れ
C
い
な
レ
と
し
て

ウ

ー

l
・
プ
汀
と
ス
違
反
と
判
均
し
こ
い
る
ν

し
か
し
、
辿
に
f
の
こ
と
は
、
斗
え
ム
円
ん
と

L
千
三
］
紋
さ
え
向
山
叫
悼
す
内
ば
、
ど
の
よ
沿
っ
な

ヴノyエtこ）ノして

小
走
別
別
で
も
i
U
Jい
L

は
泣
反
し
た
い
ご
と
u

ど
意
味
す
る
へ

まーに、

f

メ
川
カ
て
は
約

r教
の
州
が
、
一
振
（
ス
リ
ー
ス
ト
？
っ
ア
一
、
？
い
b
f
制
定
し
、
軽
似
必
忙
犯
罪
で
汽
一
度
繰
り
返
山
い

し
い
川
］
司
令
市
刷
、
ズ
て
い
る
υ

こ
の
よ
う
な
い
い
悼
の
ム
口
幸
村
い
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
り
刀
で
も
異
議
日
U
v
あ
る
が
、
ム
n雨
水
同

ユ
ャ
イ
ン
グ
一
刈
カ
リ
フ
L
4

ル
二
ア
U
J
作
で
、
そ
の
ム
円
憲
性
を
支
持
）
て
し
い
る
に
力
け
ブ
す
ル
一
7
1

川
川
の
法
作
は
全
栄

ば
、
き
わ
め

設
向
裁
判
川
は
、

メ

で
最
も
川
正
取
L
ぃ
r
い
わ
れ
て
お
り

つ
の
重
罪
な
い
’
V

一
由
一
大
な
犯
川
引
の
右
罪
判
決
が
あ
る
場
合
、

二ん

4
1
1
〉
J
J川
ド
み
ホ
ノ
I
M

足
F
J
j宅
、
η

一
バ
J

F
刀
引
仰
向
グ

fイ
1
t
ι
f
白
E
m

ill＜｝、：iL'?Jお，31 28/J ，，日，20C5,ll;



-" 
＂~－ 

で
も
、
豆
川
市
が
一
判
、
メ
れ
る
〈
こ
れ
は
、

F
リ
l
e
ク
フ
l
ス
の
誘
拐
殺
究
主
件
の
筒
羊
が
伐
る
中
、
人
民
投
票
仁
よ
っ
て
深
町
仇
さ
れ
た

も
の
で
、
怜
犯
罪
心
咋
明
い
Rhaど
古
怠
一
一
に
bm
い
て
制
定
汽
れ
た
こ
の
事
件
の
ェ

l
f
ン
グ
は
、

一つ

Mmv
有
山
弁
判
決
は
ゴ
月
ブ
ク

ι 
日川

ソ
プ
一
本
む
万
引
き
て
：
r

め
っ
た
が

一
千
平
聞
か
ら
終
身
む
刑
と
7d
つ
に
J

最
高
政
判
所
は
、

死
H
心
事
例
以
外
立
は
禁

E

し
か
し
、

刑
り
奈
さ
は
君
し
く
均
衡
と
尚
一
し
て
い
沿
い
限
り
終
弟
入
条
に
は
注
反
し
必
い
と
し
て
、
と
れ
を
支
持
し
た
の
て
あ
っ

J
U
”し、」

の
よ
う
広
1
6

出
向
「
が
－
訂
さ
れ
る
の

、
た
と
、
土
庁
山
下
卓
凶
作
や
咲
き
、
山
品
川
両
な
と
、
そ
れ
白
体
と
し
て
は
重
ん
芯
弘
行
犯
野
と
は
い

え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
川
茂
か
繰
り
返
さ
守
れ
た
場
合
に
は
、
き
わ
め
て
試
問
の
凶
川
内
川
を
科
F
こ
；
が
可
能
ζ

な
る
c

子
ど
も
に
対
す
る
レ
イ
ブ
に
は
苑
刑
も

こ
心
ょ
う
主
状
況
の
中
で
、
さ
hJ
に
進
ん
で
、
子
ど
も
に
刻

γ
る
レ

f
y
に
絞
コ
乙
で
あ
る
が
、
死
刑
」
／
｝
利
す
べ
き
ど
と
の
芦
も
あ

’；；； 
λ
q
J

で
に
述
べ
た
よ
「
に
、
最
前
及
川
折
正
ブ
ザ
！
？
〆
判
決
の
あ
と
川
で
は
死
刑
制
皮
の
見
向
し
が
行
わ
れ
、

レ
r

ブ
に
付
し
て
死

昨
川
を
科
し
た
の
は
一
川
に
と
ど
「
ぶ
っ
た
が
、
ハ
ド
い
刊
L
f
べ
き
こ
と
に
す
ど
も
に
対
す
る
レ
J

プ
に
死
配
JE科
し
た
川
が
、

フ
口
リ
ダ

ン
シ
日
ピ
l

い
ず
れ
も
、
州
パ
V

故
引
い
け
で
援
き
れ
わ
れ
か

一、一「刊小、ン！
l
引
H
？

A
p
h

、

J
7
J
j
i
 

レ
イ
ア
の
拙
川
市
f
H
午
れ
が
児

一
ノ
ネ
ン
！
の
州
あ
っ

主
で
あ
る
ぬ
ム
口
に
…
北
川
を
義
筏
利
げ
て
い
ιー一ため、

J
l
カ
！
事
件
判
決
同
似
の
市
内
内
で
達

τい
と
さ
れ
に
ν

ミ
ン

／

γ
ピ
i
州
♂
は
、

11! 
1大
上
cコ
J'Jl 
m 
F刊

効

ざ

すし
7こ：とゾ

しノJ

~＇付i
L、：王
iま

歳
末
涌
の
p

ナ
と
も
川
町

ル
イ
ジ
7
J
L
i

州
の
よ
う
に
一
利
三
に

す
る

ν
イ
プ
二
死
日
ど
科
し
う
る
件
ム
パ
F

ピ
制
定
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
む
ジ
ョ
ー
ジ
ア
付
7
0
w
」

選
比
一
の
叶
法
の
制
r
h
p
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
ι

い
く
つ
か
の
他
心
升
で
も
同

こ
の
よ
う
な
川
作
は
、
必
然
的
に
修
正
第
八
条
に
反
L
な
い
の
か
の
疑
問
を
刈
J
J
さ
さ
る
。

1rmrL
、
凡
ィ
、
ン
F

」J

州
法
に
つ
い
て
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凡
ノ
ジ
ア
ナ
川
段
高
裁
判
一
寸
、
ん
川
一
対
ム
リ
ノ
ル
ノ
ン
事
件
問
決
に
お
レ
ヒ
こ
れ
JE
注
意
と
は
w

え
な
い
J
の
判
断
日
ム
一
が
し
と
い
る

州
I

拭
判
FM
は、

し
イ
ブ
ば
ザ
引
き
れ
な
い
一
れ
ム
付
い
た
と
し
乞
が
ら
、

子
ど
も
が
本
山
R
t
めり、

一H此
末
同
心
子
ど
も
に
ん
す
る
レ
イ
プ
は
、

し
か
も
白
ら
を
い
j
る
能
力
主
持
ー
た
た
い
た
め
に
と
り
わ
け
車
太
で
の
旬
、

L
v刀
仇
刊
に
は

f
ど
も
を
保
諾
す
る
特
別
の
責
任
が
あ
る
J

し
亡
、
子
ど
も
に
い
川
「
る
し

f
ブ
と
成
人
に
対
す
る

ν
イ
【
ア
を
区
別
L
九
一
し
ふ
の
j

t
、

f
と
も
に
対
す
る
ν

イ
ブ
に
化
刑
を
科
し
て

い
る
の
が
ル
イ
ン
ア
L

ノ
作
ど
け
吃
と
し
て
も
、
ぷ
の
こ
と
は
決
定
的
で
は
な
く
、
ど

い
ど
の
よ
う
な
川
需
と
科
ナ
べ
き
か
に
つ

い
て
は
叶
議
会
の
判
断
を
帯
主
寸
べ
く
、

川
川
法
が
h

引
役
、
と
川
引
と
し
h

ベ
ノ
刑
刊
の
ド
↑
的
に
仕
え
て
お
わ
、
、
ブ
炉
、
ふ
い
会
i
u

的
と
は
い
、
え
な
い

と

v

て、

れ
を
又
持
1
Jに
の
ご
占
め
る
し

そ
し
亡
、
こ
の
同
断
中
支
持

f
Q
f
A
G
a
世
な
く
な
い
。
七
、
一
え
ば
あ
る
前
者
ば
、
犯
U
汀
／
）
U

古

L
〈
均
が
山
心
主
主
し
た
い
処
罰
は
伶
正
川
市

八
条
に
違
反
す
Q

と
さ
れ
て
い
る
か
、
取
門
河
裁
1
1川
（
り
山
林
査
は
基
本
的
に
き
わ
め
に
絞
や
か
で
あ
り
、

F
こ
も
に
刻
す
る
レ
イ
プ
が
レ

ノム
J
け
被
宇
け
を
そ
け
た
場
合
に
き
わ
め
て
長
期
に
わ
止
っ
て
身
体
的
・
精
伴
氏
波
書
を
受
け
る
こ

rピ
考
花
、
し
か
も
州
に
は

f
ど
も

む
山
支
払
と
工
つ
引
出
な
ヰ
H
H
W

一
が
あ
る
こ
と
ん
A
i
7
7
い
ぎ
す
れ
ば
、

7
1力
I
宇
件
と
平
山
止
を
メ
別
す
る
ご
と
は
十
分
ベ
ザ
能
川

2
い

て
、
了
お
と
も
に
片
け
す
る
性
犯
罪
に
対
ヲ
る
川
お
よ
び
連
邦
一
日
叫
ん
訂
の
姿
勢
の
変
化
、

む
よ
う
1d
出
向
川
は

と
り
わ
げ
メ

l
ガ
〆
法
制
む
の
説
き
弓
ζ

か
ら

「
ど
J
Q

に
必
ず
る
性
犯
貯
に
対
す
る
付
会
の
潮
流
に
沿
っ
た
も
mv
だ
と
主
張
す
る
v

ユ
し
て
Z
C
4一一以ムれは、

ヴノyエtこ）ノして

br科
し
う
る
波
背
人
ど
炊
く
限
乏
L
、
被
H
1

口
人
心
有
罪
を
符
り
む
し
て
か
ら
、
死
川
b
y
引叫す
J
m
N

ど
P

つ
か
の
審
理

F
Iう
よ
う
審
迎
合
分
維

し
、
必
刊
JY
科
「
か
ど
う
か
の
決
定
に
任
し
て
は
「
三
」
心
加
長
安
芸
と
倍
以

mEを
考
癒
し
と
決
定
を
行
、
つ
よ
う
に
「
れ
ば
、

2
 

J

ケ
科
す
こ
と
は
ぶ
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
ハ
こ
の
論
告
が
説
明
し
て
い
る
の
は
、

々
歳
末
凋
（
U
fど
も
に
付
す
る

ν
f／
の
う
ち
、

骨
体
的
ん
志
向
l

子
乞
抗
え
勺
こ
と
を
号
、
い
て
行
わ
れ
た
場
合
や
氾
誌
が
重
大
訟
は
体
的
被
害
を
受
日
た
場
合
、
拷
問
を
受
け
た
り
身
体
を

メ

］
J
H
J
ミ
L
：
ー
す
と
、

旬
V
J
さ
4
d
r
f
f／

一
山
害
者
が
司
命
令
～
A
W

い一三
j

－T
？
な
惑
染
症
に
戊
一
布
本
L
て
い
る
F

一
と
を
叩
》
て
い
て
’
れ
わ
れ
た
場
合
、

出
合
口
語
が

そ
し
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危
険
一
ぽ
武
器
を
所
持
し
て
い
q

た
場
ケ
、
波
市
γ
什
者
日
出
身
体
障
害
や
初
芝
注
れ
で
丸
山
〈
J

h

場
台
、

↓
J
ど
J
b
にい
F
r
J
i
Q
レ
イ
f
C
4阿
対
J

が
J
め
ラ

む
一
川
電
了
ど
も
レ
イ
c

ノ一

化
飛
も
1
一
く
は
仮
釈
放
半
、
仮
設
縦
一
梨
、
飛
の
流
行
制
何
千
の
可
能
性
の
な
い
終

ι 
日川

と
れ
い
り
よ
う
な
ぬ
今
右
民
と
さ
れ
た
4
併
合
は
、
倍
審
は
、

骨
測
を
科
す
べ
き
も
の
と
し
い

子
ど
も
に
対
す
る
犯
罪
を
創
設
て
厳
罰
を
科
す

二
人
以
？
に
が
レ
々
プ
に
加
わ
、
ノ

p
m
m
2
2
4
2
E
η
r
E
E
E）
に

て
で
あ
り
、

p
j
？
／
号
、
山
川
汁
↑
ゆ
る
犯
罪
を
剥
た
に
創
設
、
J

、
も
パ
と
取
n

司
会
一
日
ド
す
こ
と
も
ひ
と
つ
の
選
択
授
と
あ
る
、

一
三
ン
ャ

t
y
i川
三
は
、

九
九
日
’
寸
一
一
は
ピ
ハ
歳
の
ア
マ
シ
ダ
・
」
ノ
ー
一
ン
ガ
ー
ト
同
一
ャ
ん
が
隣
人
の
v

川
科
あ
る
件
犯
芳
ι白
に
誘
拐
ペ
：
れ
絞
什
口
き
れ
る
ζ

い
う
事

ιい
が
起
き
、
州
議
会
は
、
？
校
や
校
庭
～
の
侵
人
の
川
一
副
中
川
卓
じ
、
さ
ら
に

F
こ
も
を
庄
司
法
物
や
人
気
り
な
い
場
所
に
誘
う
こ
／
）
を

J
凶

Ji
こ

J

3

1

1

 

川人際

ノ
メ
リ
カ
で
は

処
罰
司
能
な
性
犯
罪
刀
釘
見
当
が
次
々
と
拡
大
さ
ー
れ
と
レ
る

c
fと
も
に
付
す
る
性
犯
邦
に
つ
い
て
も
、
同

梢
悼
の

M
M
叫
が
続
ノ
＼
ヤ

γど
で
お
ろ
4
c

3 

性
犯
罪
者
心
叶
人
事
杓
祭

性
犯
罪
者
の
民
事
拘
禁
の
可
能
性

5
ら
に
J
J

メ
り
カ
で
は

一
｛
苛
む
の
性
犯
「
主
ど
つ
い
と

澗
J

ぞ
終
え
て
出
川
し
て
か
ら
、
施
設
円
強
制
的
に
拘
林
ぺ
す
る
手
伝
J

口主将一人

ア
マ
ー
ル
・
ン
一
ラ
イ
？
？
の
ム
守
d

什
ゃ
あ
一
Lf

、

ず
る
叫
が
少
な
く
な
い
じ
こ
の
よ
う
な
法
律
を
員
初
に
制
定
工
一
の
は
ワ
ン
〆
ト
ン
川
で
、

州
は
、
シ
？
一
フ
イ
す
の
一
。
つ
な
常
習
的
性
犯
罪
者
が
社
会
に
ハ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

ー
ミ
ー
一
二
一
7

ィ
保
護
法
を
制
定
し
た
の
で
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d
小
心
ヴ

h
v
一

一人

l
ジ

t
l
J／
l
川
も
、

定
の
性
犯
罪
者
が
前
九
ゲ
終
LT
て
山
山
到
し

y、
父
、
メ
ら
に
捻
設
に
収
容
し

メ
ー
ガ
ン
法
と
同
吋
に
、

治
療
h
r
A
hう
千
J
i

慨
を
創
設
し
す
に

ご
J
L
也
力
引
も
こ
れ
こ
よ
紅
、
ヒ
ν

ー

ν
l
f

？？
L
干

L

去
の
典
町
例
が
、

ド
ヲ
で
に
触
れ
た
カ
ン
ヂ
ス
吋
ヘ
ン
？
リ
ジ
ク
ス
平
河
判
決
て
一
尚
昆
と
さ
れ
た
刀
ン
ポ
ス
件
ー
の
よ
う
な
件
累
々
的
時

」
却
す
「
枯
で
あ
る
d

間
仇
在
は

立
の
州
と
コ
ヨ
／
ピ
ア
待
別
区
に
、
こ
の
一
よ
ふ
た
性
暴
力
的
崎
市
存
者
訟
が
介
在
す
る
と
い
わ
れ
る
J

ナ
で
に
触
れ
た
上
ス
ノ

最
高
は
判
所
は

ヘ
J
r
り
ッ
ク
ヌ
事
件
河
決
一
ヘ

カ
ン
サ
ス
作
の
が
い
暴
汀
的
略
奪
有
ほ
の
な
喜
が
ー
を

ι

七
千
d

J

f

l

L

、アヘ
uu

－

fvl
一
U
A

日
付
図
の
偽
yyパ
の
判
決
の
h
J

で、

公
明
的
な
川
刊
誌
と
い

日
人
の
多
品
以
芝
日
凡
に
貯
わ
っ
た
ケ
太
一
ア
ィ
裁
判
官
は
、

十一子一、

F
j
1
b
j
 

え
名
巨
い
で
終
山
河
引
を
料
し
す
こ
と
に
た
る
わ
一
険
性
に
山

ZFν
て
い
ゐ
）
ご
？
？
F

）
は
、
尚
早
併
力
的
時
守
さ
の

R

－E4拘
禁
が
F

沼
市
町
旬
、
与
え
る

ご
ノ
」
一
な
く
も
っ
ぱ
り
ね
禁
ず
る
結
果
に
な
っ
た
場
台
に
は
、

h
b
罰
的
r
一
一
訟
の
ら
れ
る
可
詑
件
t
Z
4

不
渡
ず
る

紋
的
汁
ー
は
氏
宇
的
な
川
市
民
ι
停
で
あ
る
性
暴
力
的
時
十
存
者
法
を
、
え
体
的
、
仏
苧
じ
い
に
お
け
る
濁
川
市
に
よ
：
ー
、
協
同
副
的
だ
こ
し
て

犯一

予
う
こ
と
は
り
花
か
ハ
長
川
』
裁
判
一
川
は
、
ゼ
リ
／
グ
汁
ヤ
〆
ゲ
事
刊
に
お
い

に

は

こ
の
問
題
に
つ
い
て

U
答
を
ヲ
え
た
n

山川中仁川↓（リマシ

ド
レ
・
ソ
リ
力
ム
e

ヤ
J

ゲ
は
、
一
一
心
可
慣
に
ヘ
昨
ほ
の
レ
ノ
ー
ブ
を
逝
山
に
布
罪
判
決
！
？
）
受
付
て
い
ヨ
る
性
犯
罪
者
し
山
一
叶
の
回
日
川
は

γ
〆
グ
J

古

1
見
誠
心
的
陪
奪
者
と
し
て
山
中
い
口
市
ず
る
申
？
リ
を
行
っ
た
一
そ
し
て
そ
の
出
？
U

ば
、
計
簿
で
よ
H
N
さ
、
れ
だ
し
川
一
以
、
と

u
法
律
を

見
事
的
伝
法
律
と
ム
下
張
し
、

ア
ン
ン
7

、
ノ
州
川
市
一
向
抜
判
所
は
、
す
で
に
間
伐
を
見
事
的
な
ふ
い
作
だ
と
結
論
（
て
い

を
こ
で
ヤ
ン
グ

ヴノyエtこ）ノして

は
、
込
料
地
裁
に
人
身
司
川
護
令
状
を
求
め
、
削
時
釈
放
を
ふ
め
た
J

連
邦
地
裁
は
、
を
の
王
張
ー
ピ
卜
え
い
け
し
、
戸
、
広
は
山
土
ん
科
的
F

λ

1

o
r
l
F
 

b

、J4
j
 ，一一

処
罰
的
ゼ
あ
る
た
め

二
重
心
危
険
坐
YH条
項
MA
び
事
／
伏
、
？
浜
市
J
H
条
以
に
逗
反
ず
る
と
判
断
し
ず
九
r

と
こ
ろ
が
へ

ン
k

り
ッ
ク
ァ
、
事
件
で
最
高
双
判
所
が
カ
ン
チ
ス
作
法
を
見
事
的
伝
示
日
刊
L

と
叫
む
干
し
七
ー
に
め
、
第
九
巡
回
M
い
位
訴
及
川
所
は
連
邦
地
裁

い
弔
打
、
と
よ
ヂ
レ

ヤ
ご
、
ぶ
し
い
地
邦
地
裁
は
、
国
ぼ
高
法
判
所
判
決
い
従
っ
て
ヤ
ン
グ
の
刊
げ
を
斥
円
た
が
、
ね
一
九
巡
回
区
控
訴
裁
判

メ

一
内
は
、
い
十
人
制
的
一
ア
ユ
・

7
口
セ
ス
投
ひ
ず
続
的
3

1

・
プ
ロ
セ
ス
、
揺
一
以
の
ち
張
を
示
け
つ
つ
、

ワ
ン
ン
ト
ン
川
ト
十
日
市
立
、
／
グ
こ
高

一

ノ

｛

J

1

i

l

i

－

－
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弔
さ
れ
る
恨
り
に
お
L
て
処
罰
的
だ
と
結
論
し
、

ヤ
〆
ク
に
よ
ー
れ
ば
、
υ
山
施
設
は
爪
務
所
の
施
設
内
に
あ

市

T
d
b
h
y
J州
、
2

リ
リ
片
品
一
え
一
二
G

、
人
＋
ム
ウ

ι
3
1
4
J
f
J
ヰ
1
ほ
d

f
一貫引
1
7
L
～／

り
、
州
内
以
持
者
は
出
〕
用
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、

常
時
孟
初
予
れ
、

他
方
で
実
効
約
九
片
山
口
紛
の
e

ノ
汁
グ
ラ
ム
は
な
い
な
ど
、
治
療
の
目
的

ι 
日川

に
仕
え
て
い
ほ
い
と
い
う
）

民日比
r
土
品
即
日
ι
山
山
ベ
え
い
る
の
は
士
コ
ナ
l
裁
判

JH
オ
ー
ナ
ー
裁
川
円
｛
日
は
、
ト
ヘ
i

件
か
っ
、
ン
ノ
ト
ン
州
民
は
民
主
的
た
片
山
内
伴
だ
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
市
提
ぺ
門
て
れ
が
ヤ
ン
グ
に
泣
市
3
れ
三
原
り
で
処
制
的
だ
と
い
よ
J

別
作
で
釈
投
ー
ピ
比
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断

し
た
c
J
U
、
）
交
路
の
起
用
げ
ア
州
法
肉
体
と
異
な
っ
て
い
れ
ば

川
川
裁
判
所

い
う
の
で
あ
る
c

ス
カ
J
f
裁
判
，
口
は
、
法
律
の
も
と
で
の
一
足
尽
の
実
話
ー
に
よ
っ
て
、
法
律
の
い
い
円
的
ド
民
『
d

的
か
い
さ
つ
し
m
’
の
い
初
心
結
論
が
左
心
さ
れ

h
d
L

十
三
主
主
よ
ゾ
ニ
J

つ

p
i
i
l
i
r
－

－

－

 

と
の
苦
一
［
一
巳
に
は
ス
ー
タ
ー
及
川
刊
行
人
戸
洲
一
品
、
J

て
い
る
、
ま
た
卜
v

マ
ス
裁
日
巳
は
、

民
事
乙
さ
れ
た
法
律

を
、
そ
の
実
際
の
恒
雄
別
を
混
与
え
て
川
県
川
訓
的
だ
と
あ
、
ご
か
ら
予
う
余
地
は
な
い
乙

γ
っ。
ス
テ
ィ
ブ
ン
ス
裁
1
J
N
H

人
が
反
対
意
R
zぜ
述

へ
て
い
る
o

z
め
る
沖
凶
作
が
民
事
的
ひ
乙
う
か
は
、
そ
の
連
用
i

人
態
を
吟
味
し
て
判
断
さ
れ
る
へ
き
で
、
法
一
γ一
山
田
川
ド
九
が
本
件
州
法
な
民
事

的
な
法
作
だ
と
の
的
訟
で
判
百
し
た
戸
一
と
日
体
が
間
違
っ
て
レ
る
と
レ
う
c

売
は
排
わ
り
町
時
説
者
法
に
つ

hvcは
、
弁
設
l
、
市
民
団
体
、
作
J

者
の
慌
で
は
訟
判
心
1

田川
N
M
叫
十
い
司
）
円
以
品
裁
判
所
の
判
決
、
と
い
り
わ
け

ヘ
ン
手
i

リ
ヴ
ク
ス
判
決
に
は
批
判
的
立
評
釈
が
多
い
わ

性
暴
心
的
川
町
ヘ
育
者
い
い
は
、

社
会
わ
J

的
・
川
川
市
下
学
的
に
は
権
復
と
抑
止
と
い
う
込
山

ιよ
同
じ
機
能
を
来
た
し
J

い
て
本
当
心
意
院
で
の

口
式
市
予
約
ほ
法
待
1

／
は
い
え
な
い
？
と
し
、

い
っ
た
ら
は
刊
事
主
任
を
問
え
る
だ
け
の
判
矧
能
力
が
あ
る
と
の
流
祝
で
同
地
説
ー
を
切
土
、
お
き

は
が
、
つ
、
山
い
戸
川
絞
は
、
一
け
己
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
と
い
一
L
I
h
J
E
埋
止
に
性
犯
罪
者
中
」
見
事
拘
性
一
7
Fる
の
は
矛
石
い
て
い
る
と
の
批
怖

も
あ
る
、
ま
心
人
ク
レ
v

ン
山
千
件
判
決
は
、
コ
L
ト
u
t
ル
で
き
な
し
一
」
こ
の
一
計
明
吹
ぷ
め
て
い
る
が
、

p
の
よ
〉
つ
な
基
刊
今
、
適
M
J
1
べ

き
か
は
っ
き
り
L

ず
、
自
己
を
コ
シ
ト
ロ
ヲ
ル
で
き
る
者
で
も
凸
所
後
灼
ぃ
訴
さ
れ
一
に
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
ζ

批
川
寸
る
戸
ー
も
あ
る
υ

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ワ＇＇＇＂ 1150：引"Y_ I i J 



実
降
、
そ
の
不
明
情
性
の
め
去
に
、
ほ
と
ん
ど
の
川
裁
判
所
は
、
ラ

L
l
ン
事
件
判
決
h
v
h

川旧
m
t
て
レ
る
こ

L
、
ク
レ
l

〆
事
刊
判
決
は
、
約
祭
す
る
に
先
！
リ
っ
て
約
者
に

行
効
ιケ
コ
プ
何
百

l
h
F
す
G
こ
し
し
に
唱
よ
と
い
え
沼
が
あ
匂

る
主
一
小
を
す
べ
支
で
丸
町
、
h

れ
が
ほ
γ

に
わ
ば
っ

7
1
・
f
口
ド
ス
述
可
ん
と
与
え
る
べ
き
ど
と
い
う
声
も
あ
る
J

い一〉」一山
v

他
方
、
実
山
町
九
は
こ
の
－
片
山
内
伴
ゼ
拘
禁
さ
れ
る
の
ふ
ω性
器
力
的
協
存
者
、
り
は
も
の

一
八
本
一

立
に
な
い
と
批
判
す
る
戸
も
あ
る
。
手
ら
二
持
者
の
庁
に
は
、
料
じ
ま
力
的
略
奪
v
h
拾
に
よ
っ
て
拘
川
之
さ
れ
h

人
が
釈
仙
山
主
れ
る
お
ん
口
二

却
叩
で
ゐ
り
、
そ
れ
い
ゆ
え
了
ど
も
の
似
誕
の
役
に
は

は
、
辿
切
な
治
療
を
受
け
る
捻
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
如
何
す
る
、
と
は
文
体
的
一
ナ
一
；
プ
ロ
セ
ス
謹
一
反
行
仁
三
張
ず
る
も
の
も
あ
る

ヘ
ン
ド
j

ノ
ク
ス
は
、
少
Fμ
への
f
I
で
の
露
出
で

九
五
V
一
年
に
右
非
判
決
主
注
目
、
少
ム
と
ス
ト
J

ン
フ
。
山
i

刀
？
の

ゲ
、
？
ぜ
L
て
み
だ
り
な
行
為
で
再
び
沿
い
罪
判
伏
を
乏
け
、

一
九
六
心
年
に
は
お
計
り
で
仕
事
を
し
て
い
る
明

r
A人
の
少
年
に
対
ず

る
児
市
－
一
符
z
f
｝
司
自
に
有
川
ル
可
決
九
に
受
付
、

九
八
一
二
ハ
刊
に
は
〕
殺
の
少
止
を
一
円
刊
1

て
述
持
さ
れ
、
投
年
八
段
少
っ
と
少
久
〆
｝
刊
行
局

中
「
て
刑
務
副
に
人
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
似
山
川
叙
後
、
表
坪
心
子
い
y
t
b
に
対
了
。
点
待
て
有
罪
判
決
を
受
日
て
服
役
中
で
ふ
め
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
直
mm罪
芦
統
一
い
り
「
川
FJ司
犯
罪
者
に
つ
レ
て

は
た
し
と
げ
療
も
行
わ
ず
に
村
会
に
反
ム
2
7
9」
が
安
心
げ
ー
か
と

と
す
る
戸

川
川
は
一
般
の
抽
仰
は
仰
向
母
子
什
折
、
L
H
吋
ず
る
民
事
仰
い
一
市

手
続
と
は
別
洞
に
性
暴
力
的
略
奪
お
に
だ
す
る
見
事
拘
禁
手
続
古
と
る
こ
と
は
抗
け
ら
れ
な
い
J
の
ド
エ
張
も
あ
る
ま
七
、
こ

も
為
る
。
干
れ
パ
ヤ
エ
汗
苦
心
中
に
は
、
「
治
材
陣
山
口

が
必
ず
必
長
た
と
は
い

ヴノyエtこ）ノして

法
律
ん
じ
子
ど
も
の
半
ム
叩
と
白

H
を｛
J
ノ
ど
一
め
の
＋
い
作
で
為
り
、
何
ら
合
憲
性
に
小
山
町
市
古
川
い
な
い
と
の
戸
も
み
の
る
v

こ
の
許
tdは
、
品
川
犯
尽

者
り
場
合
糾
い
犯
貯
を
繰
り
返
す
危
険
性
が
市
く
、
批
刈
的
足
立
ぬ
の
者
は
こ
れ
ら
性
犯
罪
事
は
一
段
、
り
涜
神
砕
い
L
］
告
の
見
事
拘
栄

T
V札

で
は
拘
対
一
で
き
な
い
苦
心
拘
竺
を
d
め
る
も
の
で
女
体
的
デ
ム

i

プ
け
亡
ス
に
反
す
る
2
主
張
F
る
予
、
刊
は
一
肢
の
平
山
手
拘
禁
［

川町、
jp

は
川
、
な
る
拘
什
t
r
J
U

柁
を
一
恭
十
心
的
な
叶
犯
罪
文
に
対
し
て
孜
け
る
こ
！
こ
も
許
さ
打
、
ぞ
れ
ゆ
え
へ
／
ド
リ
ノ
ケ
ス
判
決
ば
妥
当
で

メ

あ
一
っ
た
乙
い
う
そ
L
て

ヘ
ン
ド
J

ソ
ク
ス
判
決
に
は

川川p
悩
に
／
ト
口
、
！
凡
丈
夫
と
な
い
、
、
と
の
説
明
の
川
県
件
は
今
川
ま
れ
て
い
ヨ Cコ
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コ
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J
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L
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7
f
L
－
 

h
 

ク
レ
ー
ン
宇
件
判
決
は
誤
っ
て
レ
た
と
レ
う
乙

ι 
日川

正

JJ
つ〈

で
は
な
い
か
に
七
犯
手
苫
に
は
、
問
時
一
ブ
ロ
グ
フ
ム
ヘ
一
り
必
加
を
援
務
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
J

こ
の
工
う
な
戸
も
当
伏
あ
り
う
る
ハ
引

一Y
A
1

ラ
メ
ン
↑
一
刀
ス
百
校
ア
ロ
は
、
白
分
v
t
h市町一一フピスト
vpu
、
刑
M
W
一
的
の
外
の
止
引
に
対
U
で
き
る
か
ど
っ
’
F
続
問
日
↓
こ
し
て
い
た
の
に
釈
刊

比
さ
れ
た
さ
J

で
あ
り
、
市
υ

か
す
も
川
市
町
な
き
ち
ん
1

／
～
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
似
釈
放
、
引
認
め
ら
れ
ゎ
ょ
う
で
あ
る
一
こ
の
一
」
と
ド
日

ら
弘
、
こ
の
よ
う
な
戸
に
は
津
山
が
あ
る
J

九
円
J

で
に
い
九
た
よ
う
に
、
件
犯
邦
者
に
対
寸
る
め
慌
に
効
呆
が
あ
る
か
ど
う
か
議
論
円
余
地
が
忘
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
性
犯
罪
者
仰

に
認
可

ι＆
心
攻
学
的
な
ム
旧
続
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
J
J

あ
h
、
衛
政
を
ゴ
J

ト
ロ
ー
ル
一
2
0ム
旧
泌
が
行
わ
れ
て
い
る
n

二
C
C
C午
の
時
U

で、

性
犯
罪
者
に
対
す
る
治
療
の
強
制

牧
町
叩

ru十
ド
ピ
山
川
所
一
さ
せ
る
の

さを

ち
んJ
;-

if:; 
存ゃ
を
1包

性
犯
罪
乞
繰
り
!R 

Jι 
枚

目
刀〉

_, 
〈
デ

っ

て

ペコ
~R 
1な
ヤ「_, 
た

九
川
J
し
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
止
規
に
完
結
さ
れ
と
い
る
よ
h

ー
で
あ
ξ
が
、
そ
の
う
も

一
川
べ
で
は
、
法
付
に
、
川
保
へ
の
い
公
加
が
義
務

亡
お
打
、
ま
f

人
前
の
守
山
に
際
し
て
裁
判
官
、
い
に
川
市
市
川
へ
の
参
加
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
も
為
る
F

、
川
一
し
は
、
参

加
は
日
十
意
の
よ
う
で
あ
る

州
の
巾
に
は
、
ム
什
僚
に
参
加
し
な
か
っ
た
ぬ
今
、

川刊ル
M
d
I
r
F

杓
の
持
憶
を
花
召
し
た
円
、

よ
り
品
川
（
い
uu
日設

ヘ
れ
い
り
収
一
行
へ
の
移
活
か
一
認
め
て
い
る
ー
さ
ら
に
、
仮
釈
放
や
以
護
似
t
m
h
E
受
け
る
一
台
’
付
特
耐
J

五つ
O
己

i
E
5
2
2一
と
の
u
h
本
や

沼
市
町
へ
り
参
加
を
保
護
問
問
日
常
に
よ
る
釈
肢
の
決
定
の
加
わ
ハ
に
者
一
点
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
一
二
り
ょ
っ
な
と
｝
ろ
で

ログノ一ワ

ム
に
よ
φ

加
し
な
け
れ
ば

J
H
H
判
位
十
一
期
間
が
い
民
く
な
る
が
宗
と
立
る
J

ま
た
、

円
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
と
条
刊
に
似
釈
校
中

保
護
何
叫
ん
絞
っ
き
で
釈
放
さ
れ
る
、

5
～
ろ
も
あ
る
し
、
さ
つ
に
刑
期
主
終
、
ノ
山
た
俊
之
、
u

川
崎
ブ
U

グ
ラ
ム
＼
の
参
貯
を
義
桜
一
化
け
て
い
る
ー

ヤ
一
ろ
も
あ
る
υ

，
一
川
僚
ヴ
円
グ
ア
ム
へ
の
参
出
を
条
件
に
紋
釈
政
府
、
作
議
飢
祭
っ
き
t

の
択
肢
が
認
め
ら
れ
た
場
台
仁
は
、
ム
旧
桁
ハ
ソ
ロ
グ
ラ



ー
に
参
加
し
は
け
い
九
ば
、
保
釈
伎
や
釈
校
、
か
以
h
治
さ
れ
、
与
び
刑
務
所
に
収
作
予
れ
る
こ
と
に
な
る
u

肝
胆
を
終
え
と

γゐ
場
合
に

は
、
参
切
L
d
q
い
湯
今
に
託
銀
情
恨
の
公
去
l
L

い
〉
P
J
制
f

仇
を
加
え
る
こ
1
k

参
加
が
が
意
f
み
れ
ば
、
件
犯
罪
者
は
出
療
7

円
一
グ
ラ
ム
に
参
加
廿
ず
、
出
所
し
て
し
ま
う
そ
し
マ
、
多
く
の
件
犯
持
者
は
、
ー
一

発
的
に
そ
の
よ
う
な
治
娘
。
ブ
汀
グ
フ
ム
に
参
加
す
る
こ
2
は
少
沿
い
。
何
ら
か
の
形
で
多
加
J

ヂ
強
制
す
る
必
一
容
が
あ
る
r

問
題
は
、
こ

れ
つ
の
治
療
は
、

性
犯
罪
名
が
白
日
、
り
行
為
の
4
1
果
J
U
己
認
め
、

そ
れ
い
江
川
「
る
白
己

ω
主
任
を
認
め
と
い
取
わ
ノ
効
長
が
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
）
そ
の
た
め
、

ほ
と
し
と
の
治
療
ブ
ロ
グ
ラ
山
は
、
ま
ず
参
証
主
ロ
ド
自
己
の
過
品
川
り
川
内
犯
罪
ュ
込
町
、
っ
か
ピ
し
、
そ
の
よ
只
伴
を
認

め
る
こ
と
な
文
一
め
る
v

こ
の
ιμp
一
に
つ
い
て
秘
’
行
特
権
を
認
め
て
！
ぜ
る
と
ミ
ろ
も
あ
る
c
J
h
r
h
J
、
多
く
の

t
こ
う
で
け
、
過
？
去
に
刑

事
責
打
を
山
ゃ
れ
な
か
っ
た
件
犯
罪
が
あ
る
こ
乙
を
訟
の
行
場
合
に
、

ー
、
は
保
障
、
〆
て
い
な
い
ハ
ノ
て
う
す
る
こ
、
過
宇
一
の

刑
卓
上
中
只
年
い
ん
で
同
わ
れ
は
か
一
J
1
γ

竹
烈
罪
L
V
一1
口白
L
た
場
合
に
別
宇
責
灯
ー
を
問
、
打
切
れ
る
可
能
性
が
z
め
る
こ
と
に
な
り
、

件
犯
罪
者
の
中
に

は
、
こ
れ
な
恐
れ
て
山
町
掃
ザ
ロ
グ
一
ア
ム
、
の
参
加
を
J

河
川
一
G
J
γ

句
者
が
い
る
口
ふ
の
結
果
、
禄
々
、
九
日
叫
京
刊
誌
を
そ
け
る
ご
と
ζ

ば
る
性
犯

山
悲
江
口
、
ニ
ー
れ
乞
修
疋
第
4
条
の
3

一
し
ゃ
れ
界
指
否
特
権
の
侵
害
吋
ー
は
な
い
ヨ
か
こ
明
訟
に
し
た
c

一
刊
日

マ
ク
l
ン汁一
y
J

ル
事
件
で
忠
る
し
開
店
し
し
さ
れ
た
の
は
、

さ
、
れ
に
C
M
M
、

カ
J

ザ
ス
川
の
常
的
虐
待
治
療

プ
ロ
グ
ラ
ム
こ
ん
あ
っ
た
F

帳
台
リ
ド
＼
｜
下
制
一
ノ
イ
ル
は
、
件
犯
罪
で
白
罪
判
決
と
交
付
て
約
一
佐
川
中
の
そ
刑
者
て
一
あ
る
へ
山
拭
セ
引
に
、

ヴノyエtこ）ノして

山
獄
後
前
打
び
レ
イ
f

い
よ
う
中
川
縁
ブ
ロ
グ
フ
ム
に
参
加
す
る
よ
う
に
ぬ
め
ら
れ
に
J

こ
C
v川
原
f
口
グ
ラ
ム
の
誌
も
重

要
一
な
向
山
は
、
過
去
の
犯
罪
に
直
前
し
、
？
円
じ
の
弱
さ
古
川
町
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
エ
の
た
め
に
は
台
宗
川
決
を
Jfヌ
け
り
千
九
？
一
。
の
を
ノ
「
め
同
一

の
が
凶
＝
ど
す
べ
て
記
入
烹
に
一
起
一
人
寸
る
こ
と
が
ぶ
め
ら
れ
に
む
こ
の
情
川
刊
は
、

日
世
守
山
で
は
な
く
、

エ
れ
が
利
用
主
れ
こ
こ
と
は

な
い
と
J

て
も
、

罪
を
問
わ
れ
る
可
保
叫
が
あ
っ
た
、
だ
が
、
、
れ
を
但
T

訂
す
れ
ば
、

7
3
U

グ
ラ
ム
に
は
祭
貯
で
き
ず
、
も
？
と
制
限

メ

の
多
い
悩
誌
に
浅
J

れ
、
さ
ま
ぎ
ま
な
判
権
を
失
う
い
ア
〈
に
な
Q
d

そ
こ
℃
原
牛
円
は
、
戸
、
れ
を
J
H
f
i
免
罪
村
六
u
特
権
の
侵
害
だ
こ
、
ニ
張

ill＜｝、：iL'?J:;: ,3 1叩SJ ,,5, ,20C5,ll; 
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こ
士
！
？
三
ご
4
－J
ヨ
J

？
－

O

I
L
T
3
4
J計
4
勺j
ーだ！
Lγ
、

ど
が
、
沿
い
？
間
放
判
所
は
、
モ
の
で
張
古
一
九
日
川
大

f
リ
コ
ラ
リ
γ

ィ
意
見
守
述
べ
こ
い
る
の
は
、
ん
ノ
ネ
千
ノ
許
可
判
訂
？
ケ
ネ
デ
／
f

成

ι 
日川

竹
犯
川
AJ
者
山
山
出
獄
し
た
お
と
、

ほ
か
む
犯
罪
高
よ
り
も
い
前
い
と

L
、

川
口
レ
イ
／
や
件
的
暴
ノ
れ
で
眠
い
速
射
さ
れ
る
り
能
性
は
、

沼
市
絞
り
専
門
家
は
性
犯
罪
主
が
そ
の
性
的
衝
動
ぞ
コ
〆
ト
口

i
ル
し
一
内
犯
？
と
減
少
宍
、
付
る
こ
と
が
川
限
だ
と
認
め
て
い
る
が
、

そ
の
一
円

教
久
け
の
重
山
久
な
安
－
一
怒
川
参
加
者
が
モ
、
り
過
去
の
犯
罪
に
阿
一
明
日
そ
の
責
任
J
U
己
負
担
つ
こ
と
だ
と
認
め
て
い
る
し
仁
い
う
っ
門
て
い
亡
、

ザ
ス
叫
が
け
の
経
歴
の
陥
科
u
q

砿
吃
い
と
し
な
し
F

っ
た
こ
と
に
目

つ
の
王
？
な
叶
の
利
益
に
川
口
、
ノ
山
て
い
る
と
い
モ
第
一
に
、
け
犯
昨

文
が
地
古
の
行
為
の
責
任
を
す
べ
て
1
1
H
人
れ
る
た
め
に
は
、

そ
の
一
行
為
の
げ
ん
叩
尖
も
ld一
寸
べ
き
だ
と
州
！
？
pJ、んに
h

と、

μ出

／）り
y

わ
け
危
険
な
性
犯
罪
有
心
場
人
に
は
訴
迫
の
一
日
一
花
作
在
姥
し
に
お
く
こ
こ
が
抑
幼
川
ポ
t
Z
4
A
つ
ζ

判
附
L
た
守
一
／
）
で
あ
る
υ

そ
L

て
う
、
不
一
ア
ィ
裁
判
官
は
、
州
が
山
加
古
川
z
ぜ
認
め
ほ
か
勺
ん
ヘ
こ
こ
に
よ
ハ
て
治
療
ゾ
ロ
グ
ラ
ム
は
注
法
と
仕
る
も
の
で
は
な
ノ
＼
ま
た
市
場

に
参
加
じ
な
か
っ
た
場
内
に
受
日
る
不
列
、
什
は
、
ゴ
己
に
山
手
を
負
し
れ
山
ヒ
ヲ
匂
不
実
り
止
白
口
や
強
制
す
る
よ
ミ
な
も
の
乙
は

γ一
ス
ば
い
こ
い

〉つ
c

J

ノ
リ
ー
ラ
リ
ア
ィ
意
見
は
わ
界
川
決
を
交
け
て
ー
恥
務
巧
に
人
れ
ら
れ
て
し
る
刑
判
は
、
ど
の
他
校

ι収
火
き
れ
る
か
、
ど
の
1u
う

は
特
技
官
認
め
ら
J
1

れ
る
か
に
よ
っ
て
山
山
の
ぷ
奪
と
は
な
ら
な
い
と
工
つ
－
久
川
両
市
ブ
口
グ
ラ
ー
に
参
加
し
な
か
っ
た
ご
と
で
抗
期
が
低

、、f
v

」、
J

に？
J

子八一
s
A
J

、

C
J
J
；
r
l
q
 
板
山
山
獄
の
時
期
が
の
び
た
わ
け
で
も
な
い
し
、

上
り
制
限
的
な
捻
設
へ
の
得
送
は
、
中
川
療
ブ
ロ
グ
一
ソ
ム
へ
の
参
川
哲

の
」
川
又
付
入
れ
に
限
界
日
：
r

め
る
た
め
む
も
の
C
、
制
政
で
は
な
い
1
一
、
咋
一
は
治
療
ブ
ロ
グ
一
ワ
ム
へ
の
参
加
を
促
進
す

Q
tめ
一
定
む
誘
引

を
f

J

え
る
こ
と
は
救
出
（
U
範
囚
内
だ
と
い
つ
じ
そ
し
て
、
ら
し
古
｛
け
な
秘
常
」
す
れ
ば
、
快
犯
京
者
、
り
中
川
は
す
べ
て
を

1
門
に
さ
山
口

汁
二
ず
、

白
川
、
り
犯
罪
1
／
川
、
引
い
へ
U
A
ノ
こ
と

K
J
K什療
f

／
リ
グ
ラ
ム

て
出
所
す
る
一
、

2
と
た
百
り
、
プ
ロ
グ
フ
ム
日
体
心
日
頼
性
げ
hd

失
ト
γ
札
て
し
ま
う
と
yJ、
え
に
の
で
あ
っ
た

J

1

J

ナ
ー
裁
判
官
は
、
た
い
位
い
の
は
吻
ふ
口
、
寺
戸
川
を
杭
百
し
ん
J

」
こ
き
に
き
け
る
示
利
、
ハ
川
は
山
己
負
芳
犯
人
円
村
山
件
の
伝
ι
古
と
な
る
ほ
ど
亘
十
i
J
L

カ
シ
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ぽ
な
か
っ
た
と
判
判
断
し
、

プ
リ
ュ
ラ
リ
テ
ノ
の
引
刊
誌
を
支
持
し
た
か
、
刑
務
r
小
山
内
心
不
引
い
益
が
お
よ
そ
白
己
負
罪
犯
心
特
技
U
侵
芹
1
Y
L

な
る
こ
と
は
立
い
と
し
て
い
る
部
分
に
は
守
、
同
で
き
乞
い
と
い
う
杓
祭
期
間
距
長
く
な
る
な
ど
の
ぬ
今
に
は
、

じ
い
山
間

百つ
7
Q
と
い
F
7
の
で
ι山内
Q
n

ス
ナ
ノ
フ
ン
ス
裁
判
己
ら
料
名
C
I品
料
｛
E
の
史
対
意
以
は
、
会
加
古
花
γ

川
口
し
た
湯
ι
t
K
4又
げ
る
不
利
訴
は
卜

分
正
ー
に
い
が
、

た
と
え
Z

う
で
な
く
仁
、
也
、
白
己
負
罪
犯
肖
特
権
の
口
紅
中
は
っ
化
さ
れ
は
い
と
い
う
v

反
い
い
川
意
見
は
、
代
科
LJfいの

ひ
と
つ
と
し
仁
、
記
人
し
に
情
刊
誌
に
つ
い
て
秘
？
刊
2

乞
保
守
陣
す
る
力
伝
ー
と
不
唆
し
、
ヲ
ア
い
て
削
刊
百
を
刊
川
町
内
し
て
も
山
療
の
口
的
h
ト
分
品

せ
ら
、
札
司
令
と
Kγ
え
た
の
で
あ
る
一

ま
た
も
う
む
と
コ
の
可
限
院
と
し
て
、
治
療
ブ
ロ
グ
フ
ム
＼
の
一
参
川
を
任
者
の
も
の
！
と
す
る
こ
と
を

一
小
攻
、
）
、
そ
の
方
が
治
燥
の
日
的
は
よ
わ
効
州
市
的
午
苧
什
ら
れ
る
と
い
え

結
論
的
に
は
r斗
対
阿
の
き
y
h

い
乙
い
川
決
と
あ
る
が
、

実
際
に
は
オ
J

ナ
、
裁
判
庄
の
九
州
川
ポ
同
ι
Z
E
o
ω

＝
］
ん
が
あ
る
た
め
、

は
っ
k
f
r

」
り
こ
し

ア
多
数
土

uzRけ
判
断
は
な
ノ
＼
二
心
同
議
に
〉
け
て
の
最
古
以
れ
判
引
の
vL
坊
は
切
符
乙
は
一
日
え
な
い
。
堅
一
裁
判
J

昨
が
、
結
果
的
に
界

中
寸
叫
リ
グ
ほ
か
円
た
場
台
に
古
利
口
付
ζ

な
る
こ
こ
z
ぜ
り
認
し
ト
、
こ
と
に
刻
し
て
、
抗
川
司
り
…
h
h弘
ド
九
解
も
あ
る
。
主
た
、
オ
7
ト

i
裁
YU1E
の

古
川
鳴
か
ら
け
ん
て
、
過
去
の
吟
犯
誠
一
ゲ
一
認
め
日
レ
こ
2
で
治
癒
ブ
口
ゲ
一
ノ
ム
へ
の
』
号
／
加
を
拒
必
し
に
没
合

ι
五
口
行
特
典
が
取
り
消
さ
ー
れ
た

り
し
て
、
仮
出
紋
の
時
開
山
が
淫
れ
る
よ
う
ん
は
制
度
の
滋
台
は
、
白
白
ぽ
刊
以
引
と
な
り
帆
w
d
F片
I
い
久
本
泣
込
と
は
る
と
工
つ
〈
ま
に
、
同
ぷ

ヴノyエtこ）ノして

に
、
過
去
の
性
犯
罪
ど
認
め
ん
引
い
こ
と
で
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
も
ノ
加
を
作
否
し
、
仮
釈
政
や
川
川
護
制
察
っ
き
釈
放
が
取
れ
川
目
さ
れ
て

へ
川
U

－

Z
川
訪
一
昨
ハ
に
民
ら
な
i

い
れ
ば
な
ら
な
い

E
Fつ
7d
湯
台
L

も
、
円
台
は
強
制
と
以
片
傍
了
l
第
h
t

タ
ふ
泣
交
と
ほ
る
と
い
う

軍
本
物
治
療
の
強
制

性
犯
罪
文
に
対
し

カ
）
ソ
ぇ
ル
ニ
ア
な
と
い
く
つ
か
の
叶
は

説
明
，
治
療
を
義
務
付
け
て
い
る
「
間
的
信
勅
乞
h
H

メ

げん、

M
U
犯
川
バ
ェ
ゼ
繰
り
返
す
こ
と
を
旧
止
す
る
こ
と
を
け
的
こ
I

U

て
、
薬
物
の
投
句
J

に
司
自
了
J

る
こ
と
を
条
件
に
1

）
て
択
肢
を
訟
の
よ
う

ill＜｝、：iL'?J:;: ,3 1叩IJ ,,5, ,20C5,ll; 
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イ

ン

権
利
υJ 
旬
ぐtァ

カ斗
と

つ
弘、と
い呼
Jlt ば
flj J工
もて
あし
るi4

下、4
~ 

'-
／ー、

と
わ
ー
っ

ιで
z
め
ず
匂
し
、
一
の
よ
う
な
措
置
は
、
し
ば
し
け
二
薬
物
的
去
勢

一ハ
7
2
4

リ
」

J
」

J

、

J

J

1

 

こ
の
よ
う
な
知
育
に
4R
し
て
は
、

ι 
日川

も
に
対
ー
す
る
性
犯
罪
は
、
必
ず
し
も
通
常
の
性
的
街
引
に
よ
コ
て
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
は
い
ス
ヨ
い
子
も
し
れ
ず
、
そ
う
で
？
の
れ
ば
こ

の
方
枯
に
も
限
界
が
あ
る
か
y
u
し
れ
ん
仏
い
ー

」
ヘ
り
ん
出
は
性
犯
F
J
υ

古川
mdAA
明
を
摂
取
す
る
こ
と
を
リ
川
祝
と
し
て
お

w

判
っ
か

ま

心
町
川
口
促
抽
出
を
付
一
わ
な
い
絞
り
じ
、
そ
の
究
効
性
2

三
時
保
す
る
ご
と
は
難
し
い
v

後
九
地
寸
る
利
一
べ
仏
め
J
J
J

ノロ

i
イ
に
よ
コ
亡
、
」
知
党

見
出
寸
一
定
期
的
い
利
加
し
て
、
十
法
幼
心
机
以
を
帝
認
す
る
一
ー
し
が
必

vfと
な
る
ご
あ
一
っ
た
l

-t 

メ
ガ
〆
法
の
強
化
y
」
件
犯
罪
者
の
山
山
所
後
の
白
川
の
判
制
限

メ
！
万
ン
法
の
強
化

メ
i
f
ン
法
の
民
求
店
、
適
用
範
同
り
拡
大
も
、
け
斗
さ
れ
る
n

イ
J

タ
iphiJ
ト
で
の
欠
表
を
行
っ
て
い
な
い
オ
レ
f
ン
州
と
も
、
こ

る
リ
沃
作
の
剖
た
が
中
リ
混
と
さ
れ
て
レ
ヲ
G

（
ま
た
、

イ
〆
タ

l
ネ
ソ
〉
で
の
公
1
れ
で
は
な
か
仕
か
け
見
な
い
人
が
い
る
か
も
I
れ

、、、一

／

ι
1
q
 

μ
ン
グ
y
J
ラ
ン
ド
で
は
、
生
犯
罪
者
が
ん
f
校
低
内
に
桜
転
し
て
き
心
人
ら
、
学
校
か
保
護
者
に
市
子
メ
ー
ル
で
述
矧
1
J
J
G
こ
J

と
し
た
と
こ
ろ
が
一
あ
る
F

こ
れ
ま
で

T
紙
で
民
知
し
て
い
た
が
、
読
ま
と
い
で
衿
て
こ
し
ま
う
人
も
い
る
た
め
、
惑
す
た
に
ア
屯
J十
メ
ー
ル

で
れ
い
り
通
知
も
ぺ
わ
う
こ
と
に
し
た
と
い
弓

ま
ー
に
ミ
ネ
ソ
タ
州
て
は
、
州
最
古
川
裁
川
－
叫

p
z小
l
r
ν
プ
の
人
の
場
合
作
刈
）
m
r
h
b
い
の
で
校
録
義
務
を
負
わ
な
い
と
判
断
し
た
こ
U

を
受
げ
て
、
刊
ノ
説
会
は
の

i
ム
ν

ス
、
り
人
は
F

母
泡
凶
味
川
百
九
者
で
確
認
す
る
ミ
と
や
斗
十
八
ww付
け
る
注
改
一
？
？
し
f
u
ま
に
、

ケ
シ
タ

A
T
、
川
川
で
は
、
警
察
署
！
日
開
犯
持
者
心
川
住
地
問
を
作
成
、
ペ
イ
ン
ク
マ
ム
ソ
ト
l
t
公
闘
し
、
住
民
は
地
阿
を
拡
I
八、〆て、」？？列ない
y

か
ら
の
即
離
な
ど
や
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

L
て
い
令
乙
f
ろ
も
あ
る
オ
ハ
イ
オ
州
で
生
、
こ
の
で
そ
ノ
な
行
併
が
凋
始
さ
れ
た

寸乙
レ
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未
成
年
者
に
よ
る
性
犯
罪
に
つ
い
て
も
、

メ

l
げ
ん
ン
法
ハ
ザ
通
用
を
誌
、
必
る
よ
う
に
改
止
が
氾
ん
で
レ
る
し

ミ
ン
ガ
〆
川
で
は
、
十
市
成

什
γ

高
に
よ
る
性
犯
罪
に
つ
い
て
も
パ
知
も
認
め
大
ア
ミ
ー
は
が
制
定
さ
れ
た

γ

汗
ン
ユ
γ

ウ
ゴ
イ
K

M

J
一
敗
者
が
、

一
回
践
の
と
き

に
プ
イ
ミ

l

ザ
イ
ラ
八
歳
を
位
向
い

ぞ
れ
川
以
降
も
俳
人
む
小
y
h

に
性
的
出
店
討
を
行

fLh
一
と
に
街
川
訟
を
交
行
え
州
設
会
が

で
未
成
午
者
心
一
記
録
は
秘
密
と
し
て
き
た
の
を
改
め
、
伝
険
性
を
川
円
断
し
て
公
表
b
f
認
め
る
一
」
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
r

ァ
リ
ト
ノ
ダ
州

で
も
、

y
’
ぃ
、
り
市
仁
犯
手
苫
（
り
絹
川
刊
誌
ょ
げ
い
つ
シ
タ

i
不
ソ
ト
上
で
公
式
レ
始
め
た
と
」
ろ
？

rーのるつ

性
犯
罪
者
の
出
所
後
の
自
国
の
制
限

フf
J
A

－－
J

J

々
し
斗
Jm

7

p

l

ア一

f
t

初
心
州
で
、
性
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
、
さ
の
つ
い
訂
に
む
の
制
限
を
F
U
て
い
る
と
」
ろ
が
あ
る
ロ
た
こ
え
ば

ア
イ
オ
ワ
州
↑
〈
は
、
’

rど
も
に
刻
す
る
性
犯
川
引
で
有
罪
斗
決
を
受
け
た
か
台
は
、
小
中
ハ
J

校
や
目
立
で
爪
か
り
一
川

η
付
近
二
ー
フ
ィ
ー
ト
以

内
一
に
一
山
位
L
て
は
ぽ
ら
な
パ
乙
）
〆
て
い
る
u

、
｝
り
ょ
う
は
制
限
に
つ
い
て
は
、

小
手
以
町
で
は
事
実
ト
街
中
に
休
む
戸
、
と
を
不
り
誌
に

す
る
の
で
は
立
し
か
と
か
、
南
1

1
十
一
生
t
地
域
で
万
病
住
｝
ゲ
ギ
刈
能
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ヨ
ツ
戸
～
批
判
も
あ
る
c

r
之
i

加、ーれに

よ
っ
て
子
と
も
川
河
一
歳
に
役
立
つ
の
か
ど
一
〕
か
に
も
絞
慌
が
な
い
で
は
な
レ
）
り
で
の
ド
め
、

こ
の
川
法
を
け
室
E
J
し
た

F
級
～
古
川
決
も
あ

ノ
、
ノ

1
L
V山
J
1
L

第
八
巡
阿
区
技
訴
ー
バ
判
所
は

と
の
地
上
品
判
決
心
乞
葎
し
、
州
は
了
ど
も
を
保
設
す
る
F
J
め
こ
mv
よ
ろ
な
凶
位
制
限
ピ
定

ヴノyエtこ）ノして

め
る
こ
と
が
で
き
、
【

Y点
在
が
こ
れ
を
”
に
し
J

処
川
市
的
な
法
沖
げ
で
は
な
い
と
し
て
い
る
ミ
と
を
覆
す
よ
う
ほ
処
出
的
な
効
果
C
説
明
が
泣
い

と
し
て
、
事
村
山
仏
禁
止
条
尽
違
反
り
、
土
張
、
も
斥
け
と
い

4
1
ゲ
ン
氏
で
け
じ
、

い
い
犯
罫
者
（
り
な
U
M情
刊
誌
の

k
h川
公
表
の
み
を
求
め
こ
い
る
が
、
一
一
J

ラ
ワ
T

一ア

H
（
り
よ
う
に
、

f
ど
も

まーに、

に
討
す
る
け
犯
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
岩
三
は
、
運
一
七
免
許
一
出
に
そ
の
告
を
ぷ
す
た
め
に

1
Y」

の
f
J
T
人
れ
る
一
一
乙
と
〕
て
い
る

メ

と
こ
ら
も
あ
る
、
運
恥
免
許
一
」
仙
の
収
不
を
求
め
れ
ば
、
壮
一
一
室
日
に
は
、
性
犯
罪
立
て
や
罪
判
決
を
交
汁
ん
ご
」
こ
が
あ
る
有
ど
あ
る
こ
乙
が

ill＜｝、：iL'?J:;: ,3 1治日） ,,5, ,20C5,ll; 
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町
中
堅
に
わ
か
る
社
制
λ
で
お
る
c

オ
ハ
y

〆
オ
川
べ
で
は
、
何
犯
山
井
有
の
7

一
動
車
心
十
J

パ
l
プ
レ
ー
ト
JECピ
J

ク
缶
ワ
い
す
る
こ
と
が
…
同
尚
一

と
さ
も
い
こ
い
る
し
〈
い
う

オ
ハ
イ
f
州
で
は
欣
治
還
す
し
右
民
判
決
を
そ
け
P
J

、
一
と
の
あ
る
人
に
は
背
一
企
心
「
ン
パ

1
プ
レ
l

ピ
義

ι 
日川

浅
利
げ
て
い
る
よ
う
て
ゐ
る

まーに、

以
釈
以
内
忠
一
J

し、

ナ
キ
け
つ
え
怖
で
は
、
了
ど
も
に
れ
す
る
竹
犯
3

践
し
い
制
限
が
が
さ
れ
る
？
と
一
k

F

つ
包
多
い
f

た
と
、
三
ば
、

で
有
野
河
川
決
を
デ
ヲ
け
た
苫
（
り
仮
出
円
以
二
時
レ
、
次
の
よ
う
な
付
九
を
品
市
止
「
る
条
件
（
特
別
条
刊
五
と
呼
ば
れ
る
一
が
訴
さ
れ
よ
ノ
る
よ

弐ノで
φ
め
司
令
）

「
干
校
、
見
E
判
明
、
か
り
所
、
公
園
、
公
yv、
色
、
」
く
目
私
立
の
円
少
年
七
／
タ
？
、
公
立
？
水
泳
場
、
ピ
J

ノ
オ
・
戸
、
，
T
iド
他
校
在

ン
一
、
了
こ
も
が
活
常
菜
、
J
場
所
の
t

川

フ

q
y

ト

京j

斗
与
口
）
以
内
に
リ
ち
人
る
三
／
一

つ

h

心
者
が
参
加
し
た
り
列
持
も
と
交
円
、
体
一
行
、

J
H
民
的
な
い
し
丈
化
的
治
勘
九
泳
提
供
す
る
で
「
な
ず
口
グ
一
ア
ム
心
で
除
hwH

し
に
り
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
こ
。

3Jka八占町一打者ーい口、

以
人
向
げ
ピ
ヂ
庁
店
な
い
し
ヌ

l
ト
な
い
し
部
分
的
に
ヌ
l
ド
む
斤
ー
ピ
ス
や

マ
ァ
号

l
ジ

パ

1
7
1

ダ
〆
ス
、
露
出
な
と
の
氏
人
’
刊
行
ハ
ノ
娯
栄
を
淀
川
町
ゲ
る
常
茶
の
よ
う
な
ヤ
主
に
門
じ
ら
れ
た
常
業
主
一
行
レ
、
行
わ
は
い
一
、

L

こ
で
倒
寺
、
母

加
し
た
り
げ
ち
々
川
っ
た
り
、
ワ
で
の
わ
す
け
フ
ィ

1

N
以
内
に
入
る
h

L

て

i
監
官
ナ
ア
一
川
護
叫
品
川
崎
小
吉
の
衣
川
な
く
、
ー
七
歳
以
卜
の
苦
と
同
府
し
た
り
、
ロ
ら
も
し
く
は
謹
話
、
］
紙
、

ピ
ヂ
寸
も
し
ノ
＼
ば

t
i
デ
ィ
す
装
量
、
川
市
一
言
、
お
る
い
は
他
の
電
子
的

T
段
を
包
っ
て
こ
れ
り
の
若
と
ャ
が
倣
し
、
夜
触
す
る
よ
ニ
ー
こ
と
r

D
r川
ん
山
内
ず
る
保
ヴ
品
目
監
祭
令
心
許
可
な
〈
、

i
じ
歳
以
下
心
了
L
と
も
あ
る
い
は

i
l歳
以
下
心
P

ず
と
も
な
持
つ
人
と
て
i
ト
し
た
の
、

結
婚
、
了
ぺ
り
、
プ
フ
ト
コ
ク
な
関
係
乞
持
つ
こ
と
、

忠
良
川
幹
の
な
い
状
証
ー
で
七
歳
以
下
の
省
と
冷
触
を
日
汀
つ
三

ιυ

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ :JOっi 1158 c引"Y_ I i J 



711的

ιあ
か
ら
さ
ま
な
画
像
古
抗
ノ
＼
文
リ
平
均
「
山
、
雄
誌
、
ま
U

鴻
な
い
唱
し
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
一
ゲ
↓
所
付
し
、
隣
人
し
為
る
し
い
q

ぽ
購
読
ヲ
る

h

l
円8

一
九
ハ
）
ら
引

l
ピ
ス
む
よ
う
伝
送
析
な
い
し
他
店
竜
了
的
了
段
に
よ
っ
7
、
性
的
に
お
一
か
ら
さ
ま
な
け
け
的
で
人
と
会
話
す
る
こ
J
C

Q
d
r

ン
ピ
工

i
タ
ー
に
よ
る
も
し
く
は
他
の
イ
ン
タ
ー
人
i

ッ
ト
・
ル
け

i
ピ
ス
、

ア

7

y
ク
ス
叶
ロ
ノ
ー
ビ
ス
、
も
し
く
は
電
了
掲
不
絞
い

加
入
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
掛
作
す
る
こ
と
、
使
用
す
る
一
：
＼
も
し
く
は
ミ
れ
、
り
市
山
よ
っ
て
会
百
す
る
こ
し
ぺ

ハ
日
戸
的

Jr閉
じ
小
し
、
監
督
す
る
保
設
庶
務
官
の
求
誌
な
く
、

コ
ン
ピ
「
夕
、
心
ぷ
A
h
d
所
指
し
、
川
凶
作
い
1

山
、
操
作
す
る
と
と
ν

川
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ー
刀
守
メ
フ
、
昨

ιカ
メ
一
ノ
、
ピ
デ
ガ
、
そ
の
外
の
屯

f
的
直
後
英
将
r

色
合
む
一
勺
真
撮
影
長
室
を
所
有
、
て
仰
山
口
、
1

叫
い
り
ず
る
こ
こ
～
」

封
じ
込
め
ア
ブ
口
チ

ハ
C
コ
古
川
向
コ
同
町

F
4
Z

こ
の
よ
う
云
性
犯
持
者
の
昨
日
帆
と
レ
う
い
州
一
点
を
よ
わ
い
以
め
た
措
置
を
求
め
る
の
が
、

口
一
ツ
ド
川
亡
実
施
さ
れ
、
い
る
封
じ
込
必
ゾ

ァ
口

l
チ

従
来
の
よ
沿
っ
な
性
犯
罪
声
へ
の
処
出
乞
厳
し
く
L
P
J
い
ノ
、
暴
力
的
な
性
犯
罪
者
jhv
民
事
的
に
杓
訓
示
し
た

n
yあ
る
い
は
件
犯
川
J
醤
に

ヴノyエtこ）ノして

笠川町
L
花
務
官
負
わ
せ
て
告
知
・
パ
ム
去
し
た
り
す
る
B

ブ
ロ
ー
チ
は
、
い
ず
れ
も
同
開
店
主
制
［
て
い
る
と
考
え
る
ブ
ブ
＋
ン
ダ
と
ウ
J

一役）

一
γ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
誌
や
V

時
め
ア
プ
ロ

1
7
？
と
一
サ
滴
す
ャ
竺
彼
ら
は
、
性
犯
罪
広
の
処
i

討
を
厳
し
く
す
る
ご
と
は
社
会
に
討
す
る

危
険
皮
の
伐
い
市
仁
犯
U
1
uち

E
J／
」
小
必
要
二
拘
禁
す
る
私
果
と
な
る
J
一
、
い
い
蕊
力
的
略
奪
区
民
も
散
し
い
慌
似
の
も
と

炭
山
「
ば
糾
じ

犯罪寸一宮山探一り
rt

－rお
そ
れ
の
れ
い
J

ち
ま
で
三
期
刷
に
1

わ
た
っ
て
拘
禁
す
る
結
果
に
な
る
と
批
判
す
る
）
士
介
、

メ
ャ
ガ
ン
法
は
、
支
符

メ

に
は
社
会
に

γhuよ
な
う
え
る
だ
け
で

性
犯
邦
石
の
山
犯
の
減
少
に
効
果
が
あ
る
こ
の
説
明
は
江
い
と
い
ベ
。
ま
た

の
ア
ァ

ill＜｝、：iL'?Jお，31 2'11) ,•59 ,20C5,ll; 
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円
l
ヂ
は
、
生
犯
罪
者
の
危
険
吟
主
「
泊
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
丸
る
ぺ
ヘ
こ
の
よ
う
な
下
滅
ぼ
、
出
目
前
で
不
機
実
で
忘
れ
＼
リ
ス
フ
管

呼
の
釘
山
市
M

H

一
性
犯
山
川
苔
U
U
M
件
犯
罪
ピ
匹
一
ひ
犯
す
こ
と
が
ヘ
ホ
い
よ
弓
に
J
J
z
m

引
す
G
什
温
み
が
必
安
と
さ
れ
る
し
〈
い
ろ
へ

ι 
日川

る
れ
い
り
が
、
こ
の
コ
口
一
プ
Nn
刊
の
村
山
ヒ
込
め
ア
プ
円

1
1
7
で
み
る
へ
と
り
わ
行

一
人
が
記
憶
し
て
い
る
の
が
、
こ
れ
を
耽
悦
ず
る
専
門
的

た
裁
川
円
所
L
Y
L

て
の
「
い
れ
ん
目
録
帰
及
川
内
所

心
設
躍
で
あ
る
っ
恒
犯
罪
者
に
は

川
川
務
所
か
、
つ
の
問
所
や
性
暴
力

一門司作ロロ戸川、ロコトロ門）

的
吃
考
書
収
容
施
設
ヤ
ロ
（
り
出
所
に
先

ν
ち
、
人
什
療
f

／
リ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
と
椛
杭
に
コ
い
て
台
な
す
る
こ
し
れ
か
求
め
つ
れ

学
内
引
勺
に
什
叶

B
ぺ
立

l
H

は
、
山
市
川
代
同
心
性
犯
山
弁
γ＝の
y

崎
市
原
町
同
rr
脅
す
る
と
p
v
p
U
片
山
、
同
犯
罪
者
？
っ
性
犯
罪
を
丹
び
お
一
一
す
こ
と
の
な
い
、
宮
ノ
に
附
犯
罪
者
主
性

続
「
る
っ
裁
判
所
は
、
性
犯
罪
文
げ
か
道

1
出
町
一
を
尚
一
J
寸

ν
て
い
る
か
い
y
v
ノ
か
を
ド
段
目
下
三
送
｛
l

〕
て
レ
な
い
場
合
は
い
ろ
い
ろ
た
制
裁

を
利
用
L
て
、
送
守
を
迫
る
が
そ
の
際
裁
川
所
、
ニ
し
て
沖
地
、
1

山川療的川中山門
J
」

の
原
遣
を
池
尻
す
る
ハ
性
犯
罪
者
が
道
一
J
事
川
引
を
辺

す
L

T

J

る
か
に
h

っ
か
を
確
認
L
7
0
千
y
H
f
r
u
て
重
視
さ
れ
ご
い
る
の
は
、
嘘
奇
い
い
九
詳
の
使
用
C
占
め
る
口
て
」
で
仔
ら
れ
た
山
伯
尚
に
山
知

O
L
 

医
特
F

引
唱
を
認
め
つ
つ
、
も
っ
ぱ
ら
り
ス
ク
管
立
心
鮫
円
か
ら
列
用
し
よ
う
一
い
《
の

ジ
工
、
ン
カ
・
フ
ン
ス
フ
ォ
ー
ド
法

こ
の
よ
う
に
「
ど
も
を
性
犯
川
ー
か
ら

1
る
た
め
、

い
ろ
い
ろ
な

T
が
詩
じ
b
れ
て
い
る
が
、
Y

／」。仰げずに
y
d
U
九
品
円
D
l
L
J
1
y｝
1
1
小、、に
A

久
、
ミ

子

4
5
J
i－
－
、

F

J

1

も
し
れ
伝
い

ジ
ゴ
シ
ガ
ラ
／
ス
フ
す
！
？
、
北
ド
Jkd

フ
ヨ
リ
ダ
州
ゼ
お
比
一
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
円
ん
と
お
父
さ
ん
1
／

緒
内
容
、
り
し
て
い
た
が

二
C
C
汁ム

H
一
一
一
川
、
教
会

っ
て
く
れ
て
、
夜
日
一
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
て
ツ
v

に
｛
ぼ
か
し
つ
け

一
半
朝
ハ
人
裁
が
祁
い
底

f

A

P

」コ、

ー一戸、

Z
？

7
0

い
な
か
コ
z
l
h

に
主
関
の
ド
v

か
か
コ
て
い
な
か
っ
と
仁
ジ
二
ン
ガ
の
提
訴
？
っ
け
引
け
ら
れ

か
月
伐
の
一
月
日
一

日、
4
4

〔
対
は
ジ
ー
ン
－
r
一
川
／
夕
、
－
ケ
ヲ
ィ
、

同
ハ
歳
、
引
究
汁
説
以
包
1

「
／
て
、
切
の
拝
読
さ
述
ャ
加
し
ん

τ
彼
は
、
過
ム
一
一
へ
り
年
明
に

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ :JOiηi 1160：引"Y_ I i J 



河
一
皮
も
述
山
憎
い
肝
止
の
為
る
男
t
、
川
町
中
に
対
す
る
性
犯
罪
の
削
科
の
号
令
ヤ
主
犯
罪
者
と
し
て
の
仔
緑
土
台
父
、
打
て
い
る
有
で
お
っ
た
U

述
揃
の
容
疑
は

巾
」
川
に
通
説
せ
ず
に
転
凶
し
ょ
こ
と
で
あ
っ
た
が

連
邦
技
官
民
の
嘘
発
見
器
の
技
ん
け
三
三
け
て
、
日
ン
ェ
シ
カ
パ
V

誘

拐
と
殺
汗
右
自
供
し
た
わ
ジ
工
、
ン
カ
は
、
ジ
ヱ
ン
や
ず
の
ま
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
ク

1
イ
容
疑
者
C
妹
の
家
の
駐
日
ら
発
見
さ
れ

ず九

r

ク
i
イ
ホ
廿
対
JEは
、
こ
の
家
に
他
の
へ
T

／一

絡
山
特
、
り
し
て
い
た
f

ご
J

二
、
ン
カ
に
は
作
的
暴
行
り
あ
と
が
あ
り
、
生
き
た
ま
ま
地

仕
げ
に
埋
め
ら
れ
た
と
礼
3

ロ
れ
る
「

ク
l
f容
疑
苫
は

誕
の
か
か
っ
て
い
な
か
〉
ふ
玄
関
か
ら
収
入
し

家
人
山
z
沿
っ
、
別
れ
と
い
ま
ま

ン

、ン刀
Jr連
れ

z
f
l
h
p
r児
つ
れ
る
、
同
容
疑
者
は
殺
人
、
九
山
川
町
、
傷
害
、
誘
役
、
氾
童
に
対

F
る
け
的
券
行
の
罪
で
起
訴
さ
れ
て

ι
お
り
、
川
は
死
刑
判
決
を
C
U折、
ν

て
し
る

事
刊
に
強

件
犯
京
高
に
対
す
る
よ
り
厳
し
、

る
法
改
花
を
一
口
司
氏
、
た

フ
円
い
つ
ダ
州
議
ム
訂
中
川
山

' ＇~、
J 

守ノ

μ
リ
タ
州
で
は
、
止
庁
一
ア
・
ミ
J
J

エ
ル
・
ル
ン
デ
、

一
一
帯
、
が
、
母
親
と
以
川
－
r
i
l
－
ご
一
こ
と
の
あ
る
平

F
E
ド
・
寸
〆
ス

f
y
f
に
殺
小
川
さ
れ
、
池
に
投
げ
J

い
ま
れ
て
内
不
足
3
れ
に
い
」
こ
ろ
で
あ
っ
た
U

オ
〆
ス
｝

y
f容
疑
者
？
h
、
性
犯
罪
者
乙

L
て
な
録
さ

札
て
い

rz
こ
の
法
改
庁
は

二
歳
未
満
の
児
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